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開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会宣告 

○議長（堀江昭二君） 皆さん、おはようございます。 

本日、20番小野忠宏議員が欠席の届け出がありますのでお知らせをいたします。 

ただいまから、平成20年第１回伊豆市議会定例会を開会いたします。 

 

◎開議宣告 

○議長（堀江昭二君） ただいまの出席議員は22名であります。定足数に達しておりますので、

会議は成立いたしました。直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程説明 

○議長（堀江昭二君） 議案説明のため、地方自治法第121条の規定により、市長以下関係職員

の出席を求めましたので、ご報告を申し上げます。 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（堀江昭二君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。９番、飯田正志議員、10番、

森良雄議員を指名いたします。 

 

◎会期の決定 

○議長（堀江昭二君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。今定例会の会期は、本日から３月14日までの19日間としたいと思いま

す。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） ご異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から３月14日までの19日間と決定いたしました。 

なお、会期中の会議の予定につきましては、お手元に配付いたしました会期日程表のとお

りであります。ご承知願います。 

 

◎諸般の報告 

○議長（堀江昭二君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

監査委員からの法に基づく、例月出納検査結果報告並びにその他の議長の会議、出張等に

つきましては、お手元に配付のとおりであります。 
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次に、議長会の報告をいたします。 

１月31日に開催されました、静岡県市議会議長会の定期総会におきまして、平成20年度の

役員が決まりました。伊豆市につきましては、静岡県市議会議長会の監事、東海議長会の理

事、全国議長会の評議員、地方議会議長連絡協議会の理事市となります。また、来年１月に

開催されます静岡県市議会議長会定期総会の開催市となりますので、報告をいたします。 

これで諸般の報告を終わります。 

ここで監査委員の報告の申し出がありますのでこれを許します。 

監査委員、磯晴雄君。 

〔１２番 磯 晴雄君登壇〕 

○１２番（磯 晴雄君） 12番、磯晴雄。 

監査委員としての最新の監査報告をいたします。 

ただいま議長の報告のとおりでありますけれども、少し付け加えさせていただきます。 

通常の監査、例月出納検査、原則として毎月20日と定期監査は年１回、各部課の事業の進

捗状況を現場へ出て確認します。実施した後は、都度、市長、議長に監査結果を報告してい

ます。軽微の事務はその指摘をしておりますが、大方は、問題なく処理されていると思いま

す。 

さて、今後はますます監査の質の向上を求められ、法律の改正により監査整備が求められ

てきます。それらのことを踏まえ、我々監査委員は当局の指示により、地方財政健全化法の

行政管理講座に参加しましたので、以下を報告します。とりあえず趣旨をまとめたものを朗

読します。 

その前に、今後の議員は、費用の決算書、バランスシートが読めるようにということを求

められております。また、公金会計は一般会計と特別会計の連結決算となり、財政状況が一

目でわかることになります。 

以上朗読いたします。 

地方自治体の財政の健全化に関する法律について、平成19年６月に地方自治体の財政健全

化に関する法律が成立しました。この財政健全化法は、現行の財政再建団体制度の50年ぶり

の見直しであり、現行制度がいわゆる夕張市問題に十分に機能しなかったことを踏まえ、こ

の問題点を改善した制度です。 

財政健全化法では、普通会計の実質赤字比率に加えて、公営企業まで含めた赤字の比率、

連結実質赤字比率、借金団体の財政負担、実質公費公債費比率、公社第三セクターに対する

将来的な税金負担の割合、将来負担比率を基に早期改善を目指す黄色信号としての健全化段

階と、赤信号としての再生段階を規定しています。 

すなわち、公営企業の公社３セクなどを含め、単年度フローだけではなく、ストック面に

も配慮した財政状況の判断書を導入するとともに、財政悪化を可能な限り、早い段階で把握

し、財政状態の改善に着手させるという仕組みが織り込まれています。財政状況の判断書に
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ついては、監査委員の審査対象として情報の信頼性を確保し、議会に報告されることで、議

会によるガバナンスの強化を図っています。 

また、黄色信号や赤信号がついた自治体や公営企業については、健全化計画等について、

議会の監視下に置くとともに、地方自治法に基づく個別外部監査の強制導入を規定していま

す。この法制は、平成19年度決算数値から財政状況の判断指標が公表されることになってい

ます。詳細な指標算定手法は、今後、省令で定められる予定であるが、既に執行中の平成19

年度財政判断指標はその数値が公表されるまで、あとわずかです。財政健全化法への自治体、

監査委員、議会の対応は早急に準備を進めていかなければなりません。 

以上です。報告を終わります。 

○議長（堀江昭二君） これで諸般の報告を終わります。 

 

◎市長施政方針 

○議長（堀江昭二君） 日程第４、市長施政方針。 

提案理由の説明に先立ち、市長の施政方針の説明を求めます。 

市長。 

〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） 平成20年第１回伊豆市議会定例会にあたり、市長施政方針を行います。 

平成20年度予算案及びこれに関する諸議案の提案にあたり、市政に取り組む基本方針とと

もに、概要を申し上げます。 

今、世界は急速に変化をしております。豊富な労働力を誇る中国やインドの成長が本格化

し、世界経済に大きな比重をおさめつつあります。アメリカ経済は、混迷を深め、パワーバ

ランスは多極化へと大きく転換しています。地球環境への意識の高まりにも呼応して大量消

費の生活スタイルや、価値観への指示も揺らぎつつあるように見受けられます。 

中国やインドなど新興国における、さまざまな需要の拡大は投機的な動向とも相まって、

エネルギー価格を初めとする資源価格の高騰、雑穀価格の高騰を引き起こしています。そし

て、ガソリン価格や日用品のみならず、バイオ燃料ブームの影響も加わり、小麦やトウモロ

コシを原料とする日常食品にまで値上げが及んでいます。国際情勢は、もはや私たちの生活

に密接に関係し、影響を及ぼしています。先日来の中国産冷凍ギョウザによる中毒問題も、

私たちの生活が、もはや輸入に依存せずには維持できないことを皮肉にも浮き彫りにしまし

た。 

世界が食やエネルギーを初めとする経済、さらに、大気や気候、水、緑そして生態系など

の環境面においても相互に深く関連していることは、今や人々の共通認識であります。そし

て、地球規模であるがゆえに進行が早く、責任の所在があいまいになりつつある悪循環を伴

っています。この厳しさ、難しさをはらんだ時代の中で私たちにできることは、小さなとこ

ろから問題や課題の解決に取り組むことではないかと考えます。 
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ここで、伊豆市の現況を申し上げます。 

農業振興においては、高齢化や後継者難等で農業離れが進行し、遊休農地が増加、環境や

景観の面からも憂慮すべき状況ですが、地域の人たちと一体になって、解消に向けた取り組

みをしていきます。さらに、地産地消の面では、引き続き協議会を中心に生産や流通の仕組

みづくりを進めていきたいと考えています。なお、平成20年度には、特産品であるワサビと

シイタケの全国大会の開催が伊豆市で予定されており、全国に向け情報を発信するよい機会

と考えております。 

次に、林業振興では、森林の荒廃も深刻な状況となっており、その整備が急がれておりま

す。18年度から始まった静岡県森の力再生事業を積極的に活用しながら、整備促進を図りま

す。また、シカやイノシシなどの獣害に対しても関係機関の協力を得ながら、積極的な取り

組みを図っていきます。 

次に、17年度から実施してまいりましたウエルネス産業育成事業ですが、県の伊豆メッカ

づくり推進事業補助金が終了したため、20年度は市の単独事業として実施します。なお、実

施に当たっては、平成21年度に開催される国民文化祭へつながることを意識して行います。 

さらに、観光振興事業として、伊豆サイクルフェスティバルは、平成19年度まで県の補助

金を受けて行ってきましたが、補助の終了に伴い、平成20年度からは伊豆市と日本サイクル

スポーツセンターの両者で実行委員会を組織し、日本自転車振興会の補助を受け、ツアーオ

ブジャパン伊豆ステージと併せて実施いたします。 

次に、伊豆の国市と共同による広域廃棄物処理施設整備の取り組み状況ですが、地元の堀

切地区を対象とした先進施設の見学を行うなど、事業に対する理解を深める努力を続けてお

ります。なお、地元との同意に向け最善の努力をいたします。 

さて、わが国の経済は、企業の海外進出の進捗などにより、地域間格差は顕著になりつつ

あり、今後、ますますその状況は、拡大していくものと思われます。平成20年度の地方財政

計画は、地方税と交付税の微増により0.3％の伸びとなっていますが、石油製品の高騰などか

ら、消費者物価指数の上昇が見込まれ、楽観できない状況であります。国では、来年度にお

いても、基本計画2006、2007を踏まえ、成長力の強化及び地方の自立と再生に取り組むとと

もに、財政健全化に向けた歳入歳出一体改革を進めることとしています。 

このたび提案する平成20年度各会計予算案は、これまで申し上げてきた社会環境の変化や、

新たなニーズに応えていくことを念頭に置き、財政状況が厳しい中にあって、政策の充実と

財政の健全化の両立を目指し、真に必要性のある事業施行に応えるための財源の重点配分を

行いつつ、施設運営の効率化を始めとして、行財政改革を推進するとともに、歳出全般にわ

たる見直しを行いました。 

予算の規模は、一般会計予算を139億5,600万円として、対前年度では12億6,100万円の減額

となります。増減の率はマイナス8.3パーセントですが、合併特例債事業で進めてきた斎場整

備が終了するため、この事業費６億6,800万円を除いた増減率は、マイナス3.9％になります。 
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歳入予算については、地方再生対策費の新設などによる交付税の増を見込んだものの、市

税や交付金の減が見込まれるため、財政調整基金からの繰り入れを予定しました。 

主な歳入では、市税は、原油高などの影響による法人税割の減収見込みと個人所得の伸び

が見込めない反面、交付税は地方再生対策費の増などが見込まれます。また、市債について

は、特例債事業の減などにより、借入残高が減少いたします。 

歳出予算については、全般にわたる見直しを行い、現下の経済情勢や税収動向を踏まえて、

行政のスリム化・効率化を一層徹底しました。 

まず、人件費は、職員の定員管理計画に基づいて削減を図りました。また、需用費や委託

料など物件費を抑え、経常的経費の縮減に努めております。 

公債費については、償還のピークを超えたため、後年度負担の軽減を図る公的資金繰上償

還を見込みました。 

投資的事業では、20年度に供用が開始される天城北道路大平ハーフインターチェンジへの

アクセス道路整備を特例債事業として進める一方、健康づくりやスポーツ振興の拠点である

天城ドームの改修事業を合併特別交付金事業として予定しております。 

その他、生活環境対策として、年川最終処分場の拡充のための調整池設置工事のほか、伊

豆の国市と建設協議を進めている広域廃棄物処理施設整備事業、さらに、治山事業や急傾斜

地対策、河川整備、橘保育園の耐震補強工事、修善寺南小学校・天城中学校体育館の耐震設

計など、安全・安心のまちづくりのための事業を重点的に実施してまいります。 

特別会計については、後期高齢者医療制度の開始に伴う後期高齢者医療特別会計予算の新

設、上水道事業会計では、新八幡配水池建設事業を予定しています。その他、平成19年度中

に指定管理者制度を導入した天城ふるさと広場事業特別会計は廃止いたします。 

ここで、本年度までに進められてきました主な事業と、懸案となっていた事項の経過を報

告いたします。 

まず、平成16年度から進めてまいりました新火葬場「伊豆聖苑」が３月に完成し、４月か

ら供用を開始します。総事業費は11億6,300万円で、財源としては、合併特例債８億8,600万

円、斎場施設整備基金１億9,800万円と、一般財源7,900万円で整備いたしました。火葬炉は

無臭化・無煙化を図り、周辺環境にも十分配慮した設備としました。なお、来る３月27日に

は竣工式を行う予定であります。 

次に、田方消防本部田方南署の建設につきましても、本年度の完成後に引っ越しを済ませ、

４月８日に落成式が行われる予定です。 

次に、天城北道路は、第一工区の大平ハーフインターチェンジまでの整備が進められてお

りますが、４月11日に開通式を行います。今後は天城湯ヶ島インターチェンジまでの第二工

区の早期着手と完成が待たれ、さらなる利便性の向上を期待いたします。 

次に、伊豆赤十字病院の産科医確保につきましては、12月議会の折に、産科医確保に関す

る議決並びに、地域医療体制の確保を求める意見書が議会より提出され、精力的に動いてい
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ただいた結果、おかげさまで２月１日に産科医１名が確保され、３月１日より産婦人科の診

療が再開される運びとなりました。皆様のご協力に感謝申し上げます。しかし、全国的に医

師不足が生じており、しばらく安定するまでの間、今後とも引き続きご支援ご協力をお願い

いたします。 

さらに、４月より柏久保保育園が民営化され、新たなスタートが切られます。行政の組織

としても「こども課」を新設し、幼保一元化に向けた取り組みを強化してまいります。 

以上、20年度の基本方針とともに、予算並びに施策の基本的な考えを簡潔に申し述べまし

たが、地方自治体の財政の健全化に関する法律により、今後は財政の健全化判断が４つの基

準に基づき、３段階のスキームに区分されることになります。早期健全化段階及び、財政再

生段階にならぬよう、ニューパブリックマネジメントの理念に基づき、無駄を省き、効率の

良い、コンパクトな行政運営に努め、市民と共に創る「共創」の考えで、これまで以上に市

民の皆様の知恵と力をお借りしながら、新しい公共が形づくられていくことを願っておりま

す。市民の皆様、議員の皆様の一層のご理解とご協力を衷心よりお願い申し上げます。以上、

市政方針を終わります。ありがとうございます。 

○議長（堀江昭二君） 以上で市長の施政方針の説明は終わりました。 

     

◎報告第１号の上程、説明、質疑 

○議長（堀江昭二君） 日程第５、報告第１号 専決処分の報告について（施設管理事故に伴

う和解及び損害賠償の額の決定）を議題といたします。 

提出者から報告を求めます。 

市長。 

〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） 報告第１号 専決処分の報告について、提案理由を申し上げます。 

今回報告するものは、施設管理事故に伴う和解及び損害賠償額が決定したため報告するも

のであります。 

詳細につきましては、総務部長に説明をさせます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） 本件の報告について、補足説明の申し出がありますので、これを許し

ます。 

総務部長。 

〔総務部長 平田秀人君登壇〕 

○総務部長（平田秀人君） それでは、報告第１号について補足説明を申し上げます。 

議案書の２ページをごらんいただきたいと思います。 

今回の事故の関係でございますが、市道それから個人の車によります事故でございまして、

その和解が整いましたので報告をいたすものでございます。 
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損害賠償の額８万1,550円でございます。相手方は伊豆市佐野の個人でございます。事故発

生場所でございます。伊豆市佐野869の1440付近ということで、修善寺グランドビレッジ内で

ございます。３ページに現場の位置図、それから事故の発生図というのがございます。これ

をごらんいただきながら申し上げますが、事故の概要でございますが、個人が所有します自

家用車、これが市道佐野杉原線、市道下根岸奥野線の境界にあります側溝にありましたグレ

ーチング、この上を通過したところ、このグレーチングが跳ねあがりまして、車両の左フロ

ント部分を損傷させたというものでございます。管理上の瑕疵ということで、過失割合とい

たしまして伊豆市７割、個人３割ということで総修理費11万6,500円に対しまして、８万1,550

円の損害賠償の額ということで、決定したものでございます。 

補足ですが、この損害賠償の金額でございますが、いわゆる保険、総合賠償保険の中で全

額が保険会社から支払われるというものでございます。 

以上、専決処分の報告でございます。 

○議長（堀江昭二君） 以上で説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

10番、森良雄議員。 

○１０番（森 良雄君） 10番、森良雄です。 

専決処分について、質問させていただきます。 

まず、原因は何なのか。例えば、グレーチングが軽すぎたとか、それともグレーチングの

相手側に不具合があったのか。まず、それを一つお聞きしたい。 

それから、私あちこち歩いていて感じるのは、確かにこういう事故は起こり得るであろう

と思えるものが結構あると思うんですが、その辺の把握を進めているかどうかお聞きしたい。

最近、私、鹿島田公園の角にある溝蓋の異常を指摘しているんですが、これなんかも多分同

じような状況じゃないかと思うんですけれども、ほかの点検及び整備について考えているか

どうかお聞きしたい。 

○議長（堀江昭二君） 土木部長。 

○土木部長（鈴木幸司君） 原因としましては、グレーチングが固定式でなかったということ

と、もうちょっと言いますと、部分的に反り返っていたのかなと思われます。この未固定式

は10年以上前に流行ったわけですけれど、少しずつではありますが、改良の場合は、現在は

固定式を使用するようにしております。 

それと、かなり未固定式が多いわけですけれど、毎週、道路パトロールを行っております

ので、そういった把握には、なるべく努めるような努力はしております。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

○１０番（森 良雄君） 道路パトロールしているということなんですけれども、例えば私が

指摘している鹿島田公園の溝蓋なんかは、当然、もうご存知だと思うんですよね。もう少し、
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気がついたら指摘を受けたらすぐ直すぐらいの気持ちが必要なんではないかと思うんですね。

鹿島田公園の例は、溝蓋、厚みが10センチ位あるのが10センチ位持ち上がっているんですよ。

当然、自動車が引っかかる可能性もあるだろうし、側溝の溝蓋ですから、子供たちがこの上

で遊んで、ぐらぐらしているから喜んで遊んでいるわけですね。見る限りでは、何でこんな

設計しているのかなというような思いもあります。 

それから、道路パトロールというお話が出たんですけれど、伊豆市の場合は、本当に点検

しているのかどうなのか。皆さんご存知だと思いますが、道路には施工後に直径10センチぐ

らいのいわゆるテストピースを取るんですね。普通はあのテストピース取ったあとは埋めて

おくものなんですが、伊豆市は埋めておかない。結構いたるところにあるんですね。私は数

年前までは指摘していたんだけれども、いやになって止めちゃったんですけれどもね。パト

ロールしているというのだったら、しっかりパトロールしてもらいたい。パトロールについ

てもう一度しっかりやってくれるかどうかお聞きしたい。 

○議長（堀江昭二君） 土木部長。 

○土木部長（鈴木幸司君） しっかりやっていきたいと思っております。 

○議長（堀江昭二君） これで質疑を終結いたします。 

以上で報告は終わります。 

 

◎議案第４号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（堀江昭二君） 日程第６、議案第４号 伊豆市教育委員会委員の任命について議題と

いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長。 

〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） 議案第４号 伊豆市教育委員会委員の任命につきまして、提案理由を

申し上げます。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条の規定に基づき、教育に関し識見を有す

る者のうちから任命する教育委員につきまして、議会の同意を求めるものであります。任命

したいものは、遠藤浩三郎氏並びに、廣沢智純氏です。遠藤氏は現在67歳、廣沢氏は56歳で、

参考資料の略歴のとおりであります。遠藤氏、廣沢氏ともに教育学術や文化に関し、豊かな

識見を有しており、住民の信頼が厚く、教育委員として適任者であると判断いたします。 

なお、任期は平成20年５月12日から４年間となります。よろしくご同意賜りますようお願

い申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 提案理由の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 
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質疑はありませんか。 

10番、森良雄議員。 

○１０番（森 良雄君） 10番、森良雄です。 

今、任期について説明がありましたが、20年５月11日からということですが、再来月４月

20日に市長選挙が行われます。各候補予定者はそれぞれ教育についていろいろ述べている

ようですが、大城市長さんはもうお辞めになると言っているわけですが、任期が５月11日か

らなんですから、それぞれ市長候補者の皆さんの教育方針にのっとって、委員を決めても

いいんじゃないかと思うんですけれど、その辺はどのようにお考えになっているのでしょう

か。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

市長。 

○市長（大城伸彦君） これは先ほど申し上げましたように、法律第４条の規定に基づいて推

薦するものでありまして、森議員のおっしゃるように４月ですか。新しい市長が決まってか

らということではその間、空白になってしまいますので、それはできないと思います。です

から、私のときに、教育委員会としてそのメンバーをそろえたいと思いますのでぜひご同意

をいただきたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本案については、会議規則第37条第３項の規定によって、委員会付託を省略することにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） ご異議なしと認めます。 

よって、委員会付託を省略いたします。 

これより採決をいたします。 

お諮りいたします。議案第４号 伊豆市教育委員会委員の任命について、同意することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立全員。 

よって議案第４号はこれを同意することに決定いたしました。 

 

◎議案第５号～議案第１１号の上程、説明、質疑、採決 

○議長（堀江昭二君） 日程第７、議案第５号 伊豆市持越財産区管理委員の選任ついてから

日程第13、議案第11号 伊豆市矢熊財産区管理委員の選任ついてまでの７議案を一括して議

題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 
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市長。 

〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） 議案第５号 伊豆市持越財産区管理委員の選任についてから議案第11

号 伊豆市矢熊財産区管理委員の選任についてまでの７議案について一括して提案理由を申

し上げます。 

伊豆市の７つの財産区、持越、市山、門野原、吉奈、月ヶ瀬、田沢、矢熊の７財産区につ

きましては、財産区管理会が設置されており、その管理会委員の選任には、伊豆市財産区管

理会条例第３条の規定により、議会の同意を求めることとなっております。 

このたびの委員選任に当たり、各財産区管理会長より委員の推薦書が提出されました。各

候補者とも適任と認め、選任したいので、よろしくご審議の上、御同意くださいますようお

願い申し上げます。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 提案理由の説明を終わります。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

10番、森良雄議員。 

○１０番（森 良雄君） 10番、森良雄です。 

特に質問というほどのものもないんですけども、この人たちについても私は全然知りませ

ん。ですから、問題を提起する気持ちはないんですけれども、失礼な言い方しますと、客観

的な見方をすると、会計報告なんか、例えば会計帳簿類ちゃんとつけているのか、どのよう

な方法でやっているんだろうなという疑問もあるんです。多分、行政当局で相当な支援をし

ているんではないかと思うんです。その辺の実態はどうなんでしょう。天城だけこの財産区

というのを必要性があっておいておるんだと思うんですけども、伊豆市に吸収するとか、そ

れぞれ独立してもらうとか、そういうお考えはないかどうか。その辺、もしありましたらお

伺いしたい。 

それからもう一つ。12ページに教師という略歴があるんですが、これどういうあれなのか

なと思って、もしあれでしたら具体的なご説明をいただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） まず、財産区というものはどういうものであるかということをま

ず皆さんにご報告させていただきたいと思います。 

自治法294条の１項並びに296条の５の第１項で規定されておりまして、いわゆる財産区と

いうのは特別地方公共団体ということで自治法で定められております。 

そうした中、この伊豆市の中の旧天城湯ヶ島地区、もっと細かく言いますと、上狩野村地
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区なんですが、その地区で明治13年太政官布告町村会法が公布されました。その段階で湯ヶ

島村あるいは月ヶ瀬村、市山村こういったものがございました。明治21年４月の法律により

まして明治の大合併が行われました。その時に、いわゆる湯ヶ島村を含めた８つの村。これ

が上狩野村ということで統合されたわけでございます。そのときに財産をどうするかという

ことが議論なりまして、この時に財産区制度ができたわけでございますが、市町村の市制の

実施に先立って行われた、町村の大合併の際に、旧来住民の利用に供されてきた旧町村の財

産または営造物について新町に統合することなく、旧町村の財産として従来の慣行にしたが

って旧町村に残し、その管理処分についての独立の人格を認めたというようになっておりま

す。ですので、現在、この旧天城湯ヶ島地区上狩野村地区において８つの財産区が存在する

ということでございます。そのうち、今回上程させていただきました７つの管理会におきま

しては、自治法296条の２の第４項によりまして、管理会を設置することができるというよう

になっております。 

今回は、議会同意を得るということは、この管理会条例の第３条に基づいて行っておりま

す。なお、296条の２の第２項には７人以内の人をもって組織するというように規定されてい

ます。 

それから、この教職が入っているというご質問でございますが、この管理会とは任意機関

でございますので、特段、公務員であってもよいと言われております。 

○議長（堀江昭二君） 森良雄議員。 

○１０番（森 良雄君） 12ページの方について、教育委員会の教師というのは普通あまり一

般に使うのかなと。例えば、どこどこ小学校の先生をやっているとかっていうような表現が

出てくるだろうと思うんですけれども、この場合だけ特別に教師とお使いになっているよう

だったものですから、何か変わったそういう職席というのがあるのかなと思って聞いた次第

です。 

それと、前段の質問について戻りますけれども、財産区がどうのこうのと言っているわけ

ではないんですよ。財産区について、前の議会でいろいろご説明も受けましたものでね。た

だ、今、部長さんがおっしゃったように、やはりこれは独立する団体だと思うんですね。そ

うしますと、やはり会計帳簿類等も自分らでもって作れるような独立性を持ってもらいたい

と思って質問した次第ですので、ぜひ、そういうのも指導していってもらいたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） 先ほども申しましたけれど、この財産区というのは特別の地方公

共団体というふうに規定されていますので、本来、財産区の管理者は市長になります。とい

うことは、財産区の会計等についてはすべて市が行うというのが正式なやり方でございます。 

ところが、今までの現状を見ますと、各地区でそれぞれの会計を持って運営をしておった

のが実状でございます。これを機会に、財産区の条例化をすると同時に、今後は会計方式等

をきっちとこれからつめまして、基本的には、伊豆市が財産区の会計等の管理を一切すると
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いうことがこれからの一つの課題になってまいります。現在は伊豆市の職員が、これは市長

の任命で各地区にいます職員が会計をするようにということで指導しておりまして、今後は、

一ケ所でその財産区の会計を全部やるように、いわゆる市でやるようになろうかと考えてお

ります。 

○議長（堀江昭二君） これで質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本７案については、会議規則第37条第３項の規定によって委員会付託

を省略することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） ご異議なしと認めます。 

よって、委員会付託を省略いたします。 

これより、一括採決いたします。 

お諮りいたします。議案第５号 伊豆市持越財産区管理会委員の選任について、議案第６

号 伊豆市市山財産区管理委員の選任について、議案第７号 伊豆市門野原財産区管理委員

の選任について、議案第８号 伊豆市吉奈財産区管理委員の選任について、議案第９号 伊

豆市月ヶ瀬財産区管理委員の選任について、議案第10号 伊豆市田沢財産区管理委員の選任

について、議案第11号 伊豆市矢熊財産区管理委員の選任についての７件について、同意す

ることに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

よって、議案第５号から議案第11号までの７議案は同意することに決定いたしました。 

 

◎議案第１２号～議案第１６号の上程、説明 

○議長（堀江昭二君） 日程第14、議案第12号 平成19年度伊豆市一般会計補正予算（第６回）

から日程第18、議案第16号 平成19年度伊豆市下水道事業特別会計補正予算（第３回）まで

の５議案を一括して議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長。 

〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） 議案第12号 平成19年度伊豆市一般会計補正予算（第６回）から議案

第16号 平成19年度伊豆市下水道事業特別会計補正予算（第３回）までの５議案について一

括して提案理由を申し上げます。 

一般会計は、今回が６回目の補正で、年度末を迎え新年度予算との整合性も図りながら最

終調整をしたものであり、各費目に置いて不用額の整理を行ったほか、財源調整として、環

境衛生施設整備基金積立及び社会基盤整備基金積立が主な内容で、１億105万円を追加する内

容となっております。 
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また、天城北道路アクセス道整備工事、災害復旧事業等において、年度内施工が不可能な

ものは、繰り越し措置をお願いするものであります。 

特別会計においても、決算を見込み、最終調整をしたもので、国民健康保険特別会計補正

予算（第３回）については、一般及び退職被保険者療養給付費等の追加はあるものの、その

他の特別会計については減額補正予算となっております。 

各会計の補正の詳細につきましては、担当部長より説明させますので、よろしくご審議の

上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（堀江昭二君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

提案理由の説明に関して、補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

最初に議案第12号について、企画部長。 

〔企画部長 渡邊玉次君登壇〕 

○企画部長（渡邊玉次君） それでは、補正予算につきましてご説明をさせていただきます。 

第６回の補正でございます。歳入歳出それぞれ１億105万円を増額いたしまして、総額を157

億6,075万円とさせていただきたいというものでございます。 

それでは、歳入から申し上げます。58ページをお開きいただきたいと思います。 

まず、市税でございますが、市民税関係で個人所得割の見込みの減ということで１億2,200

万円の減額。 

それから、固定資産税でございますが１億2,200万円の増額。これは現年度が8,700万円プ

ラス。それから滞納分で3,500万円の見込み増ということでございます。 

分担金及び負担金の分担金でございますが、農地災害復旧分担金の増額31万1,000円を増額

させていただきたいというものでございます。 

使用料及び手数料でございますが、万天の湯使用料500万円、テニスコート50万円、計550

万円の増額補正でございます。 

国庫支出金でございますが、まず国庫負担金。保育所措置費負担金100万円の減。老人保健

事業負担金143万円の減が主なものでございまして、206万5,000円の減額。 

それから、国庫補助金でございますが、地方道路整備臨時交付金5,445万円の増額、学校耐

震補助安全安心な学校づくり交付金が964万6,000円、これは後ほど説明しますが、県の補助

金の大規模地震対策補助金との振りかえでございます。それから農地農林災害補助で1,597

万円等が主な補助金の増額内容でございます。 

続きまして、県の支出金でございますが、県の負担金でございます。老人保健事業の負担

金143万円の減額、保育所運営費負担金50万円の減額等が主な内容でございまして224万5,000

円の減額。 

県の補助金でございますが、先ほど言いました大規模地震対策補助金931万3,000円、これ

は土肥中の分でございますが、減額でございます。県単農業農村補助金が460万円。これは上

和田線でございますが、事業費の減に伴いまして減でございます。急傾斜地崩壊対策で423
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万円の減額ということで主な内容になっていますが、2,162万6,000円の減額ということでご

ざいます。 

それから、委託金でございますが、県議選の委託、参議院選の委託、こういったもので1,664

万6,000円の減額になってございます。 

続きまして、財産収入でございますが、土地売り払いが1,496万円の増、立木売り払いが294

万円の増、物品売り払い、ボーリングの機械でございますが、これが60万円。それから公用

車の売り払いで272万円。これはごみ収集車の３台分でございます。2,122万円の増というこ

とになっています。 

続きまして、寄付金でございますが、福祉事業寄付金130万円ほどございます。これは後ほ

ど説明申し上げますが、地域福祉基金に積み立てる予定でございます。130万円の増でござい

ます。 

繰入金でございますが、特別会計の繰入金。これは介護保険特別会計繰入金317万3,000円

でございます。基金繰り入れでございますが、財政調整基金の繰り入れを２億5,000万円減額

したいというものでございます。 

続きまして、諸収入でございます。雑入関係で介護予防サービス計画費収入の425万2,000

円の減額、これが主な内容でございまして、トータル353万8,000円の減額となっております。 

市債でございます。臨時地方道路整備事業債6,160万円で、これは大平本柿木線でございま

して、臨時交付金の増額に基づく減額でございます。 

それから、合併特例債については470万円の減額。これは天北アクセス道路の関係でござい

ます。合併推進債270万円の減額、合併支援県道整備負担金の変更に基づくものでございます。 

それから、公共土木災害復旧債1,450万円。これは査定による事業確定による減額でござい

ます。 

農地農林等災害復旧費、補助率の動向による起債の減ということで1,910万円の減額をさせ

ていただきたいというものでございます。 

続きまして、59ページの歳出を順に説明させていただきます。 

まず、総務関係でございますが、先ほども歳入で申しましたが、県議会議員選挙、参議院

議員選挙、この経費精算に基づく減額が1,508万6,000円となっております。 

防災関係でございますが、田方消防南署建設事業、これに伴う上水道工事を予定しており

ましたが、埋設に対する調整のおくれがございまして1,020万円ほどの減額をさせていただき

たい。 

それから、企画部関係でございます。地域づくり推進事業ふるさとづくり補助金、コミュ

ニュティ補助金等の減でございまして154万円でございます。 

続きまして、市民環境部、環境衛生課関係でございますが、一般廃棄物の収集処理事業、

これは業務委託によりまして事業精査の結果500万円の減額と。 

市民課関係でございますが、老人保健事業、老保特会への繰り出しが2,411万1,000円ほど
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減額になっております。 

それから、健康福祉部関係でございますが、社会福祉費、乳幼児医療費助成、これは実績

見込みによる減で300万円の減。それから保育園の一般で市外委託児童運営費委託料の減、こ

れも実績に基づくもので300万円の減。 

健康増進課関係でございますが、予防接種事業、予防接種委託結核検診委託の減によりま

して230万円の減額。老人保健法事業、いわゆる基本健診、がん検診委託の減でございます。

これは35歳以上の対象の検診でございますが、これが1,742万円の減額。 

続きまして、長寿介護課関係でございますが、施設入所事業老人保護措置費590万5,000円

の減。障害者の地域生活支援事業、これで750万円の減額。 

それから、介護保険事業でございますが、介護特会への繰り出し、給付費分で1,500万7,000

円、地域支援分で853万5,000円の減。総額で2,354万2,000円ほどの減額になってございます。 

それから、観光経済部関係でございますが、農業水産課関係でございます。中山間地の直

接支払い事業関係、これが421万9,000円の減額。 

農林業整備課関係でございますが、治山事業、これは環境保全林管理委託費の減額という

ことで100万円、それから林道整備事業についても同じく200万円の減という状況になってお

ります。 

それから、観光商工課関係でございます。これは海水浴場の管理ということで、清掃委託、

海難防止委託の減ということで307万円でございます。 

それから、経営管理課でございますが、万天の湯テニスコートの管理において機械燃料費

等の減がございまして160万円減額させていただきたいという内容になっております。 

続きまして、土木部関係でございます。 

まず、市道の整備関係でございますが、市道21009号線、北又日影線の改良でございますが、

これは県単の追加割り当てがございまして、6,060万円ほどの増額補正にしてございます。市

道上和田線の改良については1,360万円の減額となっております。 

それから、市道22010号線、本立野線の改良並びに32399号線、加殿の関連でございます。

これらの改良工事については、設計遅れにつきまして500万円の減額をさせてもらってござい

ます。 

それから、県単独道路整備負担金。これは790万円の減、合併支援重点道路の負担金300万

円の減ということで、それぞれ決算を見込んでの精査でこういう結果になっております。 

それから、急傾斜地崩壊対策関係でございますが、県単の急傾斜事業で本立野関係が660

万円。同じく県単急傾斜地崩壊対策事業負担金で288万円の増額でこれはふえてございます。 

それから港湾関係でございますが、県単港湾改良負担金の減ということで、これは松原大

橋のとこだったと思いますが1,400万円の減額になってございます。 

続きまして、教育委員会関係でございます。学校教育の方でございますが、まず、事務局

費の中で外国人講師派遣委託、教職員の健康診断の手数料の減ということで287万5,000円ほ



 

－19－ 

どの減額。 

それから、中学校の耐震補強でございますが、土肥中耐震工事監理委託の減ということで、

これは補助金の精算も伴いますが71万円の減ということでございます。 

土肥給食センターについては、臨時職員賃金の減ということで100万円、中伊豆給食センタ

ーは配送業務委託が260万円ほどの減額というふうになっております。 

それから最後になりましたが、社会基盤整備積立金5,330万円ほど積み立てたいということ。

環境衛生施設整備基金積立で３億円、地域福祉基金積立金で130万円、先ほど申し上げました

寄付金の分の基金を積み立てるというものでございます。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 続いて、議案第13号と議案第14号について、市民環境部長。 

〔市民環境部長 福室恵治君登壇〕 

○市民環境部長（福室恵治君） それでは、議案第13号 平成19年度伊豆市国民健康保険特別

会計補正予算（第３回）について概要を申し上げます。 

98ページをお願いいたします。既定の予算総額から歳入歳出それぞれ１億849万6,000円を

増額いたしまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ42億4,015万円とする補正でございます。

平成19年度の国民健康保険特別会計の補正予算につきましては、医療費の伸びに伴い保険給

付費において、予算に不足が生ずる見込みとなったため予算の追加をお願いするものであり

ます。 

まず、103ページの歳入をお願いいたします。１款、国民健康保険税は本算定により課税額

が減少となったことに伴う減額でございます。３款の国庫支出金及び４款医療給付費交付金

につきましては、保険給付費の増額に伴う追加分でございます。６款共同事業交付金につい

ては、今年度分交付額決定に伴う減額を計上いたしました。 

次に、111ページ、歳出をお願いいたします。第１回目の補正予算で前年度までの実績を基

に、予算額の修正をお願いいたしましたが、その後一般被保険者、それから退職被保険者と

もに医療費が伸び、２款の保険給付費に不足が発生する見込みとなったものであります。特

に２目の退職被保者分につきましては、入院それから外来とともに大幅な伸びとなっており

まして、対前年比126.7％の伸びとなっているところでございます。 

このため、次の113ページ、２款保険給付費の１項療養費に１億1,762万1,000円、それから

２項の高額医療費に593万8,000円をそれぞれ追加するものであります。 

このほか共同事業拠出金等確定したものにつきましては、合わせた整理を行ったものでご

ざいます。 

次に、議第14号 平成19年度伊豆市老人保健特別会計補正予算（第３回）について概要を

申し上げます。 

既定の予算総額から歳入歳出それぞれ２億9,660万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ37億3,518万2,000円とする補正でございます。 



 

－20－ 

まず、124ページの歳出をお願いいたします。老人医療費につきましては、当初予算では過

去３カ年平均で医療費動向を予定したわけでございますが、今年度の予算額を11月診療分ま

でで見てみますと、対前年比92.6％でこれまでで最も低い医療費の支出であることから、残

り３カ月分を考慮した上で、１款１項１目の医療給付費を３億円減額するものであります。 

また、２目の医療費支給費につきましては、補装具等の医療費給付費が伸び、予算に不足

が見込まれることから、340万円を追加するものでございます。 

次に、122ページの歳入に戻っていただきたいと思います。歳出予算の減額に伴い、負担割

合に応じまして、それぞれ減額としたものでございます。 

以上、概要について説明させていただきました。 

○議長（堀江昭二君） 続いて、議案第15号について、健康福祉部長。 

〔健康福祉部長 内田政廣君登壇〕 

○健康福祉部長（内田政廣君） それでは、議案第15号 平成19年度伊豆市介護保険特別会計

補正予算（第３回）につきまして説明をいたします。 

今回の補正は、歳入歳出それぞれ１億2,199万8,000円を減額し、総額を25億6,917万3,000

円とするもので、介護給付費の年間給付見込みに伴う調整とそれに関連する財源の補正が主

なものでございます。 

127ページをお開きいただきます。歳入についてでございます。１款１項の介護保険料1,199

万7,000円の増加は、収納の実績見込みによるもので、３款国庫負担金3,463万1,000円の減額

から５款県負担金1,399万8,000円、それから７款１項の一般会計繰り入れ金2,354万2,000円

の減、これはそれぞれです。介護サービス給付費の減に伴う法定負担割合に基づく減として

計上するものでございます。 

それから、歳出といたしましては、２款１項介護サービス等諸費を１億2,900万円減額いた

します。介護給付費の伸びが少なかったということによりますけれども、当初見込んでおり

ました関係、特養中伊豆のオープンが遅れまして、施設入所、デイサービス、これが少なか

ったことも原因と思われます。それから３項高額介護サービス費の150万円、４項特定入所介

護サービス費等750万円の増は前年見込みによる増でございます。 

それから４款も実績見込みによるものでございます。５款の基金積立金407万9,000円は介

護保険料の一部を介護給付費準備基金に積み立て、７款２項繰出金317万3,000円も給付費の

減額に伴い、法定割合によりまして一般会計に繰り出すものでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 次に、議案第16号について、上下水道部長。 

〔上下水道部長 水口信夫君登壇〕 

○上下水道部長（水口信夫君） 143ページをお願いいたします。 

下水道事業特別会計補正予算（第３回）でございます。予算の総額から211万円を減額いた

しまして、総額を19億5,188万5,000円とするものでございます。 
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まず、繰越明許費のご説明を申し上げます。145ページをお願いしたいと思います。下水道

の建設費でございます。白岩処理区の管渠工事1,800万円を繰り越すものでございます。 

工事内容でございますが、宮上第１工区の管布設工事でございまして、100ミリの圧送管か

ら250ミリのＶＵ管、1,310.3メーターを事業費9,500万円で実施中でございます。現場は転石

層によります掘削効率と片側交互交通によります作業効率の低下等の要因によりまして、250

ミリの部分147メーター、事業費にいたしまして1,800万円につきまして、平成20年５月30日

まで繰り越しをいたすものでございます。 

それでは、補正の内容につきましてご説明を申し上げます。 

まず、148、149ページをお願いしたいと思います。 

まず歳入でございます。８、１、１目の繰越金でございます。1,079万円を増額いたしまし

て、8,882万6,000円とするものでございます。これは前年度からの繰越金でございます。 

11、１目の下水道事業債でございます。1,290万円を減額いたしまして、４億4,110万円と

するものでございます。内訳といたしましては、公共下水道390万円、流域が400万円、特定

環境保全公共下水道が500万円。この減額の理由でございますが、公営企業金融公庫の利率7％

以上の借り入れ、２億1,955万8,756円を繰り上げ償還すべく、借りかえ債２億1,700万円を前

回12月補正で計上いたしました。県と協議の結果、残債期間の短いものについては借りかえ

の対象としない旨の決定がなされましたため1,290万円を減額し、借換債を２億410万円とす

るものでございます。 

次に、150、151ページをお願いしたいと思います。歳出でございます。単独事業費でござ

いますが、211万円を減額いたしまして4,739万円とするものでございます。211万円の減額は

22節の補償補てん及び賠償金を減額するものでございます。この工事補償費は上水道管の移

設の補償費でございまして、残額が生じる見込みがございますので、これを繰上げ償還の財

源にいたしたく減額をするものでございます。 

２、１、１目の元金でございますけども、補正額はございません。予定していた全額を繰

上げ償還するということでございます。財源の部分をごらんいただきたいと思いますけども、

地方債を1,290万円減額いたしまして、一般財源を1,290万円とするものでございます。先ほ

ど起債の部分で説明した理由によるものでございます。 

以上でございます。よろしくご審議のほどお願いをいたします。 

○議長（堀江昭二君） 続いて、議案第12号追加説明を許します。 

企画部長。 

〔企画部長 渡邊玉次君登壇〕 

○企画部長（渡邊玉次君） 60ページへ戻っていただきますでしょうか。一般会計の補正予算

でございますけれども、先ほど抜かしてしまいましたものですから。 

繰越明許費の関係でございます。 

これにつきましては、土木費、それから災害復旧費が主な内容でございます。まず、道路
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橋梁費ということで市道大平本柿木線の改良工事というところがございます。これについて

4,083万円ほど繰り越しをさせていただきたい。 

続きまして、市道整備でございますが、市道南田線それから市道の最勝院線の改良工事と

いうことで1,580万円をお願いしたいというものでございます。それから国、県道の関連事業

でございまして、市道下宿久保田２号線、それから市道向原山崎線これについて1,200万円を

お願いしたいというものでございます。 

続きまして、天城北道路関連でございますが、これはもう皆さんご存知のように橋梁を現

在作っておりますが、その下部工、それから、路床工、盛土工でございますが、これについ

て8,755万円の繰り越しをお願いしたい。 

それから、河川維持改良工事でございますが、これは関野川それから唐沢流路工この２本

でございますが、これが1,400万円。それから、修善寺駅周辺整備合意形成事業ということで

調査設計、これは伊豆箱根へ委託している部分でございますが1,953万円。 

それから、災害関係でございますが、農地災害復旧、これはワサビ田工事575万9,000円。 

続きまして、農業用施設災害復旧でございますが、これは水路復旧、道路復旧合わせまし

て2,770万8,000円ということでございます。 

林業用施設災害復旧工事でございますが、林道上池線ほか３路線のものでございまして、

1,427万8,000円の繰り越しをお願いしたいというものでございます。 

それから河川災害復旧につきましては、内堀田川の河川災害、北又川の河川災害これにつ

きまして1,081万2,000円の繰り越しをお願いしたいというものでございます。 

道路橋梁災害復旧につきましては、市道土肥大洞線ほか７路線、それから、補助災害市単

附帯工事をひっくるめまして9,077万9,000円の繰り越しをお願いしたいというものでござい

ます。 

それから、61ページの債務負担行為の補正でございますが、これについては、伊豆の国市

と伊豆市の広域廃棄物処理施設整備事業に関する、まず基本設計が303万4,000円、それから

測量地質業務委託296万7,000円、それから下に変更と書いてございますが、これは環境アセ

ス、生活環境影響調査でございますが、これを補正後1,686万6,000円の計2,286万7,000円を

債務負担行為補正ということでさせていただきたいというものでございます。 

それから、62ページの地方債補正でございますが、１月に臨時で災害関係については補正

をお願いしましたけれど、当初66.7％の補助率を見込んでおりました。しかしながら、合併

特例によりまして旧町の補助率の適用があります。そんな関係で大きいものですと88.5％ま

での補助というものがございまして、ここで災害関連は大きく減額をさせていただいている

というものでございます。補正前の額が14億7,000万円であったものが13億6,190万円という

ことでさせていただきたいと。上の市町村合併から急傾斜地の崩壊対策、これまでは事業精

査による補正でございます。 

それから、学校施設整備事業については、補助金の増による減額の補正になります。先ほ
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ど言いました公共土木災害それから農林水産業の災害復旧については、補助率がそういうこ

とで動きましたものですから、減額補正をさせていただいたということでございます。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 以上で、平成19年度補正予算の提案理由及び補足説明を終わります。 

それではここで11時まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時５０分 

再開 午前１１時００分 

 

○議長（堀江昭二君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎議案第１７号～議案第３０号の上程、説明 

○議長（堀江昭二君） 日程第19、議案第17号 平成20年度伊豆市一般会計予算から日程第32、

議案第30号 平成20年度伊豆市温泉事業特別会計予算までの14議案を一括して議題といたし

ます。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長。 

〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） 議案第17号 平成20年度伊豆市一般会計予算から議案第30号 平成20

年度伊豆市温泉事業特別会計までの14議案について一括して提案理由を申し上げます。 

主な歳入では、市税は原油価格の高騰などによる法人税割の減収見込みと個人所得の伸び

が見込めないことなどから、対前年度7,542万円減の48億5,287万円を見込み、交付税は地方

再生対策費の増などにより8,000万円増の46億7,000万円を見込みました。 

また、市債については、特例債事業の減などにより、前年度より６億9,840万円少ない８億

2,250万円を予定しました。 

その結果、平成20年度の償還額を差し引いた借入残高は、147億4,964万円となり、19年度

末に対し９億1,400万円の減を見込んでいます。 

歳出予算については、全般にわたる見直しを行い、行政のスリム化、効率化を一層徹底し

ました。人件費については、職員の定員管理計画に基づき、22人削減を図り前年度に比べ１

億770万円の減。さらに、需用費や委託料を抑え、物件費は対前年度２億575万円の減となる

など、経常的経費の縮減に努めました。 

一方、後期高齢者医療制度の開始に伴い、老人保健特別会計への繰り出しから、後期高齢

者医療広域連合への負担金に振りかわったことにより、補助費が２億4,039万円の増となりま

した。 

公債費については、償還のピークを超えたため１億9,028万円減となりましたが、さらに、
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後年度負担の軽減を図るため、公的資金繰り上げ償還を約3,000万円見込みました。 

投資的経費としては、20年度に供用開始する天城北道路ハーフインターチェンジへのアク

セス道路の整備を特例債事業として３億1,900万円を予定。また、天城ドームの改修工事を合

併特別交付金事業として予定しました。 

生活環境対策としては、年川最終処分場の拡充のために調整池設置工事を計画し、伊豆の

国市と建設協議を進めている廃棄物処理施設整備事業も継続して予定しております。 

また、治山事業や急傾斜地対策、河川整備も緊急性、必要性に配慮のうえ予定したほか、

橘保育園の耐震補強の工事や修善寺南小学校、天城中学校体育館の耐震設計などの事業を重

点的に実施する内容となっています。 

特別会計では、後期高齢者医療制度の開始により、新たに設置した後期高齢者医療特別会

計予算が３億2,174万円となり、それに伴い、老人保健特別会計が３億9,643万円、国民健康

保険特別会計が41億1,123万円、介護保険特別会計は27億8,160万円となりました。 

上水道事業会計は、建設改良事業として、新八幡配水池建設工事に４億6,200万円、簡易水

道事業特別会計は八木沢、小下田地区、基本設計計画業務の委託料2,000万円を計上しました。 

それぞれの予算の詳細につきましては、担当部長に説明させますのでよろしくご審議の上、

可決くださいますようお願い申し上げます。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

提案理由の説明に関して補足説明の申し出がありますのでこれを許します。 

最初に、議案第17号と議案第18号について、企画部長。 

〔企画部長 渡邊玉次君登壇〕 

○企画部長（渡邊玉次君） それでは、議案第17号につきましてご説明をさせていただきます。 

本年度の歳入歳出予算を139億5,600万円というようにしたいというものでございます。 

２ページの歳入からご説明を申し上げます。 

まず市税でございますが、市税につきましては、前年対比7,542万7,000円の減ということ

で48億5,287万4,000円とさせていただきたいというものでございます。主には、市民税の個

人が5,600万円の減、法人が5,520万円の減という状況でございまして、固定資産税につきま

しては、逆に固定資産税本体が4,700万円の増というような予算計上をさせていただきました。 

なお、入湯税につきましては100万円増額の１億2,600万円という計上をさせていただきま

した。 

続きまして、地方譲与税でございますが1,010万円の減。それから利子割交付金につきまし

ては350万円の増額、1,600万円の計上でございます。配当割交付金につきましては800万円の

増額計上、1,400万円にさせていただいてあります。それから株式譲渡所得割交付金につきま

しては、150万円の増額計上でございます。 

地方消費税の交付金でございますが、これは国の増減見込み0.96に考慮しまして、いわゆ
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る96％に考慮しまして、19年度の見込みのおおむね98％を歳出の根拠としております。1,740

万円の減額で３億6,200万円。 

それから、ゴルフ場の利用税交付金でございますが、600万円の増額ということで１億4,000

万円。特別地方消費税交付金については、増減なしということでゼロでございます。 

自動車取得税の交付金でございますが、県の増減見込み96％に考慮いたしまして、同じく

19年度見込みの96％で算出してございます。2,800万円の減ということで１億9,100万円の計

上でございます。 

地方特例交付金でございますが、これは児童手当の制度拡充に伴いまして、その分の見込

み増ということで500万円ほど計上してございます。特別交付金については、960万円ほどの

減ということで、トータル410万円の減の1,700万円の計上とさせていただきました。 

続きまして、地方交付税でございますが、普通交付税で１億1,000万円の増、特別交付税に

ついては3,000万円の減、これは災害等による減を見込んでございます。ただ、普通交付税の

１億1,000万円につきましては、先ほど市長も申し上げましたように、地域再生対策費という

ことで２億200万円の増が見込めるということでございます。ですから実質的には9,200万円

の普通交付税の減ということでございます。この地方再生対策費が増額ということになって

おりますので、トータルでは8,000万円の増の46億7,000万円というようにさせていただきた

いというものでございます。 

交通安全対策特別交付金については100万円の減。 

それから、分担金及び負担金については468万2,000円の減の２億6,156万4,000円の計上で

ございます。 

続きまして、使用料でございますが243万4,000円の減を見込んでございまして１億6,139

万4,000円でございます。 

それから、国庫支出金でございますが、地方道路の臨時交付金１億670万円の増、安全安心

な学校づくり交付金5,350万円の減がございまして、トータルでは4,567万3,000円増の７億

4,375万1,000円を計上させてもらいました。 

続きまして、県の支出金でございますが、合併交付金6,300万円の減。消防関係で3,700万

円の減、選挙委託関係で4,800万円の減ということでございまして、トータルで２億1,451万

3,000円の減、７億5,452万5,000円を計上させていただいたものでございます。 

財産収入についても360万円の減ということで、2,164万2,000円を計上させていただきまし

た。寄付金については1,000円の計上でございます。 

繰入金でございますが、これは前年対比51.2％減の２億9,850万円の減額、２億8,501万

1,000円の計上をさせていただいております。内訳でございますが、財政調整基金に２億4,500

万円、減債基金の繰り入れで3,000万円、それから斎場の施設整備の基金の繰り入れで1,000

万円という内容になっております。 

繰越金でございますが、7,539万円減の１億5,031万円の計上とさせていただきました。 
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続きまして、諸収入でございますが、国交省の移転補償、これは独鈷の湯の関係でござい

ますが、500万円の増、資源ごみの売り上げ300万円の増、こういったものを雑入に組み込ん

でございまして、トータルで2,787万3,000円の増額ということで１億8,831万8,000円を計上

いたしました。 

続きまして、市債でございますが、前年に比べまして６億9,840万円減額ということで、前

年比45.9％の減という状況をつくり上げました。合併特例債につきまして４億8,140万円の減。

臨時財政対策債3,700万円の減、こういったものが主な内容でございます。 

なお、これに伴いまして自主財源でございますが、20年度予算ベースでございますが、59

億2,111万4,000円、依存財源につきましては80億3,488万6,000円ということで、それぞれ減

になっています。自主財源については6.8％の減、依存財源については9.4％の減という状況

で歳入予算を組ませていただきました。 

続きまして、歳出でございます。 

まず、議会費でございますが250万5,000円の減額、１億6,181万6,000円を計上させていた

だきました。 

総務費でございますが、電算センターの負担金が2,900万円の減、コミュニティ施設整備で

2,100万円の増、電子入札の利用負担金236万8,000円の増、税の過誤納の還付金3,390万円の

増、固定資産評価資料作成事業で4,100万円の減。以上の状況から4,417万2,000円の減という

ことで、18億7,970万9,000円の予算計上とさせてもらいました。 

民生費でございますが、民生費につきましては前年対比0.8％の増、これは老人保健費が

5,400万円の増、それから、介護特別会計の繰り出し2,200万円の増、橘保育園耐震補強で4,200

万円、国保繰り出し、これは人件費も含めますが、3,100万円の減ということでトータル2,358

万7,000円の増ということになっておりまして、総額31億5,554万1,000円という予算になって

おります。 

衛生費でございますが、火葬場の整備事業の終了によりまして、38.2％の減額予算になり

ます。減額額は７億1,776万5,000円の減額になっております。その中で特筆すべきものは、

年川の最終処分場の調整池工事が5,600万円の増、簡水特会の繰り出しが2,100万円、火葬場

の整備事業６億6,800万円の減額ということが主な内容でございまして、総額11億6,129万

6,000円というふうになっております。 

労働費については273万1,000円の減で2,574万6,000円でございます。 

農業水産費でございますが、市民農園の土地購入費ということで1,581万6,000円の増、治

山事業関係が3,600万円の減、全国ワサビ生産者大会協賛金として10万円の計上をさせてもら

ってございます。総額1,624万5,000円の減ということで５億5,482万8,000円に計上させても

らいました。 

続きまして、商工費でございます。観光協会の補助ということでビーチクリーナー1,180

万円の増額予算でございます。 
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それから、ふるさと広場特会への繰り出しが1,900万円、これはなくなりますので減額にな

ります。天城ドームの改修に6,200万円、これは、合併特例交付金において行う予定でござい

ます。天城温泉会館への繰り出しが1,200万円の増額ということになりまして、前年に比較し

まして4,678万8,000円の増、６億2,965万6,000円の計上とさせていただきました。 

土木費関係でございます。天北アクセス道路整備で１億8,800万円の増、小土肥海岸の歩道

橋1,500万円の増、耐震診断の補助で800万円の増、地方特定道路整備、これは本柿木で現在

やっております橋梁関係でございますが、これが１億2,000万円の減額ということになります。 

それから、下水道特会への繰り出しが8,000万円の減。これが主な内容でございまして、前

年に比較しまして6,215万6,000円の減額、21億7,049万8,000円の計上とさせていただきまし

た。 

続きまして、消防費でございますが、主に総合防災訓練が終了したことに伴いまして5.7％

の減、なお、消防指令車を２台購入しようということで600万円を予定してございます。トー

タルで4,225万3,000円の減、７億360万2,000円を計上させていただきました。 

続きまして、教育費でございますが、土肥中の耐震工事の終了によりまして14.7％の減と

いう状況になりました。土肥中については１億3,900万円の減でございます。天城給食センタ

ーの改修も同じく終了いたしまして１億3,000万円の減、修善寺南小体育館の設計850万円、

天城中体育館の耐震設計が700万円を今回プラスの要因で計上させてもらっております。 

それから、幼稚園臨時職員の減ということで900万円の計上をしたところ、前年に比較しま

して２億5,037万4,000円の減ということになりまして、総額14億8,253万6,000円という計上

になりました。 

続きまして、公債費でございますが、8.7パーセント減の状況でございまして、金額的には

１億9,028万円の減の20億683万円を計上させていただきました。 

続きまして、諸支出金でございますが、各種基金の受取利息分、これら基金積み立てを計

上したことによりまして322％の増という状況になりました。これが209万6,000円をプラスし

まして274万7,000円の計上とさせていただきました。 

なお、先ほど市長も申し上げましたように、経常的経費において人件費が3.3％の減、扶助

費については2.2％の増、公債費は8.7％の減というようなことになりまして、あと、補助費

関係につきましては、先ほど市長が申し上げましたように後期高齢者への負担金の計上に伴

いまして、この補助費関係が２億4,000万円ほどふえたというのが状況でございます。 

続きまして、６ページをお開きいただきたいと思います。債務負担行為でございますが、

先ほど申し上げましたように中伊豆体験農園の用地購入ということで本年度1,581万6,000円

を計上させていただきました。そこの土地は２段になっておりますので、２カ年に分けて購

入するということで平成21年1,088万7,000円、計2,670万3,000円の予定でございます。 

続きまして、地方債でございますが、臨時財政対策債をはじめとしまして、市町村合併特

例事業、これは天北関連の天北アクセス道路関係で、合併特例債の適用ということになりま
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す。 

それから、市町村合併推進事業、これは県道の重点支援事業の負担金、日向矢熊関係でご

ざいまして、合併推進債の適用事業でございます。 

それから、農地施設整備事業については中山間地総合整備の負担金の部分で830万円の計上

でございます。 

農道整備関係につきましては、県営農道土肥中央線の負担金、これは過疎債の適用を考え

ております。 

林道整備事業については、林道土肥戸田線の負担金と県営林道の達原線の負担金、これは

過疎債及び辺地債、過疎債が1,000万円、辺地債が1,050万円を予定しています。 

治山事業につきましては、下白岩の治山事業、湯ケ島の治山事業でそれぞれ300万円ずつの

600万円を予定しております。 

それから、市道整備においては、市道船原数沢線、それから市道出口平石線、市道数沢線

については1,200万円の辺地債、出口平石線については310万円の過疎債の適用を考えており

ます。 

急傾斜地の崩壊対策事業は小立野地区、990万円を予定しております。 

河川整備事業については、林之下排水路の改修に1,550万円の計上、トータル８億2,250万

円の計上をさせていただきました。 

続きまして、特別会計の予算書をお開きいただきたいと思います。公共用地特会でござい

ます。議案第18号になります。 

20年度の公共用地取得事業特別会計は、歳入歳出180万円とさせていただきたいというもの

でございます。この会計につきましては、公共用地取得特会で貸し付けています貸付料168

万円と基金利子11万7,000円の計180万円を積み立てるという予算計上になっております。貸

付金については、御幸橋駐車場がおおむね120万円の歳入、それから横瀬駐車場が48万円の収

入ということで見込んでございます。貸付料と基金を足したものを180万円積み立てるという

状況になっております。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 続いて、議案第19号について、土木部長。 

〔土木部長 鈴木幸司君登壇〕 

○土木部長（鈴木幸司君） それでは、９ページをお開きください。 

平成20年度は、歳入歳出とも3,578万円ということでお願いしたいと思います。この会計は、

伊豆縦貫自動車道天城北道路の早期開通を図るため国にかわり市が用地を先行取得したため

の会計です。ちょっと言いますと、平成15年に３億8,260万円、16年に１億8,860万円、計５

億7,120万円借り入れたわけですけれど、それに利子を加え、それぞれ平成16年から19年、17

年から20年と後４年間で再取得委託金として市に納めていただくものです。 

なお、そういったことで平成20年度が最終年次となります。 
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以上よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） 続いて、議案第20号、議案第21号及び議案第22号の３議案について、

市民環境部長。 

〔市民環境部長 福室恵治君登壇〕 

○市民環境部長（福室恵治君） 議案第20号 国民健康保険特別会計予算について概要を申し

上げます。 

18ページになります。歳入のうち１款の国民健康保険税ですが、後期高齢者医療制度に移

行することから、所要の税負担の考え方を変更すべく国保運協の答申を受けまして、被保険

者の負担増にならないように計上をいたしたものでございます。全県下的に見まして、伊豆

市の保険税の位置といたしましては、21市中19年度同様の低い方から見まして、熱海市が一

番低いわけでございますが、その次であります。 

次に、３款の国庫支出金は、特に後期高齢者医療制度の移行に係る老人保健、医療費拠出

金等の変更と介護保険納付負担金等の減額によるもののほか、普通調整交付金に係る前期高

齢者分の制度改正によりまして、前年度より減額を見込んだものでございます。 

次に、４款の支払基金交付金は、制度改正による退職者の減と前期高齢者交付金の増を見

込んだものでございます。 

次に、６款の共同事業交付金ですが、高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業に

ついて、昨年とほぼ同額を見込んだものでございます。 

次に、歳出ですが、１款の総務費は事務費のうち、人件費及び負担金等について新たに一

般会計から本会計に繰り入れて支出すべく形状変更をしたもので、事業費総額についてはほ

ぼ同額でございます。 

２款の保険給付については、医療費制度改正に伴い、65歳以上が前期高齢者医療制度に移

行することや、被保険者数が減少していることなどから、19年度を第１回補正後と同額の26

億8,707万3,000円といたしたところでございます。 

３款の老人保健拠出金につきましては、制度改正による後期高齢者支援費等に変わるため、

国庫負担額は減少が見込まれることから、8,827万4,000円の減額といたしました。 

４款の介護保険納付金については、加入者のうち人数の減や平成18年度の精算分を考慮い

たしまして3,295万3,000円の減額をいたしたところでございます。 

６款の保健事業費につきましては、前年度から創設されるところの特定健康診査及び特定

保健指導普及費等を見込んだものでございます。 

次に、議案第21号 20年度伊豆市老人保健特別会計予算について概要を説明いたします。 

63ページになります。 

本予算の要求ですが、４月１日より後期高齢者医療制度に移行するわけですが、３月分の

医療費の支払いが20年度に発生いたします。この３月分の医療費と月遅れの請求分といたし

まして、概略12分の１カ月を計上したものでございます。 
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まず、歳入ですが、１款の支払基金交付金は拠出割合の調整によりまして、その50％分を

計上したものでございます。 

２款の国庫支出金につきましては、その国庫負担率に応じまして12分の４を計上いたしま

した。 

同様に、３款県出金及び４款の繰入金につきましてもそれぞれの負担割合に応じて計上し

たものございます。 

次に、歳出ですが、１款の医療諸費のうち医療給付費は20年度伸び率を国の指示によりま

して1.04％を見込みまして、その１カ月分を計上したものでございます。１款のうち２目の

医療費支給費は、それぞれの内容により１カ月から３カ月分を計上したものでございます。 

以上、本会計の精算をすべく計上をしたものでありますけれども、内容によっては若干次

年度等で精算するものも出てくると思っているところでございます。 

次に、議案第22号 平成20年度伊豆市後期高齢者医療特別会計予算について概要を説明い

たします。 

本予算は、４月１日より実施されます後期高齢者医療制度における、伊豆市が実施すべく

事業費について計上をするものでございます。概要は、被保険者の資格の手続、それから保

険料の賦課徴収、それから保険給付の申請等々についての業務の執行に係る費用を計上する

ものでございます。 

資料については75ページをお願いいたします。 

１款の後期高齢者医療保険料は、全国平均の特別徴収割合における賦課総額の８割を計上

し、普通徴収分は２割分を計上いたしました。 

３款の繰入金は、事業費及び保険料軽減措置に伴う保険基盤安定繰入金で、それぞれ事務

実費と広域連合にて見込み、被保険者案分した額を計上したものでございます。 

次に歳出ですが、１款の総務費は事務実費を計上し、２款の後期高齢者医療広域連合納付

金は、伊豆市が徴収する保険料見込み額と保険料軽減見込みによる基盤安定分を合算した額

を納付すべき負担金として計上したものでございます。 

以上、概要について説明をいたしました。 

○議長（堀江昭二君） 続いて、議案第23号について、健康福祉部長。 

〔健康福祉部長 内田政廣君登壇〕 

○健康福祉部長（内田政廣君） それでは議案23号 平成20年度伊豆市介護保険特別会計予算

について説明をいたします。 

83ページ以降でございます。 

ことしは、前年度の実績見込みを踏まえましての予算編成でございます。歳入歳出の総額

をそれぞれ27億8,160万円で、前年に対しまして１億3,270万円の増額、前年度比105％となっ

ております。これは介護給付費と地域支援事業費の増額が原因でございます。 

87ページをお開きいただきたいと思います。事項別明細の総括で説明をさせていただきま
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す。 

まず、歳入でございます。１款の保険料４億5,280万円。3,285万円の増を見込んでおりま

す。 

３款国庫支出金６億4,784万3,000円、それから４款、５款、これは介護給付費等の法定割

合に基づく財源としてそれぞれ計上をいたしました。 

それから７款の繰入金４億6,083万5,000円、5,057万4,000円の増額でございますが、介護

給付費とそれから地域支援事業費の増に伴いまして、一般会計からの繰入金と、それから介

護保険事業計画３年目を迎えまして、介護給付費準備基金からの繰入によるものでございま

す。 

次に、歳出でございます。１款総務費3,940万8,000円、115万円の減額でございます。 

それから、２款保険給付費は26億820万2,000円、１億590万2,000円の増額で、前年度比

104.2％となっております。増額の主な要因でございますが、昨年８月に開設いたしました特

養中伊豆の施設入所、それからデイサービス、ショートステイ等、これが本格的な利用が始

まるということでそれを計上したことによります。 

４款地域支援事業費は、１億3,078万1,000円、2,818万円9,000円の増額で、介護予防が必

要な人や要支援１、２の人に対するケアマネジメント事業を行います地域包括支援センター

を充実いたします。 

５款以下は、それぞれ科目を設置するものでございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 続いて、議案第24号から議案第26号及び議案第29号、議案第30号の５

議案について、上下水道部長。 

〔上下水道部長 水口信夫君登壇〕 

○上下水道部長（水口信夫君） それでは、上下水道部所管の５会計につきましてご説明を申

し上げます。明日、細かい部分のご説明ができる機会をいただいておりますので、本日は議

決科目でございます款、項につきましてご説明を申し上げます。 

121ページをお願いいたします。 

まず、簡易水道事業特別会計でございます。総額を8,470万円と定めるものでございます。

これは対前年2,088万円、率にいたしますと32.7％の増額となっております。要因といたしま

しては、八木沢、小下田の基本実施計画の委託業務、これによる増額でございます。 

122ページをお願いします。 

まず、分担金及び負担金でございます。分担金は、加入分担金を３件程度見込んでござい

ます。負担金につきましては、八木沢の簡易水道の起債償還の元利負担金でございます。 

使用料は簡易水道使用料、手数料に関しましては、宅内工事の設計及び検査手数料でござ

います。 

次に、一般会計繰入金でございますが、これに関しましては起債償還の元利金、人件費２
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名分、それから水質検査手数料の一部、八木沢、小下田基本実施設計計画業務委託料といた

しまして4,915万円の繰り入れをお願いいたしているものでございます。 

繰越金は、前年度からの繰越金。 

雑入でございますが、これは持越後藤沢の水源管理道路の占用料、わさび組合より受け入

れるものでございます。 

６の市債でございますが、持越金山簡易水道配水管布設替工事850万円を予定いたしており

ます。充当率は90％です。 

次に、歳出でございます。総務費、総務管理費でございますが、人件費２名分と旅費、需

用費、役務費等の事務的経費で1,637万3,000円の計上となっております。 

２款の簡易水道費でございますが、ポンプ施設の電気料、漏水の修繕料等の需用費、各施

設の水質検査手数料、滅菌設備等の点検委託料、これに加えまして八木沢、小下田基本実施

計画業務委託料、工事請負費で石綿管等の布設替工事、これらを充当するため5,705万9,000

円の計上となっております。 

公債費でございますが、元利金合わせて20年度は1,122万3,000円となっております。 

次に、２表でございますが、地方債でございます。850万円を予定しておりますが、持越金

山簡易水道配水管の布設替工事といたしまして、事業費950万円を予定しております。充当率

90％ということで850万円の計上となっております。 

次に、143ページをお願いいたします。下水道事業特別会計でございます。総額を17億4,870

万円とするものでございます。これは対前年720万円、率にいたしますと0.4％の増額となっ

ております。 

144ページをお願いしたいと思います。 

分担金でございます。1,043万5,000円の計上となっておりますが、特定環境保全公共下水

道の受益者分担金でございます。負担金、これは科目設定でございますが、市街化区域の下

水道の負担金、これらを一応計上しているものでございます。 

次に、使用料及び手数料でございます。 

まず、使用料でございますが、下水道使用料が３億1,012万円、手数料は指定工事店の更新

手数料を本年度見込んでおります、50万円の計上となっております。 

それから、国庫支出金でございます。公共下水道分2,250万円、特定環境保全公共下水道分

２億1,290万円の２億3,540万円の計上となっております。 

６款でございます。繰入金、一般会計の繰入金でございますが、建設維持管理分といたし

まして１億4,463万円、起債償還分といたしまして７億1,737万円、計８億6,200万円の繰り入

れとなっております。 

基金繰入金でございますが、土肥浄化センターの改築工事充当分といたしまして、900万円

を繰り入れる予定といたしております。 

７款繰越金でございます。前年度繰越金4,000万円を見込んでございます。 
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それから、８款の諸収入でございますが、３項の貸付金元金収入がございます。289万円の

計上でございますが、これは中伊豆地区の接続工事の貸付返済金でございます。雑入104万

9,000円は消費税還付金を予定しております。 

９款の市債でございます。公共、流域、特環合わせて２億7,730万円を予定してございます。 

次に、145ページ歳出でございます。 

まず、１款１項の下水道建設費でございます。６億2,948万1,000円の計上となっておりま

す。これは公共下水道事業費、単独事業費、流域下水道事業費、特定環境保全公共下水道、

それから特定環境保全の公共下水道の処理場建設費等で６億2,948万1,000円の計上となって

おります。 

２項の下水道管理費でございますが、まず、業務費それから処理場管理費、管渠の管理費

等の経費で３億9,984万8,000円の計上となっております。 

公債費につきましては、長期債の元金４億4,900万円、利子２億6,937万円、計７億1,837

万円の計上となっております。 

次に、農業集落排水特別会計でございます。 

179ページになります。総額を１億1,830万円と定めるものでございます。これは対前年450

万円、４％の微増となっております。 

180ページをお願いしたいと思います。 

まず、１款１項でございます。分担金でございますが、新規接続を２件見込んでございま

す。 

それから、２款１項の使用料でございます。2,790万円は使用料でございます。 

３款の国庫補助金でございます。これは加殿の集落排水の改良工事を予定してございまし

て、補助率２分の１で300万円の計上となっております。 

４款の繰入金でございますが、一般会計繰入金でございまして、起債充当分といたしまし

て6,194万円、それから施設維持管理経費充当分といたしまして2,156万円、計8,350万円の計

上となっております。 

それから、７款の市債でございます。270万円の計上となっておりますが、加殿集排の改良

工事分といたしまして270万円の計上でございますが、補助残の90％が充当率となっておりま

す。 

次に、歳出をお願いしたいと思います。 

まず、１款１項の業務費でございますが、これに関しましては、人件費、それから処理場

管理費におきます放流水の滅菌用塩素等の薬品費、それから電気料、緊急修繕、管理委託、

これらで4,716万円の計上となっております。 

２款の施設費でございますが、まず、加殿の処理施設の改築設計業務委託、それから中伊

豆、冷川集排の下水道台帳の整備委託、それから修善寺地区の農集排のポンプ施設改良工事

等で870万円の計上となっております。 
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公債費でございますが、長起債の元金3,254万円、それから利子2,940万円、計6,194万円の

計上となっております。 

第２表の地方債でございます。181ページでございます。270万円を予定しておりますが、

加殿の処理場の処理施設の処理槽の改築工事設計委託業務といたしまして450万円、それから、

修善寺地区の農集排のポンプ施設の操作盤の改良工事に225万円を予定しております。これら

の地方債ということで、いずれも補助事業でございますので、補助残の90％、270万円の計上

となっております。 

次に、239ページをお願いしたいと思います。 

上水道事業会計でございます。本年度の業務量でございますが、給水戸数が１万3,388戸、

年間総給水量を571万2,000トン、１日平均給水量にしますと１万5,649立方メートルというこ

とで、前年度より14立方メートルほど減少をいたしております。 

主な建設事業でございますが、本年度、新八幡の配水池の築造工事を予定しております。

ＰＣ造の1,000トンでございます。1,000トンの量と言いますと、その配水池で賄うその戸数

のおおむね12時間、これに消火栓等のそういう水量を加えたものでございますので、消火栓

等がなければ、おおむね13時間という計算になっております。４億6,200万円を予定しており

ます。 

それから、水道施設整備事業、これは、緊急遮断弁の更新整備、それから浄水施設の屋上

の防水工事、それから小土肥石上の滅菌器の取りかえ等で1,160万円。総配水管布設替事業は、

古川、横瀬、半経寺、茅野、徳永、小土肥を予定しております。6,560万円。配水管新設工事

でございますが、牧之郷、上和田を予定しております。1,630万円。 

それから、天城北道路関連事業といたしまして800万円。下水道事業関連といたしまして

2,500万円を予定してございます。 

３条の収益的収入及び支出でございますが、下水道事業収益でございますが、５億8,390

万2,000円ということで、対前年897万7,000円、1.5％の減少でございます。理由といたしま

しては、給水収益の減収、それから一般会計繰入金の廃止による減収でございます。 

営業費といたしまして、５億8,355万3,000円計上してございますが、これは給水収益、そ

れから検査手数料、加入分担金、下水道料の賦課徴収事務委託料等で５億8,355万3,000円の

計上となっております。 

支出でございますが、５億6,171万6,000円でございます。対前年2,129万3,000円、3.7％の

減少となっております。これは、人件費１名分、それから減価償却費、繰り上げ償還により

ます企業債償還利息、それから消費税等の減少による減額となっております。 

営業費用でございますが、検針員の賃金それから各施設の点検清掃業務、水質検査、修繕

費、動力費、減価償却費等で４億8,615万1,000円、営業外費用といたしまして7,346万1,000

円は企業債の償還利息。特別損失200万4,000円でございますが、住所不明それから倒産等の

徴収不能の欠損処分金を予定してございます。 
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240ページをお願いしたいと思います。４条の資本的収入及び支出でございます。 

まず、収入でございますが、企業債２億2,850万円でございます。これは八幡の配水池に係

る企業債でございまして、充当率は50％でございます。 

それから、出資金2,950万円は、下水道関連工事の出資金、それから、水力発電の交付金こ

れで2,950万円ということになっております。 

次に、資本的支出でございますが、建設改良費、これは人件費２名分、それから、先ほど

第２条でご説明申し上げました建設改良事業工事等の委託料、これらで６億705万7,000円に

なっております。 

それから、企業債償還金でございますが、１億4,174万7,000円は償還元金でございます。 

次に、253ページをお願いしたいと思います。温泉事業会計特別会計でございます。 

本年度給水戸数は320戸予定しております。年間総給湯量、152万立方メートルでございます。

１日平均給水量は３カ所合わせまして１日当たり4,163トンで、ほぼ前年と同量ということに

なっております。 

主な建設改良事業でございますが、配湯管の布設替事業といたしまして3,200万円、それか

ら温泉施設整備事業といたしまして1,600万円。 

３条の収益的収入及び支出でございます。 

まず、収入でございますが、主な収入は温泉の使用料でございまして7,419万8,000円でご

ざいます。これは前年並みでございます。 

支出は、営業費用で7,100万9,000円でございますが、これらは水質検査それから源泉の借

地料それから動力費、人件費は３名分でございます。減価償却費、改良に伴う固定資産の除

却費等で7,100万9,000円の計上となっております。営業外費用の24万7,000円は消費税でござ

います。 

254ページをお願いしたいと思います。 

資本的収入及び支出でございます。資本的収入はございません。資本的支出は4,800万円で

ございまして、配湯管の布設替え、それから水中ポンプ入れ替え等の工事請負費で4,800万円

の計上となっております。 

以上でございます。よろしくご審議のほどお願いをいたします。 

○議長（堀江昭二君） 続いて、議案第27号と議案第28号の２議案について、観光経済部参事。 

〔観光経済部参事 伊郷哲郎君登壇〕 

○観光経済部参事（伊郷哲郎君） それでは、湯の国会館事業と天城温泉会館事業特別会計に

つきまして、細部の説明をいたします。 

最初に、伊豆市湯の国会館事業特別会計でございますが、201ページをお願いいたします。 

本年度の歳入歳出の予算総額を8,184万円とするものでございます。前年と比較いたしまし

て、563万円の減額となっております。 

次のページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算で説明いたします。 
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歳入でございますが、主なものは第１款の使用料及び手数料です。入館者を前年度より

3,700人増の７万9,000人と見込んでおります。入館料と温泉使用料で4,630万円、浴衣等の貸

出料545万円で5,175万2,000円の計上をさせていただきました。 

２款繰越金436万8,000円、３款レストラン、売店等の諸収入で2,572万円を見込んでおりま

す。 

歳出でございますが、第１款の総務費、前年と比較いたしまして473万円減の6,221万円で

職員の給与費、温泉施設の維持管理費が主なものとなっております。 

また、第２款の事業費でございますが、レストラン、売店関係の経費で前年比41万9,000

円の減、1,962万9,000円を計上させていただきました。当施設の安定した経営を行うために、

さらに経常経費の節減に努め、自然景観、泉質のよさ等を積極的にアピールし、利用者の増

加を図ってまいりたいと考えております。 

続きまして、天城温泉会館事業特別会計につきまして説明いたします。221ページをお願い

いたします。 

歳入歳出予算の総額を１億400万円とするものでございます。前年と比較いたしまして499

万円増額の計上でございます。 

次のページをお願いいたします。 

歳入でございますが、主なものとして第１款の使用料及び手数料。入館者を前年の実績見

込みより3,000人少なく４万人と見込み、2,930万円の計上とさせていただきました。 

第２款の一般会計繰入金につきましては、前年の補正予算等の実績に400万円増の5,300万

円を計上させていただきました。 

第３款の繰越金100万円。 

第４款の諸収入はレストラン、売店テナント等の収入でございまして、前年比120万円減の

2,070万円を見込んでおります。 

次に、歳出でございます。 

第１款の総務費、前年比505万7,000円増の8,448万5,000円の予算計上でございます。主な

ものは職員給与費、温泉施設の維持管理費となっております。また増額の理由ですが、源泉

の故障を補う経費となっております。 

第２款の事業費ですが、レストラン、売店関係の経費で前年比８万5,000円減の1,951万

5,000円の計上とさせていただきました。伊豆への流入人口が減少する中、団体客の誘客に努

め、ウエルネス事業にも積極的に協力し、利用客の増加を図りたいと思っております。また、

維持管理経費の削減も図り、努力してまいりたいと思っております。 

さらに、劇場ホールにつきましては、旅館等と連携し利用の促進を図りたいと考えており

ます。 

○議長（堀江昭二君） 以上で平成20年度予算の提案理由及び補足説明を終わります。 

ただいま議題となっております各予算の議案に対する質疑は、29日開催予定の本会議にお
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いて行います。 

なお、議案に対する質疑の通告期限は、申し合わせにより27日の正午となっておりますの

で御承知ください。 

それではここで休憩といたします。13時開会といたします。 

 

休憩 午後 ０時０３分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（堀江昭二君） それでは休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎議案第３１号～議案第４３号の上程、説明 

○議長（堀江昭二君） 日程第33、議案第31号 伊豆市事務分掌条例の一部改正についてから

日程第45、議案第43号 伊豆市学校給食調理場条例の一部改正についてまでの13議案を一括

して議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長。 

〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） 議案第31号 伊豆市事務分掌条例の一部改正から議案第43号 伊豆市

学校給食調理場条例の一部改正までの13議案について一括して提案理由を申し上げます。 

今回提案するものは、いずれも伊豆市の条例の一部を改正するもの及び制定するものであ

ります。 

それぞれの議案の詳細につきましては、担当部長に説明させますので、よろしくご審議の

上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

提案理由の説明に関して、補足説明の申し出がありましたので、これを許します。 

初めに、議案第31号と議案第32号について総務部長。 

〔総務部長 平田秀人君登壇〕 

○総務部長（平田秀人君） それでは、議案第31号について補足説明いたします。 

伊豆市事務分掌条例の一部改正ということでございます。新旧対照表169ページをごらんい

ただきたいと思います。 

まず、条文ごとでございますが、１条総務部・企画部関係でございます。企画部にござい

ます電子計算組織による情報に関すること。情報化の推進に関すること。これを総務部に移

すというものでございます。 

市民環境部につきましては、市民生活に関することという表現が広い意味でございますの
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で、これを戸籍及び市民記録管理に関すること。並びに後期高齢者事務が４月１日から入り

ますので、後期高齢者医療保険に関することという条項を付け加えたということでございま

す。 

次のページでございます。 

今回大きな改正として、観光経済部にございます農林水産業の振興ということで、いわゆ

る事業系の部門、農道でありますとか林道でありますとか、治山でありますとかそういうも

のを土木に一括して事業の方は行うということで、土木部に移管をいたします。それに伴い

まして、部の名称を土木部から建設部ということに改正をするということでございます。建

設部の中に従来の道路河川に加えまして、港湾及び漁港その他土木工事ということで、農林・

土木に関する工事が入っております。農業農村整備に関することということで、いわゆるハ

ード部門は建設部、それから、観光経済部には農林水産業の振興ということで、ソフト部門

については観光経済部という改正文でございます。 

なお、この条例そのものには出てまいりませんけれども、市長が施政方針の中で健康福祉

部の中にこども課を新設するということで、これは現在の社会福祉課あるいは長寿介護課の

部門、これを子ども児童部門、児童行政に関する分、これらをつかさどる課として新たにつ

けるということでこども課を新設するということで、条例自体には出てまいりませんけれど

も、今回この事務分掌条例を改正ということで提案するものでございます。 

続きまして、172ページでございます。議案第32号 伊豆市職員の育児休業等に関する条例

の一部改正でございます。 

現在、育児を行う職員に職場生活と家庭生活の両立を図ることができるように、育児休業

に関する条例があります。今回、さらにこの制度の充実を図るため、育児短時間勤務が新設

され、この制度を施行するための条例改正であります。 

これは国において昨年８月１日、地方公務員の育児休業に関する法律の一部を改正する法

律として施行されていることに準拠しております。育児短時間勤務制度は、一般職の職員が

任命権者の承認を受けて、小学校就学前までに子供を養育するため、短時間の勤務をするこ

とができる制度であります。勤務時間は１日当たり４時間または１日当たり５時間、あるい

は週のうち３日または２日半等の勤務形態から選択することができます。育児短時間勤務制

度は、常勤職員としての身分を変更しないまま、短時間勤務を行うことができる制度であり

ます。この補充のために、１つの職に２人を並立して任用できる規定や、任期つきの短時間

勤務職員の採用ができる旨の規定を整備するものであります。 

この制度の運用に当たりましては、関連する条例の改正が必要となりますので、勤務時間、

給与、手当等の関係する４つの条例の改正をこの条例改正によって行うものでございます。 

それでは、新旧対照表にて条文の構成と概要について説明をいたします。 

180ページ、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 

まず、１条関係でございます。これは、先ほど言いました法律改正に基づきまして、職員
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の育児休業に関する条例を改正するものでございます。 

次の181ページの一番下段の部分でございますが、ポイントとしまして、復職時における給

与等の取り扱いということで、育児休業職員の復職時の期間を２分の１、従来10分の１でご

ざいましたが、これを100分の100、10分の10に見直すという改正等でございます。 

続きまして、第２条関係になります。184ページ、２条関係の改正でございます。これは、

伊豆市職員の育児休業に関する条例の中に、育児短時間勤務制度の導入ということで、これ

を盛り込む改正をしたものが２条関係の改正になります。 

次が３条関係でございます。192ページ、これは伊豆市職員の勤務時間、休暇等に関する条

例を改正するものでございます。この制度導入のために、勤務時間、休暇等に関する条例、

この該当部分、改正部分が生じてまいりますので、ここで改正するものでございます。 

続きまして、195ページ、第４条関係の改正でございます。これも給与に関する条例中、関

係事項が出てまいりますので、この４条関係で改正をするということでございまして、ここ

におきましては、再任用短時間勤務職員の定義規定の改正であります。 

第５条関係でございます。企業職員の給与の種類及び基準に関する条例。この条例中、関

係条文の一部改正が生じてまいります。ここで改正をするということでございます。この条

文の施行については、４月１日からの施行ということでございます。 

以上、２条例の補足説明といたします。よろしくご審議をいただきたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 続いて、議案第33号について、健康福祉部長。 

〔健康福祉部長 内田政廣君登壇〕 

○健康福祉部長（内田政廣君） それでは、議案第33号 伊豆市特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について説明をいたします。 

196ページをお開きいただきます。介護相談員の設置を平成19年度をもって廃止するため、

介護相談員の報酬月額に関する記述を削除するものでございます。介護相談員制度は、介護

保険制度発足時に介護保険の普及、定着を図る目的で設置されたものでございます。苦情処

理や相談窓口の整備も進んだ今日においては、その役割がなくなったため、廃止するもので

ございます。別表の下段の項中、介護相談員月額３万円を削るものでございます。平成20年

４月１日から施行をいたします。 

以上が33条関係でございます。 

○議長（堀江昭二君） 続きまして、議案第34号から議案第36号までの３議案について、企画

部長。 

〔企画部長 渡邊玉次君登壇〕 

○企画部長（渡邊玉次君） それでは、198ページをお開きいただきたいと思います。 

伊豆市特別会計条例の一部改正についてでございます。 

この改正につきましては、天城ふるさと広場事業特別会計が今回指定管理者ということに

なりましたので、この会計を廃止します。 
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なお、それに伴いまして国民健康保険特別会計及び老人保健特別会計、介護保険特別会計

についても、既にこの特別会計の設置根拠はできております。各国民健康保険法、老人健康

保険法、介護保険法それぞれできておりますので、今回これを機に、これら３つも同時に削

除したいという内容になっております。 

続きまして、議案第35号 伊豆市手数料徴収条例の一部改正についてでございます。 

200ページをお開きいただきたいと思います。 

これは、都市計画法に基づく開発行為等の許可について、今まで静岡県で行ってまいりま

したが、平成20年４月１日より権限移譲によりまして伊豆市にこの事務が来るということか

ら、今回この手数料関係のものを一括ここに計上させていただくという内容になっておりま

す。 

続きまして、議案第36号、215ページをお開きいただきたいと思います。伊豆市長期継続契

約を締結することができる契約に関する条例の一部改正についてでございます。 

これにつきましては、地方自治法の234条の３項において長期継続契約についてうたってご

ざいますが、毎年度更新を繰り返すよりも、長期にわたって契約を締結する方が合理的であ

るといった場合に、この長期継続契約ができるということでうたわれております。 

次ページをお開きいただきたいと思いますが、それぞれの契約の内容の中で文言を若干換

えてございます。 

第２条においては、今までは事務機器及び情報処理機器の賃貸借に関する契約とうたって

ございましたが、複数年度にわたり契約を締結することが商慣習上一般的である物品を借り

入れる契約、いわゆる借り入れ契約において、特に医療器具の関係の問題が生じました。そ

ういったことを踏まえまして、今回この文言をこういった商習慣上一般的である物品の借り

入れという言い方をしまして、医療器具の借り入れについての内容を加えたというふうにご

理解いただきたいと思います。 

それからもう１点は、初年度の初日から継続的な役務の提供を受ける必要がある業務に係

る契約。一般的に長期継続契約というのは、借り入れる契約あるいは役務の提供、こういっ

たものを長期継続契約の対象にしておりまして、これらの内容の中で、特には一般廃棄物の

収集運搬業務、こういったものをこの中に加えたいというふうに考えております。 

なお、３条においては今まで前条の１号、いわゆる借り入れですが、借入においては５年

以内、それから役務の提供については３年以内と若干幅を持たせさせていただきたいと。２

年であったものを３年にさせていただきたいというものでございます。ただ、全てが上限の

期限でございますので、３年以内という理解をしていただければと思います。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 続きまして、議案第37号から議案第40号までの４議案について、市民

環境部長。 

〔市民環境部長 福室恵治君登壇〕 
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○市民環境部長（福室恵治君） 議案第37号 伊豆市後期高齢者医療条例の制定について概要

を説明させていただきます。 

資料のページにつきましては、217ページをお願いいたします。 

伊豆市後期高齢者に関する条例については、第１章の総則で伊豆市において行う事務の規

定をいたしました。第２条１項１号で葬祭費の支給関係。２号では保険料の額の通知。３号

から５号で保険料の徴収猶予。６号から８号では保険料の減免または免除。９号で保険料に

関する申告。11号、12号ではそれぞれの被保険者の世帯情報、それから年金等の収入状況の

情報について提供することについて規定をしたものであります。 

次に、第２章で保険料について規定をしたもので、第３条では徴収すべき被保険者を市内

に住所を有する者等に規定をし、第４条でその８月に確定した保険料の納付すべき納期を８

期に規定し、あとは徴収に係る事務を規定したものでございます。 

第４章では、罰則について規定をいたしました。 

附則につきましては、社会保険の被保険者であった被保険者について、納期の特例を規定

したものでございます。 

次に、議案第38号 国民健康保険保険給付等支払準備基金条例の一部改正でございます。

参考資料につきましては222ページをもって説明をさせていただきます。 

今回の一部改正につきましては、まず第１条ですが、20年４月からの後期高齢者医療保険

制度が始まることに伴いまして、国民健康保険に要する費用の内、老人医療拠出金が前期高

齢者納付金及び後期高齢者医療支援金に変更となります。この部分について、変更を一点い

たしました。 

それと第２条で、これまで基金積み立ての額を100分の30に達するまでとの規定であったも

のを、100分の５以上に相当する額に変更すると同時に、４条で予算不足にも対応できるよう

にしたものでございます。これは、貴重な基金の運用をより現実味のある基金運用ができる

よう変更するものであります。 

議案第39号 国民健康保険税条例の一部改正について概要を説明させていただきます。 

資料のページは228ページをお願いいたします。 

今回の一部改正につきましては、第２条１項で20年４月からの後期高齢者医療保険制度が

始まることに伴いまして、国民健康保険の課税方法が基礎課税分と介護納付金分の二本立て

から、基礎課税分、それから後期高齢者医療支援金分それから介護納付金の３本立てに変更

となることに伴います変更をするものでございます。 

第２項及び３項で、今回の課税方法の変更に伴いまして、基礎課税分について付加割合を

見直したものであります。今までの４方式から資産割を廃止いたしまして、所得割、均等割、

平等割の３方式とするものでございます。 

また、後期高齢者支援金分につきましても、基礎課税分と同様の３方式とするものです。

これは、介護の納付金と違い、全被保険者が負担するとの考えでございますので、同様の方
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法とするものでございます。 

それから、第３条から第８条においてそれぞれの税率を変更したものであります。改正す

る税率等につきましては、国保運協の答申を受けまして、公平負担の原則と高負担にならな

いよう調整をしたものであります。結果的には、県内の賦課額の状況から見まして、20年度

予算では前年同様低い方から２番目という位置にあるわけでございます。 

次の第12条から第18条で、新たに老齢等年金給付をもって当該世帯主に賦課する国民健康

保険税を特別徴収する場合の規定を新設したところでございます。 

第21条では、減額措置につきまして、これまでの７、５、２の軽減割合を保ち、それぞれ

の所要額を基準といたしまして算定をしたものでございます。 

第22条で、後期高齢者制度の創設に伴い、後期高齢者が社会保険等の被保険者である場合

等の被保険者について減免規定を設けたものでございます。 

なお、今回の改正分につきましては、平成18年６月の健康保険の改正に伴い、改正が行わ

れました20年４月１日施行の地方税法の改正部分との整合をとったものでございます。基礎

課税分、それから支援金分の賦課限度額の規定、被保険者の後期高齢者保険への異動に伴う

賦課の特別措置につきましては、今国会で地方税法が審議中のため成立後の改正となるもの

でございます。 

次に、議案第40号 国民健康保険条例の一部改正の概要について説明をいたします。 

資料につきましては、244ページの新旧対照表をお願いいたします。 

今回の一部改正につきましては、まず第５条６条で葬祭費の支給に関して、被保険者の死

亡の場合は一律に葬祭費が支給されておりましたが、他の保険で葬祭費が支給される場合は

支給しない旨、出産育児一時金と同様の規定を追加したものでございます。 

次に、第７条で20年４月からの高齢者の医療の確保に関する法律が施行されることに伴い

まして、保健事業のうち健診事業、それから保健指導事業が保険者に義務づけが規定された

ことから国民健康保険の規定が一部改正され、保険者は特定健康診査等を行うものとするほ

か、これらの事業以外の事業であった健康教育、健康相談、健康診査、その他の被保険者の

健康の保持増進ために必要な事業を行うよう努めなければならないとの法規定となったため、

条例にてこれ以外の事業を規定すれば足りるものでございます。 

以上２点が今回の改正でございます。 

以上よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） 続きまして、議案第41号について、健康福祉部長。 

〔健康福祉部長 内田政廣君登壇〕 

○健康福祉部長（内田政廣君） 議案第41号 伊豆市介護保険条例の一部を改正する条例の一

部改正について説明をいたします。 

246ページでございます。税法改正の影響によりまして、介護保険料の階層が上がる人に対

して、急激な負担増を緩和する目的で、平成18年度から２カ年間行われておりました激減緩
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和措置が政令改正によりまして、平成20年度まで継続可能となりましたので、伊豆市におき

ましても、19年度と同様の緩和措置を行うものでございます。 

248ページの新旧対照をお開きください。右側の下線部の部分で平成19年度を平成20年度ま

での各年に改め、保険料率の特例を延長いたします。 

次のページをお開きください。次ページの下線部５項を加えまして、平成20年度の保険料

率の特例の内容を19年度の特例と同額として記載してございます。 

以上で説明を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 続きまして、議案第42号と議案第43号について、教育委員会事務局長。 

〔教育委員会事務局長 山本準次君登壇〕 

○教育委員会事務局長（山本準次君） 議案第42号 伊豆市立学校設置条例の一部改正につい

て説明申し上げます。 

251ページになります。 

この改正は、平成20年３月31日をもちまして、土肥ふじみ幼稚園を教育機関として終了し、

４月１日から土肥幼稚園へ統合するために行うものでございます。 

土肥ふじみ幼稚園は、４月１日から普通財産となり、この改正により伊豆市立幼稚園は６

園から５園になります。252ページに一部改正の新旧対照表がありますが、改正前にありまし

た伊豆市立土肥ふじみ幼稚園の項を改正後は削ることになります。 

土肥ふじみ幼稚園は、昭和53年４月、小下田小学校の校舎の一部を利用して、今の診療所

跡、診療所側でしょうか。土肥幼稚園南分園として開園をいたしました。その後、土肥幼稚

園南分園は、平成９年12月に新しい現在の園舎が完成し、土肥町立土肥幼稚園富士見園とし

て開園、平成16年の伊豆市合併を経て現在に至っております。しかしながら今は園児数が少

なくなり、今後も園児の増加が見込めず、教育上の配慮から閉園し、統合することをＰＴＡ

や地元の皆さんへお話してまいりました。 

園舎と施設その後の活用につきましては、補助金の適正化法を踏まえながら、地元の皆さ

んなどと協議する必要がございます。 

また、統合となる土肥幼稚園では12月議会で議決をいただきました予算で狭かった駐車場

をより広くするよう、またあと土肥中学校とも共用できるよう現在整備を進めてございます。 

続きまして議案第43号 伊豆市学校給食調理条例の一部改正について説明を申し上げます。 

253ページになります。 

この法改正は、土肥給食センターの業務を平成20年３月末をもって終了いたすものであり

ます。終了後の４月１日から天城給食センターから、土肥地区へ給食を配送いたします。 

254ページに一部改正の新旧対照表がございますが、改正前にあった土肥給食センターは改

正後は表中から削るということになります。 

天城の給食センターは、昨年度からＯ157対策と土肥地区へ配送のため施設や建物の整備を

本年度で行ってまいりました。ここに整備が整いました。 
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土肥給食センターは昭和38年に完成し、翌39年４月に土肥小、土肥中学校を完全給食とし

て、その後、土肥南小、幼稚園へ給食を実施するなど、学校給食の充実に貢献してまいりま

した。 

しかし、築後45年が経過し、よる年並みにあらがって設備の補修や更新、建物の修繕を行

ってまいりましたが、建物状況や費用対効果を考えますと、そろそろ限界でございます。改

築の検討、それから、西海岸地区での市町を超えての共同調理場の可能性などを考えました

が、天城給食センターの改修となったわけでございます。 

土肥給食センターが終了いたしましても、天城・土肥地区とも給食は今までどおり実施で

き、両地区とも衛生状況の改善かつ経費節減ができるのではなかろうかと考えております。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 以上で提案理由及び補足説明を終わります。 

ただいま議題となっております各議案に対する質疑は、29日開催予定の本会議において行

います。 

質疑の通告期限は27日の正午です。 

 

◎議案第４４号～議案第４６号の上程、説明 

○議長（堀江昭二君） 日程第46、議案第44号 静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の増減及び規約の変更についてから日程第48、議案第46号 静岡地方税滞納整理機

構を組織する地方公共団体の数の減少についてまでの３議案を一括して議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長。 

〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） 議案第44号 静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

増減及び規約の変更についてから議案第46号 静岡地方税滞納整理機構を組織する地方公共

団体の数の減少についてまでの３議案について一括して提案理由を申し上げます。 

今回提案するものは、島田市及び庵原郡川根町の合併に伴い、平成20年３月31日をもって

それぞれを組織する地方公共団体の数の変更をするものであります。 

それぞれの議案の詳細につきましては、総務部長に説明をさせますので、よろしくご審議

の上、可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（堀江昭二君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

提案理由の説明に関して補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

総務部長。 

〔総務部長 平田秀人君登壇〕 

○総務部長（平田秀人君） それでは、３議案について補足説明いたします。 

一部事務組合それから広域連合、それぞれの組織の異動がございましたので、この異動に
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ついて脱会、それから新たに加えるものという整備をいたすものでございます。 

44号議案につきましては、先ほど説明いたしましたように、川根町が脱会するという形に

なりますので、その項目を削るとともに、新たに静岡県後期高齢者医療広域連合を加えると

いう改正でございます。 

45号、46号につきましては、それぞれ川根町が脱会することによりまして、これを削ると

いうものでございます。 

以上、よろしくご審議をお願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） 以上で提案理由及び補足説明を終わります。 

ただいま議題となっております各議案に対する質疑は、29日開催予定の本会議において行

います。 

質疑の通告期限は27日の正午です。 

 

◎議案第４７号の上程、説明 

○議長（堀江昭二君） 日程第49、議案第47号 上船原新田辺地総合整備計画の策定について

議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長。 

〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） 議案第47号 上船原新田辺地総合整備計画の策定について提案理由を

申し上げます。 

辺地にかかわる公共的施設の総合整備のための財政上の特別土地等に関する法律、第３条

第１項の規定により、上船原新田地区の辺地総合整備計画策定をするものであります。 

議案の詳細につきましては、企画部長に説明をさせますので、よろしくご審議の上、可決

くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（堀江昭二君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

提案理由の説明に関して補足説明の申し出がありますので、これを許します。 

企画部長。 

〔企画部長 渡邊玉次君登壇〕 

○企画部長（渡邊玉次君） それでは、259ページをお開きいだきたいと思います。 

ただいま市長が申しましたように、上船原新田の辺地に関しまして、総合整備計画を議会

に上程してご同意をいただくものでございます。 

この計画は平成20年から23年までの４年間、市道船原数沢線の改良工事を行いたいという

ものでございます。延長が450メートルという状況でございまして、事業費は4,000万円。こ

れは主にはこの道路は非常に狭いということがございまして、待避所的なものを各所に設け

ようということで計画をしてございます。 
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なお、事業費の充当率は100％、元利償還金の80％を交付税措置できると、こういった事業

でございます。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 以上で提案理由及び補足説明を終わります。 

ただいま議題となっております議案に対する質疑は、29日開催予定の本会議において行い

ます。 

質疑の通告期限は27日の正午です。 

 

◎議案第４８号の上程、説明 

○議長（堀江昭二君） 日程第50、議案第48号 特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定につ

いてを議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

市長。 

〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） 議案第48号 特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定について提案理

由を申し上げます。 

地方公共団体の特定の事務の郵便局における取り扱いに関する法律、第３条第１項の規定

により、伊豆市の特定の事務を取り扱わせる郵便局を指定するものであります。 

議案の詳細につきましては、市民環境部長に説明をさせますので、よろしくご審議の上、

可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（堀江昭二君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

提案理由の説明に関して、補足説明の申し出がありますのでこれを許します。 

市民環境部長。 

〔市民環境部長 福室恵治君登壇〕 

○市民環境部長（福室恵治君） 議案第48号について概要を説明します。 

今、提案理由のあったとおりでございまして、法第３条にて事務を郵便局を指定し法第２

条２項において議会の議決を得る旨の規定があることから、郵便局の指定を提案するもので

ありまして、協議の内容等につきましては、住民票とそれから印鑑証明ということで従来ど

おり協議をしていきたいとこのように思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 以上で提案理由及び補足説明を終わります。 

ただいま議題となっております議案に対する質疑は、29日開催予定の本会議において行い

ます。 

議案に対する質疑、通告期限は27日正午となっております。 

 

◎散会宣告 
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○議長（堀江昭二君） 以上で本日の議事はすべて終了しました。 

本日はこれにて散会いたします。 

次の本会議は、２月29日午前９時30分より再開いたします。 

よって、この席より通告いたします。 

本日は大変ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 １時４１分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（堀江昭二君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから平成20年第１回伊豆市議会定例会を再開いたします。 

  ただいまの出席議員は23名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立しまし

た。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程説明 

○議長（堀江昭二君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎議案第１２号～議案第１６号の質疑 

○議長（堀江昭二君） 日程第１、議案第12号 平成19年度伊豆市一般会計補正予算（第６

回）から日程第５、議案第16号 平成19年度伊豆市下水道事業特別会計補正予算（第３回）

までの５議案を一括して議題といたします。 

これより質疑に入ります。 

質疑の通告がありますので、これを許します。 

この際、一言申し上げます。第１回目の質疑については、議員及び答弁者はいずれも登壇

することとし、再質疑については、いずれも自席にて起立の上お願いすることといたします。 

なお、伊豆市議会申し合わせ事項の本会議の運営についての中に、委員会付託案件に対す

る質疑は、大綱にとどめることとし、所属委員会に係る事項については、緊急性を要する特

別な事情があると認められる場合以外は質問を控えることとなっております。 

したがいまして、発言通告にあります、森議員の繰越明許費の土木費に関しましては、所

属の土木水道委員会の付託案件審査において質問があれば、お願いすることといたします。 

それでは10番、森良雄議員。 

〔１０番 森 良雄君登壇〕 

○１０番（森 良雄君） 10番、森良雄です。 

議案第12号 平成19年度伊豆市一般会計補正予算（第６回）について質問させていただき

ます。 

まず、議長からのお言葉がありましたけども、私はこの繰越明許費、金額においても内容

においても、是非、全議員に知っていただきたいと思いますので質問させていただきます。 

繰越明許費、土木費、災害復旧費について、工事名、発注先、契約金額、事業内容、繰り

越し理由についてお聞きしたい。 

債務負担行為、追加事業名ごとの業務の詳細、見通しについて、変更事業の業務の詳細、



 

－53－ 

見通しについて伺いたい。 

地方債補正について変更の理由を伺いたい。 

64ページの14の１の４、使用料の増額について伺いたい。 

68ページ17の２の１、不動産売払収入の詳細について伺いたい。 

17の２の２、その他財産売払収入の詳細、内容、相手、契約方法について伺いたい。 

84ページ、４の２の２、塵芥処理費減額の理由について伺いたい。 

94ページ、13の２の１、基金積み立ての目的、理由について伺います。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

市長。 

〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） 補正予算に対する質疑でございますが、関係部長から答えさせます。 

○議長（堀江昭二君） それでは、繰越明許費について、観光経済部長。 

〔観光経済部長 鈴木直道君登壇〕 

○観光経済部長（鈴木直道君） それでは60ページの繰越明許費、そのうちの11の災害復旧費

の中の１の農林水産業施設災害復旧費、これについてお答えをいたします。 

この災害復旧費につきましては、昨年の台風９号によるものでございまして、今回の繰り

越しの理由としましては、国の災害の査定の関係や、予算が12月の補正ということで、工事

発注が１月中旬となったためでございます。 

それと、１月の20日と２月３日に、近年にない大雪に見舞われたためでございます。その

ほとんどの現場がワサビ田関連、それと林道でございまして、また特に天城の場合は、猫越

とか滑沢とかというところで非常に山の奥地のため工事ができない状況となりまして、年度

内の完了が不可能になったためでございます。 

なお、現段階ですと一部の現場を除いて、５月末までには完了する予定でございます。 

まず、農地災害復旧事業、575万9,000円でございますけども、この中身は５本の工事の繰

越ございます。 

それから、次の農業用施設災害復旧事業、2,770万8,000円、これ９本の工事の繰越しとな

ります。 

それから、林業施設災害復旧事業1,427万8,000円、この５本の工事でございまして、全部

で19本の工事の繰り越しとなるわけでございますけども、１本１本説明してもよろしいです

が、非常に数が多いものですから、後ほど一覧表をお渡しするということでよろしいでしょ

うか。 

それでは後ほどそういう形でさせていただきます。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 負債負担行為と塵芥処理費について、市民環境部長。 

〔市民環境部長 福室恵治君登壇〕 
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○市民環境部長（福室恵治君） ご質問の追加分に係る業務の詳細についてですが、まず基本

計画は、２市で建設予定のごみ焼却施設の計画内容を明らかにするために策定するもので、

その主な内容は、施設整備の方針や周辺整備また施設の配置、導線や事業方式などについて

計画を立てるもので、伊豆の国市が平成19、20年度に行う場合の事業費945万円から国庫交

付金を除く残額に対する当市の負担金303万4,000円を債務負担限度額としたものでございま

す。 

次に、測量地質調査は、先の基本計画の策定に先立ち、建設候補地の地形や地質調査を行

うもので平成19、20年度に伊豆の国市が行う場合の事業費924万円から国庫交付金を除く残

額に対する当市の負担金296万7,000円を債務限度額とするものでございます。 

２点目の変更分に係る業務の詳細ですが、先の業務内容２市で取り組む施設整備に伴い、

国県の関係法令に基づき、建設候補地等の生活環境に及ぼす影響について事前調査や予測及

び分析評価などを行うもので、平成19、20年度の取り組み予定を平成19、20、21年度に変更

し、伊豆の国市が行う場合の事業費5,250万円から国庫負担金を除く残額に対する当市の負

担金1,686万6,000円を債務負担限度とするものでございます。 

なお、これら業務の見通しについてでございますが、建設候補地の地元及び地権者の合意

を得た後の取り組みとなります。 

したがいまして、２市の準備会において最善の努力をし、早期に着手したいと考えている

ところでございます。よろしくお願いいたします。 

次の塵芥処理費の減額の理由ということです。 

説明欄の３、一般廃棄物収集処理事業の13の43一般廃棄物収集運搬業務委託の500万円の

減額理由でございますが、議員ご承知のとおり、平成18年度に清掃センター業務員の退職等

により現業職員数が減少となる中で、従来、センターで行っていた旧３町の可燃ごみの収集

運搬業務を本年度から民間に委託をして実施しているところでございます。 

したがいまして、この業務委託に係る契約額の決定に伴い、既定予算額4,334万4,000円と

の差額500万円を減額補正するものでございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） 地方債補正と財産収入と基金積み立てについて、企画部長。 

〔企画部長 渡邊玉次君登壇〕 

○企画部長（渡邊玉次君） それでは、62ページの地方債補正から順にご説明をさせていただ

きます。 

地方債補正につきましては、災害を除く各事業債については、年度末を迎えまして、事業

費及び補助金交付金等の財源が決定し、最終調整をしたものでございます。 

災害復旧債については、補助事業の査定終了により事業費の決定と農林災害の補助率増向

等による財源調整により起債の額を変更いたしました。 

一つ例をとってお話しますと、例えば、62ページにございます中学校の施設整備事業とい



 

－55－ 

うものがございます。これにつきましては、補助金の増ということになるわけでございます

が、当初の県の大規模地震対策の補助金931万3,000円を予定しておりましたが、国の有利な

補助金がございまして、これが安全・安心な学校づくり交付金という制度でございますが、

これが964万6,000円ということで30万円ほどの増になっております。そういったものを活用

してその残りの分を起債に充当したということでございます。 

なお、災害につきましては、当初66.7％、一般的にですが、この災害補助を活用して予算

を計上しました。 

しかしながら、合併特例、いわゆる旧町単位での補助率が違うということがございます。 

例えば、農地災害では、修善寺地区で76.6、土肥地区81.4、天城地区は84.9とそれぞれ補

助率が違うものですから、それを活用したことによりまして、補助金の額が上がったと。で

すからその残りについて、起債を充当したということでございます。そのために起債の額が

下がったということでご理解いただければと思います。 

続きまして、不動産の売払収入でございます。68ページでございます。 

詳細をといいますとかなり細かな状況になりますので、主だったところをご説明させてい

ただきます。 

まず、不動産の中の土地売払い収入でございますが、大きくは中伊豆の八幡にございます、

山手スピチュラルホテルさんへの進入路、これにつきまして道路敷あるいは山林、原野、そ

れから構造物、いわゆる石積みですが、これらを踏まえまして総額765万350円で売却してご

ざいます。 

これにつきましては、例えば、山林、原野、道路敷については、市場価格等、取引実例の

価格をもとに決めてございます。 

それから構造物、これにつきましては、10年ほど前につくったものでございます。その関

係上、当時の設計額、請負比率これらをひもときまして、それに対して減価償却の率を掛け

て残りの残存価391万230円、というような出し方をしております。 

それからそれ以外には、昨年の夏の土肥新田の国道の地滑りがございました。その現場の

下流部の災害緊急砂防工事の堰堤建設用地として売却しました。これは県の方で近傍の価格

を評価しまして、その価格で売却をさせていただきました。これが221万4,786円ということ

でございます。 

それらが大きなものでございまして、合計、土地だけでは８件、1,496万3,629円で売却を

しております。 

それから、立木の売り払いでございますが、これは主に道路整備にかかわる雑木林等の売

却が主なものでございます。これらも県の方で鑑定をしまして、トータルで、面積的には山

に近い部分と沢に近い部分と、こういうふうな分け方をしてございまして、トータルでは

188万6,188円というのは、まず１件ございます。 

それらが主でございまして、それら全部で９件ございます。９件の295万7,623円での売却
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をしてございます。 

それからその他の財産の売り払い収入ということで、これは２件でございます。 

まず、１件は天城湯ヶ島で、昔、温泉掘削をした機械がございます。もうほとんど使える

状態ではなく、昭和55年に購入したものでございますが、20年以上の保管をしておったわけ

でございますけど、結局、なかなか使えないという状況がありまして、鉄くずと同様のよう

な価格、60万円で売却をさせてもらいました。 

それから、環境衛生の分野でございますが、清掃センターのごみ収集車３台を売却いたし

ました。これが272万円、これは公募による郵便入札を行いました。 

続きまして、94ページ、基金の積み立ての目的ということでございますが、社会基盤整備

基金の積立金ということで5,330万円積み立てを予定しました。 

これにつきましては、基本的には今年度予算にも計上しましたが、設計費、いわゆる修善

寺南小学校の体育館、あるいは、天城中学校の耐震補強工事、こういったものを設計額とし

て組みましたが、当然来年度はそれに相応する金額がかかるわけでございますので、その準

備積立というようなつもりで5,330万円を積み立てる予定でございます。 

それから、環境衛生の施設整備基金積立３億円、これにつきましては、今いろいろ出てお

ります焼却施設、こういったものを将来的に積み立てていこうと、いつ建てるかわかりませ

んけど、そういった意味での積立を３億円というふうに計上させてもらいました。 

それから、地域福祉の基金積立金ということでございますが、これにつきましては、個人

あるいは法人からいろんな福祉のためにということで、寄付をいただいております。これが

概ね130万円ほどございまして、これを地域福祉基金として積み立てようということでござ

います。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 使用料について、観光経済部参事。 

〔観光経済部参事 伊郷哲郎君登壇〕 

○観光経済部参事（伊郷哲郎君） それでは64ページの14款、使用料及び手数料４の商工観光

使用料でございます。 

万天の湯及びテニスコートの550万円の増額補正について説明いたします。 

19年度につきましては、万天の湯の再開直後の予算編成でございました。年間を通しての

使用料金に見込み不足があったものと考えますが、万天の湯の再開が市内外の皆さんに知れ

渡り、見込みを上回る皆さんのご利用をいただいた結果だと思っております。また、20年度

の一般会計でも説明しましたとおり、20年１月末現在で前年18年度と比較いたしますと、

1,300人ほど増加利用となっております。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 再質疑。 

森議員。 
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○１０番（森 良雄君） 丁寧なご説明をいただきましたので、再質問は特にするつもりはな

いんですけども、後ほど資料を出していただけるということなので、一応私は再質問を用意

しましたので、その内容についてできれば、後ほどの資料に組んでいただければと思います。 

まず、繰越明許分、なぜ知りたいのかということから申し述べたいんですが、以前にも言

ったことがあると思うんですけど、ちょっと繰越明許が多過ぎるんではないかなというのが

私の判断なんです。私の今までの職業経験からいくと、公共工事というのは、まず、業者の

責任として納期を守る、これが大事なんですよ。 

今回、ご説明では天災だったと、これは天災ならしょうがないなと私も思います。しかし、

公共工事において天災だからといって天災ならなおさら復旧は最優先でやらなきゃいかんと

いう使命があるはずです。業者としての使命がある。業者として納期は守る。ほかの、公共

団体で納期を守れない場合、まず次の注文はないものと思えとそういう社会じゃないかと思

うんですね。 

ぜひそういう面で、納期だけはしっかり守らしていただきたい。それで、できれば、でき

型についても、ご説明いただきたい。でき型の中で、今年度までに出来高をどのぐらいお支

払いになっているのか。例えば1,000万円のうち500万円は支払いましたというようなことも

できれば、報告いただければと思います。 

そういう観点で、この質問の趣旨は業者にオーバーワークがあるんではないかという気持

ちもありますので、ぜひお願いします。 

それと、できれば69ページの財産売り払いについて、車の車種についてご説明できれば伺

いたい。これだけお願いしたいと思いますが。 

よろしくお願いします。 

○議長（堀江昭二君） 市民環境部長。 

○市民環境部長（福室恵治君） 車種といいますか、ごみ収集車が３台ということですので、

いすずが２台の三菱が１台、併せてごみ収集車３台、これでよろしいでしょうかね。 

〔「パッカー車のことですかね」と言う人あり〕 

そうです。パッカー車のことです。 

○議長（堀江昭二君） これで、森議員の質疑を終わります。 

以上で、通告による質疑は終わります。 

ただいまから議題となっております議案第12号から議案第16号までの５件については、会

議規則第37条第１項の規定により、お手元に配付いたしております議案付託表のとおり、そ

れぞれの所管の常任委員会に付託をいたします。 

 

◎議案第１７号の質疑 

○議長（堀江昭二君） 日程第６、議案第17号 平成20年度伊豆市一般会計予算について議題

といたします。 



 

－58－ 

これより質疑に入ります。 

質疑の通告がありますのでこれを許します。 

10番、森良雄議員。 

〔１０番 森 良雄君登壇〕 

○１０番（森 良雄君） 10番、森良雄です。 

議案第17号 平成20年度伊豆市一般会計予算について質問させていただきます。 

２ページ。前年度に比べ、市税の歳入増の内容について説明をいただきたい。 

公債費の増額、特に公債費のこの予算書で、公債費が大きく変わるのかなと見ております

ので、この予算書で公債比率はどのくらいになるのか。お伺いしたいと思います。 

62ページの電子入札利用負担金について、実施時期、方法についてお伺いしたい。 

70ページの庁舎建設事業。事業内容、場所、規模、目的の詳細について伺いたいと思いま

す。 

80ページ、２-１-８バス路線維持事業補助金。路線バス廃止対策遠距離通学助成金、路線

バス廃止対策タクシー利用助成金、路線名、利用状況等についてお伺いしたい。 

157ページ、フッ素洗口事業委託料。事業の内容についてお伺いしたい。 

165ページ、火葬場業務委託料、委託業務の内容、委託先、契約どのような内容か伺いた

い。 

169ページ、施設基本計画策定業務負担金、生活環境影響調査、測量・地質調査業務の内

容。これは今説明いただいた分だと思いますので、同じような内容でしたら結構です。 

175ページ、施設改良工事。粗大ごみ処理機補修工事。工事の内容をお伺いしたい。 

179ページ、新し尿処理施設基本計画等策定委託料、目的、内容を伺いたい。 

181ページ、調整池設置工事。場所、工事の内容について、できれば今までご説明いただ

いておりますが、もう少し詳しくお聞きしたい。 

195ページ、土地購入費。面積、評価、坪単価、伺いたい。 

233ページ、天城ドーム改修工事、工事の内容を伺いたい。 

340ページ、図書館費、 図書購入費、修善寺490万円、土肥80万円、天城80万円、中伊豆

80万円。質問の趣旨は、教育費がこの４年間大きく減少している。これ見ると、なんか一目

瞭然のような気がしますので、合併前の旧町の内容と比べて、お伺いしたいと思います。 

続いて、伊豆市の職員数は何ですか。これ予算書に載っている職員数、それと全協でお配

りいただいた職員数に違いがありますので、できれば、４月１日には何人になる予定ですと

いうような数字をお聞きできればと思いますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） それでは答弁願います。 

市長。 

〔市長 大城伸彦君登壇〕 
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○市長（大城伸彦君） ただいま森議員からご質問のありました議案第17号 平成20年度伊豆

市一般会計予算に対するご質問でございますが、ご質問はそれぞれの担当部長から答えさせ

ます。 

よろしくお願いします。 

○議長（堀江昭二君） 初めに、総務部長。 

〔総務部長 平田秀人君登壇〕 

○総務部長（平田秀人君） それでは、税の関係でのご質問が１点ございましたので、お答え

申し上げます。 

まず、市税の関係については、市税歳入増ということですが、ごらんいただくように歳入

は減でございます。トータルで7,500万円の減ということで当初予算の方は見込んであると

いうことでございまして、その減の主たる理由は、市民税、個人市民税、法人市民税の減に

よるものが主たるものでございます。 

これにつきましては、いわゆる個人所得によります税の見込みということで、今年度、実

績を踏まえて来年度の見込みをするものでございまして、この課税所得の伸びがないという

ようなことで、減額となっております。法人等につきましても、税収の本年度実績を踏まえ

た中で、この見込みをさせていただいたというものでございます。 

それから、職員数の関係でございます。 

全協でお配りした数字はそのままで、予算上の数字でございまして、職員数ということで

ございますと、特別職も含めて462名というのが予算上の職員数でございまして、おっしゃ

られます実質的に４月１日現在の見込みということになりますと、１名異動がございまして、

461名というのが市長、副市長、教育長を含めた数字でございます。職員数だけで申します

と458名で、４月１日の見込みでございます。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 次に、企画部長。 

〔企画部長 渡邊玉次君登壇〕 

○企画部長（渡邊玉次君） それでは一般会計の中の公債費の増額により、公債比率はいくら

になりますかという分野からご説明をさせてもらいます。 

まず、公債費が増額という森議員さんからのご指摘ございますが、公債費については、前

年度より１億9,000万円程減額になっております。ということからしますと、ちょっとこの

内容は違うのではないかなと思います。 

それと、公債費比率でございますが、この公債費比率というのは、標準税収入額分の公債

費充当一般財源そういう割り算をします。そうしますと、現状としては、公債費で充当一般

財源というのはすぐに出ないものですから予算ベースでは我々出しておりません。 

ただ、基本的には、全体的に見ますと、標準税収入にもよりますが、18年度の16.0％より

は下がるのかなという予測はしております。そういうことでご勘弁いただければと思います。 
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それから電子入札でございますが、電子入札につきましては、20年度から県の方の入札に

加入します。４月に加入手続的な、いわゆる初期のセットアップ、こういったものが行われ

ます。それから、登録番号の配布、こういったものも当然出てきます。 

  なおかつ、いろんな法規的な改正等も行わなければならないということもありまして、恐

らく夏以降に最初の電子入札が行われるのではないかなと思っております。これは、たまた

ま今回、伊豆市と同様にほかの５市がこれに加入します。そことも連携をとって、同時にこ

れを実施したいというふうに考えております。 

それから、庁舎の建設事業でございます。この庁舎の建設につきましては、修善寺の保健

所敷地面積、修善寺保健所の用地を購入して、それを検討していこうということになってお

りまして、これが4,200平米、現在の本庁舎の敷地面積が7,800平米、こういう状況でござい

ます。 

そういった中で、修善寺保健所をどうしていこうかというような、保健所の敷地を併せて

どういうふうに庁舎を考えていこうかというようなところで現在進んでおりますが、庁舎自

体の必要面積とすると6,500平米ぐらいいるのではないかというところまで今現在検討して

いるということでございます。 

それから、バス路線の関係でございますが、バス路線につきましては全員協議会でもご説

明したんですが、自主運行バス事業。これが19路線、これは天城湯ヶ島、修善寺、中伊豆を

走っているバスでございます。それから、バス事業者が運行しております伊豆箱根バスがあ

るんですが、これが、前回、私、全協で１路線と申し上げましたけれど、２路線ございます。

これは中伊豆地区を走っているバスのことでございます。 

この補助金の出し方というのは、それぞれの路線ごとに、経費それから収入。実質的には、

非常に利用者が少ないという状況があります。その関係で、差額分を補助金の対象額とする

ということになっています。 

ちなみに、それぞれのバス路線の利用状況というお話しですが、そういう出し方としてま

せんで、平均乗車密度というのを出しております。通常ですと５人程度あれば採算が合うと

いう状況なんですが、実際は2.24人しかございません。そのために、マイナス部分が出てそ

れを県費補助、国費の部分もございますが、補てんしているというのが実情でございます。 

それから、路線バスの廃止対策遠距離通学助成金、それから路線バスの廃止対策のタクシ

ー利用助成、これにつきましては、旧修善寺地区の大沢、山田、堀切この地区に適用してい

る事業でございまして、バスについては、人員というより枚数でやっておりまして、677枚、

それからタクシーが772枚というような発行状況になっております。 

これらにつきましても、利用状況といいますと、当初予算で見込むときには、路線バスの

場合には、前年度の利用実績のおおむね70％を見込んで予算計上してございます。 

それからタクシーの関係は、利用実績の大体50％を見込んで当初予算に計上しているとい

う状況でございます。 
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なお、その３地区の対象人員が、高校生の方は12人、それからタクシー関係で老人ですが、

これは82歳までの方を対象にしております。70歳から82歳までを対象に発行しておりますが、

これは対象人員80人という状況でございます。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長 内田政廣君登壇〕 

○健康福祉部長（内田政廣君） それではフッ素洗口事業の委託料ございますが、157ページ

でございます。 

フッ素洗口事業というのは、保育園それから幼稚園、そして小学校。幼稚園、保育園では

週５回、それから小学校では週１回のフッ素洗口を実施しております。それでこの業務委託

するものでございますけれども、薬液の調剤それから市内の27カ所に週１回配送する業務、

これを薬局に委託をしているということでございます。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 市民環境部長。 

〔市民環境部長 福室恵治君登壇〕 

○市民環境部長（福室恵治君） 165ページの火葬場業務委託の関係からご説明をさせていた

だきます。 

まず、委託業務の内容でございますが、４月から供用が開始をいたします、伊豆聖苑の管

理運営業務を委託するもので、主な内容といたしまして、会葬者の受付け、案内や対応、ま

た火葬炉設備の運転や各種設備の日常点検並びに聖苑内の清掃業務となっているところでご

ざいます。 

また、この委託先及び契約方法でございますが、５社指名のうち、３社による入札を、平

成20年２月22日に施行し、２月26日に第一建築サービス株式会社静岡支店と1,612万8,000円

で、平成20年４月１日から平成22年３月31日までの２年間の長期継続契約をしたところでご

ざいます。 

次に165ページ、広域施設の整備事業でございますが、この予算につきましては、先の第

６回の補正予算の債務負担行為の質疑の中でお答えしておりますのでよろしくお願いをした

いと思います。 

179ページ、粗大ごみと焼却処理の関係でございます。焼却処理事業の工事の内容でござ

います。 

工事の内容でございますけども、４つほど大きくありまして、一つ目は、混練機の取りか

え、それから肥培貯留槽の取りかえ、それから養生コンベア、キレートタンクの取りかえ、

それから設備の清掃、点検、整備を計画をいたしているところでございまして、混練機、肥

培貯留槽のキレートタンクは、それぞれ密接な関係にある設備で、長年の使用経過中に、補

修を重ねてまいりましたが、それぞれの設備で腐食が激しく補修の限界にきているので、取
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りかえをするものでございます。 

また、設備清掃点検整備でございますが、合併２年目の平成17年度より祝日も収集を行う

ようになりました。以前は、祝日は収集をしていなかったわけで、職員が５月の連休と正月

の３日の年２回清掃を持しておりましたが、正月３日のみの簡易清掃しかできなくなりまし

て、煙道や各設備に飛灰、クリンカーが堆積しておりまして、したがいまして、これらの飛

灰、クリンカーを取り除くべき点検整備と燃焼ガスの流れをよくすることで不具合を減らし、

また、新焼却施設の稼働まで施設を維持するために予算計上をし、実施すべく計画したもの

でございます。 

それから、175ページの粗大ごみの処理事業の工事内容でございます。 

この補修工事は、市内より搬入される粗大ごみを破砕する機械の補修工事であります。本

設備は平成９年４月より稼動しておりまして、その間、刃の交換等を実施してきたわけでご

ざいますが、現在、刃が磨耗していることから、１回の破砕ではできなくて２回の破砕をか

けているという現状でございます。 

したがいまして、今回、刃の交換と部分補修のために予算計上したものでございます。 

それから、179ページのし尿等の計画策定委託料でございます。議員ご承知のとおり、柏

久保地区にある清掃センターと、土肥横瀬地区にある土肥衛生プラントの２施設がいずれも

築40年以上経過し、老朽化が激しく、安心安全な運転管理等が大変懸念されることから、本

年度にこの施設の統合整備などにかかる基本構想の策定に取り組んでいるところでございま

す。 

したがいまして、平成20年度はこの構想を受け、今後建設しようとするし尿処理施設の計

画内容等を明らかにするために、処理方式や建設また運営方式等に係る基本計画の策定や、

この施設にかかる候補地の選定作業に取り組む予定をし、計上したものでございます。 

それから181ページの最終処分場に係ります調整池設置工事でございます。 

工事の場所でございますが、現在、伊豆市年川にある安定型最終処分場のところでござい

ます。 

工事の内容は、既設の処分場における残容量不足が懸念されることから、平成18年度に取

得した土地を活用し、この処分場を拡張するため、議員ご承知のとおり、本年度この設計及

び許認可また、地質調査等の業務に取り組んでいるとこでございます。平成20年度の取り組

みにつきましては、さきの県における許認可を受けた中で、一般廃棄物の流出を防止するた

め、擁壁や堰堤による調整池の設置や場内外の汚水対策として外周水路または場内への立ち

入り等を防止するための柵の設置をする予定でございます。 

以上よろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 続いて、観光経済部長。 

〔観光経済部長 鈴木直道君登壇〕 

○観光経済部長（鈴木直道君） それでは、195ページ、17－02体験農園の土地購入費1,581万
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6,000円でございます。 

この面積につきましては、2,452平米。評価額につきましては、固定資産税の評価額とい

うことでお答えしますけども、一筆の中で評価が３つに分かれておりまして、管理棟が建っ

ている部分につきましては、宅地としての評価ということで平米あたり3,000円。駐車場の

部分が雑種地ということで平米当たり1,500円。農園の部分が畑としての評価ということで

77円ということになっております。購入の単価でございますけれども、平米当たりに直しま

すと、6,450円ということでございます。 

なお、ここの土地につきましては、先日の全協で説明をいたしましたけれども、地権者で

あります農業生産法人が県の農業公社より買収したばかりの土地ということで、平成16年度

に買収してあるわけでございますけども、当初の段階で買い取りの要望があったわけですけ

れども、しばらく、買取について猶予をいただいたということでございます。価格について

は、その時点で、その法人が公社から買収した価格と同額で買い取るということで、お話し

をさせていただいてきております。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 次に、観光経済部参事。 

〔観光経済部参事 伊郷哲郎君登壇〕 

○観光経済部参事（伊郷哲郎君） それでは233ページの11天城ふるさと広場事業、天城ドー

ム改修工事、6,195万円について説明いたします。 

天城ドームは、伊豆市の施設としては欠かせない施設となっておりますが、外装は塗装の

さび等が目立ち、防水がはがれた状態で、窓サッシにつきましては、開閉のワイヤーの調整

が必要となってきております。 

今回の工事でございますが、足場等の仮設工事8,670平米、防水工事1,454平米、それの下

地補修300平米、外部鉄骨塗装7,960平米、窓サッシのワイヤー調整125カ所という内訳にな

ってございます。 

また、天城ドームの今後を考慮いたしまして、合併特別交付金を充当いたしまして工事を

行うものでございます。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 続きまして、教育委員会事務局長。 

〔教育委員会事務局長 山本準次君登壇〕 

○教育委員会事務局長（山本準次君） 合併前の各庁の図書の購入費ということでございます。 

資料は、15年度の決算の資料を申し上げます。予算書ではなくて、決算の資料でございます。

修善寺では699万円ということになります。土肥は199万9,000円、１円単位は省かせていた

だきます。それから、天城が71万8,000円、中伊豆が173万2,000円でございます。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 再質疑ありますか。 
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森議員。 

○１０番（森 良雄君） 再質問させていただきます。 

質問ではありませんけれども、後で教えてください。 

公債費比率について、今年度、わたしの言い方もちょっと悪かったのかもしれませんけれ

ど、今度の予算では、借金がだいぶ減らされているように認識しておるんですが、ですから

公債費比率は当然減るだろうと。どのぐらい減るのかなというふうに感心があったもので。

概略でもいいから、当然、公債費比率は、16パーセントあったと。それが見込みとしてどの

ぐらいを考えているのか、わかるようだったら教えていただきたい。今日じゃなくても結構

です。 

バス路線。ご説明いただいたところは大体いつも聞いておるんですが、今日じゃなくて結

構ですから、できれば路線ごとにどのくらいの利用率があるのかなということもお聞きした

い。 

年川の処分場についても、今ご説明いただいたことは今までにお聞きした内容なんですね。

わたしは堰堤がどのへんにできるのかなというところ、どういうところが、どの辺が改修さ

れるのか、そういうところに興味を持っていますので、後でも結構ですから、お伺いしたい。 

それでは、再質問に入ります。 

電子入札について。これってどうもお考えはこれからということのようですが、伊豆市で

は、随意契約は事務規則では130万円までのはずです。電子入札をどのぐらいの金額から考

えているのか。当然一般競争入札だと思うんですが、その辺を確認したい。 

庁舎建設事業。お答えの中からいきますと、土地の面積は4,200平米で、必要分が6,500平

米あるということですので、２階建てとか３階建てになるのかなということですが、概略仕

様が決まっていたら、お聞きしたい。 

火葬場業務委託料1,155万円。どこがやるかというようなことも決まっているということ

のようですが、この会社ですね、第一建築さんで、維持管理に１時間何人ぐらい常駐するの

かおわかりのようでしたらお伺いしたい。 

169ページの堀切の件ですが、きょうのお話では、堀切はまだ予定地なんですね。この辺

を確認したいと思います。 

次に、175ページの施設改良工事について。４つの大きな工事内容をお伺いしました。そ

れぞれの予算内容がわかりましたらお伺いしたい。 

粗大ごみ処理補修工事500万円。これは定期的に出てくるんですね。まず、お聞きしたい

なと。確か、この機械は２台、伊豆市はお持ちだと思うんですけどね。私の記憶が間違いだ

ったら間違いと指摘していただいて結構です。下にあるのか、上にあるのかどっちの機械な

のかお伺いしたい。 

先ほど、磨耗するということを言っていますけれど、わたしはね、この機械そのものの選

定が間違っているんじゃないかというふうに考えておりますからね、機械というのは磨耗す
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るのが常識なんですね。本当に磨耗しても使える機械もあるんですね。その辺もできたらお

伺いしたい。 

233ページの天城ドーム改修工事。わたしはこの質問出したのは、開閉装置が具合が悪い

と聞いていたもので、天井の開閉装置でも補修するのかなと思って質問したのですが、どう

も内容は、外装だけで6,195万円かかるのかどうか。それを確認したいです。 

次、図書館費について。修善寺の15年度の決算額は699万円ということなんですけれど、

僕は旧修善寺町は図書購入費は1,000万円くらい使ったんではないかと思ったんですけれど、

そのへんちょっと僕の記憶違いかどうか。僕も昨日修善寺の決算書を見てきたら960万円に

なっていたような気がしたもので。私も確認ミスがありますので、そのへんちょっと確認し

たいと思います。なぜこの図書購入費を取り上げたか。わたしの記憶間違いだったら申し訳

ないですけれど、修善寺町では960万円使っていた図書購入費が、伊豆市になったら490万円

だと。土肥、天城、中伊豆それぞれやはり半減以上しております。 

今、教育だ教育だと叫ばれているときにね、教育費がどんどんどんどん減少していく。さ

っきも言いましたけれど、一番この数字が見やすいと思って取り上げたんですね。僕は学校

の先生方は泣いていると思うんですよ。事務管理費なんかどんどんどんどん減らされてね。

よく頑張って、12月の一般質問で教育長おっしゃった。伊豆市の教育は上がっていると。よ

っぽど先生方が頑張っていると思う。教育長、伊豆市の教育はこれで大丈夫ですか。そのへ

んちょっとお伺いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） それでは、最初に、企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） まず、市債の関係でございますが、森議員さんに市債と公債費、

歳入と歳出、この辺をご理解いただかないと話しが次に進まないのかなという気がするんで

すが、一般会計ベースでいきますと19年度末で156億6,400万円ほどの残高がございます。起

債を借りる、いわゆる市債、歳入部分ですが８億2,000万円ほど計上してございます。元利

償還で返還する部分が17億3,700万円というふうになりますので20年度末においては147億

4,900万円と、要するに下がっていくということですので、その辺をまず理解をしていただ

ければと思います。 

それから、電子入札でございますが、現在考えておりますのは、対象工事をどの程度にす

るかという部分から入っていかないとですね、例えば、地元の小さな中小の企業ですと、な

かなかこの電子入札についてはなじみがない状況でございますので、その辺の、対象工事の

額の決定等をこれから詰めてですね、きちっとしていこうと。 

ただ、実際にはいろんな業者の方々に来てもらって研修をしておりますので、11月に行い

まして、もう一度近々やるつもりでおります。あとは県との連携、あるいは先ほど言った５

市との連携でやっていこうということでございます。 

それから、庁舎の関係は、今ある建物の場所と保健所の建物、これとの連携でどういうふ
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うに有効利用できるかというところを踏まえて、修善寺の今回の予算には、保健所跡地の測

量、こういったものを入れてございます。あと、そういったその利用、活用をどういうふう

にしていくかというようなことを考えていくことになろうかと思います。 

いずれにしましても、都市計画区域にあるものですから、建ぺい率の問題等も踏まえて、

今後その辺を詰めていくということになろうかと思います。 

ただ、一般的にどれくらいの費用がかかるかというと、土地購入まで入れて24、5億くら

いかかるのかというようには考えますけれど、これらも今後詰めていくということになろう

かと思います。というのは、財政的な裏づけも当然必要になりますので、それらを検討しな

ければならないということでございます。 

それから、バス路線の関係でございますが、何人利用という試算を我々しません。という

のは、総バス路線が19路線もあるわけですので、そのバス路線にどれぐらいの人が乗車して

動いているのかと、それぞれ行く場所も違いますよね。ですので、先ほど言った乗車密度と

いう試算の出し方をしてまして、通常は先ほど言いましたように、５人が採算ベースの分か

れ目なんですが、この路線については2.24人ということで、非常に少ない。そのために補助

が必要になっていると。補助もその会社の経理内容によって変わってきたりとか、いろいろ

出し方がございまして一概にそれは言えませんので、また、そういう資料がということであ

れば、お出ししますが、もしここでどの路線だと言っていただければその乗車密度というも

のは出すことはできます。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） それでは、市民環境部長。 

○市民環境部長（福室恵治君） 165ページの火葬場業務の委託の関係でございますが、業務

日で割ってみますと、1.5人工の設計計上をしてあるところでございまして、これは、何も

なくても１人は必ず常駐があります。人数の多いときには２人になるとか、それからまた外

の清掃をするとかというときには３人、４人になろうかと思いますので、それを営業日で割

りますと設計上1.5人工になるということでご理解いただければと思います。 

それから169ページの関係で堀切地区のことでございますが、了解を得てから、工事にか

かるということは何度も言っておりますので、いわゆるそういうことで、まだ了解が得られ

ていないということでご理解いただければと思います。 

それから175ページの粗大ごみの破砕の関係でございますが、これは、下にありますいわ

ゆる粗大ごみを破砕するものでございます。 

○議長（堀江昭二君） 観光経済部参事。 

○観光経済部参事（伊郷哲郎君） 天城ドームの開閉装置の関係でございますけれども、現在

の段階では修理する予定は持ってございません。また、先ほど説明しました工事内容での

6,195万円の予算計上でございます。 

以上です。 
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○議長（堀江昭二君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（山本準次君） 図書の購入費の修善寺の分でございますが、決算資料

699万円で間違いないだろうと思います。最近、資力が落ちておりますので、心配なところ

はありますが、まず間違いないと。 

しかしながら、1,000万円クラスというのは合併前、数年前は確かにそれぐらいの予算で

あったと記憶をしてございます。 

それから、教育につきましては、通告にございません。お答えいたしたくても、気持ちの

整理がついておりませんので、答弁の方は控えさせていただきたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） 今の図書購入費が少なくなっているということでございますが、平成

15年当時ですか、あれから比べると学校には相当パソコンを入れております。情報等はです

ね、ご承知のようにパソコンが大分、情報の原動力になっていると思いますし、調べものも

パソコンでできるような世の中になっております。あと先生方もそのパソコンを利用して、

いろんな集計とかワープロとか業務ができていますので、この図書費だけ見てですね、教育

にあんまり金を使ってないという判断は、それだけではちょっと、違うんではないかと思い

ます。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

○１０番（森 良雄君） 公債比率。私は、いいですよ、お答えしなくても。当然、公債比率

はこの予算書では下げるような趣旨で借金を減らしているなと判断したから、お伺いしてい

るんであって、当然、公債比率は下がるんだという観点から質問しております。ぜひその辺

は年度末には14％を狙ったんだとか、結果的にこうなったというんならしょうがないんです

けども。もしそういう狙いがあるんだったらお聞きしたいなと。 

バス路線についても、5,000万円近い予算が計上されているわけですね。積算の根拠を知

りたいんですよ。56路線があるんだとか。56路線の積算根拠はこうなんだと各路線十派一絡

げでね２、３人しか乗っていないという計算でやりましたというんならそれはそれで結構で

す。 

電子入札にしても、電子入札について私は一般質問で再三しているわけですね。準備はし

ていますというお答えだったと思うんですが、結果的にはこれから、質問ではないですが、

しっかりやっていただきたい。 

庁舎建設事業については少し聞き漏らしたんで申し訳ないんですが、土地購入費だけで５

億円かかるんですか。それとも50億程度といったのか、その辺をちょっと確認したい。 

火葬場については１人は常駐するということですね。清掃等にも１人ということなんです

が、結構、広いと思いますが一人で大丈夫ですか。その辺どのようにお考えなのか伺いたい

と思います。 

粗大ゴミの処理補修工事、どうも下のほうにあるやつ。あれは粗大ゴミ、粗大ゴミという
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から何をやるのかなと思ったら、どうも鉄の方をやっているやつではないですか。まず、そ

れを１点確認したい。この機械さっきも言ったけど、あの機械で鉄を粉砕したら壊れるに決

まっているんですよ。壊れたっていいんですよ。能率が落ちたっていいんです。能率がいい

のは最初の１カ月だけです。私がなんでこんなことを言うかというと、あの機械は鉄を切る

ための機械ではないんですよ。刃先の材質を見るだけで分かってしまうんです。ＳＫ材を使

っているんでしょう。ＳＫ材に焼きが入っていれば一発で刃先がこぼれるのは常識なんです。

それをあそこへ使っている。あれは木村という会社から購入している。はっきり言わしても

らうけど、木村にだまされたんではないですか。 

図書購入費、いずれにしても旧修善寺町は1,000万円近く使ったんですよ。市長さんはパ

ソコンを使っているからいいんだというお答えですけど。図書の目的とパソコンの目的は全

然違うんではないかと僕は思うんです。山本教育委員会事務局長さん遠慮して何も答えなか

ったけど、私はあなたの全協での最後の発言に非常に感銘を受けているんです。できればね、

全協で言ったこと言葉は残りませんが、ここで言った言葉は、伊豆市が残る限り残りますか

ら、永久保存されます。ぜひもう一度ね、やはり教育予算というのをとらなければいかんと

いう、最後の名言をもう一度言っていただけたらと思うんですけどお願いします。 

○議長（堀江昭二君） 企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） どうしても公債費についてはご理解いただけないようでございま

すが、いわゆる公債費比率を出すというのは先ほど言ったように、現状をきちっと固まった

数字がないものですから出しようがないというのが実状でございます。ただ、我々が目標と

しているのはいわゆる公債費残高、残高をどうするかいうところに先ほど行き着くわけでご

ざいまして、これを極力減らすというのが目的でございます。公債比率はあくまでも指標で

ございますので、あくまでも決算が出ないとわからないということをご理解いただければと

思います。 

それから庁舎建設の関係で、総額で24、5億かかるよという想定をしているということで

ございます。ただ土地代だけでは２億5,000万円ぐらいではないかと市場価格を踏まえると

それくらいかかるんではないかというふうに考えております。 

それから、路線バスの関係でどうしてもわからないということでございますが、先ほどら

い言っているように収入はバスの乗車料金です。それを総額として出して、いわゆるバス経

費というのは、その会社が全体的にその自主運行の路線ばかりでなくて、全体のバスの運行

経費がでます。その経費を距離数といいますかそういう形で割り出してそこの路線にどれだ

けかかるということを算出します。その差額分がいわゆる補助対象の事業費ということにな

ってくるんです。そういうことでご理解いただければと思います。 

○議長（堀江昭二君） 市民環境部長。 

○市民環境部長（福室恵治君） 火葬場業務の委託の人工の問題でございますけども、先ほど

説明いたしましたように、既に入札をしたときに落札がありますので、十分いけるというこ
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とで考えております。 

175ページの粗大の修理の関係でございますけれども、ＳＫ材には当然使うわけで、その

焼きの硬度の問題でございますので、それはやはり適した硬度のものを使用するということ

で、実施をしているところございまして、鉄は切れないということで鉄は切ってはおりませ

ん。それが鉄かどうかというのは、電化製品の周りについているブリキ上の薄いものですけ

ども、それらは切れる硬度を使っておりますので、刃を使っておりますのでそれは切ります。

したがって、いわゆる鉄骨とか、そういう骨材は全く切っているところではございませんの

でご理解いただければと思います。 

○議長（堀江昭二君） 以上で、森議員の質疑を終わります。 

それでは、50分まで休憩いたします。 

 

               休憩 午前１０時４１分 

               再開 午前１０時５０分 

 

○議長（堀江昭二君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

26番、木村建一議員。 

          〔２６番 木村建一君登壇〕 

○２６番（木村建一君） 議案第17号 平成20年度一般会計予算について質疑を行います。 

１点目です。中央財政計画。いわゆる、国が当初予算出す時に、全国の地方に対して、こ

ういうことで予算を組みましょうということの基本方針を出すんだけれども。一般的には内

観と言われていますけれども、その中で、地方税が0.2パーセント増を見込んでいるんだが、

地域経済の状況には差があることを踏まえて、適正な収入の見積もりを行う必要があるとい

うふうに言っております。したがって、当然国の方では地方税が0.2パーセント上がるから、

そのとおりやりなさいよっていうことじゃないというふうには当然理解しております。 

そういうことを前提にした上で、伊豆市の市民税ですね、現年課税分を見てみますと、前

年対比で見ると、総務部長も少しお答えになっておりましたけれども、個人の方はマイナス

3.6％、法人の方はマイナスに21.2％、こういうふうに予算を計上しておりますが、マイナ

ス要因についてお尋ねをします。というのは、税源移譲があったりとか、それから、住民税

の減税が廃止された。今年度予算ですね。少し増えるのかなと思ったら、マイナス要因だっ

たものですから、どのように見られているのかお願いしたい。その上で、個人法人とマイナ

スということを考えると、当然収入が減っているということになります。市民生活や、市内

の業者の営業下支えする政策はあるのかどうか、その辺がちょっと見えないものですからお

願いしたい。 

２つ目です。道路特定財源。非常に今、国会で論議されておりますけれども、どこに配分

されているのか少し見当たりません。あるんでしょうけれども、私にはよくわかりませんの
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でお願いしたい。ページ数がちょっとわかりませんで申しわけないんですが。 

それから、３つ目に、205ページから207ページに関連する分野ですが、市長は施政方針で

幾つかのことを述べながら政策の充実をというふうにお話しなされておりました。 

その一つに、深刻な森林の荒廃に対する整備、促進が挙げられておりますけども、その中

の林業振興費、内容を見ますと、一つ一つちょっと追ってみたんですが、その中の、一つ目

の林業振興事業というのが、前年対比マイナスとなっているけれども、予算の提案のときに、

県の森の力再生事業に切りかえるというご説明でした。民有林間伐をこれは、前年度の予算

の中にあった分野なんですけれども、そうしますと、県の森の力再生に切りかえたというか、

するということなのかちょっと理解ができませんのでお願いしたい。 

それから、森林組合補助金は減額されておりますけれども、それについてお尋ねします。 

林業事業費の２つ目、流域広域保全林整備事業を森林整備事業へということで、名称変更

したのかなと思うんですけれども、内容の変更もあれば、お答え願いたいと思います。 

林業振興費の放置竹林対策事業、これも前年対比マイナスということになっておりますが、

竹林整備をする箇所が減ったということなのか。ちょっとわかりませんのでお願いしたい。 

林業振興事業費の中の、森林ボランティア交流推進事業について、市民との協働のまちづ

くりという意味では、私はこの分野というのは非常に重要な事業かなと思っているんですが、

森づくり伊豆の会に切りかえていくというご説明でありましたが、そうすると何がどうなっ

たのかよくわかりません。マイナス予算となっておりますけれども、何か変更あったのかお

願いしたい。 

いわゆる全体として、個々の質問になってきたんですけれども、森林整備促進をという市

長の当初予算の所信表明の中で述べている中での裏づけが少し欲しいなということで、個々

に質問させていただきました。 

次に195ページ、地産地消推進事業についてお尋ねしたいと思いますが、前年度の予算審

議の中で、こういうふうにお話しをされておりました。伊豆市地産地消推進協議会でその計

画をつくっていきたいんだと。地元宿泊施設や飲食店を中心に取り組んでいきたいというふ

うに述べられました。今年度の予算説明では、学校給食から旅館、ホテルへ地産地消推進事

業を広げていきたいと。今日は質疑をやっているわけですけれども、今時点で知り得たこと

から判断すると、前年度の説明と今年度の予算を比べてみたところ、思うように事業規模が

広がらなかったのかなというように思っております。 

その点の説明をお願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

市長。 

          〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） ただいま木村議員から、議案第17号 平成20年度一般会計予算に対す

るご質問が出されました。項目別に担当部長に答えさせますのでよろしくお願いいたします。 
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○議長（堀江昭二君） 最初に、総務部長。 

          〔総務部長 平田秀人君登壇〕 

○総務部長（平田秀人君） それでは、私の方から１点目、２点目について補足説明をいたし

ます。 

大変難しい問題も含んでいるのかなと思いますが、まず、税の関係、２点目でおっしゃっ

ておりますように、いわゆる所得、収入が減ることによるそれぞれ市民税、法人税の減とい

うことでございますが、国の見込み等々もあるわけでございますけれども、伊豆市の現状と

して、今年度実績等を踏まえますと、この３月補正でも現年の個人市民税、これを１億

2,200万円ほど当初、昨年計上したものを減額で計上してあるところでございます。昨年の

予算立ての段階で、個人所得等の伸びも少しあるのかなというところで見込んだ数字、それ

から税源移譲によります法人税のはね返り分といいますか、それらを見込んで昨年の予算の

数字を立てたわけですが、少し現実に税源移譲分としての見込み分、これも若干見込み違い

のところがあったのかなというところでございます。トータルして昨年度よりも、減という

かたちでございますし、それから、法人税、これにつきましても、昨今の原油高等景気の不

透明感から減額を見込んでおるものでございます。 

これらを下支えする政策というようなことでございますけれども、行政としてと言います

か、一つは社会基盤整備といいますか、インフラ整備、これらに重点をおいて、基幹道路を

はじめとして、それらの整備を充実していくということも行政としてできる大きなことかな

というふうに思います。それぞれ関連がございますけれども、課税の方としましては、やは

りその景気の上向きということに左右されますので、これに期待するところでございまして、

適正な課税と収納率の向上に努めてまいりたいと思っております。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 企画部長。 

〔企画部長 渡邊玉次君登壇〕 

○企画部長（渡邊玉次君） ３点目の木村議員さんからの道路財源はどこに配分されるのかと

いうご質問でございますが、道路特定財源は地方に配分されます地方道路譲与税、これは今

年度7,440万円程計上してございます。それから、自動車重量譲与税２億1,360万円、それか

ら、自動車取得税の交付金これが１億9,100万円を計上して、合計で４億7,900万円というこ

とで前年対比3,810万円の減というふうになっております。この金額は、一般財源として受

け入れるものにしてございます。もともとの目的は、当然道路財源ということですから、道

路建設のために使うという形では考えております。この財源でございますが、８款２項の道

路橋梁費、ごらんいただければわかると思いますが、その中の一般財源分、いわゆる財源内

訳の中に一般財源分とございますが、３億9,017万円。それから８款１項の土木総務費、こ

れは人件費等入っておりますが、これの一般財源分の１億1,297万1,000円に基本的には充当

しているというものでございます。 
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ただ、その他なんですが、揮発油税というのがございます。この揮発油税の中から、国庫

補助金として交付されております、地方道路整備臨時交付金１億7,655万円。これについて

も特定財源として、８款２項の２目及び３目、２目というのは道路新設改良費、それから３

目が高規格道路整備費の道路橋梁費に充当しているということで、ご理解いただけると思い

ます。 

○議長（堀江昭二君） 次に、観光経済部長。 

          〔観光経済部長 鈴木直道君登壇〕 

○観光経済部長（鈴木直道君） それでは、林業関係につきましてお答えいたします。 

まず、一つ目の林業振興費の減でございますけども、緊急な森林整備が必要な市内の民有

林のほとんどが、県の進めます森の力再生事業、この対象森林に指定されまして、19年度は

風倒木の処理につきましては7.26ヘクタール、環境伐につきましては76.35ヘクタール。合

計で83.61ヘクタールが実施をされました。 

事業費では、6,458万5,000円ということで、これも森づくりの県民税が市内の森林整備に

活用されたということでございます。この事業につきましては、今お話したとおり、100％

県の森づくり県民税で賄われるため、市の負担や所有者の負担もありません。今後も森林所

有者の方々にＰＲをして、ぜひ進めていきたいというふうに考えております。 

また、森林組合への補助でございますけれども、組合員への指導ということで交付をして

おりますが、内容を精査の結果の減額でございまして、指導というのは、本来、森林組合の

業務の一つでございます。事業もふえている中で、自立の方向へ行っていただきたいという

ことで、何とか減額した中でもいけるのではないかということの中で減額をさせていただき

ました。 

２つ目の流域広域保全林整備事業、これにつきましては、国庫補助事業の名称でございま

す。県単独事業及び市の単独事業を含めまして、森林整備事業を一元化して明確にするため

に変更いたしました。 

３つ目の放置竹林対策事業につきましては、竹林につきましては、所有者の積極的な取り

組みに対して補助を行っているわけでございますけども、19年度は実施が残念ながらありま

せんでした。そんな関係で20年度につきましては減額しましたが、今後とも補助制度のＰＲ

を図りまして、利用促進を図っていきたいというふうに考えております。 

４つ目の森林ボランティアの交流促進事業の中の森林ボランティアの受け入れにつきまし

ては、これまで東京にありますＮＰＯ法人の地球緑化センターに委託しておりました。地球

緑化センターとは、中伊豆時代から、平成12年頃からのお付き合いでございまして、連携し

てボランティアの活動をやってきたわけでございます。この森林ボランティア活動といいま

すと、森林ボランティアを通しましてですね、山に対して皆さんに目を向けていただきたい

という部分とですね、都市との交流という部分もございました。その中で、委託をお願いし

ていたわけですけれど、委託費の中で、通信費や人件費、事務費にある程度経費がかかって
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いたわけでございます。20年度予算がマイナスとなるのは、地元に、先ほどお話しがありま

したように、地元に発足しました森づくり伊豆の会、これが今までのこの地球緑化センター

との森林ボランティアの活動の中で生まれた組織でございます。そこの団体が昨年発足した

ものですから、その団体にお願いすることによりまして、その団体の育成も含めまして、地

元の組織ということで、経費の節減になるということでございます。今まで東京のＮＰＯと

やっていたものですから、いろいろ経費面でも多くかかっていたわけですけれども、今度地

元ということでそういう部分でも経費が削減できるというものでございます。 

市全体の森林整備については、20年度は160ヘクタールを予定しており、19年度に比較し

まして、18％の伸びを予定しております。森林につきましては、40年から50年生というもの

が最も多くて、整備の必要性はそれぞれ所有者の方々もわかっているわけですが、現在の林

業の状況から考えますと、なかなかそこまで手が回らないというのが実態だと思います。 

市でも整備の促進のために、国県の補助に対しまして、市がさらに付けましをして補助制

度を設けて呼びかけてきていたわけでございますけれども、現実になかなか進まない状況が

あったわけでございます。 

今回の再生事業が18年度から始まりまして、10年間を予定しておりますが、その間、積極

的にこの事業を活用して整備を進めていきたいというふうに考えております。 

しかしながら、持続的なものにしていくには、やはり業として成り立つ形ですね、やはり

森林所有者に多少でも利益が還元できるような方向に持って行かなければ、やはり持続的な

ものにはなっていかないと。この辺がなかなか難しいですけれども、そういう方向になるべ

く持っていかなければならないなというふうに思っております。 

次に、地産地消の関係でございます。昨年２月に、伊豆市地産地消推進協議会を立ち上げ

まして、その中で伊豆市の地産地消推進計画を策定いたしました。それに基づきまして事業

を進めてきておりますけれども、当初の計画からいきますと、多少時間がかかっているかと

は思います。 

19年度で取り組んできたことをお話ししますけれども、まず、協議会の中へ３つの部会を

設置いたしました。１つは学校病院等推進部会、２つ目としまして、旅館飲食店等推進部会、

もう一つは、一般家庭推進部会。それぞれの部会の中で、検討していただいてきております。 

その中で、今回特に、県から学校給食の地場産品導入モデル事業の指定を受けまして、こ

の事業を重点的に取り組んできたわけでございます。また、取っかかりとしてもですね、学

校給食が一番進めやすいという部分もございます。具体的には、現在の地場産品の利用状況

の調査から入りまして、供給できる食材がどういうものがあるのか、どういう流通で調達で

きるのか。また、学校給食では年間を通してこういうものを使いたいが、供給可能なのかと

か、いろいろな議論をしてきております。 

昨年12月にその一環で、学校給食メニュー施策研究会を開催し、その時たまたま議会があ

ったのかなと思いますが、一部の議員さん方にも試食をしていただきました。木村議員さん
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も食べていただいたと思いますけれども、すでに地元の食材を使った給食のメニューもかな

り取り入れられてきております。その中で、やはり問題は、それぞれの情報というものがや

はり少ないかなということの意見が結構あります。早急にですね、食材の調達の納入システ

ム、要するに仕組みづくりですね。そういうものを構築する必要があるということで、現在、

農協などにも入っていただいて、いろいろ検討しているところです。これができることによ

って、旅館とかホテルへの供給体制もできるということで、そこにも供給にもつながってい

くのではないかなというふうにも思っております。 

また、それ以外の取り組みとしましては、子供たちに対する地場産品の栽培とか、収穫体

験料理教室なども実施をしてきております。 

昨年11月には、土肥の南小児童によります、ヤーコン収穫体験とか、家庭教育学級での料

理講習、この１月末には、中伊豆中学校で市の特産品学習会というものを開きまして、生産

者から直接お話を聞いたり、地場産品を使った料理を実際に自分たちでつくったりしてきて

おります。 

また、生産の部分では、地域との差別化をどうやっていくか、安心・安全な農産物づくり

をどうやって進めていくのかということを基本に進めております。具体的には、弘法芋の生

産拡大のための講習会とか、堆肥を活用した農業の推進なども進めてきております。 

その他に地場産品や料理を紹介した、地産地消と食育ですね、食育と密室な関係があるわ

けでして、今、合同のパンフレットの作成をしているところでございます。これによって、

地域のみなさんに知ってもらうきっかけにしていきたいと考えております。 

それから、旅館ホテルにも拡げていきたいというふうに申し上げましたが、これについて

は生産者にとっても身近なところで使ってもらうことによって、この生産に対する意欲とい

うものも出てくると思いますし、特にワサビ、シイタケなどは、観光客を通して、全国に発

信ができるわけでございます。大いにＰＲになるわけです。 

また、旅館ホテル側につきましても、地場のものを使うことによって、食についての付加

価値やその旅館の売りにも繋がっていくものだと考えております。そういうことから、ぜひ、

そういう部分でも旅館とかホテルへ広げていきたいということでございます。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 再質疑ありますか。 

木村議員。 

○２６番（木村建一君） 冒頭の、市税についてお尋ねいたします。 

見込み違い、当然これは予想ですから、常に19年でも20年でもそうなんですが、こういう

認識にあるのかなということで一つお尋ねしたいんです。見込み違い、所得の伸びがあろう

と思ったんだけどなかなかそうはいかなかった。そうすると、でも現実には、個々の市民に

とって見るならば、市民税と今言った税源移譲によって云々とあるんですけれども、定率減

税廃止で負担がふえているのかなというふうに私は認識しているんですね。そうすると、そ
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れに対する下支えが、社会基盤整備だと。それも一環でしょうけれども、負担がふえている

ことに対する生活を、きちっと地方自治体として守っていくという立場でどう編成されたの

か、社会基盤整備だけでどうなのかなということを少し感じたものですから、その点の考え

を、もう一度。住民は負担がふえているという認識の基で予算編成なされたのかな、わかっ

ていればいいですよ、現実にもらう収入から出ていくお金は減っているのかなというふうに

思っているんですけども、そうすると、市民生活を下支えするさらなるものがあるのかなと

思ったものですからね、お願いしたい。 

次に、道路特定財源。いろいろと調べて、私がいろいろと読ませていただいた中で、なる

ほどなということで思いました。企画部長言われるように、国の方からは、道路特定財源来

ますけれどね、来るのは自治体で道路だけに使いなさいという方針ではないですね、基本的

な考えはあるでしょうけれども、わかったらで結構です。どこに使われているのかなという

こともやっとこさ、なるほどと。例えば、道路新設合併支援だとか、高規格とかですね、そ

ういうところに使っていると。自分の考えが、予算配分は正しかったのかと思うんですが。 

１点だけ聞きたいのは、いろいろと道路財源がなくなっちゃうと、一般財源化すると、市

民生活の本当に影響を及ぼすと、大変だというところが今言われているんですけれども、い

わゆる防災とか、震災対策、交通安全とか云々市民生活にとって必要となると高規格もそう

なるんだろうけれど、それはちょっと横に置いておいて、地方道における市道の維持補修に

対する補助というのは当然ないと思うんでね、それが道路特定財源によって、なくなること

によって、一般財源化することによって影響力があるのかどうか。非常に難しいかもしれま

せんが、お尋ねしたいというふうに思うんです。 

次に、林業振興費の中身についていろいろるる説明を受けました。聞いていて、この辺は

ちょっと確認したいんですけれども、林業振興事業費が減り、松くい虫も林業振興事業費の

中に入っているからいいですね、それも減るということで全体としてみると、前年対比で見

ると約500万円くらいですかね、減っているわけですよね。約500万円です。ですけれども、

今の部長のご説明ですと、前年対比18％アップと。160ヘクタールに伸びるんだよというこ

とが言われていました。減っていて、伸びるという関係がいまいちわからないものでお願い

したい。 

最後の地産推進事業。いわゆる市民が一緒になってですね、今詳細な説明があった。３つ

の部会に分かれてやられていると。やられてきつつある。当然市民のいろんな意向があるでし

ょうけれども、１年たってから何もやってないという方針じゃなくて、今聞いている中で、そ

ういう理解はしません。さらに時期的には当初の目標よりも遅れたかもしれないけれども、い

ろんな諸団体が地産地消ということでやられている、やろうとしているということはよくわか

りました。この辺の答弁を聞いて内容的に非常にわかりました。 

お願いします。 

○議長（堀江昭二君） 総務部長。 



 

－76－ 

○総務部長（平田秀人君） 税源移譲の絡みで、一つは定率減税がなくなったというようなこ

とがあるわけでございまして、国の方はその住民税と所得税を低くする変わりに、住民税と

というような形の中でございますけれども、実質的には、おっしゃるようにいわゆる住民税

への負担が多くなっているということは言えようかと思います。 

税収そのものは先ほども言いましたように、総所得によって課税されるということであっ

たり、収納率の関係で動くわけでございますが、一つの数字としてですね、所得自体はやは

り減っております。総所得としてはですね。で、平均税率という形が一番わかりやすいのか

なと思いますので、いわゆる18年の平均税率として4.4％でありますが、19年では5.9％、こ

れはあくまでも全部の平均でございますけれども、その分住民税としての負担が大きくなっ

たということは総額として言えてくるのかなというふうには思っております。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 続いて、企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） 道路財源の場合、伊豆市の場合、例えば過疎地域などの過疎計画

を見てもですね、先ほど総務部長が言った社会基盤の整備、いわゆる道路を作って欲しいと

いうような意向がかなりございます。そういった意味では、そういった影響というのは当然

あるかなというように思います。ただ、今回の予算の中では、かなりそういった部分、道路

関係は削ってございます。なぜ削るかというと、当然伊豆市の場合高齢化が進んでいるとい

う状況があります。なおかつ、総合計画でいう目標の人口にも達していない状況がありまし

て、人口減少の状況があります。そうした中では、当然前にもちょっと申し上げましたけれ

ど、経常的経費、いわゆる扶助費、こういったものがふえるわけです。そういったものを当

然加味して予算編成していくわけですので、そこへ持ってきてこの道路の財源がなくなると

いうことは、この道路ができないという部分になってくるわけです。 

そういった意味からすれば、道路とこの一般財源、別の財源ですね、いわゆる市税なんか

を踏まえたところにおいて、その市税が道路へ行かなくなるという状況になってしまえば、

当然厳しい状況になるわけですので、非常にこの扶助費なんかが逆にふえてきて、道路財源

がもらえなくなるということになれば、これは非常に影響がでかいのかなというようなこと

は考えられるかと思います。 

いずれにしましても、先ほどの市民生活に下支えする政策があるかないかというお話しが

あったんですが、こういう成熟社会になってまいったときにですね、どういう方向にこれか

ら進むかというのは行政はもちろんございますが、これから地域それぞれがですね、どうい

うふうにこのまちをつくっていくんだという基本的な考えを地域の皆さん持つ必要があるの

かなっていう気はしております。これは我々、今後地域に入って、自分たちの地域をどうし

ていきたいんだというところをきちっと押さえないと、ただ道路つくっていいというばっか

りではないものですから、その辺にこれからメスが入っていくんではないかなという気がし

ております。 
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以上です。 

○議長（堀江昭二君） 続いて、観光経済部長。 

○観光経済部長（鈴木直道君） それでは、ご説明をいたします。おっしゃられたように、市

の予算上では確かに減っております。500万円程度減っているわけでございますけれども、

森の力再生事業についてちょっと説明しますけれども、これは、市の予算を一切通しません。 

これは県と、施業する事業者、それと森林所有者、これら三者の協定を結びまして、実施す

るわけですけれども、実際は県から事業者に直接支払われるというものでございまして、市

の予算上へは全然出てきておりません。市の立場とすれば、森林組合あたりと連携しまして、

収支とか普及の活動といいますかね、そういうことを一緒になってやっているわけですから、

確かに予算上だけでみると、ちょっと森林整備が積極的な予算になっていないじゃないかと

いうふうに見られるかもしれませんけれども、実際は先ほどお手元にお渡しした資料を見て

いただければわかると思いますけれども、実際、伊豆市の森林整備については、ある程度ふ

えてきているということで、来年度だけ見ますと、森の力再生事業へ今の予定ですけれども、

120ヘクタールほどの予定をしております。ですから、ほとんど右よりについてはほとんど

そちらの方にシフトしていった方のが、とにかく市もお金出さなくてもいいし、所有者も一

切お金いらないものですからね、ぜひこの事業を10年間の中で活用していきたいというふう

に思っています。 

ただ、一つ問題がございまして、どんどん森林整備をやっていかなければならないわけで、

伊豆市の中でですね、森林整備をしようとしている森林が約3,800ヘクタールあると言われ

ております。それをやっていくには、相当なペースで、規模的にも多くやらなければならな

いかなと思うわけですけれども、今一番問題となっているのは、実施者、施業者ですね、そ

こがやはり少ないということで森林組合さんの方にもお話しして、その辺の作業員の確保と

か、いろんな形でお願いをしているわけですけれども、その辺が今ひとつ広がっていってい

ない。そういう中で、県と一緒になりまして、森林組合だけでなくて、ほかの事業体、森林

事業体を育成しましょうというような形も出てきております。それで今回、昨年の暮れです

か、市内の土建業者の方々にもこの事業の説明をさせていだきまして、森林整備の部分への

参入もちょっとお話をさせていただいております。その効果もありまして、１社だけ、この

森の力再生事業に参加する業者も出てきております。そういう形で、施業する人と言います

かね、整備者側の拡充をしていかなければ、やはり森林整備は進んでいかないのかなと思っ

ております。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 以上で、木村議員の質疑を終わります。 

以上で、通告による質疑は終わります。 

ただいま議題となっております議案第17号は会議規則第37条第１項の規定により、お手元

に配付いたしております議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 
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     ◎議案第１８号～議案第３０号の質疑、委員会付託 

○議長（堀江昭二君） 日程第７、議案第18号 平成20年度伊豆市公共用地取得事業特別会計

予算から日程第19、議案第30号 平成20年度伊豆市温泉事業特別会計予算までの13議案を一

括して議題といたします。 

これより質疑に入ります。 

質疑の通告がありますのでこれを許します。 

議案第22号、議案第28号について、26番、木村建一議員。 

          〔２６番 木村建一君登壇〕 

○２６番（木村建一君） 議案第22号 平成20年度後期高齢者医療特別会計予算について質疑

を行いたいと思います。 

制度的に市が医療費の支払いというのは直接関与しないということは、当然知った上です。 

被保険者から保険料を徴収するわけですから、市は。そうしますと、高齢者の健康や医療を

受けることを保証するという立場にあるのかなと思っています。そういう角度から質問をし

たいと思います。 

したがって、75歳以上の高齢者からすると、保険料を、基本的にほとんどの方ですね、年

金から自動的に天引きされる。そうすると、当然払うからには、必要な医療を受ける権利が

今まで通りあるんじゃないかと判断をするわけですね、当然のこととして。高齢者が必要な

医療を受けられるのかどうかということです。一つ目の質問。 

それから、国民健康保険のとき、当然このとき高齢者が入っているわけですけれども、支

払が大変な時には、納税相談とか分割納付とかいろいろなことをやっていました。当然それ

によって収納率が少し上がったりとかですね、こういう一対一というか市当局と払う方、高

齢者の方との接触というか交流があったわけですけれども、新しい制度では、当然普通納入

のいわゆる年金から引かれる形で、残念ながらできません。市の対応として、今までどおり

の、納税相談がどの辺までできるのかということは、非常に難しさがあると思うんですけれ

ども、私はできないという、なかなか大変ではないかというふうに判断しているんですけれ

ども、その点の、この制度に基づく考え方についてお尋ねしたいというふうに思います。 

次に、議案第28号 天城温泉会館事業特別会計予算について質問いたします。 

レストラン収入の原案の減をしたいという提案ですけれども、以前から何度となく議場で

論議しているんですが、健康食メニューづくりということが言われていました。これが大き

なね、やっぱり今後の取り組みの課題となっていたと思うんですけれども、今年度どうしよ

うとしているのかなということがちょっと見えないものですから、お願いしたいと思います。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  市長。 
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          〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） ただいまご質問がございました、議案第22号につきましては市民環境

部長。議案第28号につきましては、観光経済部参事から答えさせます。 

よろしくお願いします。 

○議長（堀江昭二君） それでは、議案第22号について、市民環境部長。 

          〔市民環境部長 福室恵治君登壇〕 

○市民環境部長（福室恵治君） それでは、お答えをいたします。 

高齢者に対する必要な医療の確保につきましては、今回の医療制度の改正趣旨からいたし

まして、国民皆保険制度の持続を前提としたものであります。加入する医療保険が変わるも

ので、医療給付の低下をするものではありません。これまでと同様の医療給付が受けられる

ものでございます。 

保険料の納付に対する相談につきましては、特別徴収の方については、国の制度決定に伴

うもので、本人の希望により、特別徴収または普通徴収を選択する制度になっておりません。 

納税相談につきましては、これまでも税の未納部分について分割納付の相談や、納税の猶予

について行っているものであります。生活困窮等の保険料減免の申請受け付けも市の業務と

なっていることから、後期高齢者につきましても市が実施するものでございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） 続いて、議案第28号について、観光経済部参事。 

          〔観光経済部参事 伊郷哲郎君登壇〕 

○観光経済部参事（伊郷哲郎君） それでは、お答えいたします。 

天城温泉会館事業の健康食メニューづくりが課題とのご質問でございますが、入館者が

年々減少しておる傾向でございます。レストランを利用する方々は、地域の特色あるメニュ

ーを希望する場合が多く、特にワサビ、シイタケ、シシ肉などを使った料理の注文が多くな

ってきております。健康食につきましては、以前から黒米を中心とした健康黒米弁当があり

ますが、比較的安価で、地元の食材を使いヘルシーなメニューですので、年配者などには非

常に喜ばれております。 

今年度のメニューの取り組みでございますが、昨年９月から始めました天城定食を見直し、

地場で獲れた安心安全な食材に変更し、温かい食事の提供や、現在あるメニューに地元の食

材を使ったプラス一品の提供を考えております。また、今後は一般のメニューの中にも地元

でとれた素材を活かした特色ある健康食の提供を検討してまいりたいと思っております。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 再質疑。 

木村議員。 

○２６番（木村建一君） 議案22号についてお尋ねします。 

一点だけです。 
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いわゆる医療の確保持続を前提とした中身だと。したがって給付の低下ではないとの認識

のようですけども、一つだけお尋ねします。異論なんですけどね。中心点は制度の問題では

ないですから、後期高齢者の医療内容というのは、2008年度の診療報酬、いわゆる医療の値

段の改定というのが、ちょっと前、２月13日に決まったんですけども、その中身を見てみま

すと75歳以上の診療報酬が、外来、入院、在宅、終末期このすべての分野で74歳以下は差を

つけるという項目が私は見受けられた。というのは、外来をみますと75歳以上だけを対象に

した、後期高齢者診療科というのを設けたんですね。かいつまんで言いますと、これは75歳

以上は定額制にしたと。この報酬が具体的に手当てされるのは、患者一人について、原則と

して、一医療機関というふうに限定してしまったんですね。そうすると、病院にとってどう

なるか、必要な検査とか治療があっても回数がふやそうとすると医者の負担になる。で止め

ようとするといわゆる基本的には6,000以上やりませんよということですから、もっとやっ

てくださいとなると、病院が出さない限りは、いわゆる被保険者、高齢者の方が出すように

なると私は認識したんです。その点どうなのかなと思ったものですからお願いしたい。 

天城温泉会館のいわゆる健康食メニューについてお尋ねですけれども、去年を振り返って

みますとね、天城流の湯治用の体験食というのは、大変喜ばれているんだけれども、参加が

少なくて、非常に苦労されている。今後、今後って一年前ですね、健康食のＰＲ不足という

ことがあったりとかいうことも感じられる、予約制にするなどについて今後検討していきた

いという説明があったんです。いろいろと苦労されているのかなっていうふうに感じました

が、今聞いた、いろんなところ、健康食をつくっているとか、天城定食を使っている、地元

の食材を入れてというふうな苦労及び努力はなるほどなと思ったんですが、いわゆる一年前

にお話しした健康食のＰＲ不足というのが、ちょっと感じられたものですからね、その点に

ついて、今後どうされようとしているのか。いいものを作ったのだったら、やはり地元の

方々も含めながらこんなメニューをつくりましたよということが、今後やられるのかなとい

うふうに思っているんですけれども。１年前は、そのＰＲ不足を補いたいということで１年

間が過ぎました。 

残念ですけど、レストラン費、食事がマイナス70万円予算にせざるを得ないというふうな

提案なんですけども、今年度、その点はどういうふうにやられて、なるべくマイナス70じゃ

なくて、それを少なくするような手だてというのはあるでしょうか。 

○議長（堀江昭二君） 市民環境部長。 

○市民環境部長（福室恵治君） ただいまのご質問につきましては、制度の問題でございます

ので、市の政策という中とちょっと意味合いが違いますし、また私の方でそこまで承知して

いなかったものでございますので、大変申し訳ございませんが、後日、木村議員の方にお答

えをしたいということでご勘弁願えればと、このように思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） 続いて、観光経済部参事。 
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○観光経済部参事（伊郷哲郎君） ＰＲにつきましては、昇り旗等それからチラシ等でしてい

たわけですけれども、なかなかやはり健康食という名前に飛びつかないというのが現状でご

ざいまして、なかなかレストランの増収には繋がってございません。ですので、やはりウエ

ルネス事業と関連させまして、やはり天城温泉会館を使っての利用の事業をふやしてもらう

とか、その場で健康食を提供して、少しずつそのＰＲといいますか、皆さんに提供していき

たいと考えております。 

○議長（堀江昭二君） 以上で、木村議員の質疑を終わります。 

以上で、通告による質疑は終わります。 

ただいま議題となっております議案第18号から議案第30号までの13議案については、会議

規則第37条第１項の規定により、お手元に配付いたしております議案付託表のとおり、それ

ぞれの所管の常任委員会に付託をいたします。 

それでは、ここで昼休憩といたします。 

１時までです。 

 

休憩 午前１１時４３分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（堀江昭二君） それでは、休憩前に引続き会議を開きます。 

 

     ◎議案第３１号～議案第４３号の質疑、委員会付託及び討論、採決 

○議長（堀江昭二君） 日程第20、議案第31号 伊豆市事務分掌条例の一部改正についてから

日程第32、議案第43号 伊豆市学校給食調理場条例の一部改正についてまでの13議案を一括 

して議題といたします。 

これより質疑に入ります。 

質疑の通告がありますので、これを許します。 

議案第31号、第34号、第35号及び36号について、森良雄議員。 

          〔１０番 森 良雄君登壇〕 

○１０番（森 良雄君） 10番、森良雄です。 

議案第31から36号まで質問させていただきます。 

議案第31号  伊豆市事務分掌条例の一部改正について。改正の目的、理由、改正の必要性

について伺いたい。 

議案第34号 伊豆市特別会計条例の一部改正について。改正の目的、理由について伺いた

い。 

議案第35号 伊豆市手数料徴収条例の一部改正について。改正の目的、内容、追加の部分

はどんな内容か、追加の部分は増税になるのか伺いたい。 
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議案第36号 伊豆市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の一部改正に

ついて。改正の目的、理由、必要性について。現状はどんな業務が長期契約か。新たに長期

契約をするものの業務はどんなものか。第３条で、３年以内に延長する目的、理由、必要性。 

これは行財政改革に逆行する改正ではありませんか。伺いたい。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  市長。 

        〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） ただいま森議員からご質問がありました議案第31号、34号、35号、36 

号について。 

まず、31号につきましては総務部長から、34号、35号、36号は企画部長から答えさせます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） 議案第31号について、総務部長。 

          〔総務部長 平田秀人君登壇〕 

○総務部長（平田秀人君） それでは議案第31号 事務分掌条例の一部改正についての補足説

明をいたします。 

改正の目的、理由ということでございますけれども、これは今回の改正で大きなものは、

現在、観光経済部で行っております農林土木事業というのがございます。これを土木部に統

一しようと移管しようというものでございます。これは業務の効率的な執行を図りたいそれ

から、住民にとってもわかりやすいというようなことで、ねらったものでございまして、具

体的には生活に直結します道路、それから、農道、それぞれ所管が違うわけでございます。 

農業用の水路、それから消火栓の水路といいますか、そういうものでありますとか、農業サ

イドで行っております治山、急傾斜事業というようにそれぞれ所管の部にまたがって、また

分庁しておりますので、中伊豆それから天城というふうに事務所の方も窓口の方も変わって

いるということで、これらを一つの部署に統一することによりまして、住民サービスの向上

にも繋がっていくのかなというのが一つの理由です。 

また、もう一つの理由といたしまして、県の上部機関であります、県の組織、これも昨年

の改正で建設部、それから産業部というようなことで変わっております。県の建設部におき

ましては、今言いました、そういう技術的な農業、一般土木、農林土木関係を統一した部署

で行っております。そうした関係で、現在行っております農業サイドで、ハードの部分、こ

れについては土木部に統合していくということが大きなことでございます。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 続いて、議案第34号から36号について、企画部長。 

          〔企画部長 渡邊玉次君登壇〕 

○企画部長（渡邊玉次君） 34号、35号につきましては、前回の全員協議会で申し上げたとお

りでございますが、再度答えろということでございますのでお答えさせていただきます。 
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まず34号の特別会計条例の改正でございますが、これにつきましては、平成19年10月より、

天城ふるさと広場が指定管理者になったということから、この特別会計での経理が不要とな

ったということと伴いまして、今回、いわゆる国民健康保険法あるいは老人保健法、介護保

険法で、上位法で定められております会計設置条例がもうすでにございますので、これを機

会にこれもを削除させていただきたいというものでございます。 

それから続きまして35号でございますが、これは35号につきましては、都市計画法に基づ

く開発行為等の許可については、今まで静岡県で行っておりました。このたび権限移譲によ

りまして20年４月１日からこの事務を伊豆市が行うということになります。なお、その内容

につきましては、県と同じ形での手数料になっておりますので、増税というご意見ではちょ

っと合わないというふうに理解しております。 

それから、長期継続契約については、若干お時間いただきます。これについては４点ほど

ご質問がございます。 

まず、改正の目的、理由、必要性ということでございますが、地方自治法の234条の３項

において、契約に当たり毎年更新を繰り返すような長期にわたって締結する方が合理的な場

合に、この制度を活用することができるというふうに規定されております。この合理的とい

う部分が重要なことでございまして、生産性の向上、いわゆる経費の削減であるとか事務の

効率化、長期安定契約を図れるということから、今回この契約の内容を変えさせていただき

たいというものでございます。ただ、現状の契約につきましては、借り入れ、借り入れです

と、例えば複写機、それから印刷機、パソコン。こういったものをやっておりまして、これ

は現状５年の契約になっております。 

それから、役務の提供。役務の提供というのは、宿直警備業務であるとか清掃管理業務、

こういったものが、実際に長期の継続契約を行っております。 

今回新たな契約ということで、借り入れという部分でございますが、これは医療事務機器、

例えばＡＥＤ、こういったようなものを借りる場合に５年契約をしたいと。それから役務の

提供においては、一般廃棄物の収集業務、こういったものを加えたいというふうに考えてお

ります。 

それから、最後の質問で３年以内とする理由ということでございますが、借り入れという

ものは、基本的には５年以内とうたってございます。 

それから役務の提供というのは３年以内ということでございます。上限を３年ということ

でございますので、この内容については、今後２年のものもあるというふうにご理解をいた

だきたいと思います。その理由というのは、例えば、こういった契約を締結する場合に、機

器の導入等相当な初期投資が必要な場合、あるいは特別な訓練を受けさせる必要がある場合、

それから、専門的な知識または技術を必要とするような場合において、長期的な契約を考え

ていったらどうかと。いわゆる、業者が参入しやすいようにしてやったらどうかと。 

例えば１年で契約切れで今度仕事が取れないということになりますと、なかなかその投資
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の元が取れないという状況もありますので、そういった意味で、この長期継続契約を新たな

形で、３年、５年というふうにさせていただきたいというふうにお願いするものございます。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

○１０番（森 良雄君） ４つも５つもあったので、ひとつに集約しようかなと思っているの

ですけれども、その中で、31号について、土木部がなくなるんですね。そして建設部に全部

入っていくのか。それから、農業部門が振興事業と現業的なものが分離するというようにな

っておるようですけれども、やっとどれを天城に行けばいいのかわからないで、最近やっと

なれたかなと思ったら今度、振興部門は天城へ残って農業用水とか田んぼの問題とかとなる

と、この部門については、中伊豆に行かなければならないのか、大変また面食らうんじゃな

いかなと思うんですけどね、その辺はどのようにお考えになっているのか。 

それと、この組織変更ね、これもやっぱり新しい市長さんがやるべきじゃないかと思うん

ですね。どの候補者もみなさん行財政改革に熱心に取り組むというようなことをおっしゃっ

ている現状、当然、組織変更考えるんじゃないかと思うんですけれども、その辺も考慮して

いるのかどうか。31号についてはお聞きしたい。 

続いて議案第36号。 

企画部長、ごみ収集業務は全く考えていないんですか。これでやるということは。 

僕はこの質問の趣旨は、今度ごみ収集は３年契約をするのかなというふうに考えたのかな

と思って質問出したんだけれど、それは考えていないのかどうか。もし考えているんだった

ら、ごみ収集について、周辺自治体で複数年で契約しているところがあるのかどうなのか伺

いたい。 

以上。 

○議長（堀江昭二君） 総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） 私どもの方はですね、先ほど言いましたように、例えば区長さん

からの要望等を見る場合にですね、やはり区長さんにとってはですね、国道も県道も市道も

農道も区別なく、その管理部門がどこであるかというようなことは関係なくそこをなんとか

してもらいたいという形があるわけでございまして、やはりそうした生活に関連した基盤的

なもの、これについては統一した方がわかりやすいだろうということで今回出させていただ

いたということでございまして、その他の関係の改正分については、いわゆる内部事務の異

動というようなことでございまして、直接的に大きなものは、先ほど県の組織ともリンクし

ました対応にするほうがいいのではなかろうかということで、出させていただいております。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 続いて、企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） 新たな契約業務としては、一般廃棄物の収集業務、役務の提供と

いうことで申し上げたものでございます。それから、この一般廃棄物の収集についてはです
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ね、沼津市それから伊豆の国市等でもこういったもので、長期継続契約という制度を使って

行っております。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

○１０番（森 良雄君） 沼津市、伊豆の国市も随意契約でやっているんですか。それもお聞

きしますよ。随意契約でやるんですね、これ。それを確認したい。伊豆市契約事務規則では、

随意契約は最大でも130万円ということはご承知ですか。それをまず確認したい。その上で

３年契約でやるということもご承知ですか。 

伊豆市の契約方法でいくと、新規参入は少なくともごみ収集は不可能であるということを

ご承知しておりますか。それもお聞きしたい。以上。 

○議長（堀江昭二君）企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） 森議員さんのご質問は、あくまでも長期継続契約に対して今回質

問されているわけでして、今おっしゃられている内容は契約のやり方のことを言っているわ

けですから、それは質問以外の事項ではないかと思います。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 質疑ありますか。 

森議員。 

○１０番（森 良雄君） この契約は随意契約を前提にしているんでしょうということを私は

言っているんだ。答えてください。 

○議長（堀江昭二君） 企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） 長期継続契約についてのご質問で条例改正をしようという内容で

すので、その手法として、いわゆる随意契約であるとか一般競争入札であるとか、そのこと

について今回提案しているわけではないので、その辺きちっとわきまえていただけませんか。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 以上で、森議員の質疑を終ります。 

次に、議案第36号ついて、26番、木村建一議員。 

          〔２６番 木村建一君登壇〕 

○２６番（木村建一君） 今、話題になりました議案第36号 長期契約の締結の件について質

問いたします。 

いわゆる主たるものは、今、前の提案の時にもお話ししておりますけれども、いわゆる役

務の関係について、２年を３年以内にしたいと言うことですね。それで、お尋ねしたいのは、

通告を出していますが、競争原理という面から見ると、契約期間が短ければその都度契約を

やるわけですから、例えば２年だったら２年でやっていくと。今度は３年以内ということは

２年も当然入るという理解しているんですけども、そうするとそこでまた契約が働いて云々

となるんですが、そういう可能性があると。あくまでも。絶対に低くなるということを私は
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見ていないんですけれどもね。かといって高くなるとも見ていません。しかしながら、通告

には働く者の立場と書きましたが、いわゆるそこで契約した会社等々で、働いてる人からす

ると、契約が終わったらもうすぐに就職先がないという不安定な状況になってくるわけです

ね。それも可能性があるということですから、お尋ねしたいというように思います。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  市長。 

          〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） ただいまの木村議員のご質問は、企画部長から答えさせます。 

よろしくお願いします。 

○議長（堀江昭二君） 企画部長。 

          〔企画部長 渡邊玉次君登壇〕 

○企画部長（渡邊玉次君） 木村議員さんのおっしゃられる内容の中で、先ほど申し上げた部

分が包括されていると思います。ただ、一方にはですね、この契約をすることによって、単

年度でやることによってほかの業者が参入できないという実は意見もございます。この辺は

微妙なところでして、さきほど私が森議員さんのご質問にお答えしたとおり、例えばその業

務が、投資が必要だというようなことを考えたときにですね、参入できるということはある

程度期間が長ければ参入しやすいという逆の見解もあると思います。そういう意味で、今回

は３年にしたというのは、この周辺の状況を踏まえて今３年で動いているものですから、そ

れに追随するような形でいきたいなというように思っています。 

ただいきなり内容的にそれほど難しい業務でないといいますか、投資も必要ないというも

のであればそれは２年ということも考えていいと思っています。 

ですからいずれにしても、入りやすいということをまず前提に、今回検討しまして３年が

ある程度、役務の場合はいいんじゃないのかなというように考えました。 

○議長（堀江昭二君） 再質疑。 

木村議員。 

○２６番（木村建一君） 今、具体的なお話がでましたので、例えば今回については一般廃棄

物収集業務を条例の第２条の２の中に入れたいと、いわゆる役務の件で。当然この下にまた

規則等々できるのか、ちょっと確認です。今言われたところ、我々が聞くと今度はこういう

ように一般廃棄物の問題とか入ってくるんだなとなるわけですけども、これを見る限りでは

わからないわけですね。そうすると当然市長の権限で、では、その第２条の２項については

こういう役務はこうしようかということは、いわゆる規則の方でうたうということで理解し

てよろしいでしょうか。 

○議長（堀江昭二君） 企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） 今までは総務部長通知でやっておりました。 

これを機会にきちっと規則を作ろうということで既に案もできておりますので、今議会が通
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れば早急にその作業に移りたいというように思っております。できましたらまたご希望があ

ればお見せいたします。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 以上で、通告による質疑は終わります。 

ただいま議案となっております議案第31号、議案第32号、議案第36号、第37号、議案第39

号及び議案第41号の６議案については、会議規則第37条の１条１項の規定により、議案付託

表のとおりそれぞれの所管の常任会に付託いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま議題となっております、議案第33号から議案第35号まで、議案第38号、議案第40

号、議案第42号及び議案第43号の７議案は、会議規則第37条の第３項の規定によって、委員  

会付託を省略することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略いたします。 

  これより議案第33号から議案第35号、議案第38号、議案第40号、議案第42号及び議案第43

号について討論に入ります。討論ありませんか。 

38号について反対討論ありますか。 

それでは賛成討論。 

          〔２６番 木村建一君登壇〕 

○議長（堀江昭二君） 木村建一議員。 

○２６番（木村建一君） 議案第38号 伊豆市国民健康保険保険給付等支払準備基金の一部改

正について賛成討論を行います。 

いわゆる貯金をどうするのかということですが、２つ提案されてました。 

一つは、今まで、詳細は除きますが、過去数年間さかのぼって、医療給付費の100分の30

まで、積み立てようということでしたが、今度は100分の５以上ということの改正の提案で

す。今までですと、100分の30に達するまで国保会計を維持するために、基金を蓄えなきゃ

ならないという状況がずっとあったわけですね。現実には100分の30貯金がないと医療費が

崩壊するというところではないというふうに私は思っています。かといってゼロにはなかな

か大変ですから、私は、100分の５以上が相当であるというふうに思っています。 

２つ目には、提案理由の中にも説明されていますけども、いわゆる国保の急激な医療費の

変動によって云々ということで、非常にその基金を運用するときに、制約があったんですが、

現実にあった基金運用という提案理由がありました。私はそういうふうに、現実に国保会計

の中で、不足が生じた場合については、基金を運用するということが現実的じゃないかなと

いうように思っていますので、賛成をいたします。 

以上です。 

○議長（堀江昭二君） 他に討論はありませんか。 
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以上で討論を終わります。 

これより、採決を行います。 

議案第33号 伊豆市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

改正について採決いたします。 

原案どおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

よって、議案第33号は、原案のとおり可決されました。 

次に、議案第34号 伊豆市特別会計条例の一部改正について採決いたします。 

原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第35号 伊豆市手数料徴収条例の一部改正について採決いたします。 

原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

よって議案第35号は原案どおり可決されました。 

次に議案第38号 伊豆市国民健康保険保険給付等支払準備基金条例の一部改正について採

決いたします。 

原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。 

次に、議案第40号 伊豆市国民健康保険条例の一部改正について採決いたします。 

原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

よって議案第40号は、原案のとおり可決されました。 

次に、議案第42号 伊豆市立学校設置条例の一部改正について採決いたします。 

原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

よって、議案第42号は原案のとおり可決されました。 

次に議案第43号 伊豆市学校給食調理場条例の一部改正について採決いたします。 
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原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

よって、議案第43号は原案のとおり可決されました。 

 

     ◎議案第４４号～議案第４６号の質疑、討論、採決 

○議長（堀江昭二君） 日程第33、議案第44号 静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の増減及び規約の変更についてから日程第35、議案第46号 静岡地方税滞納整理機

構を組織する地方公共団体の減少についてまでの３議案を一括して議題といたします。 

これより質疑に入りますが、質疑の通告がありませんので、質疑はないものと認め、質疑

を終結いたします。 

お諮りいたします。 

ただ今議題となっております本３案は、会議規則第37条、第３項の規定により委員会付託

を省略することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） ご異議なしと認めます。 

よって、委員会付託を省略いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（堀江昭二君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

これより３議案を一括して採決いたします。 

議案第44号 静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増減及び規約の変更

について、議案第45号 静岡県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少

について、議案第46号 静岡地方税滞納整理機構を組織する地方公共団体の数の減少につい

てまでの３議案について原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者多数。 

よって、議案第44号から議案第46号までの３議案は原案どおり可決されました。 

 

     ◎議案第４７号の質疑、委員会付託 

○議長（堀江昭二君） 日程第36、議案第47号 上船原新田辺地総合整備計画の策定について

議題といたします。 

これより質疑に入ります。 

質疑の通告がありますので、これを許します。 
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10番、森良雄議員。 

          〔１０番 森 良雄君登壇〕 

○１０番（森 良雄君） 10番、森良雄です。 

議案第47号 上船原新田辺地総合整備計画の策定について、質問させていただきます。 

場所、集落に居住する住宅数、住民数、辺地度点数等は計算方法等の詳細について伺いた

い。辺地対策事業債の詳細について伺いたい。新規事業については、新しい市長に任せるべ

きだと思いますがいかがでしょうか。目的、理由を伺いたい。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

市長。 

          〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） ただいまご質問のありました議案第47号につきましては、企画部長か

ら答えさせます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） 企画部長。 

          〔企画部長 渡邊玉次君登壇〕 

○企画部長（渡邊玉次君） それでは辺地計画についてのご質問にお答えさせていただきます。 

まず、場所、集落、居住に関する住宅数、住民数この質問でございますが、これは天城湯

ヶ島地区の上船原地区ということになります。それから住宅の数でございますが53戸。住民

数ですが、145人というふうになっております。 

それから、辺地度点数と計算方法ということでございますが、まず基本はこの辺地になる、

ならないというのは、地域の中心を含む５キロ平方以内の面積の中に、50人以上の人口を有

することがまず前提条件でございます。 

点数についての再質問については後ほどご説明いたします。 

３番目の辺地対策事業債の詳細ということでございますが、これについては充当率100％、

80％交付税措置があるというものでございます。 

今回、新規事業という言い方をされておりますが、実はこの事業は平成15年に同じように

この議会の承認をいただきまして、16年から19年の４年間の事業を既に行っております。た

だ、実際には18、19の２年間で1,660万円の事業実施をしてきております。今回この計画期

間、いわゆる15年に計画策定をしたわけですが、その計画期間が過ぎたということで、新た

に継続的に事業を実施するためにこの辺地計画の変更を議会にかけ承認をいただきたいとい

うものでございます。 

それから森議員さんのおっしゃられている辺地度点数の出し方でございますが、まず、駅

または停留所までの最短の距離とか、小学校までの最短の距離、中学校までの最短距離とか、

高等学校までの最短距離とこういったものを全部組み合わせます。これは医療機関とか郵便

局とかいろいろございます。それぞれその範囲が決められておりまして、その距離によって
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単位を割り返しまして点数が出てきます。それで、100点以上いっているかいっていないか

という見方をするというものです。この辺地度点数をご説明いたしますと時間がかかります

ので、必要であればこの資料をお渡ししますのでまた言っていただければと思います。 

○議長（堀江昭二君） 再質疑。 

森議員。 

○１０番（森 良雄君） 再質疑をさせていただきます。 

まず、今のお答えではこれは道路をおつくりになるというお話だと思いますが、どこへど

んな道路をつくるのか、新規の道路をつくるのか、拡幅するのか改良するのか、改良するん

だろうと思うんだけれども、上船原地区53戸で145人というのは上船原全域をさしているん

だろうと思うんですが、これではちょっとどこへこの道路を考えているのかさっぱりわかり

ません。 

それから、辺地対策事業債は80％ということですが、僕の調べた範囲では70％から80％と

いうふうになっているわけですが、80％で間違いないかどうか。 

それから、償還期限は何年ぐらいをお考えなのか伺いたい。 

それから、道路をつくることだと思いますので、周辺の今の話の中からは駅までの距離と

か、バス停からの距離とかおしゃっていたもんで、この道路の利用は一日何台ぐらい利用さ

れているかと思いますか、お伺いしたい。 

○議長（堀江昭二君） 企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） まず、この事業内容については全員協議会でお話したとおりでご

ざいます。数沢線という道路がございます。この道路のところに待避所的な要素のものをつ

くっていきたい。道路幅が４メートルの道路でございますので、非常に狭いという状況がご

ざいます。そんな関係で、待避所をそれぞれの箇所に設置していこうという計画でございま

す。 

元利償還の80％の交付税というのは、過疎の場合は70だったと思いますが、辺地債の場合

は80というふうに決まれております。 

それから、償還期限については手元に資料がございませんので、その辺地債の状況につい

ては後ほどご報告させてもらいます。 

いずれにしましても、この市道数沢線というところの道路事情ですと、先ほど言ったよう

に、４メートル幅の道路で幅員が狭い。最近、実はこの奥といいますか、奥側に東海部品と

いう会社ができまして、そこに30有余の職員が現在勤めております。そんな関係で、朝晩、

会社に行くときと帰るときに非常に車が来ますので、すれ違いに非常に問題があるというこ

とから待避所を設置していこうということで計画しております。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

○１０番（森 良雄君） 東海部品のあるところだということで、大体あそこかとやっと見当
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がつくんだよね。普通だったら、どこがと聞いているんだから地図ぐらい持ってきてここで

すというぐらいの説明はできないかどうかね。 

それから、あそこのところね、渋滞するというお話なんだけど、本当に渋滞するのかなと。

渋滞するとお考えですか。利用する車、東海部品へ行く車はあるだろうけど、朝夕考えるん

だったら、行く車ぐらいしかないだろうと。要は経済効果ということを何も考えていないで

新規事業をどんどん進めて行くんですね。辺地対策事業債と言えども、伊豆市の借金の一部

になるだろうし、国民の税金を使うことは事実だと。何年間で償還するかということぐらい

考えないとね。10年なのか、20年なのか。ずっとこれ借金として残るんでしょう。支払いが

終わるまでは。 

これはいつ、80％を払ってくれるという考えか、まずそこをお聞きしたい。こっちが払わ

なければ返ってこないんですよ。このたとえ辺地対策事業債と言えども、80％償還されると

言ってても、伊豆市が払っていかなければ戻ってこないと思いますが、その辺を確認したい。 

以上。 

○議長（堀江昭二君） 企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） 渋滞は先ほどの答弁で訂正したものですから、森議員さんその辺

をご理解いただきたいと思います。 

それから、交付税措置の関係でお話がございましたが、いわゆる元利償還を毎年借り入れ

はするわけですが、それの基本的には80％が戻ってくるということですので、実質市費とし

ての払いは20％ということになります。 

ただ、前々から言っていますように、起債には理論償還という制度になっていますので、

交付税がその年に70来る場合もあれば90来る場合もある。こういうふうに考えていただけれ

ばと思います。ですので、ちょっと余談になりますが、公債比率の時にもそこらへんがです

ね、一般財源が明確でないものですから決算がでないとなかなか公債費比率を出すのは難し

いということになるわけです。おわかりでしょうか。 

以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 以上で、森議員の質疑を終わります。 

以上で、通告による質疑は終わります。 

ただいま議案となっております議案第47号は、会議規則第37条、第１項の規定により、議

案付託表のとおり、総務常任委員会に付託をいたします。 

 

     ◎議案第４８号の質疑、討論、採決 

○議長（堀江昭二君） 日程第37、議案第48号 特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定につ

いてを議題といたします。 

これより質疑に入るのでありますが、通告がありませんので質疑はないものと認め、質疑

を終結いたします。 
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お諮りいたします。 

ただいま議題となっております本案は、会議規則第37条第３項の規定により、委員会付託

を省略することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） ご異議なしと認め、よって委員会付託を省略いたします。 

これより討論に入ります。 

討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（堀江昭二君） 討論なしと認め、討論を終結いたします。 

これより本案を採決いたします。 

議案第48号 特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定について原案のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。 

 

◎散会宣告 

○議長（堀江昭二君） 以上で本日の議事はすべて終了しました。 

本日はこれにて散会をいたします。 

次の本会議は、３月11日午前９時30分より再開し、一般質問を行います。 

よって、この席より告知いたします。 

本日はご苦労さまでした。 

 

散会 午後 １時４４分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（堀江昭二君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから平成20年第１回伊豆市議会定例会を再開いたします。 

  本日の出席議員は23名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしまし

た。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程説明 

○議長（堀江昭二君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎一般質問 

○議長（堀江昭二君） 日程に基づき、一般質問に入ります。 

  なお、質問に先立ち、質問者と答弁者にご注意を申し上げます。 

  質問者は簡単明瞭に、しかも議題外にわたらないように、答弁者にあっては質問の趣旨に

沿い答弁をしていただくようお願いいたします。 

  今回は16名の議員より通告されております。質問の順位は、議長への通告順位といたしま

す。 

  １回目の質問では全項目について質問し、２回目以降は一問一答といたします。また、質

問時間は申し合わせにより質問のみ30分以内、質問の回数は同一議題について再質問を含め

３回までといたします。なお、第１回目の質問については、議員及び答弁者はいずれも登壇

することとし、再質問についてはいずれも自席にて起立の上お願いすることといたします。 

  これより順次質問を許します。 

 

◇ 飯 田 正 志 君 

○議長（堀江昭二君） 最初に、９番、飯田正志議員。 

○９番（飯田正志君） ９番、飯田正志です。 

  今議会で大城市長に対する質問が最後だということは、非常に残念のような気がいたしま

すけれども、市長も心置きなく答弁をされて去られますように、期待を込めて質問いたしま

す。 

  次の、３つについて質問をいたします。 

  １番目、学校の統廃合について、市長と教育長にお尋ねします。 

  伊豆市の小学校の中には複式学級が行われているところがありますが、以前、教育長は、

複式学級になるときに学校の統廃合を考えると発言したと記憶しておりますが、現在の状況
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はどのようになっているのか、お聞きしたい。 

  次に、学校の統廃合は行政が主導して行うものなのか、それとも教育委員会が主導して行

うものなのかをお聞きしたい。 

  ２つ目、機構改革について。 

  合併して４年、現在の行政機構で不都合なところがあると思いますが、機構改革について

どのようにお考えなのか、お聞きしたい。 

  合併当初を任された市長として、これからの行政に対してどのような期待をしているのか、

お聞きしたい。 

  ３つ目、医師不足解消の対策について。 

  全国的に医師不足が深刻な問題になっていますが、どのようにしたら医師が来てくれるの

か、行政として何ができるのか検討すべきだと思いますが、それが財政的なものなのか、生

活環境なのか、しっかりとサポートしていくべきだと思いますが、市長のお考えをお聞きし

たい。 

  以上、３つ、お願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  初めに、市長。 

○市長（大城伸彦君） 飯田正志議員のご質問にお答えいたします。 

  １点目につきましては、教育長に答弁をしてもらいたいと思います。ご質問がありました

ら、その中で私が答えるべきことがありましたら、お答えをさせていただきたいと思います。 

  したがいまして、続きまして２点目の機構改革につきましては、ご承知のように、４つの

町が合併して１つの市になりました。これは大きな機構改革であります。しかし、統合され

た行政組織は大きく、また細分化されたところであります。さらに、４町で合わせた公共施

設も、類似施設も含めて相当な数になりました。人と物が一つに収れんされたものを、市民

生活に急激な変化を及ぼさないよう、少しずつ改善していくという課題を持ってスタートし

たところであります。これは、伊豆市の財政状況が自主財源に乏しく、将来の見通しを考え

た場合、事業や政策の見直しと人と物の整理統合のときと思います。 

  なお、部課組織をもう少し統合すべきだと考えます。それは、国・県の縦割り行政の弊害

もあり、駅前事業や企業誘致、限界集落の課題など、横断的な業務への対応ができるフラッ

トな組織が望まれます。そこで、行政機構は常に時代に応じた柔軟な対応のもとに、簡素で

効率的な組織を目指して絶えず見直しが必要であろうと思います。 

  続きまして、３点目ですが、医師不足の解消の対策につきましては、全国的な医師不足の

中で、地域医療を支える病院や産婦人科、小児科など、特定の診療科で医師不足が特に深刻

化しており、休診や病床数の減少など、地域医療に大きな影響を及ぼしております。 

  原因としては、病院勤務医師の過重労働、リスクの高い診療科への敬遠などに加え、平成

16年度からスタートした研修医制度改革によるものと考えられます。医師そのものの絶対数
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をふやすには10年近くを要すると思われます。 

  医師不足に対応する当面の対策としては、現状の医師の協力により地域医療を維持してい

かなければなりません。医師の拠点病院への集約化、勤務医の労働環境や待遇改善、女性医

師が増加している中での院内保育所の整備などが挙げられております。伊豆市としてどのよ

うな支援ができるのか、財政的支援は可能であるのか、検討する必要があります。地域医療

を維持し、身近な医療機関として、だれもが必要な医療を受けられるようにするための取り

組みが必要であると痛感しております。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 次に、教育長。 

○教育長（室野純司君） それでは、私のほうから１番目の学校統合についてお答えをさせて

いただきます。 

  12月の議会で内田議員の質問に、「基本的には複式学級になる前に学校統合を考えたい」、

こういうお答えをいたしましたけれども、そのことは、議会報でも学校統合についての特集

が掲載されております。今でもその考えは変わっておりません。 

  現在、大東小学校では複式学級が２つあります。過日、福祉文教委員の皆さんには参観し

ていただきました。土肥南小学校は平成22年度に２、３年生が合計13名になりますので、や

はり複式学級ができます。また、月ヶ瀬小学校では平成25年度に複式学級になると予想され

ます。そのため、これらの学校について統廃合を進めたいと市長にお話を申し上げました。

しかし、私どもの任期が少ないこと、また統合に慎重を期するため、教育委員会の引き継ぎ

事項とすることにいたしました。平成20年度中に精力的に地区の理解を得るように、お願い

していきたいというふうに考えております。 

  学校統合の主導についてですけれども、今、質問の中で一般行政か、それとも教育委員会

の教育行政が主導としてやるのかと、こういう質問ですけれども、地教行法、言うなれば、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律、この中では「教育財産は、地方公共団体の長の

総括のもとに」、こんなふうに記されております。また、同法の第23条には、「その廃止に

関する事務は教育委員会の権限である」と、こんなふうに書かれております。 

  教育委員会では、学校の統廃合はあくまでも子供を主体に考えます。教育上の配慮からだ

けで可能ならば、これはもう教育委員会だけで進めることができるだろうというふうに思い

ます。しかし、学校はその近隣の地区から考えますと、あくまでもまちづくりの拠点になっ

ていると、こういうふうに考えられます。そんな観点での要望、あるいは計画についての質

問もたくさん出てくることが予想されます。子供たちの学習環境だけを考えて学校統廃合を

推進することは、かなり難しいのかなというふうにも考えています。統廃合する場合の予算

が絡む条件、あるいはまちづくりの観点というのは、市長部局と相談しながら進めなければ

ならないというふうに思っています。一般行政がかかわってこなければならない面、これが

非常に大きいかなというふうに考えております。 
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  それゆえ、市長部局と教育委員会とが相互に意見調整をした上で、表立っては教育委員会

がかじ取り役になって統廃合を進めていく、こんなふうに思いますし、いずれにしても、最

終的には議会の了承を得て学校の統廃合に踏み切ると、こんなふうになるだろうというふう

に考えています。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 再質問ありますか。 

  飯田議員。 

○９番（飯田正志君） それでは、１番目の統廃合、いろいろ何か、わかったようなわからな

いような、どこが主導するのかと言いますと、学校の統廃合は私はしなければならないと思

っています。教育長もそう考えると思います。 

  それが、何のためにするかと言いますと、教育というのは、よりよい社会人をつくるため

の訓練の場である学校が、少人数でいいか悪いかというところから始まると思うんです。で

すから、社会に出たらいろいろな人とかかわって、それで社会人になっていきますから、小

さな学校ではそういうことができませんから、だから大きな学校に行こうと。現状、大東小

学校では、何人かの子供さんが大東小学校では駄目だからと、違う学校へ行っているとかあ

ります。そういう事例があると聞きましたけれども、それを１点、ちょっと答えていただき

たいと思います。 

  それから、教育委員会が主導するだったら、要するに、父兄さんを集めて統廃合するんだ

ということを前提として話し合いをして、父兄とか周りの人たちの合意を得て市長に教育委

員会としたら統合しますと、こういう統合をします。それについては廃校したところを、ど

う使ってくれますかとかという提案をしていかなかったらば、前へ進まないです。主導は教

育委員会がしますと。そちらの財政面は市長だから、みんなお互いイタチごっこでいつまで

たっても統合できないです。 

  一番迷惑、困るのは子供ですから、子供たちをそういう大勢の中で切磋琢磨できない環境

に置いていくというのは、教育委員会としての責任があると思うんです。大きな学校と小さ

い学校とでは教育格差ができます。それをちゃんと同じように教育をさせなかったという責

任はだれがとるかと言ったら、教育長でしょう。それを置き去りにして、いや、市長がオー

ケーしないから統合できないと。市長は、いや教育委員会の問題だから我々タッチできない

と、どちらが責任をとるかという責任逃ればかりやっているんです。その点をはっきりした

いから、どちらが主導するんだと。だから、市長が主導するならば、市長の意向に従って、

教育長はその傘下に入って、組織的に、やりましょうとやればいいのに、お互いがこうやっ

ているからわからない。その点、教育長の考え方を聞きたいことと、それから市長の考え方

を改めてお聞きしたい。 

○議長（堀江昭二君） 教育長。 

○教育長（室野純司君） 確かに、飯田議員の言うことは僕もわかる面がございます。今、学
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校で子供たちが少人数の中で、本当に例えば人としての資質が育っていないかと言ったら、

決してそんなことはない。私は、基本的には複式にならなかったら少人数であっても学校は

残したいというのが僕自身の基本的な考え方にあります。これは、例えば適正規模というの

は、国で示しているのは１学年が２ないし３学級というのを、要するに適正規模というよう

なとらえ方をしています。 

  そういうふうに考えると、伊豆市の学校は適正規模にならない学校が非常に多いわけです

けれども、しかし伊豆市の中で、では子供たちがそれだけ健全に育っていないかと言ったら、

決してそんなことはない。今、大東小学校あたりでも、例えば４人であっても、これはもう

先生方が非常な努力をして、例えば八岳小学校の交流をしたり、あるいは地域の人たちを呼

び込んだり、いろいろな形での要するに配慮をしながら子供たちを育てている。ですから、

あそこの子供たちは外へ行っても、今の状況で決して僕は人間的にマイナスの子供たちには

育っていないというふうには考えています。 

  しかし、ただ学校の先生方の苦労を考えると、複式になったら、これはもう統合をすべき

だろうというのは僕の考えにあります。そこで、実際に統合を進めていく場合、これはもう

親の問題だけでは解決しないだろう。例えば、僕らも保護者との懇談会は実施いたしました。

もちろんいろいろな意見がございます。しかしそれで、では親が統合賛成だから、はい、で

は統合しますというわけにはいかないだろう。そこには、ではおまえたち、通学費の問題を

どうするんだ。あるいは学校の跡地の問題をどうするんだと言われたときに、これはもう教

育行政の中ではお答することはほとんどできないだろう。もちろんそれは持ち帰ってまた検

討しますということで、市長部局と相談しながら、そこはまた地域に帰ってお話をしなけれ

ばならないだろう。そういう面で教育行政と一般行政が共同歩調をとってやっていかなけれ

ばならないだろう。 

  ですから、基本的には、要するに例えば地区での説明会等については、教育委員会だけ出

るではなく、これは市長部局のほうからも出席いただいて、その中で答弁できることは答弁

していただきながら地域の了解を得ていくだろう。もちろん、最終的にはこれは反対者がき

っといるだろうと思いますけれども、そこはやはり皆さんの了解を得ながら、決断するとこ

ろは決断していかなければいけないというふうには考えています。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 大東小学校のよそへ通っている子の人数は？ 

○教育長（室野純司君） 今、指定校変更という形だろうと思いますけれども、そういう中で、

少人数だから指定校変更というのは、私どもは一応了解事項にありません。ただ、親が少人

数だからほかの学校に行きたいという場合には、例えば住所を変更して大見小学校へ行って

いる。あるいは仕事の都合で、要するに親が共稼ぎでうちにいないから、例えば大見小学校

区の祖父母のもとに預けて大見小学校へ行かせたり、こういう条件が要するに当てはまった

場合には私ども認めています。そういった形で認めている子供は現在数人いるというふうに
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思っています。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 教育について、市長部局でやるのか、教育長部局でやるのかというよ

うなところでありますが、私は、市行政の全責任は市長であると思っています、なかんずく

市長であると思います。 

  ただ、教育につきましては、教育の普遍性であるとか、もうちょっとわかりやすく言うと、

時の政権といいますか、トップの考え方で教育が右にぶれたり、左にぶれたりしないような

法で守られているわけです。ですから、そこのところは教育長部局でもってはっきり普遍性

を、継続性を持って教育していただきたいと思っています。ただ、余りにも前例主義となり

ますと、なかなかこういう前進していかないんではないのかと、そんなことを思っていると

ころであります。 

  ただ、学校の統合について、財政は市長部局ということでありますけれども、教育につい

てどれだけかけられるかと。今年度予算についても相当な金額を教育にかけたつもりです。

全体的な財政は年々厳しくなっております。今回、上程しております一般会計139億円に対

しても、ほかの近隣の市、町から比べるとまだまだ過大であると私は思っております。その

中で人口と学校、学校の数で見ますと、我が伊豆市には小学校が12校、中学校が４校ござい

ます。それから、人口がほぼ同じの函南町では７校だったと思います。伊豆の国市は約人口

５万人でございますが、10校だったと思います。ちょっと記憶ですから、一、二校ずれてい

るかもしれません。 

  人口から比べると、１校当たりの人口は少ない。生徒で比べれば、生徒も時代によって変

わりますから何とも言えませんけれども、ということで学校、いわゆるハードウエア、箱物

と言ったほうがわかりやすいでしょうか。校舎であるとか、体育館、特に伊豆市では体育館

が毎年次はどこだというような話になっています。それの出費というのは大変苦慮しており

ます、どこを削ってやるかと。ですから、そういうことも考えると、財政もぜひ考えていた

だいて、その中で文部科学省の方針に従った継続的な、普遍的な教育ができるかということ

を考えていかなければならないだろうと思っています。 

  それは、教育長部局だけではなくて、市長部局、担当部局とよく相談して方向を出して、

住民の方々にご理解を得る努力をしていくべきだろうと思っております。それをかんがみま

すと、飯田議員からこれが最後だということで大変残念ですけれども、やや私としてはそう

いう努力が足らなかったのかなと反省している次第であります。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 再々質問。 

  飯田議員。 

○９番（飯田正志君） ちょっと教育長、先ほどの答弁で私おかしいなと思ったのは、子供た
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ちは健全に育っていますという答弁しました。それで、先生方が大変だから統合しなければ

ならない。これはちょっと違うかなと思うんです。先生が大変だと、仕事は当たり前のこと

で、先生が大変だから統合しなければならない。子供がちゃんと育っているんだったら、複

式にする、複式でよかったら、それでいいわけではないですか。統合する必要はないわけで

す、子供のことを考えてやるならば。教師という、常々子供のためにやるんだというふうな

話を僕は思っていましたから、子供たちは今変に育っていない、ちゃんと育っていますと。

では統合する必要がなくなってくるという結論に達してしまうわけです。ところが、先生た

ちが非常に苦労して頑張っているから、ちゃんとやっているけれども、先生が大変だから統

合するというなら本末転倒だ、それは、話がもとに戻ってしまう、話が。 

  私は、そうではなくて、要するにこれから高校へ行ったり、大学へ行ったり、社会に出た

りするときに、いろいろな人とかかわるときに、同級生が３人、４人しかいない。それも男

の子と女の子のバランスが悪かったり、野球もできなかったり何かすると。それで人とも接

触がないまま行ってしまうと、果たしてそれで健全な社会人としてちゃんとできるのかと。

小さいときの影響で、要するにオオカミ少年ではないけれども、オオカミで育った、一人っ

子で育った子がいいか悪いかということもありますから、なるべくいろいろな人と、人間と

いうのは群れていくものですから、習性としたら。それを小さいときに教育の場でそういう

ことがなかったらと思うから、だからある程度規模の大きなところで子供の教育をしたほう

がいいと思っていますから、だから統廃合しましょうと、それも年次を区切って。 

  だから、僕は一番ここで思うのは、大東小学校の場合はリーディングケースなんです、統

廃合の最初のことですから。あと次々控えていますから、ここでちゃんとやっておかないと、

前例となりますから、後ができなくなるわけでしょう。今の答弁だったら、もうできないで

しょう、統廃合なんていうのは。それはもう一切統廃合のことは口にできなくなってしまい

ます。だって、子供はちゃんと育っているから子供については必要ないと、先生が大変だか

らと。先生なんていうのは、別に仕事でやっていることだからいいと思うことだから、その

辺の答弁を、ひとつ教育長の考え方、統廃合を本当にする気があるのかないのか。それで子

供は今のままでいいのか悪いのか。もともと、話がまたもとへ戻ってしまって、質問がちょ

っとできなくなりますけれども、これで最後ですから、しっかりと答弁をお願いします。 

○議長（堀江昭二君） 教育長。 

○教育長（室野純司君） ちょっと表現が悪かったかもしれません。 

  私は、あくまでも子供を主体に考えたい。でも、学校で教員が今の子供たちを育てる責任

があるんです。そうしたときに、今例えば大東小学校の１年生は４人しかいません。これは

男の子ばかりです。でも、その子たちを要するに健全に育てなければならないという責任が

教員にありますから、もうこれは普通の、例えば単学級の学級とは、普通の学校の学級の先

生とは違う苦労をします。そういった意味で先生方大変ですと申し上げました。 

  もちろん、これは４人の学年で私もずっと小学校卒業まで行っていいとは思っていません。
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特に、今の大東小の１年生は男の子が４人ですので、女の子がいないということがちょっと

問題かなとも考えております。そういった面では、年度ははっきり言ってしまえばあれです

けれども、平成何とか22年には、２校は統合を進めていくべきだろうというふうに思ってい

ます。そういった面で、私の任期中にそれは何とか結論を出せばよかったんですけれども、

もうあと少しの任期ですので、次の教育委員会のメンバーにそれはお願いをして、平成20年

度中に何とか目鼻をつけていってほしいという引き継ぎは、していきたいというふうに思っ

ています。 

○議長（堀江昭二君） 飯田議員。 

○９番（飯田正志君） 真剣に考えていただきたいと思います。 

  次に行きます、機構改革。我々議員も、行政改革特別委員会で機構改革のことは勉強した

り調査したりしております。確かに４町合併していろいろなものがくっついて、いろいろな

意図が絡み合ってわかりにくくなっているところがいっぱいあると思うんです。今回提案さ

れました、土木部が建設部になって、産業課のほうの農業の関係がそちらに移ったというこ

とは、非常にわかりやすくていいと思うんです。私は前々からそれを言っていました。 

  今回も１つ提案したいんですが、国民健康保険の保険料の徴収の計算なんかは市民環境部

がやっていると。それを払っている市民の健康に対しては今度は健康福祉部がやっていると。

関連性があるのに部が別なんです。それからもう一つは、下水道の汚泥の処理のほうは市民

環境部でやっています。下水道をつくるほうは下水道の上水道のほうでやっているという、

私は部というのは大づかみでいいと思うんです。その中に課があって、そうすれば、先ほど

市長が言ったフラット化みたいなことになっていきますから、部が課みたいに多く分かれて

しまうと、縦割り行政がもっと厳しくなりますから、部というのはもっと大づかみで、１つ

でいいと思うんです。その中に課があって、その課で責任者が２人、３人いてやればいいこ

とであって、市民から見ると、国民健康保険を払っていて、市民環境部へ行って今度はいつ

健康診断があるかと言ったら、私はわかりません、そちらですと、生きいきプラザへ行って

くださいなんて言われても、市民はそれは戸惑いますから。 

  そういうことから考えていって、機構改革をもう一度しっかりとやっていただきたいと思

います。そうすれば、部長さんの数も減れば、多少どこかも減ってくるだろうと思いますの

で、その辺を最後の市長として後の人に残すためにも、ひとつ答弁をお願いします。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） 大変貴重なご意見ありがとうございます。 

  どこまで踏み込んで機構改革をするかというときが、タイミングとか状況判断があろうか

と思います。おっしゃられるような改革が早期にできるように、今後努力していただきたい

と、そんなふうに思います。 

○議長（堀江昭二君） 飯田議員。 

○９番（飯田正志君） まだまだいっぱい矛盾はありますし、議会のほうとしても行政改革の
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ほうでしっかりとその提案をしていきたいと思いますので、ぜひ耳を傾けていただきたいと

思います。 

  次に移ります、医師不足。先ほどと同じように、医療の保険料を払っているけれども、医

者がいないから医者にかかれないというふうな矛盾が出てくることが懸念されます。我々は

何のために保険料を払っているかというと、いざというときに、病気になったときに医者に

かかって、その病気を治して健康に過ごしたいと。市民としたら、市民の健康と安全は当た

り前のように市がやってくれるなどと思っているんですが、先生がいないと医者にかかれな

いと。何のために保険料を払っているのかわからなくなってきます。 

  それで、我々は常に、議会もそうです、行政もうそうですけれども、日赤へ行って頼んだ

りお願いして、まさにお願いします、お願いしますだけで、我々は何もしていないです、市

としては。ですから、市として何ができるのか。我々はこういうことをやります。ですから、

あなた方も協力してくださいということがなかったら、お願いだけして、あとはあなたに任

せるからやってよと頼むだけだったら、向こうも冗談ではないと思います。ですから、環境

を整えますとか、要するに例えば財政はこうします。ほかの市町村もいろいろやっています

から、それを前例として見て、我々としたらどうできるかということも踏み込んでいかない

と、先生は来てくれないような気がしますけれども、その点はどういうふうに考えているの

か。市長、お願いします。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） 本件につきましては、健康福祉部長に答えさせます。 

○議長（堀江昭二君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（内田政廣君） 飯田議員のおっしゃるとおりでございまして、日赤の問題等、

非常に苦慮した中で議会の御協力も得まして、産婦人科の件は何とか４月からも健診が続け

られるという、そういうことで、本当に感謝しております。 

  医師の関係の、連れてくるといいますか、招聘するというその一番の根本は環境問題、環

境だと言われています。私も産婦人科の問題で２年前からいろいろ苦労する中で、いろいろ

他の市町村のことも研究といいますか、調べさせていただいた中で、お医者さんというのは、

まず病院の環境、その環境と申し上げるのは医療的な環境、いろいろな検査器具が整ってい

るとか、それから人的な環境、看護師さんが整っている、あるいはチームとなる、指導する

上のお医者さん、この方がいらっしゃるとか、それからもう一つがお金の問題。集約します

とその３つがあるというふうに言われているようでございます。 

  そうした中で、伊豆市の中にあります５つの病院がございますけれども、それぞれ特徴が

あって、１つに特化した病院というのは割といいわけですけれども、地域医療に携わる、そ

ういう病院はどうしてもお医者さん方が細切れといいますか、１人とか２人とかの健診体制

でやるということで、非常に不利になってまいります。それをどうして市が補佐するかとい

いましても、医療問題そのものの行政的な指導については、市が責任を持っておりませんで、
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県の責任でございまして、その中に市がどの程度できるかということは非常に難しい問題だ

と考えます。ただ、市立病院のないところといいますか、そういうところは、それに準ずる

形で、地域医療に携わっている病院に対して資金援助をするというところも出ておりますの

で、市が、財政がどの程度できるかのかどうかわかりませんけれども、そこいらのことが今

後の課題になると、そのように感じております。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 飯田議員。 

○９番（飯田正志君） 全国的に先生が足らないから、伊豆市もしようがないではないかとい

うふうな結論になってしまうと伊豆市民の人としたら寂しい話であって、全国に足りなかっ

たらどこかしら辛抱してもらって、そちらのほうにお金をつぎ込んで先生を呼ぶという特徴

も出したほうが、住みやすいまちをつくるにはいいような気がしますので、ぜひ前向きに検

討していただくように、市長さんもここであれで非常に難しい質問かもしれませんけれども、

後任者がいます。次の方にこういうふうな話があったということだけは伝えていただきたい

と思います。 

  以上で質問を終わります。 

○議長（堀江昭二君） それでは、これで飯田議員の質問を終了します。 

 

◇ 内 田 勝 行 君 

○議長（堀江昭二君） 続いて、４番、内田勝行議員。 

○４番（内田勝行君） ４番、内田勝行です。 

  通告に従い、質問をさせていただきます。 

  子育て支援について。 

  現在、多くの自治体が子育てしやすいまちづくりを重要課題として取り組んでいます。キ

ャッチフレーズの子供を安心して産み育てられる環境づくり、この言葉が定着し、今や全国

共通語になった感がします。しかし、子育て支援には何があるのか、何をしてもらえるのか

よくわからない。このように漏らす子育て真っ最中の若いお母さん方と会いました。 

  地域福祉計画書の内容を読みますと、多くが文章化され、いま一つぴんときません。そこ

で以下の質問をいたします。 

  １、どのような具体的支援策が実施されているのか。 

  ２、支援策個々の効果は。 

  ３、新たな支援策の導入は。 

  ４、啓蒙は十分か。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの内田議員の質問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 
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○市長（大城伸彦君） 内田議員のご質問にお答えいたします。 

  子育て支援についてでございますが、子育て支援は何ができるのかわからないというよう

な市民の声があるということですが、私としてはそれなりにやってきたつもりでございます

けれども、そういう声があるということは、あと何をしなければならないのか、よく精査す

る必要があろうかなと思います。 

  １点目の具体的支援策でありますが、保育所、特別保育、ちびっ子サロン、ファミリーサ

ポートセンター、放課後児童クラブ、家庭児童相談室等を実施しております。 

  ２点目の支援策個々の効果ですが、利用している方、必要としている方がおりますので、

効果はあると思っております。 

  ３点目の新たな支援策の導入ですが、次世代育成行動計画の見直しのためのアンケート調

査を平成20年度に実施し、子供の生活実態や子育て支援に関する要望、意見などを把握し、

平成21年度に計画の見直しを行う計画であります。 

  ４点目の啓蒙ですが、広報紙や窓口にパンフレットを置くなどしておりますが、より一層

の啓蒙に努めたいと考えております。 

  なお、平成20年度から健康福祉部にこども課を設置し、少子化対策や幼保一元化などの各

施策を推進し、子育て支援に努力をいたしてまいります。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 再質問。 

  内田議員。 

○４番（内田勝行君） 再質問をいたします。 

  今、市長が言われたのは総合計画の中の話です。主要事業、このことだと思いますが、お

母さん方と話をしますと、そういうこともありますが、金銭的な応援、そういうものもかな

り要求があるわけです。それから地域福祉計画書の中を見ますと、ここに書いてある内容で

す。子育て支援、これは当然行政としてやるべき基本的なサービス、このような範疇に入る

と思うんですが、先ほど言いましたように、助成とか、あるいは補助金、そういうものも具

体的に話に上がりました。しかしながら、財政とのバランスということがあると思いますの

で、財産の豊かな自治体、そのような水準と同じレベルにするのは確かに問題があろうかと

思いますが、言葉はちょっと違うでしょうが、世間並みといいますか、そういうふうな支援

はぜひしていただきたい、そんなことを思います。 

  それから、話の中で幾つか出てきたわけですが、産婦人科病院、先ほども話がありました。

非常にこれが安定していない。あいたり閉まったり非常に不安である。そういうことが言わ

れていました。それから、先ほどの飯田さんの質問にもありましたが、子供が多くいる学校、

こういうところに行かせたいが、学区の線引きがあるので、できないと。それから、幼稚園、

保育園の選択ができない。これも地域の事情、過去の旧４町の事情でやむを得ないとは思い

ますが、それからもう一つ、幼児の送迎バスがない、自分で送迎しなければならないと、そ
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ういうふうな意見がございました。これらを充実させることには大変お金も要るわけで容易

ではないと思いますが、いずれにしてもまずどんな支援策があるのか、今、市長が言いまし

たが、具体的にわかってもらうには、ではどうしたらいいか。つまり啓蒙なんですが、その

点からちょっと質問をいたします。 

  まず、福祉計画書の中の行政の役割というところに、出産育児に関する相談窓口の充実と

いうふうに書いてあるんですが、この窓口はどの課にあるのか、あるいは各支所の窓口はど

こなのか、お伺いします。 

  ２点目、やはり行政の役割として、子育て家族に対し、子育てに関する情報提供を的確に

行うと、このように書いてあります。的確に行う手段、どのようにやっているか。それも伺

います。 

  それから、総合計画の中に子育てのことが書いてありますが、基本事業の中に保育の環境、

あるいは幼児の教育環境の充実、その中に保育園舎の整備、これはかなり進んでいます。そ

れから保育園の民営化、これも柏久保保育園が民営化されました。残された１つが、これも

従来から一般質問に出ています幼保一体の総合施設の設置、これは進んでいないわけですが、

これを庁議のテーブルに新たに乗せる見通しというものはあるかどうか。 

  以上についてお伺いいたします。お願いします。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） ただいま内田議員から再質問、３つほどございました。本件につきま

しては健康福祉部長に答えさせます。 

○議長（堀江昭二君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（内田政廣君） それでは、お答えさせていただきます。 

  まず、１番目の出産育児の窓口でございますけれども、これは生きいきプラザの２階にご

ざいます健康増進課でやっております。今度この４月からはこども課が２階へと上がってま

いりまして、出産部分の母子保健の部分とそれから児童も含めた部分、これが窓口の一本化

みたいな形になるかと思いますので、少し窓口サービスについては上がると思います。今現

在も一生懸命やっておりますけれども、そういう状況でございます。 

  それから、子育て家庭の啓蒙といいますか、そういうことでございますけれども、先ほど

の市長の答弁にもございましたけれども、広報であるとか、窓口であるとか、あるいは今の

ちびっ子サロンであるとか、いろいろな保育園の活動の中でやるとか、そういったところで

やっております。それから、子育て支援センターあたりといいますか、各４つの保健センタ

ーの中で、そういう小さい子供さん方のそういう遊びのものをやっておりまして、そこでで

も掲示スペースもございまして、また、パンフレット等も出しております。 

  それから、３番目の幼保一体の総合施設の問題でございますけれども、これがこの平成20

年度以降、こども課ができて幼保一元化といいますか、そういうことができるかどうかとい



－109－ 

うことで検討していくわけですけれども、総合計画の中の最後の事業でございますが、検討

を進めていきたいと、そのように思っております。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 再々質問。 

  内田議員。 

○４番（内田勝行君） では、最後の質問にします。 

  先ほどから言っています支援策、ちょっと拾ってみたんですけれども、乳幼児の医療費の

助成金とか、チャイルドシート購入金補助あるいは貸し出し、そして母子家庭等医療費助成

金、児童手当給付、通学費補助、給食費一部助成、中学生医療費の補助、これは実現してい

ませんけれども、こういうものもあるんです。お母さん方、こういうのに非常に関心があり

まして、この辺を詳しく知りたいとかということがあります。 

  ですから、市役所に行けば、説明してくれるからわかるんでしょうが、ですから私は、こ

ういう制度がある。それにはどうしたらいいかということをまず知ってもらわなければ、ど

うにもならないわけで、知らなくて損をしたと、言葉は悪いですが、そういうこともあろう

かと。 

  まず知ってもらう。そういう方向をまず考えたら、次に立つ。その中に、私は以前から考

えていたことがあったものですから、市役所へ行ってこういうものを借りてきました。これ

は母子健康手帳一式です。何か誤解されまして、内田さんおめでたですかみたいなことを言

われました。この中に、これが母子手帳です、この大きなものであります。それからその中

にありました児童手当、こういうものが入っています。 

  何を言いたいかと言いますと、妊娠しまして、この初期のうちに行きます教育あります、

無料で。このときに要するに支援策を網羅したそういう冊子をつくって、この中に入れてや

る。そうすれば、お母さん方はそれを見れば、こういう支援を受けるにはどうしたらいいか、

こういうことがわかるわけです。ですから、この冊子をつくったら私はいいかと思います。

そうしたところが、こういうものが入っているんです、児童手当。これが１つ入っていまし

た、同じ大きさで。これは手当をもらうにはどうしたらいいかと書いてある、詳しく。です

から私が言っているのをこれは網羅しますと、かなり大きくなるでしょうけれども、こうい

うものがあったら携帯できますから、母子手帳と一緒に。これを見れば、この中に支援策が

全部書いてある。非常に私はいいと思いますが、これを投げかけましたら、それはいいとい

うふうに褒めていただきました。ぜひ、そんなことも考えていただけたらなと、こんなふう

に思います。まずは知っていただくということです。 

  以上ですが、この件いかがですか。検討していただけませんでしょうか。 

○議長（堀江昭二君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（内田政廣君） 内田議員から大変いいご提案をいただきました。帰ってすぐ

にでも検討させていただきます。 
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○議長（堀江昭二君） これで内田勝行議員の質問を終了します。 

 

◇ 森   良 雄 君 

○議長（堀江昭二君） 次に、10番、森良雄議員。 

○１０番（森 良雄君） 10番、森良雄です。 

  虫歯について質問させていただきます。 

  今、内田議員から啓蒙してはというようなお話があったと思うんですが、実は私、昨年末、

保健師さんのお勧めで歯科健診を受けた。その結果、今まで受けていたというか、歯につい

ての、例えば歯が痛んだとか、そういうのがすべて解決して、今ではもう何を食べてもおい

しいとか。ところが、修善寺に住んでいて、歯科健診を受けてくださいなんて言われたのは

昨年末初めてだったのかなというような気もしますもので、伊豆市にはいろいろいい面がた

くさんある。しかし、市民は知らない。その辺、やはり優秀な職員を抱えて、この歯の問題

についても結構いい考えをお持ちになっている。ぜひ啓蒙してもらいたい。 

  そういう考えでいろいろ調べた結果、あれ、こんなことも伊豆市はやっていたのかという

のがフッ素洗口というんですか、それについてもう少し具体的にお聞きできたらと。さらに

それをもっと子供たちの健康向上のため、歯の健康向上のために役立てられたらどうかなと

いう趣旨で質問させていただきます。 

  小学校、中学校の虫歯の健診について伺います。 

  健診の結果はいかがでしょうか。学年、学校で差異はありますか。検査の結果をご説明い

ただきたい。 

  旧天城湯ヶ島町では、フッ素でうがいをしていたようですが、現在はいかがでしょうか。

天城以外でもやっているようですから、その辺の実情もお知らせいただきたい。天城湯ヶ島

地区の児童生徒と他地区の児童生徒の間に虫歯の様子に違いが見られるでしょうか、伺いた

い。 

  次に、通学費について。通学費の父兄負担について伺います。 

  遠距離通学費補助金交付規則を改正したようですが、実施はいつからですか。現行との違

いはどのようなものでしょうか。旧土肥町の制度との違いはどのようなものなのでしょうか。

父兄の負担は増えるのでしょうか、減るのでしょうか。具体的な例を挙げていただいてご説

明いただければいいのではないかと思います。 

  次に、アスベストについて。 

  ことしに入り、昨年末からですか、今までは使用されていないとされていた無警戒のアス

ベストが使用されていることが報道されました。白、茶、青以外のアスベストについての使

用の検査の有無について、伊豆市における状況を伺いたい。 

  駅前の開発計画、修善寺駅前周辺整備事業が進められていますが、今年度の測量や設計の

進行状況を伺いたい。設計ができたのなら、その内容を伺いたい。駅北の整備には利用して
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いる住民の関心も高い。現状がどのように変更されるのか、伺いたい。整備に要する費用は

どのぐらいですか。開発に対する効果はどのぐらいと見ていますか、伺います。 

  電子入札について。 

  電子入札の導入の準備はいかがですか。４月から実施できるのでしょうか。準備状況を伺

います。実施のためには今までの入札との違いがありますか。手続などで違いがありました

ら、どのような違いがあるのでしょうか、伺いたい。 

  特別養護老人ホーム。 

  伊豆市内の特別養護老人ホームの状況を伺います。現有施設のベッド数はそれぞれの施設

で幾つありますか、伺います。待機者はいかがでしょうか。今後の整備はお考えでしょうか。

計画はありますか。その他の施設サービスの状況についても伺いたい。 

  新しいごみ焼却場の建設について。 

  新しいごみ焼却場の建設の進行状況を伺いたい。堀切地区との話し合いはいかがですか。

その他の地区との話し合いは進んでいますか。状況を伺いたい。今後の見通しを伺いたい。

白紙に戻す考えはありませんか、伺いたい。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの森議員の質問に対し答弁を求めます。 

  最初に、教育長。 

○教育長（室野純司君） それでは、私のほうから１番目と２番目、それからアスベストのほ

うについては、また市長のほうから詳しい答弁があると思いますけれども、私のほうから教

育施設に関してだけお答えをさせていただきたいと思います。 

  まず、歯科健診についてですけれども、本年度の田方地区学校保健会の統計資料が出てい

ますので、それを見てみますと、う歯のない者の数、この割合は田方地区の小学生の平均は

83％でございます。それと比較いたしますと、伊豆市では修善寺、天城、中伊豆地区、この

３地区は平均を上回っております。しかし、土肥地区は10％ほど下回っている。これが現状

でございます。また、中学生についてですけれども、中学生ですと、う歯のない者の数、田

方地区の平均が63％でございまして、伊豆市を見てみますと、中伊豆地区と天城地区はそれ

を上回っております。しかし、修善寺地区は若干、それから土肥地区はかなりこれを下回っ

ております。これが現状でございます。 

  これは、フッ素との関連でご質問していると思いますけれども、フッ素洗口ですけれども、

これは現状では伊豆市全部の小学校で実施をしています。始めた年度で言いますと、天城地

区は平成元年から、それから修善寺地区は平成７年から、それから中伊豆地区は平成８年か

ら、土肥地区はかなりおくれまして平成15年から実施をしております。田方地区を見てみま

すと、これはもう今、伊豆の国市も、あるいは函南町も全部の小学校で実施しています。 

  なお、伊豆の国市は中学校でも実施している。これが現状でございます。確かに、実施の

遅い土肥地区、これが虫歯が多いのは事実でございますけれども、フッ素洗口というのは歯
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の質を強くしようとする取り組みでございまして、それ以外に歯磨きだとか、あるいは食習

慣も影響するように感じています。保護者の意識の高さ、あるいは家族の協力なども歯の健

康を保つ要素になるというふうには思っております。 

  現在、学校ではフッ素洗口をすることによって、歯の質を強くすることをねらっていると

ともに、これは子供たちに歯を大切にしようとする意識を高めること、これもねらっており

ます。また、フッ素洗口以外にも学校ではブラッシングといいましょうか、要するに歯磨き

がしっかり隅々までできているかどうか。こういう指導もしておりますし、あるいは家庭へ

の啓蒙も行っていると。これが実情でございます。 

  それから、２点目の遠距離通学費の補助金交付制度の改正についてでございますけれども、

平成17年度から実施しております現行の補助金交付制度を改正いたしました。平成20年４月

１日より新しい規則によって実施をしてまいります。 

  主な改正点でございますけれども、口頭で言うとちょっとわかりにくいところもあるかも

しれませんけれども、できるだけわかりやすくご説明いたしますと、これは通学距離が自宅

から学校まで３キロ以上の子供たちに補助するものでございます。今までの規則ですと、補

助金を算定していた通学距離別の基準額というのがございまして、距離によって基準額が違

っていましたけれども、今回、これを全部一律にいたしました。キロ加算をキロ当たり

2,000円、これは片道でございます。往復ではございませんで、キロ当たり2,000円。ですか

ら、片道３キロの子供は6,000円、これが要するにキロの加算でございます。それに加えて

公共交通機関を利用している児童生徒、これについては通学定期代、これの半額を補助する。

これを加えます。さらに、補助金をこれで計算いたしまして、自己負担が３万円を超える部

分については超えた額を補助する。こういう規則でございます。 

  具体例で申し上げます。例えば、学校から５キロ離れている子供、ちょっと記録しながら

聞いてください。５キロ離れている子供ですと、そしてその子供が１年間の定期代が９万

9,000円かかったといたします。その子供の補助でございますが、まず片道５キロですので、

キロ2,000円で１万円が補助金で出ます。そして、定期代が９万9,000円ですので、その半額

４万9,500円を補助いたします。そうしますと５万9,500円、これが補助額になります。そう

いたしますと、自己負担が９万9,000円からそれを引いて３万9,500円と、これが自己負担に

なりますけれども、３万円を9,500円超えていますので、その9,500円を追加補助という形に

なります。ですから補助額が合計６万9,000円、要するに自己負担額３万円と、こんなふう

になります。これは具体的な例でございます。 

  ですから、今回の補助額の計算というのは、どちらかというと非常にわかりやすい計算方

式になっております。こういう補助でございますけれども、旧土肥町との比較でございます

が、旧土肥町では、これも今まで何度か質問ございましたけれども、特に土肥南小の子供た

ちは、通学定期代を全額これは町で負担をしていました。確かにこの補助ですと、ともかく

自己負担が全くありませんので、それと比べると、もちろん現状のほうが自己負担額は多い
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というのが現状でございます。距離によって差がございますけれども、大体その当時から比

べると七、八割の補助かなというふうに思っています。 

  現行の助成と比べてどの程度違うかといいますと、一番の違いは交通用具を使わない子供

たち、要するにバスがなくて通っている子供たちもいますけれども、その子供たちは基本的

に今までのキロ加算額がかなり多かったものですから、その子供たちは今回はかなり減額に

なるかなというふうな感じはしています。個々の子供たちによって全くまちまちでございま

すので、またそれあたりについてはもしご質問等あれば、教育委員会に来ていただければ詳

しくご説明ができるだろうというふうには思っています。 

  それから、３点目のアスベストの使用状況についてですけれども、今まで議員の質問にあ

りましたように、白、茶、青、この調査対象物質のアスベストがあるかどうかということで、

市の教育施設一応検査もさせてもらいました。今までの検査からですとアスベスト含有はな

しと、こういう結果が出ておりますけれども、一応、基本的には囲い込み工事を実施いたし

ました。今回それに加えて、またさらに３種類のアスベストが拡大されていますので、それ

らについては平成20年度に分析調査をするというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 次に、市長。 

○市長（大城伸彦君） それでは、３点目のアスベストについてからお答えいたします。 

  アスベストにつきましては、総務省の通達により、市有建物に対するアスベストの使用及

び処理状況について、平成17年度より関係施設における使用実態調査を行い、その結果を公

表してきましたが、ことしの１月には、国内で使用されていないとされた３種類のアスベス

トにつきましては、厚生労働省が示していた分析法では解析できないため、多くの検査機関

は分析対象としなかったとの報道がなされたところであります。アスベストに関するこうし

た動きを受け、総務省より石綿等の使用の有無の分析調査の決定や、アスベスト対策につい

て各都道府県へ通知があり、それを受け、静岡県よりアスベストの除去及び今後の使用実態

調査の予定を把握するため、２月末に市町へ調査の要請があったところであります。 

  伊豆市では、各部局に対し県からの通知内容や使用実態調査の予定に関する調べを通知し

たところであります。この調査結果を踏まえて、アスベストが使用されていると思われる施

設があれば、さらに専門的な再調査を実施するため、県や関係機関等と相談し対策を講ずる

予定です。 

  また、市民の皆様の相談窓口につきましては、平成17年度から市の環境衛生課に設置して

あるアスベスト相談窓口にて、引き続き対応いたします。 

  次に、４点目の駅前の開発計画は測量などの調査検討を進め、駅前整備や駅周辺道路に関

する整備構想の策定段階であり、設計についてはまだ実施しておりません。 

  次に、駅北の整備については、ゲートボール場などに利用されている駅北広場に新たに駅

前広場を整備し、あわせて前面の市道新町線の整備を想定しております。また、総事業費に
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ついては整備構想の策定段階のため、まだ算出できていません。 

  なお、開発効果は修善寺駅周辺地区を伊豆市の玄関口に位置づけておりますが、空き店舗

が目立ってきており、このため市の玄関口にふさわしい駅前広場や駅周辺道路などの施設整

備を図り、にぎわいと活力のあふれるまちづくりを目指すよう考えております。 

  ５点目の、電子入札の実施時期については、入札に必要な情報を共同利用センターに送付

し、センターにおいて初期セットアップの作業の完了が４月末のため、４月当初からの実施

はできません。また、現在の準備状況は、今年度対象となる業者に平成19年11月に説明会を

開催し、利用機器、ＩＣカード等の準備をお願いしてあります。実施に当たっては再度説明

会を行う予定であります。行政側の準備としては、対象業者へ登録番号の配布や関係規則等

の制定、入札方法等の決定を行い、開始時期は夏以降と予定しております。 

  変更点としては、紙ベースで行っている指名通知書、入札書、落札決定通知書等の事務処

理業務をパソコンメールにより行うことが大きな違いとなります。 

  次、６点目の特別養護老人ホームについては、市内の特養のベッド数は伊豆中央ケアセン

ター70床、土肥ホーム50床、特養中伊豆55床の合計175床が整備されており、介護保険事業

計画の第３期の整備目標を達成しております。 

  次に、待機者は１月１日現在で伊豆中央ケアセンター124人、土肥ホーム43人、特養中伊

豆43人です。今後の整備計画ですが、175床の整備目標を達成したので、現在のところ計画

はありません。 

  次に、市内の特養以外の施設サービスの状況については、介護老人保健施設の日赤グリー

ンズ修善寺90床のうち、80床の入所者があります。介護療養病床は中島病院74床のうち74床、

認知症に対応したグループホームは２施設で、定員合わせて27人のうち23人の入所者があり

ます。 

  ７点目の、新しいごみ焼却場の建設については、議員ご承知のとおり、堀切地区及び周辺

地区から建設工事の白紙撤回要求陳情書等が提出されたことで、話し合いは進んでおりませ

ん。また、今後の見通しも大変厳しいと感じております。しかし、現有施設の早期整備の重

要性を考えますと、この合意に向けた積極的な取り組み、また一方で今後の方向性について

も検討すべき時期と考えております。 

  したがいまして、当面は合意に向け最大限の努力を行うとともに、今後の方向性について

は、改めて２市の準備会において検討協議したいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 休憩をとりたいと思います。 

  55分まで。 

 

休憩 午前１０時４０分 

再開 午前１０時５５分 
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○議長（堀江昭二君） それでは休憩前に引き続き会議を開きます。 

  森議員、再質問はありますか。 

  森議員。 

○１０番（森 良雄君） 再質問させていただきます。 

  順番を変えさせていただいてよろしいでしょうか。 

  堀切の問題から入らせていただきます。 

  まず、堀切のごみ焼却場問題について、それを確認したいんですけれども、12月２日付で

堀切区ごみ焼却場特別委員会委員長、水口稔さんから、伊豆市市議会議員各位様あて、堀切

区ごみ焼却場候補地白紙撤回の陳情に関する経過、これ、いろいろありまして、合計17枚ぐ

らいあると思いますけれども、これは議員の皆さん及び市長さん、それからこれは伊豆の国

市へも行っていると思うんです。伊豆の国市の議員さんへも行っていると思います。共通の

資料だと思いますが、まず確認したい。 

  次に、２月25日の全員協議会資料というのが３ページにわたってありますけれども、これ

も議員及び当局側の皆さんとしては同じ資料をお持ちだと思いますので、これをまず確認し

たい。 

  次に、伊豆市長大城伸彦さん、そう言った場合、大城伸彦さんは伊豆市の長としての立場

にあると思います。まず、それを確認したい。堀切区ごみ焼却場特別委員会委員長、水口稔

さん、この方は区を代表した方だと思うんです。その辺どう思いますか。以下、堀切区区長、

水口ヒデノリさん、そういう名前で来ております。また、熊坂区長、ニュータウンの自治会

長、瓜生野の区長という周辺の自治会の区長名でこの17部の書類は構成されていると。それ

ぞれの地区を代表する機関の長として出したのではありませんか、それを確認したい。この

全協の資料は、これは当局側から出されたものとしてよろしいですね。そういう前提に立っ

て、質問続けさせていただきます。 

  まず、堀切区の方がなぜ白紙撤回してほしいと言っているのか。これはいろいろ理由はあ

ると思うんですけれども、当然、賛成、反対があると。しかし、反対の大きな理由は、私何

度も言っておりますけれども、ここは非常に風光明媚、いわゆる自然環境がいい、こういう

のを維持したいという声が大きかったんではないかと思うんです。そこに対して経済効果と

いうことで、比較的国道から近い堀切が選ばれたと。経済効果だけからいくと、それはアピ

タの横とか宗光寺あたりなんていうのは国道の横に幾らでも農地があるわけです。そういう

ことからいって、なぜ堀切だけが１番バッターで挙がったのか。そういうことが十分論議さ

れたのかどうか、伺いたいと思います。 

  また、東京のコンサルタントが決めたと今までのご質問にあったわけですけれども、この

コンサルタントがなぜ堀切を選定したのか、そういう経緯は皆目説明はなかった。私は、も

しこれが適正な、正当な理由があって、この選定したコンサルタントが堀切を選んだのであ
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ればいいんですけれども、そういう説明がない限り、このコンサルタントの技術、経験、一

体どういうふうになっているんだと。要するに、結果的にこれだけ反対を食らうようなとこ

ろを選定したということが、これは問題だと思うんです。その辺どうお考えでしょうか。 

  御存じのように、私最初からここは堀切、大沢、山田、後山、小室、熊坂ニュータウンと

いう集落に囲まれた中にある。当然、現実は周辺集落からも反対はあると。これでこの経過

説明及び今後について見ますと、堀切区とは最終合意をお考えのようですけれども、では周

辺の自治会との合意はどういうふうにお考えになっているのか、まず伺いたいです。 

  堀切区では、2007年１月25日ですから、もう既に１年前にごみ焼却場委員会の委員長、水

口稔さんの名前で白紙撤回を求めている。 

  市長にお伺いしたいですけれども、市長さんは広報いずでもって、年頭のあいさつで取り

組み状況を話しておるわけです。その内容は、「関係地区との合意形成に向けて準備会にお

いて精力的に検討協議をしているところでございます」と、１月の広報いずの中でおっしゃ

っておるんですが、この関係地区というのは堀切だけですか。それとも熊坂とかニュータウ

ン、山田あたりとも一緒にやっているかどうか、お伺いしたい。検討協議の内容もあわせて

お伺いしたい。 

  それから、２月25日の全員協議会の資料では５番目でした、たしかね。第５段階で、本年

度中に建設候補地としての基本合意に対する地元意向の確認をしていきたいということです

けれども、この地元意向というのは堀切だけなのか、それとも熊坂やニュータウン、山田、

あと瓜生野も、そういうところとも地元意向の確認を続けていくのかどうか。これについて

お答えいただきたいです。 

  それで、もし今年中「ノー」の場合は、本年度中に「ノー」が出た場合、候補地から外そ

うとするお考えがあるかどうか、伺いたいと思います。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） お答えいたします。 

  今、ただいま森議員さんから再質問ありましたけれども、再質問したほとんどは今まで森

議員さん、あるいはその他の議員さんの廃棄物処理場建設についてのご質問の中で答えてき

た、あるいは全協等でご説明したものであります。したがって、再度それをお伺いしたいと

いうことであれば、市民環境部長から答えさせます。 

○議長（堀江昭二君） 市民環境部長。 

○市民環境部長（福室恵治君） 先ほども市長が方針を皆様にご説明してあるとおり、その方

針に向けて最大限の努力をしていくと。市長の方針は当面は合意に向け最大限の努力をして

いくということと、改めて準備会で検討協議をしたいという方向性を出しております。その

とおりに私たちは進めていくつもりでございます。よろしくお願いいたします。 
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〔「本年度中に出なかった場合、どうするんですか、答えてください」

と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） 市民環境部長。 

○市民環境部長（福室恵治君） 準備会において検討協議をしていきたいという方針の中で進

めていきたいと思います。 

〔「ここにそんなこと書いてないではないですか」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） 再質問。 

○１０番（森 良雄君） これは準備会の資料ですか、議長、２月25日の資料というのは。伊

豆市の資料でしょう、これ。ちゃんと答えさせてください。全然違うではないか。これはで

はうそか。それがその時点でどう考えるか、区長名で来ているんですよ、これ。質問は２点

です、ちゃんと答えてください。 

○議長（堀江昭二君） 市民環境部長。 

○市民環境部長（福室恵治君） いろいろ答えてありますが、重複して申しわけないわけです

けれども、まず１点目の関係地区代表の中で、堀切区の委員会の委員長として水口さんが代

表といたしまして、白紙撤回の要求陳情等をした件につきまして、いろいろ書いてあるわけ

でございますが、もう一度、再度私のほうからご説明をいたしますと、この中で、長くなり

ますので１点だけ説明いたします。 

  理由の中で、ダイオキシンは必ず発生することが明白である。それを承知で民家の近隣に

建設することは住民の感情を無視したものであると。こういうようなことの中で理由は述べ

られているわけでございますが、ダイオキシンは出るわけでございますが、今ここで私たち

が生活している中で、寝てもさめても0.034ピコグラムのダイオキシンは吸い続けていると

ころでございます。もし、この0.034ピコグラムを私たちが吸わないで、今現在実質ある衛

生センターから出る、あの古ぼけた煙突から出てくる、地上に降ってくるダイオキシンの量

だけを吸えるとするならば、0.01ピコグラムでありまして、私たちは今ここで吸い続けてい

るダイオキシンよりまだ安全なダイオキシンだということであります、今の施設です。今度

つくる施設は、0.0001ぐらいのピコグラムの、そういうゼロが３つもついた安全な環境にな

るわけでございます。こういうことはもう何回も説明してありますので、もうご存じだと思

います。 

  そういうようなことの中で、地域の住民からは、より基本的な安全を確保できる施設を見

ながら、先進地も視察したり、そういうことをしたいからお願いをしたいというような話も

あるわけでございますので、すぐにこの白紙撤回をしろというようなことをしないで、私た

ちはそういう地域住民から出る求めに応じて、視察等も実施している中でございますので、

市長の方針どおりに、説明したとおりにそういうような合意に向けて努力をしていくと、こ

のようなことにございます。 

  それともう一つ、２月25日に、皆さんに出してあるとおりでございますので、これでご理
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解をいただければと、このように思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○１０番（森 良雄君） ２月25日の資料は本年度中に結論が出なかったらと言っているんだ

けれども、どうなんだ。 

○議長（堀江昭二君） それでは市長。 

○市長（大城伸彦君） 森議員さんから最初のご質問があったところに、さっき答えているわ

けです。聞いていてください。したがいまして、当面は合意に向け最大限の努力を行うとと

もに、今後の方向性については改めて２市の準備会において検討、協議したいと考えていま

すというのは答えているんです。何回言えばいいんですか。 

○１０番（森 良雄君） これが進行と言うの、２月25日の資料。これは、内田議員と一緒に

やっているんだ。市長だけれども、市長はもうおやめになるんでしょう。 

○議長（堀江昭二君） それは関係ないでしょう。そういうことは関係ないでしょう、それは。 

  再質問。 

○１０番（森 良雄君） 要は、今までの質問の経過からいくと、2007年12月議会の後、現在

に至るまで、堀切地区及び周辺地区との話し合いは何もされていないんではないんですか。

していますか。確認します、まず。 

  それは、この議会が始まった２月25日のこの資料で、12月議会の後何をやっていたか、何

も書いていないと思うんですけれども。まずそれを確認します、何をやっていたのか。 

  市長さんは、新年号の広報いずでは検討を進めていくということを言っているわけですか

ら、何もやっていない。それできょうは14日で、本年度末と言ったらあと半月しかないわけ

です。 

  それで、堀切の人たちが一番心配しているのは、賛成、反対で今度の堀切地区の総会で割

れるということを心配しているんです。割れさせますか。私も初めから言っているんです、

この意見は割れるであろうと。堀切の方たちは最初から心配していました、この件について。

いわゆる堀切区民の賛成、反対で態度を表明しなければならない。当然、この資料で堀切区

の代表的な方たちは全員ではないです、半分近い方が署名して出しているわけですから。そ

ういう方はこれが区の機関としての決定事項でしたら反対するでしょう。しかし現実には、

賛成派も一生懸命賛成派をふやそうとする活動をしているわけですから、当然割れる。僅差

で割れるでしょう、そこまでやらせますか。 

  基本的に、12月議会のときに私も言ったと思いますけれども、こういう問題はお金で解決

するということもあるわけですけれども、例えば堀切にいろいろ援助をする場合、伊豆市が

やらなければならんわけです。人口５万人の伊豆の国市がどこまでタッチするのか。私の疑

問から言わせれば、伊豆の国市はどこまでやってくれるんだというところまで話し合いが進

んでいるのかどうか、ぜひお聞きしたい。２点です。 

  堀切区を割らせるか。コミュニケーション内で対立を起こさせるか。そこまでしてやるの
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かということと、もし賛成になった場合、堀切に優遇措置、なぜこういうことを言いますか

というと、今度伊豆聖苑ができます。日向には1,000万円だけではないんです。あの伊豆聖

苑の建設問題が起きてから、僕は恐らく１億円ぐらいの財政導入がさているんではないかと

思うんですけれども、堀切にだってやらなければいかん。そういうことを伊豆市だけでやる

つもりなのかどうなのか。できないんではないかと思うんですけれども、伊豆の国市はどこ

まで関与をしてくれるのか。そこまで考えているかどうかをお伺いしたい。 

○議長（堀江昭二君） 市民環境部長。 

○市民環境部長（福室恵治君） 先ほどの打ち合わせの内容でございますけれども、議員さん

の手のほうに配付したとおりで、これがすべてでございますので、うそも隠しもなくすべて

これに書いてありますので、これで御判断願えればということで思いますので、よろしくお

願いいたします。 

  それから、賛成、反対といいますか、ちょっとそこまで私たちは判断はしておりませんが、

的確な判断材料を求めている人たちもあるということを聞いておりますので、その人たちが

賛成なのか、反対なのかはその人の考え方によるでしょうから、私たちはそういうような的

確な判断材料を求めている人たちについては、資料提供をしているというところでございま

すので、その方たちの判断にゆだねたいと思っております。 

  それから、伊豆の国市の関係でございますが、住民課の中でこれは広域のごみ処理をつく

るということの中で進めているところでございますので、ご安心願えればと思っているとこ

ろでございます。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

○１０番（森 良雄君） ご安心ということですけれども、２月25日の資料からいくと、では

結論は今月中に見えるのかなというふうに展望しておいて、次に移らせていただきます。 

  次に、また順番変えますけれども、駅前に行きたいと思います。 

  正直言いますと、駅前の開発はさっぱりわからないんです。駅前に幾らお金を投入されて

いますか、今まで。平成18年度には修善寺駅周辺整備事業で935万円使われているわけです。

まずこれは何に使ったのか、もう一度お伺いしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  次に、平成19年度です。今、修善寺駅周辺整備合意形成事業3,500万円の予算が組まれて

いるわけです。それで1,953万円が繰り越されたんです。これを確認します。このまず3,500

万円は何をしようとしたんですか。この3,500万円の予算を組もうとするからには、少なく

とも何かをしようとする考えがあったんだと思うんですけれども、仕様書とか業者の打ち合

わせ内容について教えてください。何をしようとしたのか。 

  それで、1,500万円が使われたわけです。1,500万円の成果は何かあったんですか。それを

ちゃんと説明してください。 

  それで、ことし平成20年度の予算として、修善寺駅周辺整備計画策定業務委託料が2,000

万円組まれたわけです。これは何をしようとしているんですか。何を求めているんですか。
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当然、何か成果が欲しいから2,000万円の予算を組んだわけでしょう。合計すると私の計算

が間違いなのかどうか知りませんけれども、6,000万円超えているんではないかと思うんで

す。この駅前周辺整備計画とはどんな計画なんですか。事業規模はどんなものなんですか。

例えば、あそこのゲートボールをやっているところ、あれはそっくり残すんですか。要する

に、ゲートボールをやっている人はここは大変関心持っているわけです、私たちはゲートボ

ールを続けられるのかどうかというような。ゲートボールは保証しますとかと言ってもらい

たいんですけれども。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） お答えいたします。 

  平成18年度、19年度につきましては今ここに手持ち資料ございません。企画部長がわかっ

ておりましたら、また答えさせます。 

  平成20年度の計画については企画部長から答えさせます。 

  もう一つ、駅前に何をしようとしているのかというご質問に対しては先ほどお答えいたし

ました。ご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） まず、平成18年度の900万円のお話でございますが、基本的に修

善寺駅前の、当時は周辺という言い方をしておったわけでございますが、その周辺において

当時トンネルをつくろうとか、あるいは県道を拡幅して３車線化をしようだとか、そういう

ような、それと駅前の整備をしようというようなそれぞれの地域から出された案がございま

した。果たしてそれが可能かどうか、こういったものの調査をしたわけです。 

  結果的に、地域との話し合いの中で、地域とそれから我々行政のほうの判断の中で、県道

敷については県の所有が当然あるわけですので、非常にこれは難しいという判断。それから

トンネルについては相当の事業費と、それからかなりの時間がかかるというふうなことがご

ざいまして、これについては断念して、結果的には駅前だけに重点を置いたという計画をつ

くろうということになって、平成19年度にその部分の一部を発注して実施してきたわけでご

ざいます。 

  それは、では平成19年度はどういうことかと言いますと、駅前を開発するについてどうい

うことが一番可能なのか。当然、これは地主である伊豆箱根さんほかの方々の合意が必要だ

ということから、それらの調査を進めてきたということでございます。 

  ですので、結果的には今現在も伊豆箱根さんとたびたび交渉しておるわけでございますが、

中身としては前にもお見せした資料のとおりでございまして、駅前とそれから北口、南口を

どういうふうにつないだらいいかというようなこと、それから今おっしゃられているゲート

ボール場は、駅前広場としての都市計画決定の段階での内容でございましたので、その駅前
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広場をどういう活用ができるのかというようなことを踏まえて検討してきている。 

  なお、今、今回平成20年度に繰り越したという経緯がございますが、これにつきましては、

平成20年度の部分についてまだ現在伊豆箱根さんの敷地内、軌道敷といいますか、その中の

地質調査、それから現地測量、こういったものをやっておりますので、ちょっと時間がかか

っているということでございます。 

  ゲートボール場の問題については、一応、地域の方々のほうには話をしてございまして、

将来的にゲートボール場を何とか確保してくれというお話は聞いておりますので、その点に

ついては内々には進めております。 

  もう一点、なぜこうやってある程度地権者と合意がなされなければできないかという状況

が実はあります。これはなぜかと言いますと、まちづくり交付金というのは５年間という決

めがございます。ですから、ある程度地権者との合意が得られるという状況がないと、実際

問題、事業着手して数年かかるわけですので、この５カ年の中でやるということになります

と、申請してから５カ年間という定めがありますので、できるだけこれを、45％の補助金の、

まち交の交付金の確定が出ましたら事業着手をしたいということがありますので、そういっ

た意味で極力狭めて、ある程度確実なものにしていきたいという状況がありましたものです

から、こういうような状況になっているということをご理解いただければと思います。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

○１０番（森 良雄君） はっきり言って全然わからないです。わかっているのは、南と北を

結ぼうとする考えがあるんだと、それはわかった。前にも言ったように、高架にするのか、

単なる歩道にするのか、そういう基本的な考えもどうも決まっていない。しかし、現実には

平成18年度に935万円使われているわけです。平成19年度も1,500万円使われているわけでし

ょう。何も結果はわからないんです。さらに残りの2,000万円も使うわけでしょう。そして

今年度また2,000万円予算を組んだわけでしょう。6,500万円近い財政が投入されるんです。

何をしようとするのか。それが判然としない。ゲートボール場を残したままあそこの開発が

できるんですか。何をしようとしているんですか。立体駐車場でもつくろうとしているのか、

駅舎を改築しようとしているのか。 

  先日お伺いした市役所の調査費は600万円で、25億円の市庁舎をつくろうとしているわけ

でしょう。6,500万円の調査費だったら幾らのあそこは開発をするんですか。一体何を考え

ているんですか。お答えください。 

○企画部長（渡邊玉次君） 特に、鉄道の軌道敷の場合、かなり許可とかそういう問題が当然

出てくるわけです。ですから想像以上の金がかかるというのは、我々も認識はしておったわ

けですが、いずれにしましても、それらのことを全部クリアして最終的に設計に入ると。基

本設計、これに入る。その次に実施設計、一般的にはこういう流れですので、当然、今回の

ような場合には、もともとがでは駅前をどうするかという段階で地元からの多くの要望があ
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ったわけですから、それらを整理して、最終的にではこの方向でいこうと、それが基本構想、

基本設計、実施設計となるわけですから、森議員さんも非常にそういう点はお詳しいようで

すからおわかりだと思いますけれども、そういった部分でお金がかかっているということは

事実だと思います。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 森議員、次へ行ってください。 

○１０番（森 良雄君） 何もわからないまま次へ行かざるを得ないんですか、厳しいですね。

議員の皆さん、駅前で何をやろうとしているのか、おわかりになりましたか。 

  次、虫歯について簡単にお伺いしたいんですけれども、多少フッ素洗口には有意性がある

というふうに理解してよろしいでしょうか。まずそれを１点お伺いします。 

○議長（堀江昭二君） 教育長。 

○教育長（室野純司君） 私はあるというふうに思っています。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

○１０番（森 良雄君） 私もいろいろ資料を見た限り、フッ素洗口については有意性はある

というふうに判断してこの質問をさせてもらったわけですけれども、現状、中学校ではまだ

だというようなことですね。なぜまだかというのも、理由も大体理解はできるんですけれど

も、歯というのは一生の健康を左右する大きな要因であると。それと、健康を守るというこ

とは、先ほどお話いろいろ出てきたと思うんですけれども、家庭の生活環境、親のそういう

意識が大変大切だと。どうも歯を守る、うがいをするだけでもいいんだというような声もあ

ったもので、中学校でもやるようなお考えはないでしょうかどうか。できれば、後の人に進

言していきたいぐらいなことを言ってもらえたらと思うんですが。 

○議長（堀江昭二君） 教育長。 

○教育長（室野純司君） 中学校で実施しているところは、先ほど伊豆の国市の話をしました

けれども、まだ県下で本当に10校足らずの状況でございますので、まだ伊豆市では検討段階

に入っていないというふうに考えています。ですから、今後のことについてはわかりません

けれども、検討はしていきたい。ただ学校の状況で、学校で一斉にやらなければなりません

ので、そういった面で果たして時間確保の面なんかもどうなのか。いろいろ条件があります

ので、今後検討していきたいとは思っています。 

○議長（堀江昭二君） 次、行ってください。 

  森議員。 

○１０番（森 良雄君） 虫歯の件、歯は一生健康でいるための重要課題だと思いますので、

実施には困難を来すと思いますけれども、この質問の前提は成人式のときに虫歯を調べたら、

フッ素洗口が非常に有意性があったというような結果が見えたようでしたので、させていた

だきました。ぜひお願いしたいと思います。 

  次に、通学費に移らせていただきます。 
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  通学費、いつもくどくど聞いて申しわけないんですけれども、これも広報いずで調べたん

ですけれども、広報いずをよく見ると、キロメートル単位で2,000円お支払いいたしますと

いうことが、どうもこちらでは抜けていたように思いますもので、できればもう一度、再度

キロメートル単位ですということを一般市民の方にお知らせしていただければと思うんです。 

  それと、土肥地区の方には誤解があるんではないかなと。将来は前に戻るというようなお

考えもあるようなんで、もしそういうお考えがないんだったら、これが最終案だというよう

なこともぜひＰＲしていただけたらと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（堀江昭二君） 教育長。 

○教育長（室野純司君） 2,000円のことについては一応ないようですので、またそれはちょ

っと広報したいと思います。 

〔「書いてあるの」と言う人あり〕 

○教育長（室野純司君） 書いてあるそうですけれども。 

  土肥地区ですけれども、これは別にもとへ戻すとか、土肥地区の状況へ戻すということは

私ども全く考えていません。もちろん今回のこの補助制度については、これは平成20年度か

ら実施いたしますけれども、これを進めていく中で、また検討は今後ないとは言えない。で

きるだけ、財政の許す限り、私どもはやっぱり通学費補助はしていきたいというふうには考

えていますので、現状では、今のところ平成20年度からは今回の方式でしばらくは進めてい

くと、そういうふうに考えています。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

○１０番（森 良雄君） わかりました。 

  ぜひ、次は市長さんもかわるようですので、子育ては子育ての社会化なんていうのが叫ば

れておる時代ですので、新しい市長さんに期待して次に移りたいと思います。 

  次、アスベストについて１件だけ確認します。要はこの質問の趣旨なんですけれども、自

治体によっては、いわゆる６種類のアスベストです、調べているところもあるようなんです。

ただ、調べていないからどうのこうのという気持ちはありません。要は、伊豆市は最初にし

か調べていないんですねということだけ確認したいと思いますので、お願いします。 

○議長（堀江昭二君） 企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） 森議員さんのおっしゃられるとおりでございます。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

  ３分ちょっとですからまとめてください。 

○１０番（森 良雄君） 次、では電子入札のことをやりたかったんだけれども、特養につい

てお伺いします。 

  特養というのは幾らつくっても次から次へと待機者が出てくるんです。それで、現在特養

を追加する気がないというお考えのようですけれども、私はいつも言うのは、待機者という

のは、それなりの必要性があって待機しているんだと思うんです。今の計画が終わった後つ
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くろうというような考えもないのかどうなのか、お伺いしたい。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） 健康福祉部長に答えさせます。 

○議長（堀江昭二君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（内田政廣君） 特別養護老人ホームにつきましては、市長が申し上げました

ように、今現在で一応整備計画は達成しております。確かに、待機者と言われますのは、こ

れは申込者というように理解していただければいいと思うんですけれども、今現在、平成21

年度からの３年間の介護保険の第４次計画を、今、国が基本構想を策定しているところでご

ざいます。これによりますと、特別養護老人ホームに入っていただく方については重度の方、

介護度の４、５、これらの方を重点的に今後はしていこうと。そして軽い方については在宅、

もしくはそれに近い形、一時であるとか、あるいはグループホームであるとか、そういった

ものを市町村の判断によって整備していこうという、そういう方針のようでございます。 

  したがって、国・県の求める整備計画の中では、今の時点では達成していると。ただ、特

養をふやすということは、介護保険そのものに、保険料にも影響しますし、いろいろなバラ

ンスがございますので、それらのバランスを考慮しながら次の第４次計画の中で整備計画を

作成していきたいという、そのように考えております。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

○１０番（森 良雄君） 市長さんもおやめになって、部長さんも何かあと１年ぐらいだとお

聞きしたもので、後のこと聞くのもちょっと酷かなと思うんですけれども、もし国のほうが

平成21年度からということになると、今年度中にある程度の計画が出てくると思うんですけ

れども、私は常々特養の設置率は３％は必要ではないのかというようなふうに考えているわ

けですけれども、もし国の方針が多少でもふえれば、伊豆市としても新設は考えなければい

けないのかなというふうに思うんですが、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（堀江昭二君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（内田政廣君） そのとおりだと思います。 

○議長（堀江昭二君） これで森議員の質問を終了します。 

 

◇ 木 内 一 郎 君 

○議長（堀江昭二君） 次に、17番、木内一郎議員。 

○１７番（木内一郎君） 17番、木内一郎です。 

  通告に従いまして、２点質問をさせていただきます。 

  １点目は、伊豆市職員の削減に伴う行政組織機構改革をどのようにお考えであるかと。 

  伊豆市の職員数は10年間に110人の削減計画に基づき、平成19年度までの４年間に60人が

削減され、現在462人程度と思われます。今後の職員削減計画推進に当たって、市民へのサ
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ービス低下にならないよう一層行政の効率化、事務の簡素化が求められる。平成20年度はど

のように機構改革を行う予定かをお伺いしたい。 

  ２点目、伊豆市清掃センターの現状と新焼却場の早期完成を願うものですが、現在の焼却

場は築後20年以上が経過し、既に耐用年数は過ぎています。それなりに市は多額の修繕費を

かけている。しかしながら施設の老朽化は否めない。風向きにより、においや洗濯の汚れが

出るということに悩んでいるといううちもありますが、この点については市の適切な対応、

早期対応によって、それほどの不満を強調しているようなところは今のところ見られません

が、施設の老朽化については非常な懸念を持っているわけでございます。新焼却場施設を見

学するたびに新施設の早期完成を願うものです。今後も新焼却場が完成するまでは十分なメ

ンテナンスをすることとあわせて、一日でも早く新焼却場の完成を住民は願っております。

この点について市長のお考えをお伺いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの木内議員の質問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 木内議員のご質問にお答えいたします。 

  まず、職員削減に伴う行政組織機構改革についてですが、これは先ほど飯田正志議員のご

質問にお答えしたところですが、職員数については平成25年で400人を目標にしております。 

  機構改革の概要を申し上げますと、少子化対策、保育園の民営化、幼保一元化の検討等の

ためにこども課を設置します。また、農林土木と一般土木を建設課に置き、関係の深い事業系

の業務を集約しようとするものであります。いずれにいたしましても、国・県からの権限移譲

により毎年業務がふえ続ける中、職員は削減していかなければなりませんので、市民にとっ

てわかりやすく、スリムで効率的な組織を絶えず見直していくことが必要と考えております。 

  続きまして、２点目の伊豆市清掃センターの現状と新焼却場の早期完成についてお答えい

たします。 

  ご指摘のにおいや洗濯物の汚れ等につきましては、直ちに改善を完了し、毎年地区区長等

の立ち会いで行われる検査では問題になるような結果は出ておりません。今後ともさらに最

善の維持管理をすべく努力をしているところであります。 

  さて、新焼却炉の早期完成につきましては、議員ご承知のとおり、これまでの取り組みに

つきまして２市の準備会で精力的に検討、協議するとともに、推進に向け鋭意努力し取り組

んでおります。しかし、現状は厳しい状況であり、さきのご指摘にもありますように、施設

整備は喫緊の課題ですので、引き続き合意等に向け最善の努力をする考えであります。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 再質問ありますか。 

  木内議員。 

○１７番（木内一郎君） 行政組織については絶えず見直しをして、やっていきたいというよ
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うなご答弁ありましたけれども、ぜひこの点は大事なことですので、お願いしたいと思うわ

けですが、行政の一般的な傾向としては、年がたつにつれて行政は拡大していくということ

で、それに反比例して人数を減らすわけですから、相当に難しさもあると私は思うわけです

が、私は組織を改革するということと同時に、職員の意識改革をどう図っていくかというこ

とについて考えていかなければならないと常々思うわけですが、この点について市長のお考

えをお聞きしたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 議員おっしゃるとおりだと思います。意識改革なくして行財政改革は

進まないと思います。意識改革をどうやってやるかという手法はいろいろあると思いますし、

今後、ぜひ先ほど来森議員が、私はやめる、やめると、３回か４回ぐらいおっしゃられまし

たけれども、続けてやっていただきたいと、そんなふうに思います。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 木内議員。 

○１７番（木内一郎君） ぜひ、何といっても職員の意識改革ということはもう大変重要なこ

とですので、よろしくお願いしたいと思うんですが、最初の答弁の中に、少子化対策とか幼

保一元化とか、それから農林土木の一元化とか、いろいろ大事なことが出ましたけれども、

こういったことについて、行政を挙げてぜひ取り組んでいただきたいということを願って、

第１問の質問を終わりたいと思います。 

  それから、第２点でございますが、施設の老朽化ということで、平成20年度予算を見ても

施設改良工事7,000万円ぐらいの予算が組まれていると。私は地元として、こういった改良

工事費を入れてくれるのはありがたいなということを思いながらも、毎年、その他のものを

入れると相当な金額を使っているわけですので、これをそのまま続けていくのかということ

には痛しかゆしの気がするわけでございます。そんなことで、ぜひ地元としては、新施設の

建設に向かって地元の理解もしていただきたいということをお願いしまして、質問を終わり

ます。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 以上で木内一郎議員の質問を終了します。 

  それではここで休憩に入ります、１時まで休憩します。 

 

休憩 午前１１時４３分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（堀江昭二君） それでは休憩前に引き続き会議を開きます。 
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◇ 室 野 英 子 君 

○議長（堀江昭二君） ８番、室野英子議員。 

○８番（室野英子君） ８番、室野英子です。 

  議長にお許しをいただきましたので、一般質問をいたします。 

  平成20年度予算について。 

  平成20年度予算は厳しい財政事情の中で、熟慮されて立てられた予算であると存じます。 

  福祉に係る分野で重点を置かれたものは何ですか。また、少子化対策ではどうですか。 

  （２）12月に日赤の病院長との面談の折に、地方に来てくれる医師の確保のために財政的

支援をいただきたいという話が出ています。どのように検討されているのか、伺います。 

  ２点目です。伊豆市の子供たちの健全育成について。 

  科学や技術が進歩した現代社会では、自宅にいながらにしてインターネットで、光ファイ

バーで世界じゅうにつながる利便性がもたらされました。しかしながら、インターネット社

会は、私たち大人の知らないところで、大人を介することなく無防備な子供たちが簡単に社

会とアクセスしているという状況も生んでいます。社会の変化に一般の私たちが戸惑いを覚

える中で、子供たちの将来がどのようになっていくのか、不安は尽きません。 

  （１）テレビゲーム、携帯電話など、バーチャル社会のもたらす弊害から子供を守るため

に、周囲の大人のできることは何だとお考えになりますか。 

  （２）自分を見失わない強い子供になるために、私たち大人のできることは何だと思われ

ますか。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの室野議員の質問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 室野議員のご質問にお答えいたします。 

  まず、平成20年度予算についてでございますが、平成20年度の少子化対策、子育て支援重

点事業といたしましては、民営化した私立柏久保保育園の開設により、生後２カ月からの乳

幼児保育や一時保育、延長保育等の特別保育をさらに充実いたします。また、妊婦健康診査

の公費負担につきましても現在の２回から５回に回数をふやします。また、次世代育成行動

計画の見直しのためのアンケート調査を実施し、子供の生活態度や子育て支援に関する要望、

意見などを把握し、平成21年度に計画の見直しを行います。 

  少子化対策に決定的なものはありませんが、今後も各種施策を実行し、少子化の流れを少

しでもとめられるよう努力してまいります。 

  次に、２番目の伊豆赤十字病院への財政支援は、産婦人科医師について議会のご協力もあ

り、２月に１名の産婦人科医を採用し産科外来を再開でき、ほっとしているところでありま

すが、内科、外科、泌尿器科の医師も不足しており、医師確保のための活動をなお続けてい

るところであります。伊豆赤十字病院は伊豆市に限らず伊豆中南部地域唯一の産科を有する
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病院として、また健診や予防接種など行政と連携し地域医療に貢献しており、なくてはなら

ない病院であります。だれもが身近に感ずる地域の医療機関として、地域医療に従事する医

師や看護師などが働きがいのある環境の整備が求められており、医師不足対策の一つとして

勤務が過剰となる勤務医師の労働環境や待遇改善が挙げられますが、伊豆市として財政支援

も含めてどのような支援が必要なのか、また可能なのか、検討する必要があると考えます。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 次に、教育長。 

○教育長（室野純司君） それでは、２点目の伊豆市の子供たちの健全育成についてお答えを

いたします。 

  最近多発している家族間の凶悪事件など、一時代前には考えられないことでございました。

暴力ゲーム等でぶっ殺すだとか、あるいは死ね、これなどの言葉を平気で使う子供もいると

か聞いています。主人公の役割を演じながら暴力体験、そのため暴力を振るうことになれ、

その結果、現実社会で怒りを感じたとき暴力行為をとりやすくなっており、凶悪行為に対す

る抵抗力が弱くなっているように感じます。 

  バーチャル社会の出現は、児童生徒に大きな影響、それも悪影響を及ぼしていることは議

員ご指摘のとおりでございます。警視庁でも、平成18年４月６日にバーチャル社会のもたら

す弊害から子供を守る研究会を発足させ、ネットにはんらんする性や暴力情報、子供のゲー

ム依存、携帯電話のもたらす弊害、子供への性犯罪を引き起こす原因の法制化に向けて協議、

問題提起と対応策を打ち出しております。 

  報告書は業界団体や関係者はもとより、保護者、学校を含めて、子供を守る方策について

の社会的な合意づくりを早急に進めることを提言し、その上で家庭には携帯電話やゲームの

使い方について、具体的で明確なルールを定めておくように提案をしております。新しいメ

ディアの危険性の認識が深まるよう、学校、警察、地域は啓発活動を強化、促進する必要が

あると考えています。 

  これだけメディアがはんらんしてしまった社会では、もう、うちの子は大丈夫とは言えな

い状況に子供たちは置かれています。その点を家庭では認識をし、まずは子供と素直に話し

合うことが急務であるというふうに思っております。 

  次に、２点目の自分を見失わない強い子になるために大人が何ができるか。こういうご質

問ですが、こうすればいいという端的なお答えは私にはちょっとできません。私は、これら

のことを含めた豊かな心の育成のため、合併以来、かかわりの力の育成を教育委員会の重点

として学校現場にお願いをしてまいりました。 

  成長期の子供たちは、多くの人や物や事、自然などとのかかわりによってたくさんの気づ

きを得ます。その得た気づきを友だちや教師と交流し合い、自分を形づくっていくように思

います。子供たちには多くのかかわり合いを持ってほしい。こんなふうに願っています。大

人の方には、子供たちのそういった活動に積極的に参加してほしいと、こうお願いをしてい
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るところでございます。今、大人ができることは何かというよりも、大人がしなければなら

ないことは子供の見本になるような生活をすること、これが第一だというふうに考えており

ます。 

  ささいなことでお願いをしたいことは、しかる、あるいは褒めるということを含めたあい

さつ運動の声かけ運動、これをぜひ皆さん方に推進していただきたい。こうして子供たちは

声をかけられることによって市民によって守られている、あるいは市民から期待されている

自分を感じるようになるんではないかと、そんなふうに思っています。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 再質問ありますか。 

  室野議員。 

○８番（室野英子君） 再質問をさせていただきます。 

  厳しい財政事情の中で、本当に福祉分野にだけ予算を持ってくるということは大変できな

いことですけれども、少子化対策については本当に決定的なものを打ち出すような努力をし

ていただかないと、女性が子供を産みたい、育てたいと思うような状況はなかなか生まれて

こないと思うので、ぜひ勇気を出して、子育て支援対策のほうに決定的なものを今後打ち出

していってほしいと望んでいます。 

  日赤の医師の不足のことですけれども、これは本当に伊豆市だけの財政でできることでは

ありませんけれども、ぜひ西伊豆町とか下田市とか、近隣の町村に呼びかけて、都会から、

この環境のいいところでお医者さんをやってくださるような、若い気持ちのあるお医者さん

を引っ張ってくるための努力をしていただきたいと思います。 

  その点について、ご所見をお願いします。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） お答えいたします。 

  少子化対策について先ほど決定的なものは何があるのかと、どうやったら決定的になるの

かというのはまだ模索中であります。何かこれをやればいいというのがあったら、ぜひご提

案いただければと思います。 

  日赤の医師について、先般議員さん方が要請したことに対して、日赤の院長さんから、産

科医の確保と同時に将来に向けて財政支援を検討してくれという、非公式ではありますけれ

どもということで、お話がございました。伊豆市として財政支援、どこまでできるかという

ことはこれから精査していかなければならないし、議員おっしゃるように、これは伊豆市だ

けの問題ではなくて、中南部を含めてその辺も、今お話のあった西伊豆町とか南側の市、あ

るいは町にもお願いをして、どれだけやっていただけるかなと、そんなことを考え始めたと

ころであります。まだ具体的な行動になっておりせん。 

  それともう一つ、私はこの病院に対して、これは全く私の私案です。行動していませんけ

れども、もう少しこの部分はアメリカ社会のように民間の方のご寄附を願えないかと。この
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地域の自分たちの生命を、あるいは医療を守っていただける病院として認められるならば、

寄附を募って、それがどの程度集まるかわかりませんけれども、そういうＮＰＯみたいな組

織ができて、日赤を支援して、そして議員おっしゃるような医師に来ていただけるならば、

それはいいんではないかと、そんなふうに今漠然と思っているわけでございます。意のある

方が手を挙げてそういう行動をとってくれたらなと、そんな期待を込めて思っております。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 再質問ありますか。 

  室野議員。 

○８番（室野英子君） 教育長さんにお願いします。 

  現在、小学生の４分の１、また中学生の60％以上、高校生ではほとんど全員が携帯電話を

所持していると言われています。最近ある講演会で、大人が余りに実態を知らな過ぎるとい

う指摘がなされました。子供たちは随分私たちよりもいろいろなことを知っているというの

です。 

  例えば、スタービーチという出会い系サイトがあるということも、私は出会い系サイトも

知らなかったんですけれども、東京に行くと本当によくまちで大きい看板を見かけて、それ

がそうだったということも、そういう看板は見たことがあったけれども、そういう出会い系

サイトの看板であるということも知りませんでした。 

  子供たちは親や、もしかしたら先生方よりもそのようなサイトとか、そういうことには詳

しいのかもしれません。大人の媒介がなくて簡単に子供が直接アクセスできるという現代社

会であり、そのような危険からいろいろ問題が発生しています。ほんの少しの興味や好奇心

から、危険な目に逢っている青少年がこの伊豆市にはいないとは言い切れないと思います。 

  ちょうどけさ、ＮＨＫの静岡放送でも、全国ｗｅｂカウンセリング協会の安川雅史さんと

いう方がネットいじめ対策についての話をしていました。全国ｗｅｂカウンセリング協会と

いうところには、学校裏サイトなどの書き込みによるいじめの相談が昨年だけで1,000件も

あったと言われました。簡単に学校裏サイトにアクセスできるという事実も私はそのとき始

めて知りました。大人の目の届かなかったところで深刻な事態が進み、先日ネットのいじめ

による生徒の自殺も報道されました。教育長さんもおっしゃっていたように、うちの子は大

丈夫だと言えない時代になっています。 

  このような情報を大人が、特に多くの母親は知らな過ぎるという現状について、どのよう

にお考えになられるでしょうか。 

○議長（堀江昭二君） 教育長。 

○教育長（室野純司君） 議員が知らないとなると私はなお知りません。私は正直言って、よ

くブログなんて言いますけれども、それも自分では開いたこともないし、また見方も余りよ

く知らないというのが実情でございます。私自身の教育をだれがしてくれるのかと言ったら、

実際には自分で勉強するしかないのかなとも思っています。前回でしたか、このことについ
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てのご質問に、私答えたような気がするんですけれども、こういう携帯、あるいはパソコン

等がはやった中で、子供たちに使うなということはもう今の時代無理だろうと。要するに、

学校での指導も使わないようにということではなくて、いかにそれを健全にいい方向に使う

かの指導をこれからしていきたい。 

  ただ、議員が言うように、どれだけ要するに情報提供して親に知らせるかということにつ

いては、親がそれだけの興味を示さなかったら頭に入ってこないんです。要するに、例えば

僕自身がどうも余り知りたくないと思うと勉強しないと同じように、親自身も本当に自分が

それに興味があれば、きっとどういうふうにしたらいいかということを考えるんでしょうけ

れども、今はなかなかそういう時代ではない。学校のほうでは子供たちに悪影響を及ぼさな

いために、学校便り等を通じて、こういうことについてはぜひ親も注意してくださいと、こ

ういう呼びかけは現在しています。しているけれども、それより詳しい情報をどの程度出す

かというのは、なかなか難しいところがあるのかなというふうに思います。 

  ですから、私ども考えていますのは、要するに、もう少しもとの段階で、子供たちのパソ

コンなり携帯等については悪い情報が流れないような、何というんですか、今そういうとめ

るようなことがあるんでしょうか。そんなことも聞いていますので、そういう法制化という

んでしょうか、そういうものに向けて私はやってもらうのが一番のいい方法かなと。要する

に、私ども教育委員会でやる力にはかなり限度があるかなと、正直のところ考えています。 

  今、議員がおっしゃいますように、伊豆市で全くそういうパソコンあるいは携帯等につい

ての被害がないかと言ったら、そんなことはございません。実際に私どものほうにもそれに

対する情報が入っていますし、この前の議会の質問にもお答えしましたけれども、書き込み、

何の書き込みなんですか、パソコンでしょうか、による子供へのいじめというのは実際にご

ざいました。そういうことについても学校ではそのために指導はしていますけれども、なか

なか難しい。今後学校とも相談しながら、より親への啓蒙活動というのはしていかなければ

いけないんではないかな、そんなふうには考えています。 

○議長（堀江昭二君） 室野議員。 

○８番（室野英子君） 私も教育長さんと同じような考えなんですけれども、今出ましたフィ

ルター機能というんでしょうか、そういうものを小学生の子供に持たせるときに、フィルタ

ー機能を上手に親が使うということとか。 

  子供がテレビゲームとかそういうことで、バーチャル的な殺人とかそういうことも小学生

のときにもう8,000件人を、命を殺す。また、小学校で８万件で、中学を卒業するまでに10

万件の命をバーチャル社会では殺しているというので、命に対するハードルが非常に低くな

っているので、命に対する痛みが少ないとか、そういうような危険はどういうふうにしたら

何とかなるのかなと思うんですけれども。 

  携帯のフィルター機能とか、家庭で子供と話し合うための方法とか、そういうことを家庭、

地域、学校で何とかもうちょっと徹底するようなことは大変難しいと思うんですけれども、
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何か親に任せておくだけではとても心もとないので、何とかならないかなと思っているので

すが、いかがでしょうか。 

○議長（堀江昭二君） 教育長。 

○教育長（室野純司君） 教育委員会にもパソコンに詳しい人間がいますので、そこらあたり

と相談して検討していきたいというふうに思います。 

○議長（堀江昭二君） これで室野英子議員の質問を終了します。 

 

◇ 山 下   一 君 

○議長（堀江昭二君） 次に、６番、山下一議員。 

○６番（山下 一君） ６番、山下です。 

  県営一般農道について市長にお伺いします。 

  この一般農道は平成２年着工以来、ことしで17年経過いたしました。起点が中伊豆持越地

区より修善寺田代地区までの基幹農道です。第１期工事は平成16年度で終わり、現在第２期

工事に入っております。この期間は平成17年から22年度までの６年間で、予算額は約６億円

で、すべて県単の事業となっています。 

  未着工の中伊豆西地区より修善寺田代地区の測量は完了し、土地交渉も一部を残し了解を

得ています。しかし、工事金額の実績が、平成17年度が2,500万円、18年度3,500万円、19年

度7,000万円で、20年度は１億1,000万円と聞いております。大見川にかかる橋だけでも１億

7,000万円かかるそうです。 

  第２期工事でこの事業は打ち切りと聞いておりますが、今までの進捗状況を見たとき、平

成22年度までの３年間で全線開通が可能か非常に危ぶまれます。 

  今後の計画をお伺いいたします。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの山下議員の質問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 山下議員のご質問にお答えいたします。 

  県営一般農道の早期開通についてでございますが、県営一般農道中伊豆修善寺地区につき

ましては平成２年度に半島振興法の指定を受け、県営事業として実施をしております。全長

が4,106メートルのうち、平成18年度で第１期地区が完了し、現在第２期地区の残り916メー

トルの工事に入っております。今後の計画は平成20年度に用地買収を完了し、平成21年度か

らは道路工事及び大見西川と大見川にかかる橋梁工事に入ります。平成22年度には大見西川

にかかる橋梁の完成、平成23年度には全線開通する計画であると県から伺っております。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 再質問ありますか。 

  山下議員。 

○６番（山下 一君） 計画は、今お伺いしたとおりにやってもらえれば非常に結構だと思い
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ますが、いずれにしましても、全額県の予算でやる事業でございます。今までが平成２年度

が着工という、今まで17年間経過しての結果が今、事業が今の西地区でとまっているわけで

す。私がなぜこのことを質問しますかと申しますと、このままいくと、ここの計画どおりに

いかないです、今までの実績からいって。６億円かかるのが、私さっき金額を言いましたね。

平成20年度が例えば１億1,000万円予算がとれたとしても、２億4,000万円、残りの２年間、

平成23年度までです。で３億6,000万円、本当にこれだけの予算を県が出してくれるのかど

うかと、非常に危ぶまれるわけです。 

  なぜこうなっているかと言いますと、これは中伊豆町時代からの事業でございますが、県

がやってくれるのだから、やってもらっただけでもうけものだというか、何かそんなような

地元の負担がないということで、それで工事が遅々として進まなかったわけです。前に、こ

れは伊豆市になってからですが、起点の持越の橋がかかったわけですが、あのときも２年が

かりであの橋ができたわけです。そういうことを勘案しますと、これからの県への働きかけ

というのは非常に重要になってくるわけですが、これを本当にこの年度内に平成23年度まで

の中で開通させるためにこの働きかけ、今までのとおりにいかないもので、どうしてもここ

の年度でやるんだということの、その辺が本当に計画どおりにいくのかどうなのか、お伺い

します。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 山下議員のおっしゃるとおりかと思います。いくか、いかないか、こ

こで私に答えろというのは大変難しいことですが、今後どのようにやったらいいか、その辺

につきましては観光経済部長に答えさせます。 

○議長（堀江昭二君） 観光経済部長。 

○観光経済部長（鈴木直道君） それではお答えします。 

  先ほどの市長の答弁のとおり、あくまでも県営事業で実施しているものですから、計画に

ついて県に伺った中身につきましては、先ほど言ったように、平成23年度で全線開通という

お話を承っております。ただし、今までの経過を見ますと、確かに大分時間がかかっている

という状況は山下議員のおっしゃるとおりなわけですけれども、そこら辺については、国の

予算の関係もあるものですから、どの程度予算づけがなされてくるかによっても変わってく

るかと思いますけれども、極力計画どおりにいくように、ここにつきましては一般農道の中

伊豆修善寺地区の整備促進の協議会もございます。その中でいろいろな形で要望を今後も続

けて、なるべく計画どおりに完了するよう働きかけもしていく必要があるかなと思っており

ます。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 山下議員。 

○６番（山下 一君） 今の答弁、そのとおりだと思います。だけれども、実際の今までを見
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てきて、これは県が出してくれる金だから無理を言えないとか、やってくれただけでいいと

いうような考え方で進んできた結果が、もう最終のこの平成23年という、もう第２期工事の

しまいに来てこういうことになっているわけ。これどうしても私は必要だから言っているわ

けです。 

  例えば、中伊豆の西地区というところは道が狭くて、大型の消防車が回れないと、非常に

防災面でも問題を残しているところです。これは基幹農道ですから、初期の目的等はそうい

うことはなかった。西の地区の方々に私が話をするのは、そういうことだから、ぜひその道

を早く開通させて安全な道にしようということで納得を得ているわけです。それがもう何年

もそこまではできて、そこでもう行きどまっているわけ、行きどまっているというか、拡幅

が終わっているわけです。ですから、その後、何回か検討され、路線の変更もございました。

このままいくと、平成23年度で強力な力をもって、どうしてもこの道が必要だということを

伊豆市として、行政として県等への働きかけをやらなかったら、これは前と同じようにまた

ずるずるかかると思うんです。 

  もう一つ、お伺いしておきますが、第２期工事でこの事業は半島振興法の、さっき市長が

言いましたね、その事業でこれは打ち切りというふうなことで説明を受けているんですが、

今質問をしたところ、その辺のことをお答え願います。 

○議長（堀江昭二君） 観光経済部長。 

○観光経済部長（鈴木直道君） とにかく、先ほど言いましたように、整備促進の協議会がご

ざいます。その中で今後も計画どおり実施されるよう要望していくわけですけれども、その

半島振興法の関係ですけれども、一応、この計画につきましては先ほど言ったように、田代

まで開通することが前提ですから、そこまでは当然多少期間が延びてもそれは完成まではや

ってくれるものと、それは考えておりますけれども。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） これで山下一議員の質問を終了します。 

 

◇ 飯 田 宣 夫 君 

○議長（堀江昭二君） 次に、15番、飯田宣夫議員。 

○１５番（飯田宣夫君） 15番、飯田宣夫です。 

  発言通告書に従いまして、一般質問をいたします。 

  修善寺駅前周辺整備について。 

  修善寺駅周辺整備につきましては、何度か質問させていただいておりますが、合併後既に

４年がたち、予算の一部が戻されたり繰り越しされたり、その姿が一向に見えてきません。

この事業は伊豆市の玄関口及び市の中心地域としての整備が合併協議の中でも上位にランク

され、早期の事業実現が市民からも期待されております。以下、市長に質問いたします。 

  １番、事業の進捗状況について伺います。 
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  ２番、どのようなまちの整備をお考えになっているのか、全く見えてきませんが、何ゆえ

なんでしょう。意図するところを伺いたいと思います。 

  ３番、私は、新庁舎を建設するなら市所有の駅北広場を核に建てるべきとの意見を持って

おりますが、新庁舎の建設に当たっては市民調査等を実施したほうがよいと思っております。

この点につきましても伺いたいと思います。 

  次に、市内医療施設の現状について。 

  近来、日本の医療崩壊が始まったことや、医療機関の経営難が各地でニュースになってお

ります。市内にも経営で苦しむ医療施設があると聞いておりますので、質問をいたします。 

  ①、市内には大きな医療施設が４つありますが、その業務及び経営内容を把握しておりま

すか、伺います。 

  ２番、自治体が直接経営にかかわらない病院等にも施設経営を支えるために、補助金を出

している市もあるようですが、この点、どのようにお考えでしょうか、お伺いいたします。 

  以上です。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの飯田議員の質問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 飯田議員のご質問にお答えいたします。 

  まず、修善寺駅前周辺整備事業についてお答えいたします。 

  進捗状況につきましては、測量などの調査、検討を進め、駅前整備や駅周辺道路に関する

整備構想の策定をしております。 

  次に、まちの整備の考えについては、修善寺駅周辺地区を伊豆市の陸の玄関口に位置づけ

ており、駅前広場や駅周辺道路などの施設整備を図り、にぎわいと活力あふれるまちづくり

を目指していきたいと考えております。 

  ３番目に、駅北広場への新庁舎の建設については、駅北広場は都市計画道路・駅北線の駅

前広場として都市計画決定を行い、土地区画整備事業により取得した用地であります。この

ため、駅北広場へは本来の取得目的である駅前広場の整備を前提に検討を進めており、駅北

口を取り込んだ新庁舎建設の考え方もあるかと思われますが、クリアすべき課題も多く、な

かなか一朝一夕にはいかないかなと思っております。 

  庁舎の建設計画につきましては、本年度中に方針を立て、基本構想策定の基礎調査までを

考えておりまして、議員ご指摘のとおり、建設については市民懇話会などで十分に論議を重

ねながら、市民と一体となって推進すべきものと考えております。 

  続きまして、大きな２点目の市内医療施設の現況についてお答えします。 

  まず初めに、市内の医療施設の業務及び経営内容についてですが、伊豆赤十字病院は日赤

静岡支部の評議員会において予算・決算状況や事業報告の説明を受けておりますので、内容

はある程度把握しております。平成18年度決算では県内５カ所の赤十字病院すべて赤字決算
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であり、伊豆赤十字病院では３年連続の赤字となっております。産科休診の影響が大きいも

のと思われます。 

  その他の市内医療施設につきましては、民間の医療施設のため経営状況は把握しておりま

せんが、いずれの医療機関におきましても医師、看護師の不足に加え、医療報酬が抑制され、

経営は厳しいと伺っております。 

  次に、２番目の補助金につきましては、飯田正志議員、室野議員にお答えしたとおりであ

りますが、伊豆赤十字病院以外の伊豆市内の中核的医療機関においても医師、看護師不足は

同様であり、地域医療を支える病院への支援のあり方についてはよく検討する必要があると

考えております。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 再質問ありますか。 

  飯田議員。 

○１５番（飯田宣夫君） ちょっと最初に下のほうの、先ほど来、午前中からもう市長にいろ

いろお答えいただいておりますので、医療のほうの話をちょっと先にしたいと思いますけれ

ども、よろしくお願いします。 

  現状、日本の医療崩壊が始まったと言われて、ここ二、三年そういう形が言われています

し、医療だけではなくて、いろいろ年金の問題、教育の問題、日本は何か過渡期に来ている

のかなと、そういった大部分は国の責任の中にあるのかなとは思いますけれども、我々も地

域とすると、自分たちの地域は自分たちで守っていかなければいけないというふうに思いま

すので、自分たちのできる範囲では、やはりそれなりの努力をこれからもしていかなくては

いけないんではないかなということで、こういうお話をさせていただいております。 

  医師不足等の日赤あたりのお話は、皆さんがされておりますが、先ほど市長もちょっと述

べました日赤の話の具体的な資料がありますので、皆さんにもこういうことは知っておいて

いただいたほうがいいんではないかなと思って、ちょっとお話をさせていただきますけれど

も、県下５カ所ある日赤病院、本当にみんな赤字です。伊豆日赤につきましては、平成19年

度の当初に予算の額でもう既に１億3,000万円の赤字、平成20年度予算になるともう１億

9,000万円の赤字を予測した予算が組まれていると、大変厳しい予算編成でスタートしなけ

ればならないという現実があるわけです。 

  先ほどから、市長も行政の予算出動も考えなくてはいけないんではないかということを発

言なされていますが、現実に裾野市あたりは財政的にもゆとりがありますので、平成19年度

で１億5,400万円、平成20年度の予算額で１億6,000万円ぐらいの、もうそういう財政出動を

しているんです。それは確かに裾野市は皆さんご承知のとおり、静岡県内でもトップクラス

の、財政が豊かなところでありますので、こういうことができるのかなと思いますけれども、

できない伊豆市は幾ら金がなくても、このままほうっておいていいということにはならない

と思うんです。浜松市の赤十字なんていうのは、もう本当にけたが１つ違うぐらいの赤字が
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予想されているんです、平成20年度。 

  本当に、では地方の行政だけでこういう問題が解決できるのかなというふうに思うと、本

当にどうにもならないのかなというふうに言ってしまえば、それで終わりなんですけれども、

医療報酬へ多少なりともこの地域として応援をしていくということは、当然やっていかなく

てはいけないのかなと思いますし、伊豆市の場合は旧田方医療のほうに現実にもうやってい

るわけですけれども、地元にある産科の問題で、日赤につきましては別な意味で地域医療の

拠点の施設として、先ほど来言っている南部のほうの行政と早く協調したことで財政出動を

していかないと、恐らく、私の聞いている範囲ですと、伊豆日赤はあと３年、４年でもうこ

れで行き詰まってしまうんではないかというふうなことを、ちょっと担当者の方から聞いて

おります。だから、そういったことを考えますと、このままほうっておけないのかなと。医

師が足りないとか、足りるなんていう以前の問題になってしまいますので、そういったこと

は、これから我々も議員としてでも地域の人間としてでも、真剣に考えていかなくてはいけ

ないのかなということで、思っております。 

  だから、その辺早く担当者レベルで南の地区と、そういう話し合いを早く開始していただ

きたいということ、その辺をぜひやっていただきたいということの確認を、ちょっと１点だ

けさせていただきたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 飯田議員のおっしゃるとおりだと思っております。 

  早く南のほうと話をどうやってできるか。しかしながら、南のほうからすると、新聞等で

湊病院の課題を抱えているわけです。すんなりと乗ってくれるかどうか、やや懸念を持って

おります。話し方についてもどういうふうにやるか、検討をしたいと思います。 

  それから、議員のおっしゃるように、裾野市と比べても伊豆市は到底足元にも及ばないと

思います。どこかをそれだけもう出血で切っても裾野市のようにはいきませんし、一千万円

台のお金ということも相当な伊豆市だけでは苦労があろうかと思います。いずれにいたしま

しても、早く近隣の市町に問いかけてみたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 飯田議員。 

○１５番（飯田宣夫君） ぜひ積極的に取り組んでいただきたいというふうに思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、前に戻りまして、修善寺駅周辺整備につきまして質問をさせていただきます。 

  午前中もそういう質問がありましたけれども、修善寺町時代から修善寺駅周辺、修善寺温

泉のまちづくりについて、いろいろな取り組みはもう10年近くやってきておりまして、修善

寺温泉は今、現実にそういう実績は着実に成果が上がってきているというふうに思っており

ます。夜の宿泊客がふえているかどうかという問題は別にしまして、昼間のお客さんはもう
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目に見えるようにふえておりますので、そして整備も地道というか、こつこつと進んでおり

ますので、いい方向にいっているのかなと。そういう点、同じころに一緒にまちづくりのス

タートを修善寺駅前も切っておるんです、地元のそういうまちづくりにかかわっている人た

ちは。 

  平成15年６月に、中心市街地活性化の基本計画が国によって出されて、もう既に５年目と

いうことになるわけです。そういったことを見ると、幾らまちづくりは時間がかかると言っ

ても、なかなか５年たって、先ほどから何も見えないではないかという、午前中にもそうい

う質問がありましたけれども、ここ２年も３年も、そういった問題にいろいろなところの議

論をしてきた地元の人間たちにとったら、おれたちこんなに一生懸命いろいろなことを考え

てやってきたのに、全く何も見えないんではないかなというのは、これは本当に素直ないら

立ちみたいなものはみんな持っているんです、地元としては。ぜひこの点を、期待を裏切ら

ないように前向きに、もっともっとスピードアップしてやっていただきたいというふうに思

っております。 

  一番自分が心配していますのは、午前中のときに、企画部長がまち交の話をされたんだけ

れども、今、道路特定財源がどうなるかによって、まち交の交付金もなかなかどうなるのか

なと。もしこれがまた駄目になったなんていう話になると、全くこの話もまたゼロになって

しまうのかななんて、そういう心配もあるもので、極力早くそういう予算がとれるような計

画を進めてもらいたいということを、私自身は思っております。 

  ともかく、私自身が何も、どういう計画があるのかもよくわかっておりませんけれども、

地域の合意がなされない限りはこの計画は進まないと思うので、それは先ほど来、駅北広場

の整備に旧の整備のときのことがいろいろあって、なかなかあそこの土地の使用については

難しい問題は確かに抱えております。でも、それはどうにかなるというふうに私は聞いてお

りますし、どうにかすることはできると思うんです。 

  そういったことで、ただ広場をつくったり整備をして、こんなことを私が言ってもおかし

いんですけれども、当たり前のことなんですが、ただ単純に整備をしたり、そんな道が広く

なり広場がよくなったと聞いただけで、当然そんな町が活性化するわけではありませんので、

ともかく地元と、よく言われる協働の形をしっかりとってもらいたいということ。それを僕

はずっとお願いしているんだけれども、そういった形がなかなか行政のほうにとれていない

ということ。その辺は何だかんだ言っても、まちづくりは行政にある程度リーダーシップを

とっていただかないと、そういうノウハウ、情報は行政のほうにたくさんあるわけですので、

そういった取り組みをぜひ、またここのところのいろいろな機構改革で、担当がどこになる

のかよくわかりませんけれども、そういった形をしっかり見据えてやっていただきたいと。 

  地元に、そういった形で一緒に頑張っていこうというような姿勢は、これからとるという

ことはある程度確認できておりますので、地元の企業もここまで落ち込んでくるとなかなか、

もう自分たちのことですので、それはそれなりに一生懸命やると思いますので、ぜひそのリ
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ーダーシップを行政のほうでとっていただけるというふうに、一緒にやっていきましょうと

いう姿勢をもっともっと前面に出していただきたいと、この辺の確認だけ１点お願いしまし

て、市長の決意をひとつお願いして、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 行政がリーダーシップをとって、それからノウハウについてのご意見

があったかと思いますが、修善寺町時代から見ても、まちづくりというのはなかなかうまく

いっていないといいますか、進んでいないというのはおっしゃるとおりだと思います。行政

サイドにまちづくりに対してリーダーシップがどれだけあるか、あるいはノウハウもあるの

かないのかというと、余りないんではないのかなと私は思っています。 

  それから、地元のいわゆる企業さんの協力がどれだけいただけるのか、あるいはその方向

について総論は賛成だけれども、各論になるといろいろあるというようなこともありまして、

やや時間がかかるのかなと、そんなふうに思っております。 

  いずれにいたしましても、行政と地元との協働というんですか、いろいろな議論をして、

時間かかるかもしれませんけれども、議論をして合致して進めていかないことには、お互い

にどっちがどっちだと言っていても進まない仕事ではないのかなと、そんなふうに今思って

おります。 

  私も、そんなにこういうことについてたけているわけではありませんし、職員も余りやっ

た職員というのは伊豆市にはいないんではないかなと。むしろ、おれにやらせろというのが

出てくれればいいのかなと思っていますけれども、そんな感じでございます。ぜひ一緒に、

対岸で川を挟んでおまえが悪いと言っても進みませんから、ぜひもう一歩歩み寄りをやって、

議論を進めていただきたいと、そんなふうに思います。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） それでは、これで飯田宣夫議員の質問を終了します。 

 

◇ 小 野 忠 宏 君 

○議長（堀江昭二君） 続いて、20番、小野忠宏議員。 

○２０番（小野忠宏君） 20番、小野です。 

  地産地消へのてこ入れということで、質問をするわけでございますけれども、実は、この

質問書を出した後、観光経済部長さんから議案質疑の回答で、地産地消の推進部会を、３つ

推進部会をつくってやっているというような、学校給食だ、病院部会ですか、それから旅館

部会、一般家庭部会、こんなことでやっていますということで、大変私よくわかりました。

それで、大枠はわかったわけでございますけれども、ですから、少し掘り下げまして、具体

的なことで質問を続けさせていただくというようなことでやらせていただきます。 

  具体的でございますけれども、２つございまして、１つは予算書の農林水産業費の地産地
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消推進事業です。この中でうたわれているのは大豆のことと、麦のことです。大豆と麦のこ

とだけがうたわれていて、それで地産地消ということになっているわけでございますけれど

も、私は食の安全という観点から地産地消が大変重要な時期に来ているんだなという認識を

持っておりまして、そういう観点からしますと、地産地消の推進事業というのが大豆とか麦

もさることながら、我々が日常食べております野菜、ネギだとか、大根だとか、白菜だとか

といったこういう一般青物野菜、こういうものに比重がもうちょっといっても、地産地消推

進ということがいってもいいのかなというようなことを私は感ずるわけでございます。そん

なことで、これに関してどのように今後していかれるかということが１点、これを質問させ

てください。 

  それから第２点目は、発言の通告書にもちょっと入っておるんですけれども、同じ食の安

全という観点から、伊豆市の中であちらこちらで朝市というのが行われております。この朝

市はかなり盛況のようでございまして、私は食の安全という面から大変結構だと。地産地消

というけれども、現実はさらに進んで自給自足、そういう世の中ができるような、そんなよ

うなことを目指す。そんなことで大変結構だと思っておるわけでございますけれども、いろ

いろと話、あちらこちらの話、世間の人の話を聞きますと、朝市に朝早く６時に起きて行か

ないと、もうすぐに売り切れてしまって欲しいものはなくなってしまうから、早く起きて行

くんだとか、大変盛況でいいなと私は思っております。 

  反面において、朝市にかかわっている、やっている方々、どちらかというとお年寄りにだ

んだん高齢化してきて、なかなか大変だというようなときに来ているというようなことも聞

きます。ということは、先に行きますと、朝市も衰微していくんではないだろうかというよ

うな心配が私はあるわけです。そんなことで、朝市へ少し何かてこ入れはできないのかなと、

もっとこれが伊豆市全体として朝市がすばらしいものになっていったらいいな、こういう観

点の質問を２つさせていただきたいと思います。 

  お願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） 小野議員の質問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 小野議員のご質問にお答えいたします。 

  地産地消へのてこ入れについてでございますが、昨年２月に発足しました伊豆市地産地消

推進協議会において伊豆市地産地消推進計画を策定し、伊豆市における事業の進むべき方向

性を決定いたしました。 

  また、同じく昨年１月には、農産物直売所及び朝市を運営する組織の相互交流や情報の共

有化を図るとともに、農林水産業の振興、地産地消を推進することを目的として市内で活動

している21の団体の協力のもと、伊豆市農産物直場所・朝市連絡会が発足しました。今まで

に、農産物直売所・朝市ガイドを作成し、食育推進協議会とともに地場産物を使用した料理

の紹介と食育の勧めについてのパンフレットを作成中であります。 
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  地産地消につきましては、食の安全・安心にとって欠かせない政策であります。今後は、

生産者と消費者をつなぐシステムの構築や、市のホームページに地産地消に関するコーナー

を設け、随時情報の提供に努めるとともに、機会あるごとにＰＲを行っていきたいと思いま

す。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 再質問。 

  小野議員。 

○２０番（小野忠宏君） ただいまの市長のお話大変結構で、さらに進めていくというような

ことでやっていただきたいわけでございますけれども、さらに発展させて、食の安全という

ことは当然一番最優先で重要でございますけれども、何というんですか、伊豆の天城箱根山

系というんですか、こういったところにシカがいっぱいいてどうしようもないだとか、イノ

シシがいっぱいいて、何かそういうものも食の中に取り込んでいって、それが本当に全部そ

れで満たされるということは絶対ないんですけれども、伊豆市に来るとそういうものがいっ

ぱいあるんだよというようなことになってきますと、私は食の安全からさらに発展させてい

って、伊豆市の発信というんですか、そういったようなことにつながっていって、伊豆市の

発展にまでつながっていきやしないのかなというようなことを考えます。 

  ぜひ、そんなことも考えて、この地産地消、昔は自給自足なんか言いましたけれども、そ

ういったことに行政当局も力を注いでいくというふうにしていただくと、大変結構だと思い

ます。よろしくお願いします。 

  以上で、私の質問を終わります。 

○議長（堀江昭二君） これで小野議員の質問を終了します。 

  休憩をします、15分まで。 

 

休憩 午後 ２時０３分 

再開 午後 ２時１５分 

 

○議長（堀江昭二君） それでは休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◇ 三 須 重 治 君 

○議長（堀江昭二君） 22番、三須重治議員。 

○２２番（三須重治君） 22番、三須重治です。 

  通告に従いまして、３つ質問させていただきます。 

  最初に、有線放送の代替について。 

  有線放送の廃止が間近に迫り、利用者は大変不安を感じています。以前の一般質問の答弁

で代替を検討しているとの答弁をいただきましたが、進捗状況を伺います。 
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  ２番、飲酒運転の懲戒処分について。 

  伊豆市の飲酒運転に対する懲戒処分は減給、停職から免職に至るまで幅があり過ぎ、運用

が時代のニーズや世論から外れるおそれが生じます。今日の飲酒運転に対する目は非常に厳

しいものがあります。処分も免職一本にすべきだと思いますが、市長の所見を伺います。 

  ３番目、教育委員の選任について、このたびは立派な方々が選任され、喜ばしく思います。

しかし、この時期の解任が適当か否か、少々疑問を感じますので、市長と教育長に答弁を求

めます。市長と教育長は、責任担当部局は違っても、それぞれの価値観や政治的見識に共通

性がなければ双方が所管する事業も順調に進行しないと思います。したがって、法の中でも

地方公共団体の長が指名し、議会の同意を得て任命するとなっているものと理解します。な

らば、４月に新市長が誕生しますので、新市長のもとで任命されることが好ましいと思いま

すが、お二人の所見を伺います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの三須議員の質問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 三須議員のご質問にお答えいたします。 

  まず、農協の有線放送の代替についてでございますが、有線放送施設は本年度末３月末を

もって廃止されるというアナウンスがあり、その代替として市民向けのお知らせについては

ＪＡ伊豆の国において訃報情報やＰＴＡ活動、地域コミュニティを対象としたパソコンや携

帯電話を使用するJA-IT回覧板システムの利活用検討が進められており、市としても普及活

動への応援と内容の共同検討などを行っているところであります。また、将来的に地域公共

イントラネットを活用した市内ケーブルネットワークなども、今後の地上波デジタルの切り

かわりに合わせて検討していく必要があろうかと思います。 

  続きまして、２点目の飲酒運転の懲戒処分についてお答えいたします。 

  市では、職員の交通事故や交通違反をした場合の懲戒処分につきましては、国の懲戒処分

の指針に準じて市の基準を定めております。飲酒運転による重大事件が続発している中、公

務員による飲酒運転が後を絶たず、社会や世論などの厳しい批判を受けていることから、平

成18年11月に基準の一部見直しを行い、飲酒運転については酒気帯びの場合も含め、最も重

い処分として免職処分を追加し、基準を厳罰化いたしました。 

  飲酒運転は絶対に許されるものではなく、反社会的な行為として違反者は厳罰に処分され

るべきと考えます。しかしながら、処分の決定に当たり、その違反行為に至るまでの経緯や

他の自治体の処分事例等を含め、総合的に判断することとしておりますので、処分の基準に

は幅を設けてあります。幅があると申しましても、その運用が偏ったり、処分を軽くしたり

ということではありません。個別の案件ごとに、犯した罪の状態と、起こった結果を十分吟

味した上で厳しく処分をしてまいります。免職処分も十分あると考えていただきたいと存じ

ます。 
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  ３番目は教育長に先に答えていただきます。それで、再質問がございましたら、それにつ

いてお答えさせていただきたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 続きまして、教育長。 

○教育長（室野純司君） それでは教育委員の選任についてお答えをいたします。 

  この時期の選任についてはさまざまな考えがあろうかと存じます。今回任期満了になる教

育委員は私と教育委員長の２名でございます。任期は平成20年５月11日まででございますの

で、新委員の任期は５月12日からになります。市長選は４月20日ですので、当選した新市長

が臨時議会に提案し、議会の同意を得て、新市長が任命するのが本筋かとは存じております。 

  さかのぼること、昭和31年の中途までは教育委員は公選制でございました。任命制に改め

るに当たりまして、教育行政を地方公共団体の長に隷属させるもとになるとの反対がありま

したが、主たる要因として、公選制になると政党対立の時代、教育委員会そのものの政治的

中立性が失われる危険性がある。そんなことから現行のようになった経過がございます。つ

まり教育委員の任命制は、教育委員会の構成や運営が直接公選によることから生じる政治的

確執に災いされないように、教育行政の政治的中立性と継続性、さらには安定性を確保する

とともに、人格識見のすぐれた人を得ようとする趣旨にほかなりません。 

  昨年までの委員についても３月議会で同意を得ていただいております。今回の委員の選任

につきましては、市長選があるということでちゅうちょしたことは事実でございますけれど

も、これまでと同様、教育委員の選任が選挙絡みであってはならないという考え方もありま

した。教育委員会で候補者を選考し、市長の同意を得て議会に上程させていただきました。

立派な方の選任という議員のお褒めの言葉があったように、議会において全会一致でご承認

を得たことに感謝申し上げ、お答えとさせていただきます。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 再質問ありますか。 

  三須議員。 

○２２番（三須重治君） すみません。 

  再質問の前に、市長のほうからも、この教育委員の選任については指名権が市長にありま

すので、そこの立場として最初の答弁として求めたいと思いますが。 

○議長（堀江昭二君） それでは市長、答弁お願いします。 

○市長（大城伸彦君） それでは、教育委員の選任についてお答えいたします。 

  ただいま教育長がお答えしましたように、まず伊豆市になりまして、過去の教育委員さん

の任命につきましては、直近の、前のいわゆる３月議会で承認をいただいて教育委員の任命

をやってまいりました。今回についても３月議会定例会でということで上程し、先ほどお話

がありましたように、満場一致で可決承認をいただいたわけでございますが、三須議員がお
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っしゃるように、新しい市長のもとで教育委員の任命についての臨時議会等々はあろうかと

思います。しかしながら、それは従来のパターンとしてはやや変更になるということで、正

直申し上げますと、余り意識をしなかったと。 

  改めて考えますと、４月20日に新市長が選任されて引き継ぎが４月25日になります。26日

は土曜日でございます。それから連休があります。退任される教育長、教育委員長の２名の

方は任期が５月11日でございますので、選任するまでの期間は数日、10日なかったかなと思

います。詳しく数えてありません。その中で臨時議会ということをやって間に合うのかなと

いう懸念は若干持ちました。ということで、従来どおりといいますか、毎年恒例の３月議会

で上程させていただいて、ご承認をいただいたという経過になっております。 

  今後のあり方については、どのようにしたらいいかということは、何年かに一遍あるかな

いか、そういうまたいろいろなハプニングで、こういうことがあろうかと思いますけれども、

そうたびたびあることではないので、そういう内規とか規定をつくってもうまく運用できる

かなと、そんなことを今思っております。できますれば、定型的なパターンで進めさせてい

ただくことをご承認いただきたいと、そんなふうに思います。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 三須議員。 

○２２番（三須重治君） 最初に、有線放送について伺います。 

  農協は農協で、それはパソコン、携帯を使ってという説明があったわけですけれども、以

前の一般質問のときに、市長は無線系統のようなものを使って今、電話の機能は要らないわ

けですから、お知らせ系統、それとあとは同報無線が災害時に大きな暴風雨のときには全く

用をなさないわけです。そういうようなことも含めて無線関係のことも検討するという答弁

もらったと思うわけです。ですから、その辺のところも農協に関係なく市独自で考えている

のかなと、そんな期待もあったわけですけれども。 

  それで、パソコン、携帯は若い人と年寄りが同居しているところであるとかというと、年

寄り世帯にはそれで通用すると思いますけれども、そういったものに弱い年寄り世帯の人た

ちは、それだけでカバーできるのか非常に心配があるわけですけれども、そのあたりどのよ

うに考えているか。農協へこのまま乗っかっていっていいものかどうかということは非常に

不安があるわけですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 以前からも、いろいろこの件についてご質問ございました。現時点で

は余り進んでいないということでございます。この件については総務部長からお答えいたし

ます。 

○議長（堀江昭二君） 総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） それでは、前回お答えした市での検討というようなことで、１つ
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は、ＦＭを使った防災ラジオといいますか、それを申し上げたかと思います。これについて

も検討はさせていただいたり、それから実際にこれを使っているところは検討させていただ

きました。結論的にはちょっと導入は難しいのかなと、電波の関係とかそういうことを考え

た場合に、これも入るところ、入らないところ、アンテナをつけなければならん問題とか、

そういう問題等々ありまして、これについては少し見合わせたいということが１つでござい

ます。 

  それから、同報無線の関係でございますけれども、これも現在、同報無線の放送をする範

囲、内容です。この辺について実は今４庁独自で統一されていませんので、周波数を持った

中でやっております。若干、旧町の流れをくんだ中で、その放送内容について若干差異があ

るというようなこともありまして、これらについても４庁同一した歩調でと、その取り扱い、

放送内容についてはやっていこうということで検討しているところでございます。ですが、

防災を主としたものでございまして、緊急放送を主としたものでございまして、その使い方

にはどうしても制限があるという点がございます。この点もあわせて、基本的に市内同一の

内容での放送について現在検討しているということでございます。 

  それから、これは行政の助成の取り組みではございませんが、いわゆる訃報の情報といい

ますか、これについては御存じかと思いますが、日日新聞、それから静岡新聞、これらで無

料で掲載してくれるというようなこともございます。こうしたものを使っていければという

ふうには思っております。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 三須議員。 

○２２番（三須重治君） 質問とちょっと答弁の内容が違うものですから、僕は同報と言った

のは、災害時のことを、通常の連絡事項を同報で流すということではなくて、災害時では全

く実際に何も聞こえなくなります、台風のときには。だから、そういうときに避難勧告であ

るとか、警報的なものを行政が知らせるときに全く聞こえない。だから今までは有線を頼り

にして、そのうち有線で言うだろうということで、有線を聞いてそれで指示を聞くわけです

けれども、今度はそういうことができないという。そういうものに対してこの農協のやって

いるこれに乗っかるだけでいいですかと。その辺のところが質問の内容なんです。 

  だから、訃報のお知らせだとかほかの連絡事項、有線は大変長い時間いろいろなものを、

有線があるといろいろな利用の方法があってしています。そういうのが今度はほかの代替が、

だから毎日新聞で云々みたいな形になると、非常に今まで便が良かっただけに非常に不便性

を感じます。そんなものもここで後退するような、今までより不便になってしまうような形

でいいのかと。もう少し今までに近いような形、それ以上のものになる方法を、これからも

検討していってもいいんではないかと。 

  ただ、農協に乗っかって、より不便になるというだけでいいのかという、その辺のところ

を非常に疑問に感じますから、再質問としてお願いします、答弁を。 
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○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） １点目の、同報の関係でございますけれども、これは先般もお話

ししたかと思いますが、いわゆるそういう電波の関係とか、うちの状況とかで聞きにくいと

いうような場合については、いわゆる戸別受信機での対応、これをしていきたいというふう

に思っております。 

  それから、２点目のほうはこれからの、先ほどの市長の検討事項というようなことであり

ましたですが、光ケーブルを使った、戸別のいわゆる有線テレビでもって情報が得られると

いうことも、そう遠くない形で実現が可能になるのかなというのが、一方法かなというふう

に思っております。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 三須議員。 

○２２番（三須重治君） では、次の飲酒運転の懲戒処分についてですけれども、答弁で平成

18年度には少し刑を厳しくしたという説明があったわけですけれども、現在の中ではここで

初め質問したとおり、非常に幅があると。それで答弁の中で、近隣のいろいろな事例もとい

うようなことで答弁ありましたけれども、１月のニュースで浜松市の消防が酒気帯び運転で

したね。それで懲戒処分になっているというのがニュースで流れました。こちらでも、我が

市でもそういった飲酒に関しての一つのあれがあったわけですけれども、ではそのときの市

民の声というのが行政当局の皆さん方にも届いていたと思いますが、非常に処分に対しては

非難があったのは事実だと思います。ですから、その運用についても、これだけの幅はもう

今の時代に合わないでしょうと。無条件で飲酒運転というのはもう弁解の余地がないという、

そういう時代ではないかなと感じているわけですが、その辺の所見を再度伺います。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） おおむね三須議員のおっしゃる方向だろうと思いますが、この処罰の

分限については委員長が副市長でございますので、副市長から答えてもらいます。 

○議長（堀江昭二君） 副市長。 

○副市長（児島保次君） それでは、お答えいたします。 

  最終的には任命権者であります市長の権限になるわけでございますが、先ほど市長が答え

ましたとおり、最終的には反社会的な行為ということで、違反者は懲戒処分にする傾向にな

っております。委員会の中でもそれは議論をされておりまして、飲酒運転、それから酒気帯

びについても厳罰に処すというような方向に行っております。ですから、前のところが甘い

と言われると、これはやむを得ないところがありますが、現在では酒気帯び、それから飲酒

運転についても免職処分というところになってございます。 

  以上です。 
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○議長（堀江昭二君） 三須議員。 

○２２番（三須重治君） その免職のところを追加しても運用が下から減給であるとか、停職

からそこもあるわけです、飲酒に対しても。そこがあると判断者の判断で、言葉は悪いです

けれども、さじかげんというもので。そうではないと、もうそこにはさじかげんはないんで

すよと、もう一発であなた免職になりますよと。だから、それに対しては本当に慎重に、そ

ういうことで今の時代そこではないかと思いますけれども、再度そこのところを下の停職、

減給は要らないというところを要求したいわけですけれども、そこ、再度答弁を求めます。 

○議長（堀江昭二君） 副市長。 

○副市長（児島保次君） 現在、運用としては議員さんの言われるとおりでございまして、下

のさじかげんについては運用しないつもりでおります。規則については、またその時点で改

正ができれば改正と、それから任命権者の強い命令のもとに、そのようなことが委員会の中

でも確認されておりますので、さじかげんのないようにしたいと思っております。 

○議長（堀江昭二君） 三須議員。 

○２２番（三須重治君） では、３番目の教育委員の選任についてですけれども、この選び出

すときというのは、本当にそこに一つの選び出す作業だけなんですけれども、一番大事なの

は、４年間市長と教育長が本当にタッグを組んでいい伊豆市の教育をつくってもらうという、

そこの４年間が一番大事なわけです。 

  ですから、そこで市長と教育長が政治的判断であるとか、価値観というものが本当に一緒

でなければ、例えば学校の統廃合にしても、お二人の意見が違えばなかなかそれは前へは進

まないと。ですから、市長が、私ども前回のこと言いますけれども、そのときには大城市長

も町長のときに、また市長をやるという意欲の中で決まっていくという、そこのところは選

挙ありましたけれども、選挙でどうなろうとその時点は今回とは違うと、今回はもう退任表

明をされているわけですから。 

  ですから、その次になる市長が、私は教育に対してはこういう考えを持っているんだと。

それを理解してくれる人というものが当然出て当たり前と思います。そこのところを私は非

常に考えているものですから、今回このような質問をさせてもらいました。その辺でもし見

解がありましたら、教育長でも市長でもどちらでも結構ですから、答弁を求めます。 

○議長（堀江昭二君） 教育長。 

○教育長（室野純司君） まず１点、あくまでも教育長の選任は市長にありません。この前の

３月定例会で提案いたしましたのも教育委員の選任でございます。ですから、例えば今、全

国では公募して教育委員を選ぶところがございますけれども、何か幾分新聞報道を見ますと、

教育長を公募として扱っているような感じがしますけれども、あれはあくまでも教育委員の

公募でございます。ですから、教育委員が選ばれたときに、教育委員会でだれを教育長にす

るかは互選であるというふうになります。ですから、例えば市長のほうで教育委員を指名し

てきたときに、教育委員会で、市長が教育長にしたいなと思っている人間が、場合によって
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は教育長になれないことも実際あるだろうというふうに思っています。 

  ただ、今回、私のほうで市長のほうに、こちらから推薦する人をぜひ議会に上げてほしい

というお願いをいたしましたのは、今までの経過も正直言ってございます。私が教育委員に

選ばれたときには、これはあくまでも平成16年４月は暫定の教育委員を決めまして、そして

その中で互選で私に、臨時議会で新しい教育委員が選任されるまでは、おまえが教育長をと

もかくやれということで４月いっぱい。それから新しい市長、大城市長が決まってこの議会

に教育委員を上程するまでは、私が臨時の教育長をやっておりました。そのときに大城市長、

市長に選ばれて、教育委員を５名選ぶなんていうそんな時間はとてもございません。ですか

らそのときには、当時の教育委員５人で、次の教育委員をだれを選考しようかということを

正直言って５人で検討いたしました。そして市長のところへ、この５人を議会に教育委員会

として推薦をしたいけれども、議会に上程をしてくれないかと言ったら、市長がよしそれで

いこうということで、５月11日の臨時議会で私ども５名が決まったわけでございます。 

  この５名についても、ご承知のように、教育委員は一度に変わってはいけないという法律

がございますので、１年委員が１人、２年委員が１人、３年委員１人、そして４年委員が２

人ということで、今まで１名ずつ新しい委員さんを選考してきた経過がございます。 

  今回の場合に２名、さらに地方教育行政の組織および運営の法律が変わりまして、教育委

員には必ず18歳未満の子供がいる保護者、これを必ず入れなければならない、という法律が

できました。これも正直言って非常に難しいクリアでございます。と言いますのは、例えば

17歳の子がいる教育委員がいた場合は２年たったらもういなくなります。そうすると、その

次の教育委員には、また子供がいる要するに保護者を持ってこなければいけない。そういう

こともありまして、今回の場合、教育委員会のほうで検討をして、ともかく18歳未満の子供

がいる保護者を１名は入れていこうと。これは地区によっては、全く別枠で６人目の教育委

員を保護者がいる、父兄として入れる地方自治体もあるようですけれども、伊豆市の場合は

そこまでふやす必要もないだろう、５人の枠の中で１名はともかく子供がいる保護者を入れ

ていこうということで、今回入れさせてもらいました。 

  そういうことで、今までの私がいた旧中伊豆町でもそうでしたけれども、教育委員の選考

については市長がこいつにやらせようということではなくて、そうではなくて、今教育委員

会のほうでこの人でどうかということで今までもお願いをして、教育委員に承認をしてもら

ったという経過がございました。今回もそういう運びで市長にお願いをしてやった経過もご

ざいます。 

  ただ、御存じのとおり、教育委員会と市長との対立がある地区も正直言ってございます。

例えば、犬山市がそうでございます。これは犬山市が今全国でただ一つ学力調査に反対して

いる教育委員会でございます。この教育長は全く学力調査は今自分たちでやっている、犬山

市でやっている学力調査で十分だと。何も国から大変なお金を使ってやる必要はないという

ことで反対をしていますけれども、それに対して市長は先般、２人の教育委員を学力反対の
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委員として送り込みました。ただし、その委員会では３対２で学力テストを否決ということ

で、また平成20年も実施しない。市長がそのとき何と言っているかと言ったら、その次はま

た１名おれのほうで賛成の委員を入れるから、再来年からは実施できますと、こういう話を

している。私はそれに対して、何か非常に政治的なことが絡んでいるというような気がして

しようがないんです。 

  そうでなくて、教育行政は法律でもそうなっていますけれども、市長部局とは一線を画し

ながら、市長が例えば、こういうことでおい進めていくということならば、それと議論しな

がら、これも教育長１人で進めるわけにいきませんので、教育委員会の合意を得ながら、そ

の意向に沿って進めていくというのが本筋だろうということで、今回、市長にお願いをして、

３月議会に委員を上程させていただいたと、こういう経過がございます。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 三須議員。 

○２２番（三須重治君） 制度、教育面であるので、それを教育委員会で互選するというその

システムは十分理解しています。ただもう履歴を見たときに、教育委員として選ばれる人と、

教育長を想定して選ばれる人、だれもみんな議員はわかっていると思います。ですから、教

育委員であるならば、教育長という言い方は僕もしているわけですけれども、今回、教育委

員会のほうが市長にお願いして、この人たちをということを言ったというんですけれども、

最初の通告の部分もここに書いてありますけれども、法の中では市長に指名権があると私は

理解しています。市長が指名して、それを議会の同意を得るんだというふうに理解していま

す。ですから、伊豆市の今回の選び方は市長に指名権を与えなくて、教育委員会のほうで逆

に市長こういうことでという提言は、市長からお願いされてそうするなら結構なことですけ

れども、そうでない限りはちょっと権限が逆ではないかなという、そういう気がしています。 

  ですから、その辺も含めて少し、今回もうそうでしたら、きょうになって決まった方、こ

こをまたどうのこうのと言いと非常にとんでもない波風が立ちますから、今後は、教育長と

市長の実務をやっていく上には、どういうふうな選び方がいいんだというところをまず第一

に置いて、ぜひ選考していただきたいということをお願いして、一般質問を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 市長はいいですか。 

○２２番（三須重治君） 答弁ありましたら、市長に。 

○議長（堀江昭二君） もしありましたら、市長、お願いします。 

○市長（大城伸彦君） 三須議員のお話、もっともだと思います。 

  しかしながら、市長も人の子であります。市民の中で一番教育長、あるいは教育委員にふ

さわしい方をすべて認識しているわけではございません。教育委員会から推薦、あるいはほ

かからも推薦がそうなりますとあろうかと思います。そういう場合、相当な時間を要すると

いうことになります。また、先ほど午前中申し上げましたように、教育というのは、時の政

権によって余り右に振れたり、左に振れたりしてはまずいという教育の法になっております。
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ですから、教育委員会のほうに付託してといいますか、お願いをして候補を出していくと。 

  これは、今までの教育委員さんも同じです。だれかいい人がいますかと聞いてきました。

しかし、全部わかっていませんから、では教育委員のほうから逆に候補を出してみてくださ

いということでやってきました。その辺が今回特に私が引退宣言してからの行動であって、

やや普通の、おっしゃるように、普通のパターンと違うかなと思います。 

  これが、そういうパターンのときに、では全部当局、あるいは市長が気がつくかというと、

正直言って私も気がついていなかったと言えばそれだけです。議会運営委員会等でそういう

あるいはご意見を出していただけたら、あるいはそうかなと思って変えられたか変えられな

いか、今非常に迷っております。年間行事を通じてあるパターン化をしていかないと落ちて

しまいますし、このときはこうだ、このときはこうだと、余り条件でもっていろいろなやり

方をすると、また逆のそごが出るんではないかと、そんな心配を今しているところでありま

す。 

  したがいまして、ぜひその辺はご理解いただきまして、今後のあり方についてはぜひ、議

員さんそれぞれの議会運営委員会、あるいは福祉文教委員会、そのほかの委員会等でご議論

いただいて、あるべき姿を模索していただけたら大変ありがたいし、喜んで引退できるんで

はないかと、そんなふうに思っています。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） これで三須議員の質問を終了します。 

 

◇ 関   邦 夫 君 

○議長（堀江昭二君） 次に、19番、関邦夫議員。 

○１９番（関 邦夫君） 19番、関邦夫です。 

  １、教育現場の格差、ひずみをどのように解消してきたか。 

  新聞によると、塾などで学ぶ子と、そうでない子の格差が広がり、クラスの中で学力の２

極化が進んでいる。全国学力テストで塾に通っていない中学３年生の基本問題の正解率は

68％で、塾に通う生徒より14ポイントも低かった。リクルート出身の民間人校長がいる杉並

区立和田中学校では進学塾による有料授業を始めた。改革に熱心な学校とそうでない学校と

では学力差が開く一方だと報じています。渡海文科相は、学力を再生させることが最大の目

的、現場とともに努力して学校への信頼を取り戻したいと言っています。 

  土肥地区において、塾に通うに往復２時間もかかり、親も子も大変で何とかならないかと

の私の質問に、塾に通うこと自体、子供と家庭の問題、学校、教育委員会は奨励も否定もし

ないというような答弁でした。教育委員会は決められたことのみをお役目的に行い、責任を

果たしているというのでは、余りにも消極的な気がします。 

  遠距離通学の問題にせよ、いろいろのことについて、子供たちの健やかな成長、保護者の

負担軽減のため、地方自治体の伊豆市教育委員会は地方自治の本旨に基づき、実情に合った
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対応をすべきことを怠っているのではないか、伺います。 

  ２、新庁舎建設について。 

  合併後の最初の市長として、市民の期待にこたえるべく、歳入の増の問題、歳出削減の問

題、環境整備の問題、下水道等、多くの問題に取り組まれました。合併特例債の運用に当た

り、伊豆市の将来に対する展望、また財政の関係から庁舎新築計画は進まなかったが、現状

ではだれが市長でも市民の同意は得られず、建設はできないと思われます。当初の分庁方式

の不便を上げての新庁舎の意気込みと違い、計画は進まないように感じますが、進めなくな

った大きな理由について伺います。 

  ３、一般廃棄物処理場の問題。 

  環境整備問題において、市長が論理的にも現状でも正しいと思っても、民主主義の世の中

では納得させるのに時間がかかります。法的強制力もよほどのことがなければ決行すること

はできません。正しいとか、正しくないかの問題でなく、賛成組と反対組に分かれさせた場

合、感情の問題になり、説明により意思表示を変えさせることは至難のことで、実現しても

後にしこりを残します。任期内の早期建設希望が時間がなく実現できなくても、努力されて

いたことを市民も十分理解していると思います。やらなければならない大きな事業として進

めてきたが、引き継ぐ方にゆだねても市長としての役割を十分果たしたと思うか、伺います。 

  ４、やり残したと思うことについて。 

  地域のことは、地元がよく理解しているとの考えで、要望・提言をしてきましたが、無理

な、失礼な発言が多くあったと思います。それぞれの地区の議員が伊豆市のスタートに当た

り、いろいろな意見、要望を出しました。短い期間ですべての伊豆市の未来にレールが引け

るものでもなく、引き継ぐ方に何を期待するのか、伺います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの関議員の質問に対し答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（室野純司君） それでは、お答えをいたします。 

  というよりも、最初に結論から申し上げますと、私自身、そんなに自分の力量があるとは

思っていませんし、力不足だという認識はしています。ただ、教育委員会として怠けている

というような、そういうご質問のように感じますけれども、決してそうではないということ

を最初に結論から申し上げておきたい。 

  今、質問をされました内容については、正直言って、私自身理解しがたいものがございま

した。と言いますのも、伊豆市の学校現場で格差、あるいはひずみというのがどのようにあ

らわれているのかということに全く触れていないという点も正直言ってございます。何かこ

れを見ますと、塾の問題と通学費の問題だけを挙げてありました。これがひずみを生んでい

るような、そういうような質問のように私は感じ取りました。 

  前にも、土肥に公立の塾をというようなご質問をいただきましたけれども、土肥に大手の
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進学塾がないのを格差、あるいはひずみというふうにとらえているのか、そこらあたりも正

直言って私わかりません。確かに、土肥には大手の進学塾はありませんけれども、学習塾は

正直言ってございますし、それに通っている子供たちもおります。もし必要ならば、今伊豆

市の子供たちがどの程度塾に行っているかパーセントもございますけれども、土肥とほかの

地区とでは全く学習塾に行っている子供の割合はそんなに変わりません。そして、また格差、

あるいはゆがみというのを、土肥地区の子供たちが学力がないというふうにとらえているの

か、これも正直言ってわかりませんけれども、決して現状はそのようなことはございません。

土肥中学校の子供たちも田方の中では決して学力が劣っていないということをまず最初に申

し上げておきたいというふうに思います。 

  また、お話しになっております杉並区立和田中学校の、これ「学校で進学塾による」と書

いていますけれども、これは学校が別に進学塾を開いているわけでございませんで、報道で

もご承知と思いますけれども、ここは保護者、あるいは地域の方が主体となって、学習塾を

学校を借りて開いている。こういうふうに私は理解しております。また、ここの中学校のや

っているのは全く特異な例だというふうに私はとらえておりまして、全くこれを真似するつ

もりも、任期は少ししかありませんけれども、ありません。 

  この学校、気に食わない点もたくさんございます。と言いますのも、ここのやっています

進学塾というのは、成績上位の生徒を対象に入室テストを実施する。そして、そのテストで

合格した生徒、これを１回45分、500円のお金を取って、そして言うなれば学習をする。言

うなれば格差の助長かなというふうにも私、正直言って思っております。 

  この間、三島田方法人会で直木賞作家の浅田次郎さんが講演されています。この内容もち

ょっと私、新聞報道でしか見ていませんけれども、この方はこんなふうに述べています。和

田中のことに触れまして、「テレビで高い授業料が不公平だと言っている人がいるけれども、

全くそれ以前の問題である。義務教育である中学校の放課後に、営利企業を呼び授業を行う

ことがそもそも間違っているんだ」と、こういうお話もしています。営利企業にこういう公

共の施設を貸し出すということ自体も私は疑問に感じております。いわゆる学力の一部であ

るテストであらわされる知識の量、これは要するに学習の時間にある程度比例していくかな

というふうなことも、正直言って考えられますけれども、私は学力と塾という問題よりも、

いかに子供たちが家庭学習に取り組むか。このほうがよほど学力との相関関係があるんでは

ないかと、こんなふうに私は見ております。 

  今、この間の学力調査、この中で、伊豆市で中学生が993名います。その中で、要するに

ほとんど家庭学習をしない、あるいは全くしないというふうに答えた子供が154名。非常に

たくさんの数に上っております。全体の率で言いますと約15.5％、ここらあたりが非常に大

きな課題だろうと。私はだから校長先生方には、学校として授業において学ぶ楽しさを味わ

いながら学習に対する意欲を高めるとともに、家庭学習への習慣化というんでしょうか、こ

こらあたりにもぜひ力を注いでいただきたい。こういうお願いを申し上げているところでご
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ざいます。 

  追加質問の中で、原稿を既に用意してあるかもしれませんけれども、ぜひ学力のゆがみ、

あるいは格差というものをどんなふうにとらえて、このご質問をなさったのか、そこらあた

りをお聞きしたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） ２点目、３点目について、ぜひ答えさせていただきたいと思います。 

  ２点目の新庁舎建設について、お答えいたします。 

  合併以来４年がたとうとしております。私は市長就任時に庁舎の建設についての言及をい

たしました。それは庁舎の老朽化及び行政経費の節減のため、職員の削減による組織の統合

は避けて通れず、庁舎の集約が必要であると考えたからであります。新市になって、学校施

設や火葬場の建設、総合会館や体育館の耐震補強、天城北道路アクセス道路整備など、公共

事業を幾つか進めてきました。また、平成17年、18年には台風による災害復旧事業と公共施

設の維持管理費が大きいことに苦労いたしました。今後、廃棄物処理場の建設の課題もあり、

庁舎建設はややトーンダウンをせざるを得なかったというのが実情であります。 

  税収が伸び悩む中、今後の事業を考えると、財政的にも非常に厳しいものがあります。庁

舎は時とともに老朽化し、次の人たちに建設を任せるにしても、その財源は合併特例債事業

として建設することが最も有利であると思っております。 

  続きまして、３点目の一般廃棄物処理場につきましては、議員ご承知のとおり、これまで

の取り組みとして２市の準備会で精力的に検討協議するとともに、建設候補地の市長として、

この推進に向け鋭意努力をしてきました。残された任期中努力するつもりでございます。し

かし、現状は厳しい状況の中、この施設整備は喫緊の課題でありますので、引き続き最善の

努力をしたいと考えております。 

  ４番目の、やり残したと思うことについてということでございますが、やり残したことは

いっぱいございまして、言い出したら切りがなくなってしまうと思います。とにかく、私と

しては、伊豆市始まってから安全・安心を第一義としてまいりました。安全であるから、安

心に生活できるという意味で行政を進めてきましたが、台風に幾つか襲撃され、それから国

道136号線土肥新田地区の崩落等がございました。残念だなと思っております。しかしなが

ら、人的被害は平成16年に台風で１名ございました。そのほかは人的被害がなくて幸いだっ

たなと、そんなふうに思っております。 

  ２番目が地域の活性化ということで、伊豆市の観光産業に寄与するものとして、ウエルネ

ス産業の振興、地産地消、新エネルギー開発ということをお題目に挙げてまいりましたが、

これもどこまで進められたか、自分でもやや反省しているところであります。 

  それから、３番目に協働のまちづくりということで進めてまいりました。道路網整備、廃

棄物処理場の整備、市庁舎建設、幼保一元化等々、まだまだいっぱいございます。 
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  この４年間で、そのほか皆様方の御協力によって実現できたものといたしましては、火葬

場、それから田方消防南署、天城北道路の第１工区、それから県道修善寺天城湯ヶ島線、

136号線土肥新田地区の改修の着手、そのほか指定管理者制度の導入等ができたということ

に対して、議員の皆様方に改めて感謝を申し上げたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 再質問。 

  関議員。 

○１９番（関 邦夫君） すみませんでした。 

  今まで、何回かこの問題を取り上げてきました。土肥地区の一部の家庭の問題ですが、親

子は少しでも学力を向上させようと２時間も費やして塾に通う現実を、おろかな行為として

片づけていいのか。この問題解決を教育委員会は学校の問題ではないとして意向を酌み入れ

てくれませんでした。土肥のような不便なところの教育について改善は見られませんでした。

教育長がかわっても、同じような教員上がりでは同じように事なかれ主義なのかと心配です

が、新しい国の取り組みに期待しています。 

  伊豆市の遠距離通学問題において、たかが知れた予算は組めないとして、土肥での合併前

の子供はただ同様の通学費に対し、合併後は５万円も６万円も支払わなければなりませんで

した。天城温泉会館、下水道事業、農業集落排水事業等に一般会計から膨大な繰り入れをし、

何とかしなければと言いながら、毎年当然のように行われています。また、教育委員会もあ

り余る行き場のない職員を抱え、子供を育成する教育費を職員給与に費やし、肝心なところ

に使えないような感じがいたします。ふじみ幼稚園は入園者がなく、この地区での通学費を

全額市が負担としてもその恩恵に預かる子供はいなくなります。今後の統廃合、それに関係

する通学費問題に対し、あとは後でという考えのようですが、政治のわからない方々の考え

で、事務的に進められているような感じがします。 

  教育は金だと言われているように、多くの費用を要します。不要な経費削減はできず、肝

心のところに手が回らない現状では、教育に対する温かい支援は感じられませんでした。教

育長の言われるように、学校は学力をつけるだけのところではないとか、塾に通うか通わな

いは家庭と子供の問題だとか、そんな当たり前のことの論議でなく、私の言いたいのは、塾

に通うに往復２時間もかかる場所に住む子供や保護者の負担を軽くする、何か温かい手だて

はないかという質問を私は繰り返しているわけです。 

  教育長の子供さんが塾に行かなくても十分学力はついたと言われましたが、そのような方

はそれでよいでしょうが、多くの子供は面倒を見てあげなければ学力は向上しません。その

ために学校があり、子供の面倒を見ているわけではないですか。それがうまくいかないので、

この問題が起きているのではないか。おくれを取り戻したい方、もっと高度のことに挑戦し

たい方において、子供も家庭も塾の勉強を望んでいる場合、２時間も無駄を承知で通うので

は余りにも酷ではないかと指摘しているわけです。 
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  放課後、補習希望者に教師が補習をしてあげて、大きな効果を上げた時代もあったという

ことも説明しました。そのようなことが解決の糸口にならないかと、提案しているわけです。

教師も、授業以外のもろもろの雑務に追われている現状で、何も進んで補習をする方は少な

いと思います。しかし、土肥のような不便なところは雑務に予算をつけ、教師の負担を軽減

し、実情を理解できる方に来てもらうことができないのか。一部の方の問題だとしても、何

か改善をしてもらわないとこの問題は解決しないと思います。 

〔発言する人あり〕 

○１９番（関 邦夫君） あとはまた次の質問は受けませんから。 

○議長（堀江昭二君） 答弁に対しての質問をしていただかないと。 

○１９番（関 邦夫君） 今、通告してあるもののことを言っているわけです。答弁に答えな

ければならないという決まりがありますか。 

○議長（堀江昭二君） 一般にはそういう。 

○１９番（関 邦夫君） 通告してあるものに対して質問すればいいわけでしょう。 

○議長（堀江昭二君） 一般質問はそういうものですから、答弁に対しての質問をしていただ

きたいと思います。 

○１９番（関 邦夫君） 今、大体が答弁に対しての再質問だと思います。いいですか、続け

ますよ。 

  通塾するか、塾に通うか通わないかで学力の２極化が進み、学力のおくれの解消のため退

職職員等、外部人材事業が始まります。塾があるかないかで学力に差は生じないと教育長は

言いますが、そのとおりだと思います。塾の存在のあるなしで学力に差はつかないのは当た

り前で、塾で勉強した子供と、しない子供に差がついた２極化は、国を挙げての問題になっ

ています。さっき教育長が言われました東京におけるリクルート出身の和田中学校の校長は、

進学塾による有料授業を始めました。いいですか。手近に塾のある東京でも放課後部活等で

時間がない中、子供が大変だということで、ボランティアの地域本部というのを立ち上げ、

夕食もその方々が用意するそうです。少しでも子供たちの負担軽減にと取り組んでいます。 

  教育長は、さっき否定的な考えのようでしたけれども、この間テレビの討論会を見ました

けれども、この人の言っていることも結構みんなが賛成していました。基礎力に欠ける子供

には5,000円で土曜寺子屋というのをやっているそうです。国でも多く取り上げている学力

向上の問題に対して、伊豆市の教育委員会は決められたことをお役目的に処理し、役割を果

たしているつもりのようですが、地方自治体になぜ教育委員会が設置されているのか、理解

できていないように思います。事務局の考えに従い、現状を省みず、自主性に欠けた教育方

針、多くの子供たち、保護者に負担を重くしていたと思います。 

  教育自体に振り向ける十分な予算があれば、教育長も別な答弁をしたと思います。教育委

員会だけの責任でなく、予算の総額は多くても、組織運営のために多く費やされ、教育本来

の目的に使用の余地がない構造に問題があると思います。 
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  一部の要望を取り上げ、無理なお願いをしてきましたが、教育長の立場と、我々外野では

大きな差があるのは当然だと思います。今後も子供たちの健やかな教育支援をお願いして、

再々質問はいたしません。 

  ２番へ移ります。 

○議長（堀江昭二君） ここで休憩をします。 

  25分まで休憩します。 

 

休憩 午後 ３時１７分 

再開 午後 ３時２５分 

 

○議長（堀江昭二君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  関議員、再質問。 

○１９番（関 邦夫君） ２番目の新庁舎建設についての再質問をします。 

  建設を進めているということで、測量委託料300万円、設計委託料300万円の予算をつけて

ありますが、再合併の問題を抜きに新庁舎建設を論議することはできないと思います。役職

員の少しばかりの手当を削減し、こんなことまでして経費削減に努めていると市内外に宣伝

する必要があったか疑問です。今の状態から交付税がなくなった場合、市民サービスを現状

にとどめることなど、どなたが市長さんになってもできないと思います。歳出の削減はでき

る余地が多くありますが、歳入増は構造的なことで景気が向上してもできません。歳入増の

ため、市は何をする必要があるのかという問題の取り組みがなかったような気がします。 

  観光を例にした場合、観光業者が努力しなければ、素人の市ではどうにもならないという

考えですが、市は専門知識のある職員を教育し、業界を支援し、業界がそれにより利益を得

て市に還元するような構造を、私は築かなければならないと思います。財政の不安な状態で、

この終わりに及んだときに、たった300万円の設計委託料で何をするつもりなのかわかりま

せん。もっと早期にとりかかる問題ではなかったか。少しばかりの増築ならいいとしても、

大きな新庁舎を建てかえるような大きな事業は財源の長期の見込みがなければ、私は市民の

賛同は得られないと思います。伺います。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） 総務部長から答えてもらいます。 

○議長（堀江昭二君） 総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） おっしゃるとおりかと思います。 

  そういうことで、片や行政経費の将来的なことを一例をとって挙げますと、いわゆるそれ

ではこのまま分庁で、４庁舎の維持管理をずっと続けていくかということがあろうかと思い

ます。庁舎の基本方針については、また後ほど全員協議会の場でご説明申し上げる予定でお

りますけれども、１つには、いわゆる大体この天城湯ヶ島の支所、維持管理するのに大体
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3,000万円ぐらい経費としてかかります。４つの支所を抱えておりますと、１年間で１億

2,000万円。合併して４年でございます、５億円近い維持管理経費等がかかっているという

ことで、施設自体相当もう老朽化してきているという状況等を踏まえた中で、将来的なこと

を考えた場合には一つの方針として、この４つの分庁機能を統一するというのが効率的であ

ろうというご意見もあろうかと思います。決定してこれで進むということではございません

ので、財政的な観点、それから事業の優先度、いろいろなご意見を聞きながらこれから努め

ていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 関議員。 

○１９番（関 邦夫君） ３番の再質問をさせていただきます。 

  都会の真ん中に焼却施設があり、安全に運営されている例を説明しても、信じる人、信じ

ることのできない人がいます。原発が安全だと言われても、事故を繰り返し、安全とは言い

切れません。広い伊豆市で歓迎されないところに無理に建設する必要はないのではないか。

再合併がある場合、伊豆の国市との中間がどこだかわからなくなります。戸田と土肥のとこ

ろにある斎場と焼却施設も合併で状況が大きく変わり、不要になろうとしています。場所さ

え決まれば設立できる施設です。２市で設立に決まるまでにはおそく、建設を急ぎ、勝手に

決め、必要な施設だから同意するのが当たり前だと言われても、地元は困惑します。少しぐ

らい不便で運搬コストがかさんでも、皆の同意を得やすいところを選択し、早期の完成のほ

うが全般的に割り安ではないかと思います。よい条件をつけ歓迎してもらうか、反対が少な

いところを選択するか、どこに建設するにしても、今まで前向きにやられてきたことは無駄

にならず、大きく進んだ形で次期市長に引き継げると私は考えております。回答は要りませ

ん。 

  ４番目のやり残したと思うことについてを再質問します。 

  市長は就任当時、６つの基本方針を挙げました。そのうちの一つの創造力ある人づくりに

おいて、体育館や給食センター等の建てかえを挙げましたが、初めはどうして施設をつくれ

ば創造力のある人づくりができるのかと腑に落ちませんでしたが、こんなことは言葉のあや

だと思います。地域が主体のまちづくりにおいて、すべての面において極力無駄を省き、効

率のよい予算執行ができるよう職員とともに努力するとしていましたが、職員削減問題も一

般会計繰出金の改善も努力された結果であり、我々は批判はできても難しい問題だったと思

います。 

  基本方針の多くを実行及び実現させてくれた市長の努力に深く感謝し、質問を終わります。 

○議長（堀江昭二君） これで関邦夫議員の質問を終了します。 

 

◇ 古 見 梅 子 君 

○議長（堀江昭二君） 続いて、11番、古見梅子議員。 
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○１１番（古見梅子君） ただいま議長より発言許可をいただきましたので、一般質問させて

いただきます。 

  質問は空き施設の有効利用による児童館設置についてであります。 

  市長さんにお願いいたします。 

  １つ、児童館は地域の中で子供たちの楽しい活動と遊びの場であり、人間関係を深める交

流の場でもあります。兄弟も少なく、地域で遊ぶ子供は少なくなっています。地域における

青少年の健全育成活動の中核施設として、現在空き部屋や利用が少ない施設が合併してある

かと思います。その施設を有効利用して児童館設置ができないかを伺います。 

  ２つ目、親の責任で遊ばせる。あるいは、ＮＰＯ法人にお願いするなどをすれば、運営は

できると思う。児童館の設置を積極的に早急に進められないか、伺います。 

  ３番目、天城温泉会館に夕鶴記念館が併設されています。夕鶴記念館の一角にはただいま

観光協会が入っています。観光で来る人にも利用できる児童館も中に一緒にして、夕鶴児童

館を有料として、多くの人に親しまれる施設に生まれかわれるかと思うのですが、どうでし

ょうか、お伺いいたします。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの古見梅子議員の質問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 古見議員のご質問にお答えいたします。 

  空き施設の有効利用による児童館設置についてでございます。 

  地域における子供たちの活動と遊びの場として、伊豆市に児童館を設置してはどうかとの

ことでありますが、児童館には集会室、遊戯室、図書館及び便所を設け、母子指導員、また

は教諭の資格を有する者等が当たらなければならないとされております。 

  １番目の空き施設の利用ですが、現在児童館に利用できる空き施設はありませんが、今後、

空き施設ができた場合には児童館にこだわらず有効利用を考えたいと思います。 

  ２番目の運営につきましては、児童館の施設基準、職員資格等の問題がありますので、Ｎ

ＰＯ法人にお願いするにしても、慎重に検討をしなければならないと思います。 

  ３番目の、天城温泉会館の夕鶴記念館を児童館にとのお話ですが、天城温泉会館について

は市営施設運営委員会により答申が出されており、今後の方向について検討をしていくこと

になりますが、議員の意見も検討の材料になると思います。 

  なお、夕鶴記念館は現在、観光協会、旅館組合に賃貸され運営管理をお願いしてあり、来

館者もふえてきております。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 再質問ありますか。 

  古見議員。 

○１１番（古見梅子君） ただいま、先ほど伊豆市の教育について話がありましたですけれど
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も、学校教育、大変素晴らしい伊豆市の教育だと大変誇りに思っている者の一人ですが、こ

れから子供が少なくなっております、兄弟が大変少なくなっておりますので、子供に生きる

力を子供が小さい時から身につけるということで、学校、家庭、地域社会が一体となって進

めるという意味で今、大変外の遊び場も危険なところも多くなっております、機械で遊んで

いる子供も多くなっています。ぜひ生きる力を身につけるという意味で、この子供の遊び場

の提供をしていただければ、親の責任で遊ばせられることもできるし、ＮＰＯ法人とここで

ありましたけれども、きのうの新聞に天城こどもネットワークの、田所さんが代表している

んです。この方は子供の遊びのいろいろな資格を持っております。全部資格を持っているよ

うであります。この方がしずおか子育て未来大賞という特別賞をもらったという記事が出て

いたんですけれども、この方は15年前に市山に引っ越してきた方でして、たまたま私のうち

を建築をするときに、空いているうちがあったものですから、それでこの方とご縁があった

んですけれども、大変素晴らしい五感を働かせる遊び、それからこちらから見てちょっと危

険ではないかと思うような遊びもさせる、非常にそれをいろいろな批判も受けながら15年続

けてきて、今回、表彰になったことがきのうの新聞でありました。こういうすばらしい法人

もあるわけです。こういう人たちにお願いをすればできる。 

  毎年、３月の春休みになると、そこの改善センターで２日間、チルドレンミュージアムと

いう本当に手づくりのもので遊ぶ、余念なく遊ぶ子供たちがいっぱい、田方の子供たちが来

る。そういうのもやっていましたけれども、どういうわけかことしは伊豆の国市のほうでや

ると、ことしも３月にやるということでした。 

  こういう人たちがせっかく天城にいて、こういうＮＰＯを育てることと、育ててこの人た

ちに委託すれば、児童館の運営もできるんではないか。そういうことを考えますと、今財政

がないないということで、児童館の建設なんてとんでもないことでありますけれども、空き

施設を利用して、そしてこういうノウハウを持っている人たちがやれば、何も無理なくでき

るんではないかと。そういうふうに思っているものですから、今、伊豆一帯にこの子供プレ

イパークを広めていきたいということですので、ぜひこの天城に天城プレイパークとしての

場所を提供できないものか。 

  前に、市長さんのところへとお願いにも本人と伺ったことがあるわけですけれども、まだ

ご理解をいただけていないのか、今は子供、わんぱく広場というのはプールの向こうに、わ

んぱく広場というところ、小さな一角を借りてやっているようであります。プレイパークと

いうのは本当にすばらしいんです。ぜひこれを育ててもらいたい。そのために施設を貸して

やって、このＮＰＯ法人に任せてやってもらいたいと思っているものですが、いかがでしょ

うか、お伺いいたします。 

  早急に、市長さんが今市長さんのときに許可していただきたい。田所さんのことをよくご

存じだと思いますので、質問させていただきます。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 
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  市長。 

○市長（大城伸彦君） 田所さんにつきましては、ここの何年か前にお会いしまして、子供の

遊びの場についてのお話をさせていただいてきたことはよく記憶しております。議員おっし

ゃるように、児童館、空き施設でございますが、この児童館の目的というのが、今の体制の

どこに入るのかなと。縦割り行政から見ると、お話ですと教育的な立場、健康福祉的な立場、

あるいは自然と一緒になって遊び、教育をするためには観光との関係等々、幾つかの部門が

連携しなければいかないかなと。また空き施設も現在の施設では、それぞれの部門が担当し

ていますので、なかなか手を挙げるところがないんではないかとか、その辺を精査して残さ

れた時間でできるかどうか、ちょっと自信はありませんけれども、引き継ぎをしっかりやり

たいと思います。ご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 再質問。 

  古見議員。 

○１１番（古見梅子君） このたび、こども課というのができました。ここのところで検討し

てもらって、教育的なもの、それから福祉的なもの等もありますので、児童館というともう

そこに何か縛りがある、こうなければならない、ああなければならないと。児童館の名前が

なくたって、子供広場とか、何かそういう名目でも子供のために空き施設を利用することが

大事だと思っているものですから。 

  それからもう一点、天城温泉会館の夕鶴記念館なんですが、天城温泉会館がもうできて10

年以上たつと思いますけれども、そのもっと五、六年も前に、建設の五、六年前に天城温泉

会館のイメージ図というのがあったわけです、建設する前でした。役場の前に張られた中に、

その中に花いちもんめ事業と書かれていまして、花いちもんめ、花いちもんめとはどういう

意味かなと思ったときには、花いちもんめというのは、童が歌を歌って遊ぶあれであります。

童と童がここで遊ぶのかなと思っていましたら、その後、しろばんばの舞台であったという

こと。 

  一昨日、しろばんばの市民劇団が子役が中心になってやりました。ここはしろばんばと花

いちもんめと、本当に童が遊んでいるイメージでできた天城温泉会館だったということを思

うときに、夕鶴記念館が非常に何も全部児童館ではなくて、児童館というのは何というんで

すか、歩くところに、湘南のチルドレンミュージアムに行きましたときに、本当に通路のと

ころのこばにこう台があって、いろいろな石がありひもがあり、何か自然のものがいっぱい

あって、そこの中で自分で手を使って、あるいは耳で聞いたりとか、いろいろなことをしな

がら歩いていってぐるぐるして遊ぶところなんです。 

  ちょうど田所さんが、夕鶴記念館というのは夕鶴児童館になったらいいねなんていう話を

前にしていたんですけれども、大きい広場の児童館も遊ぶ場もいいんですけれども、こうい

う施設が余り使われていないんではないか。いつも森閑と静かな施設になって子供の影も見
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えない。ここのところに夕鶴という非常にいい童話も民話もあります。この夕鶴記念館を有

効利用するということでぜひいろいろ考えていただきたいと思っているわけです。 

  今まで夕鶴記念館、天城温泉会館のことで、いろいろなことを一般質問してきましたけれ

ども、何とか有効利用しなければ、有効利用することを考えなければ、私たち議会も今の行

政も、とにかくたくさんのお金を入れていかなければならない状態になっておりますので、

早急にやっていただきたい。早急に変更していくとか、やっていただきたいと思っておりま

す。一つの目的の花いちもんめ事業として、子供たちが騒ぐしろばんばの里としてふさわし

い、そういう施設とするために児童館はいい、最も最適かなというふうに考えたところであ

ります。いかがでしょうか。市長さん、お願いします。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 夕鶴記念館は先ほどお答えしましたように、現在は観光協会、旅館組

合に賃貸しているわけでありまして、その辺が観光協会、旅館組合との話し合いをまずしな

いと、そういう施設に使えるかどうか、一応契約してお願いしていますので、ここではちょ

っとできますとか、できませんとか答えられないわけですけれども、おっしゃるような趣旨

はよく理解できましたので、何らかの方法でつないでいきたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 古見議員。 

○１１番（古見梅子君） 読み聞かせというのも、これをプレイパークでやっているわけです

けれども、それを夕鶴記念館のあの小劇場でたびたびやっているんだそうですけれども、観

光協会の方がぜひこういうことを続けてほしいということも言われていると。ミニ劇場とい

うのがありますね。あそこで子供に読み聞かせもやって、大変好評でいい施設だということ

も、ぜひ使ってくださいと観光協会から言っているということも、そんなことで今回質問さ

せていただいたわけです。 

  質問を終わります。 

○議長（堀江昭二君） これで古見梅子議員の質問を終了します。 

 

◎散会宣告 

○議長（堀江昭二君） 本日は議事の都合により、これにて散会いたします。 

  次の本会議は、あす12日午前９時30分から一般質問を再開いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時４７分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（堀江昭二君） 皆さん、おはようございます。 

ただいまから平成20年第１回伊豆市議会定例会を再開いたします。 

  本日の出席議員は23名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしまし

た。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎一般質問 

○議長（堀江昭二君） 前日に引き続き、一般質問を行います。 

 

◇ 杉 山   誠 君 

○議長（堀江昭二君） １番、杉山誠議員。 

○１番（杉山 誠君） おはようございます。１番、杉山誠です。通告に従い一般質問をさせ

ていただきます。 

  初めに、過疎集落対策について伺います。 

  我が国は、今、かつて経験したことのない人口減少時代の入り口に立っています。今後、

100年以上続くことが確実と言われているこの減少は、日本のあらゆる社会システムにさま

ざまな社会格差とひずみを生み始めています。その明白な短所と見られるのが、日本各地で

同時発生的に誕生している過疎集落問題であります。2006年に実施された国の過疎地域等に

おける集落の状況に関するアンケート調査では、将来、消滅するおそれのある集落は全国で

2,643、このうち423は10年以内に消滅するおそれがあるとされており、将来的に共同体の維

持が困難になるとされる過疎集落が全国的に急増しております。 

  自然と人が共生してきた過疎地域の集落が大量に消滅することは、自然環境、国土の保全、

防災、防犯、伝統文化の保護、ふるさとコミュニティの存続などの観点から、そして何より

も、そこに暮らし続けたいと願う住民の立場からも、しっかりと対策を講ずるべきであると

考えます。 

  これらのことを踏まえ、公明党では昨年末、地域活性化推進本部として、党所属地方議員

が高齢化率が50％を超える全国各地の過疎集落に住む人々の生の声や要望と行政担当者の取

り組みなどを現場に足を運んで調査をし、その集計結果をもとに、政府に対し人的交流の促

進、財政的支援、インフラの整備など11項目の申し入れを行いました。 

  今後、2009年度末には、過疎地域自立促進法が期限切れを迎えることなど、国レベルでの

課題に向けて対策が検討されていくことと思いますが、地方自治体としても取り組むべき課

題が多くあると思います。伊豆市においても高齢化率が50％を超える集落がふえており、住
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民は働く場所が少ないことや後継者不足、そして移動手段の確保や医療、介護の不安など多

くの悩みを抱えて生活しております。今後ますます進むことが確実な集落の過疎化について、

市として、どうとらえ、その対策について考えておいででしょうか、伺います。 

  次に、犯罪のないまちづくりを目指しての取り組みについて伺います。 

  治安対策は、警察による犯罪捜査やパトロールにすべてゆだねるのではなく、行政が主体

となって、警察や地域住民と連携して犯罪のない地域づくりを進める必要があります。そこ

で具体的に幾つか伺います。 

  初めに、近年、自分たちの町を自分たちの手で守ろうという自主防犯ボランティアなどの

防犯活動が広がりを見せており、犯罪件数が大幅に減少したなどの報告がされています。我

が市における自主防犯組織の現状と行政との連携体制、また青色回転灯や防犯パトロール中

などのステッカーを装着した車の活動状況はいかがでしょうか。 

  次に、事件や事故に遭遇したときに、ボタンを押すと直接警察署の警察官と会話ができる

緊急通報装置や、カメラなどを備えたスーパー防犯灯や、犯罪抑止効果があるとされる青色

防犯灯の設置が各地で進められていますが、伊豆市での計画はいかがでしょうか。 

  ３つ目に、伊豆市で多いと言われている悪質商法被害対策はいかがでしょうか。 

  ４つ目に、「生活安全条例」や「安心安全まちづくり条例」等の制定についてですが、当

市では、平成16年４月に伊豆市生活安全条例が施行されていることを確認しました。それで

は、この市を挙げて防犯まちづくりを積極的に推進する姿勢を広くアピールするために、立

て看板を設置することも効果的と考えますが、いかがでしょうか。 

  最後に、地域住民と連携協力しやすい環境整備のために、防犯担当窓口の状況等について

考えを伺います。 

  大きなテーマの３番目に、学校での外部人材活用事業について伺います。 

  教員の不足と忙しさは、全国の公立小中学校共通の問題と言われています。教師は、保護

者の要求や事務作業に追われ、子供と話す時間や授業の準備が十分とれないだけでなく、余

りの忙しさに体を壊してしまったり、うつ病になるなどの事例もかなりあるそうです。文部

科学省は、このような教育環境を改善し、公立学校の教師が子供と向き合う時間を確保する

ため、2008年度に公立小中学校の教師を３年ぶりにふやすとともに、小学校を中心として

7,000人の非常勤講師を配置する計画とのことです。 

  そして、平成20年度より、県が退職教員や経験豊かな社会人等を学校に非常勤講師として

配置する退職教員等外部人材活用事業がスタートします。教員の給与と同様、報酬の３分の

１を国庫負担する新規事業で、財政の厳しい自治体にとって、ありがたい制度であると思い

ます。 

  さらに今、自分の仕事を持ちながら、学校で先生として授業を行っている特別非常勤講師

の活用件数も増加しています。幅広い経験やすぐれた知識、技術を持つ社会人を教育現場で

活用することは、学校の多様化や活性化を目指す上で非常に重要であると思います。伊豆市
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においても、新たに始まるこの支援制度を積極的に活用してはいかがでしょうか。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの杉山議員の対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 杉山誠議員のご質問にお答えいたします。 

  過疎集落対策についてでございますが、全国的な少子高齢化により、伊豆市においても過

疎化は進みつつあります。過疎集落と申しましても、個々の集落の地形、面積といった地理

的条件が異なります。また、集落を構成する人々の年齢、風土も異なりますので、その対策

は、まず集落に住んでいる方々の主体性を基本とし、その土地に即した策を講じていきたい

と考えます。 

  続きまして、２点目の犯罪のないまちづくりにつきましては、まず防犯まちづくりのため

に、１番目でございますけれども、市内の自主防犯関連組織として、大仁警察署管内の地域

安全協議会、少年警察協助員連絡会、大仁警察署管内防犯協会、小中学校ＰＴＡなどがあり、

地域住民の生活に危険を及ぼす犯罪や事故を未然に防止するため、子供への防犯教室の開催

や空き巣被害をなくすため、セイフティータウン運動、青色回転灯や防犯ステッカーをつけ

ての防犯パトロール活動を実施しております。 

  伊豆市の青色回転灯登録車両は、現在44台、防犯ステッカーについては教育委員会から各

小中学校に配布し、教職員、ＰＴＡ役員等の車両につけて活動していただいています。 

  また、愛犬家の方にもご協力をいただき、犬の散歩の際に不審者や不審車両を見つけた場

合、110番通報をお願いしているワンワンパトロールや、家庭や会社事務所、商店などにお

願いしている「かけこみ子ども110番の家」が518軒登録されています。 

  次に、市内の犯罪発生状況は平成18年まで300件を超えていましたが、平成19年は前年に

比べ100件減少いたしました。今後も、市・警察・地域住民が連携して、犯罪の起きにくい

まちづくりを進めていきたいと考えます。 

  次に、スーパー防犯灯につきましては、非常用赤色灯、非常ベル、防犯カメラ、インター

ホン等を備えた防犯灯で、緊急時に警察署等への通報や映像の伝送をすることができるもの

です。国土交通省と警察庁の安全・安心まちづくりのモデル事業の一環として、平成13年以

降、犯罪の比較的多い都市部を中心に設置が進められており、県下では静岡市葵区に５基、

浜松・沼津・富士駅周辺に各10基、計35基が設置されていますが、設置費用が高額であり、

現状では導入の予定はありません。 

  次に、青色防犯灯につきましては、青色は心理的に人の副交感神経に作用して、人を落ち

つかせる効果があると言われておりますが、犯罪抑止効果は科学的に十分な解明はされてお

らず、コスト的な問題もありますので、周辺市町の状況や駅前地区周辺の駐輪場等の状況を

踏まえて検討したいと考えております。 

  次に、悪質商法被害対策につきましては、平成17年６月より、広報紙に「めざせ悪質商法
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被害ゼロのまち」と題して、市内に事務所を構える司法書士から最新の話題を提供いただき、

悪質な手口の周知と被害の事前回避に努めています。 

  また、各支部別の老人クラブの会合や民生委員の会合等で司法書士による出前講座を開催

し、被害に遭わないための対策や被害者救済の方法等について勉強会を開催しております。 

  次に、生活安全条例や、安全・安心まちづくり条例等の制定や防犯まちづくりをアピール

する看板の設置についてですが、平成16年４月１日に伊豆市生活安全条例が制定されており

ますので、今後もこの条例に基づき、地域住民の生活に危険を及ぼす犯罪や事故を未然に防

止するための地域生活安全活動の推進、市民及び事業者が行う地域安全活動の支援及び犯罪

事故等からの被害を未然に防止するための生活環境の整備等を進めていきたいと考えていま

す。 

  次に、地域住民と協力しやすい環境整備のために、防犯担当窓口の設置等については、防

災課及び支所の地域振興課で担当しており、今後も警察を初めとした関連機関、団体等と緊

密な連携を図る中で、地域住民と協力しやすい環境の整備に努めてまいります。 

  以上です。 

  ３点目は教育長の答弁でございます。よろしくお願いします。 

○議長（堀江昭二君） 次に、教育長。 

○教育長（室野純司君） それでは、３点目のことについてお答えいたします。 

  昨年９月にも同様の意見をお伺いいたしまして、前回は「教育サポーター制度」、今回

「外部人材活用事業」と、表現は違いますけれども、多分同じ内容だろうというふうに思い

ます。 

  伊豆市の現状を申し上げますと、現在、伊豆市では、各学年単学級の小規模校が非常に多

いために、担任外教師というのは１名ないし２名というのが現状でございます。本来的な業

務のほかに仕事も非常に多く、子供と向き合う時間が非常に十分確保できない、こういうこ

とが心配されています。確かに多くの教員が多忙感を感じているというのは事実だろうとい

うふうに思います。 

  私どもも県教委には、この「非常勤講師」の拡大というのは要望を続けております。しか

し、思うように配置されないのが実情でございます。例を申し上げますと、昨年、全国で

250億の予算で約２万1,000人、これを各学校に大体１人ぐらい配置すると、こう言われた特

別支援員、これについても実際には静岡県で170人。そして、それも大規模校中心に配置を

されましたので、伊豆市には小規模校が多いということでしょうか、市町割の１名だけしか

配置されていない。こういうのが実情でございます。 

  伊豆市のほうでは、これ以外に、市のほうのご協力をいただいて、特別に支援が必要な児

童生徒、あるいは不登校生徒への対応ができるように、現在14名ほどの支援員を配置してい

ただいております。これで十分ではございませんけれども、毎年少しずつふやしていただい

ております。財政的なことを考えますと、急増は少し無理かなというふうにも思っています。 
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  ちなみに、19年度におきまして、伊豆市では県費で非常勤講師でお願いしているところを

申し上げますと、まず教員免許がない方の人材活用として理科支援員、これは熊坂小学校と

大見小、それから狩野小、大東小に４名、これは週２日、大体１日４時間の形で、理科の特

に実験補助的な形でご支援をいただいております。それから、熊坂小へは１年生支援員とい

うことで、これは学級35名を超える１年生に、これは県のほうからの配置ですけれども、こ

れが週５日、１日４時間という形で配置をされております。それから、情報アドバイザーと

いうことで、これは大見小学校だけですけれども、１名、これは週１日、３時間。 

  それから、教員免許所有者の人材活用として、理科授業のための非常勤講師。これは実際

に、理科の実験補助ではなくて、理科を実際に教えてくれる方ですね、これが土肥南小に１

名。これは約週３時間でございます。それから、美術と音楽授業のための非常勤講師、これ

は免許が要るということで、小規模の土肥中学校にそれぞれ１名。週、各３時間ということ

で配置をされております。 

  議員が言われる平成20年度からの新たに「静岡県で措置される外部人材活用事業」、この

内容ですけれども、これも市で勝手に、これだけ欲しいというわけにはいきません。現在、

県教委では県議会の新年度予算の議決を待っているようでございますけれども、私どもが聞

いている中では、生徒指導困難校にこの人材を配置すると、こういう予定があるというふう

に聞いています。ですから、今のところ実際に、では伊豆市ではどのぐらい配置されるかと

いうことを詳しく聞きますと、県全体で170名、これを配置をする。ですから、静東教育事

務所といいますか、こちらの東部のほうの管内では約50名が見込まれる。そうすると、伊豆

市のほうには、中学校に３名ないし４名が配置をされるというふうなことを、私どものほう

では聞いております。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 再質問ありますか。 

  杉山議員。 

○１番（杉山 誠君） 再質問させていただきます。 

  最初の過疎集落対策ですけれども、それぞれの地域の主体性にゆだねるということで、市

としての具体的な対策は考えていないというふうにとらえてよろしいですね。その上で、質

問をさせていただきます。 

  過疎集落、壇上でも申し上げましたように、実態調査は私も足を運ばせていただきました

けれども、現実はその集落にお住みの方は、本当に厳しい現状を目の当たりにして、非常に

将来に不安を抱いて生活しておるのが実態でありました。まず、何といっても、やはり若い

人がどんどんいなくなってしまう。その原因としては、働く場所がないということが共通の

問題です。これは過疎に限らず、伊豆市全体での問題でもあると思います。あとは、やはり

いろいろな交通網、道路網、その他生活関連の不便さとか、そういうものの要因がいろいろ

あるんですけれども、過疎化が進んだ一番の原因として、高齢化、後継者不足、それから農
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林水産業の衰退、雇用の不安ということが全国でも共通してあります。これは伊豆市にも当

てはまると思います。 

  農林水産の衰退、これが過疎地域の主な産業であった産業が衰退して、働く場所がないと

いうようなことの一因でもあると思います。農林水産業を市の力で向上をさせていくという

ことは、なかなか難しいことであると思いますけれども、今、そういった農地の有効活用と

か都市住民との交流とか、いろいろな手が打たれておりますけれども、そのような取り組み、

行政としてできることが幾つかあると思います。 

  その一つとして、都市住民の交流とか、空き家を有効活用して移住、定住、あるいは２地

域居住、そういった、今、都市の会社を退職して田舎暮らしをしたいという人の数が多いと

いうことは言われております。それらの方を受け入れるような態勢、それも市として何かで

きるのではないかと思います。そういうことも考えていただけるかなということも、１つ質

問をさせていただきます。 

  そして、先日の新聞で、伊豆市の商工会の建設部会ですか、そういった空き家情報である

とか、山林あるいは農地の情報をデータバンク化して、それを活用して都市住民の受け入れ、

あるいはそういったものを進めていこうという動きをしておられるということを新聞で見さ

せていただきました。これは本来、行政がやっているところがかなり多いんですけれども、

伊豆市では民間でそういうことの取り組みを進めてくださっているということで、非常に心

強く思ったわけですけれども、そういった民間の団体の方と伊豆市との連携というのはどう

なっておりますでしょうか。 

  また、今後市として、そういった民間の力もお借りして、行政としても、またできること

はやっていくべきだと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

  ２回目の質問は、それだけお願いします。 

○議長（堀江昭二君） ご答弁願います。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 過疎集落対策についての再質問、企画部長から答えさせます。 

○議長（堀江昭二君） 企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） 議員さんのご質問の中で、市としての施策があるか、ないかとい

う部分でございますが、基本的には過疎地域というのは過疎の自立促進特別措置法というも

ので、過疎債の適用になる事業として基盤整備等は当然やっているわけですが、ところが議

員さんおっしゃられるように、非常にハードの部分は進んでいっているというのが実情かと

思います。しかしながら、今おっしゃられているように、人的交流であるとか、そういった

ソフト面の部分で非常に欠けているなというのは我々も承知しております。 

  先ほど来言っております、市長が申し上げているように、地域の主体性というのは、地元

の方々が、本当に今おっしゃられたように退職された方々の受け入れに対して本当に真剣に

考えるかと。これらについては、20年度にそういった形での組織をちょっと編成して、今後
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の対策を考えてみようということを今、検討しております。 

  具体的には、例えばこの過疎地域というのは、伊豆市の中では土肥地区がほとんどなんで

すが、７地区ほどございます。俗にいわゆる限界集落と言われているところなんですが、こ

れらのところを踏まえて、実際に我々がその地域の方々と話をして、本当に何を考えている

のか、どうしていくんだというようなところまで踏み込んで施策を展開するときかなという

ふうに考えています。 

  ただ、主体性というのは、地元が本当にその気があるか、ないかと、ここが非常に重要な

ことでして、例えば人的交流をやるといっても、空き家があるから、ここに人を入れると

なったとき、嫌だよと、嫌だよと言われるケースというのは比較的あるものでして、この辺

の意識改革も、当然地域として、していかなければならないというようなことを踏まえて、

我々、そういったものにこれから取り組んでいこうということを考えております。 

  いずれにしましても、ハードは過疎自立の計画でずんずん進むわけですけれども、今言っ

ているソフト部分が非常に欠けているということは認識しておりますので、これらを踏まえ

て、その施策に今後反映していければというふうには考えております。 

  それから、商工会の連携については…… 

〔「私のほうから」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） 観光経済部長。 

○観光経済部長（鈴木直道君） 商工会との連携ということで、先日、商工会のほうで、山梨

のほうに定住促進事業の視察という形で商工会のほうで行ったわけですけれども、その折に、

市の職員も同行していただきたいということの中で、市からも観光商工部門、農業水産部門、

そして企画部門、３名一応同行させていただきまして、勉強させていただいてきております。 

  空き家バンクという形で山梨が積極的に取り組んでいる内容について視察をしたというこ

とで、今、企画部長からも話がありましたように、空き家等も先ほどの過疎化の中で結構ふ

えてきている中で、その仕組みなんかを勉強しまして、実際、それではその地域として、先

ほど言ったように、そういう形の受け入れが可能かどうか、これからその辺もいろいろ地域

の人たちとも話をしながら進めていければと思います。 

  また、あわせて、遊休農地も問題も、きのうあたりもお話ししたかと思いますけれども、

そこら辺についても地域の人たちに、やはりその遊休地をどうしていきたいのか、どういう

ふうに生かしていきたいのか、その辺の部分もあわせて今後やっていければと思っておりま

す。 

○議長（堀江昭二君） 再質問。 

  杉山議員。 

○１番（杉山 誠君） 行政として取り組む姿勢を今、伺いましたけれども、やはり根本は地

元にやる気があるかどうかということ、それは私も感じます。ただ、やる気があるか、ない

かにかかわらず、行政としては過疎地域が進むということに対するとらえ方というか、問題
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意識、それをただ、住民福祉を何とかしなければというとらえ方だけではなく、私はまちづ

くり全体を考えて、確かに今、中心市街地を活性化させようということでまちづくり三法も

改正になりまして、中心地の空洞化を食いとめようということで、いろいろな施策が行われ

ておりますけれども、それは一つの市街地、今まで大きな店舗が郊外にできて、中心地に空

き店舗がふえて、高齢者が買い物に不自由しているとか、生活に不便を来しているというか、

それは中心地を中心に考えることでありまして、そこへすべての住民に来ていただこうとい

うことは現実、無理でありますので、中心地は中心地で活性化させていく。そして、地方は

地方で、それなりに住民が暮らしやすいような、また、そういった施策を講じていく必要が

あると思います。 

  そういった意味で、住民の要望というのがどれほどとらえられているかということも大事

な問題だと思うんですけれども、先ほどのアンケート調査の中に、幾つか共通している住民

の意向というものがありますので、ちょっと読ませていただきますけれども、１つには、自

治会の役員の不足。これが非常に重荷になっているという、この声があります。私も旧町時

代ではありますけれども、幾つかの役員をさせていただきましたけれども、非常にそのころ

は中伊豆町でございましたけれども、役員が多い。少人数の集落ですと、その受け手がいな

いということで、幾つも兼務する。それがこのアンケートにもありますけれども、高齢者が

役員となる場合、自分の日常生活にも支障を来すというほど重荷になっているという、そう

いう声もありました。役員を高齢者に、こういった言い方はあれですけれども、押しつける

というか、そういう声が多く聞かれますので、そういった役員をもう少し精査していただい

て、本当に必要なものなのか、この地域に必要なものなのかということを、地域に合った役

員を選定する。市でやるから、市共通の役員をということではなくて、伊豆市になって、ど

ういうふうに改善されているかということも伺いたいんですけれども、そういったことも考

える必要があると思います。 

  この１つのアンケートの回答なんですけれども、これは京都府のＡ市というところの自治

会の役員さんなんですけれども、若いときは消防、子供があれば育友会、そして自治会の役

と、少ない若い者の負担が多過ぎる。ここで言う若い者というのは、65歳以下のことだそう

でございます。そのあげく、自分の親の面倒ばかりか、自治会内の高齢者を少ない人数で面

倒を見ていかなくてはならない。こうした現状では田舎に若い人が残るはずがないくらい、

わからないのだろうかというようなことも、厳しいことも言われていますけれども、役員、

これが１つの住民の重荷になっているということを聞きますので、その辺をどうとらえてお

いでか。 

  あと、行政としては、先ほどの話の続きになるんですけれども、住民の活性化をさせよう

という意識の盛り上がりを待つだけではなく、その地域に合った特性を生かしてあげるよう

なサポートというか、そういったものも一つの応援できることではないかと思います。それ

ぞれの地域に、例えば漬物の得意な婦人のグループがあるとか、そういったものを生かして
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特産化して、非常に売り上げを伸ばしているというようなこともありますので、そういった

こともできないかどうか、そんなことも伺いたいと思います。 

  あと、これからますます高齢化が進んでいきますと、私の訪ねたところの役員さんも、70

歳を、区長さんですけれども超えていました。今はまだ車の運転ができるからいいけれども、

車の運転ができなくなったら、どうして生活していこうかというようなことも漏らしており

ました。そういった方たちがこれからふえてくるというのは、もう目に見えておりますので、

これから高齢者の方がふえてきて、車の交通手段もなかなかとれなくなってきた場合に、福

祉の担当になるかもしれませんけれども、福祉とか、また財政、そして観光経済、そういっ

た組織が一体となって、市長もよく言われていますように、縦割りではだめだということを

言われていますけれども、一体となって、そういう過疎地域の対策を講じていく必要がある

と思いますけれども、その辺どうお考えでしょうか、お尋ねします。 

○議長（堀江昭二君） 再答弁願います。 

  企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） そうした集落においては、今おっしゃられたように、役員さんの

不足であるとか、それ以外にもコミュニティ社会、そういった部分での崩壊、こういったも

のが進んでいるということは我々も当然考えられるわけですので、それらに対して、当然サ

ポートをしていくという必要性はあろうかと思っています。 

  ただ、先ほど来言いましたように、ハード事業で農道、あるいは林道を整備しても、今

おっしゃられるように、自分たちで管理できないような状況が確かに生まれていることも事

実でございますので、これらについてどうしていったらいいかということを踏まえて、私ど

ものほうでも、どういったことで困っているというようなことは過疎地域のアンケート調査

である程度把握しておりますので、そういった内容を踏まえながら、地域の方々といろいろ

話し合っていければというふうに思っております。その上での施策ということは、当然考え

なければならないというふうに思っております。 

  それから、先ほど市長が言った主体性という部分の話なんですが、実はこれ、前に商工会

さん、あるいは伊豆市で講演した徳島県の上勝町というところが、これは葉っぱで２億

5,000万稼ぐという町なんですが、こういったことがこれからできていけば、かなりＵター

ンであるとか、そういったものも当然出てくるわけです。究極は、こういった地域といいま

すか、上勝町の場合は人口2,100人ぐらいの町なんですが、そこで葉っぱを売るだけで２億

5,000万もうけている。要するに、お年寄りがそういった事業を展開しているわけですね。

これも一つの参考例でしょうから、そんなことも踏まえながら、それぞれの地域に入って

いって、サポートできるもの、それから自分たちでやってもらうもの、そういうすみ分けた

中でやっていければなと、そういった今、組織といいますか、町内ワークをつくっていこう

というふうに考えておりますので、ご理解いただければと思います。 

○議長（堀江昭二君） 杉山議員。 
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○１番（杉山 誠君） あとは高齢者、福祉との連携とか、いろいろまたありますので、今、

企画部長が言われましたような、そういうネットワークをしっかり構築していっていただき

たいと思います。 

  次に移ります。 

  防犯対策ですけれども、非常に犯罪件数が減っている。これは本当に結構なことだと思い

ます。ただ、非常に今、電話であるとか、高齢者をねらった悪質商法であるとか、そういう

表に見えないところで被害に遭われている方が多いと伺っています。そうした方たちに対し

て、司法書士の方に活躍していただいておりますけれども、一つには、やはりそういう町の

姿勢というか、この町では犯罪者を受け付けないよという、そういうアピールをすることが

非常に大事だということを司法書士から伺ったことがあります。 

  それは、目に見える形で、伊豆市の入り口に大きな、例えば「悪質商法被害ゼロのまち」

とか、そういった看板を立てることが非常に効果があるよということを伺ったことがあるん

ですけれども、それで今、立て看板ということを質問させていただいたんですけれども、犯

罪というのは、すきのあるところへ入ってくる。前に、大仁警察署の生活安全課長から伺っ

たこともありますけれども、手薄なところへ、手薄なところへ入り込んでくるという話も

伺っております。 

  今、スーパー防犯灯とか青色防犯灯とか、お聞きしましたけれども、そういったものも一

つには、この町は防犯対策が、犯罪者を寄せつけないという姿勢が強いよということを示す

という、そういうことも一つの効果だそうでございます。青色防犯灯は確かに天気のいい日

は明るいんですけれども、霧の日とか雨のときは全く暗くなってしまうということで、非常

に問題もあるそうですけれども、その青色防犯灯が設置されているということは、この町は

非常に目が光っているなという、犯罪者に対するガードがかたいなという、そういうことを

犯罪抑止効果というそうでございます。 

  そういうことを踏まえて、犯罪抑止効果、立て看板とか、そういったものがあるというこ

とですけれども、そんなものも検討していってはいかがかなと思うんですけれども、いかが

でしょうか。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 総務部長から答えさせます。 

○議長（堀江昭二君） 総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） 今、議員さんのおっしゃられる悪質商法対策といいますか、セー

ルス、それから電話、いろいろな形があろうかと思います。実際、そういうものが実質的に

ふえているのかなということでございまして、そうしたものに対する相談業務体制の充実等

が必要になってくるのかなというふうには思っています。 

  おっしゃる抑止効果、啓蒙する意味での看板等のあれでございますが、実際それがどれだ
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けの効果があるのかという部分もございますので、総合的な中で検討させていただいてとい

うことで検討したいと思います。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 杉山議員。 

○１番（杉山 誠君） ぜひ行政として、犯罪者を寄せつけないという姿勢を強くアピールし

ていただきたいと思います。 

  では、最後に外部人材活用事業ですけれども、伊豆市でも、かなり多くの方の支援をいた

だいているということですけれども、結局これは市が要望するというよりも、県のほうで配

置を決めるというか、そういった形になっているというふうなことなんですけれども、現状、

小規模校には配置が少ない。これは現実として、小規模校というのは学校の先生は忙しいに

は忙しいんですけれども、大規模校に比べると、子供と触れ合う時間は大規模校に比べれば

とれるというふうにとらえていいんでしょうかね。 

  現実的に、県のほうの配置がなかなか回ってこないということは、伊豆市でそれがある程

度間に合っているというか、全国的な傾向から比べると、子供に対する触れ合う時間という

のは多いというふうに─多いとは言えないんですけれども、教育長は絶対足りないよとい

うふうにはとらえてというか、そういうことはないんでしょうかね。ちょっと伺いたいんで

すけれども。 

○議長（堀江昭二君） 教育長。 

○教育長（室野純司君） 小規模校は先生方は楽しているという形では、私は決してとらえて

いない。これは本当に、例えば特別支援員ですね。これも県から１名しか配置がなかったん

ですけれども、僕らも当初としては、もう少しやはり１校１名は全部いかなくても、せめて

半分ぐらいの学校へそういう形で配置をしてくれるのかなという、当初は予想もしていまし

たけれども、実際ふたをあけてみると、生徒数が多いところは、それなりの特別支援に係る

子供も多いというとらえ方を県のほうでしますので、そうすると、学級が25学級あるところ

へは、例えば支援員が余分に２人ぐらい入っても、伊豆市のほうへは来なかったと、こうい

うのが実情でございます。 

  私どもは、決して小規模校へはいいよという形ではとらえていませんので、これは今後も

要望し続けていかなければいけないんではないかなと。今、今度配置されると予想される生

徒指導のほうにつきましても、一応、この間、県教委ともちょっと話をしましたけれども、

伊豆市なんかの場合は、子供たちのどちらかというと非行はそんなに目立ってはいないと。

それゆえ県のほうで、これも配置してくれなければ困ると思ったんですけれども、県のほう

では、そうではなくて、生徒指導がそれなりに充実しているところは、ほかの活用もいいよ

というような幾分柔軟な姿勢も見えていますので、そこらあたりは、僕らもちょっと使い方

については考えていきたいと。ただし、議員が言われているような一般のだれでもというか、

子供たちの授業を直接やれるような人をということが言われていますので、やはり教員免許
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がなければ配置はできないだろうなというふうにはとらえています。 

  ぜひ、国のほうのこういう事業を、こういう田舎の市へも大勢配置してくれればなと、そ

んな期待はしています。 

○議長（堀江昭二君） 杉山議員。 

○１番（杉山 誠君） 比較的、教育環境に恵まれているなというような印象を受けました。

だからといって問題がないわけではないわけでありまして、やはりそういういい面を生かし

ていくということで、特別非常勤講師なんですけれども、これは教員免許が要らない、教員

免許のない方を非常勤の講師として学校長が推薦して、県の教育委員会で認定できるという

ことなんですけれども、これはちょっと私もわからないんですけれども、手当てがあるんで

しょうか。全くボランティアなんでしょうかね。ボランティアということになりますと、地

域でそういう方が出てくださるのは非常に難しいとは思うんですけれども、また、そういう

方に対する働きかけというのは伊豆市では行われているんでしょうか、伺います。 

○議長（堀江昭二君） 教育長。 

○教育長（室野純司君） 国で考えている場合、国で例えば予算をつけて、静岡県へ例えば何

千万だか、あるいは億の金が来るかわかりませんけれども、静岡県、例えばこれだけの人材

をということで来ます。そうしたら、県では国の意向と少し変わってくる面もあるのかなと。

そして、私どもへ例えば非常勤としてつけてくれる場合、例えば市で３分の１持ちなさいと

か、そういう条件では来ません。すべて県費で来ます。ですから、市からのそういう非常勤

講師については負担はないと。ただ、単価はそんなに高くありません。ボランティアでもな

いという形になります。 

  それで各学校では、もちろんそれだけの外部人材だけには頼っていることはできませんの

で、これは各学区の地域、あるいは学校でとらえている人材に対しては、必要に応じてボラ

ンティアで学校のいろいろな活動についてお手伝いをしていただいている。この人数は、か

なり多いだろうなというふうに思います。 

  きょうも中伊豆では、子供たち全員に地域の人材の方の講演会を何か開くという話も聞い

ていますし、もう本当に大勢の方に、市民の皆さんにご協力はいただいているというのが実

情だと思います。 

○議長（堀江昭二君） これで杉山議員の質問を終了します。 

 

◇ 鈴 木 基 文 君 

○議長（堀江昭二君） 次に、２番、鈴木基文議員。 

○２番（鈴木基文君） ２番、鈴木です。一般質問をさせていただきます。 

  きのうから、市長さんがもうおやめになるから、おやめになるからというような発言が大

分出ていまして、私は全くそうは思っておりませんで、任期中は、その期間、市長さんの責

任もありますし、やれることもまだまだあると思います。そういう前提のもとに質問させて
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いただきます。 

  各種計画作成委託に市民、議会がどのようにかかわるかということについて、質問いたし

ます。 

  20年度予算案にも、○○計画作成委託料がたくさん計上されています。それらがつくられ

る過程で、市民の意見を聞く場がどの程度持たれ、計画に反映されているのか質問します。 

  また、つくられた計画書がどのような内容で、市政にどう反映されるのかを議会としても

検証するためにも、議会が作成にかかわる、これはオブザーバーとしてでも─ことが必要

と思いますが、どのように考えますか。市の執行権と議会の権限との解釈の仕方にもかか

わってくると思います。４年間務められた市長の立場としてのお考えをお聞きいたします。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの鈴木議員の質問対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 鈴木議員のご質問にお答えいたします。 

  各種の計画作成委託に市民、議会がどのようにかかわるかについてでございますが、ご質

問のありました各種計画が作成される過程で、市民の意見がどの程度計画に反映されている

のかとのことですが、合併後に作成された計画書の策定委員のメンバーを見ますと、市民の

代表はもとより、各種関係機関の代表の方も計画の策定に参加していただいております。ま

た、住民アンケートを実施し、計画書策定の資料として活用した例もあります。 

  次に、計画書の策定に当たり、議会が作成にかかわるということですが、合併に際し、伊

豆市設立準備会の事務調整項目の中で、各種委員等への議員の選出について分科会で協議が

なされ、議会専門部会で議決機関と執行機関の分立の趣旨から参画しないとし、この専決内

容に基づき対応していたところであります。 

  いずれにいたしましても、現状では行政手続法の導入によってパブリックコメントという

言葉が多く用いられておりますが、伊豆市のホームページ等を媒体として、各種計画策定の

際に、広く市民の皆様からご意見や情報を提出していただく機会を設けております。 

  今後とも、より多くのご意見、ご提案をいただけますよう努力してまいります。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 再質問はありますか。 

  鈴木議員。 

○２番（鈴木基文君） 再質問いたします。 

  市民も参加している、アンケートもとっているというお話で、議会の参加の仕方に関して

は、やはり行政、立法の二元代表制であるわけですから、分離しているというようなお話

だったわけです。しかし、４年間、今まで、こうやってきまして、本当にそれで政策なり、

計画なりが実のあるものとしてつくられ、実行されているのかというところに疑問がありま

すので、そこで合併協ではそういうふうに決められたかもしれないんですが、やはり少し考

え直す必要があるんではないかというふうに思っています。 
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  まず、計画の委託料なんかが、本当にこの計画に見合った金額のものがちゃんと支払われ

て、そういう計画が立てられているのかというのが、何年かやりまして、私たちに全く見え

てこないというところがありました。 

  ほかの議員さんにも言われているわけですけれども、いろいろな審議会とか、いろいろな

会議があって、結果は来ます。でも、その過程がどのような過程で、そういうものが結果が

出てきているのかというところが一番大事なところだと思うわけで、そのあたりを知るため

にも、それに議決に参加させろとは言いませんけれども、どういうような形でつくられたか

というのを知るために、オブザーバーでも何でもやはり見ていく必要があるのではないかと

いうふうに思っていますので、それをまずひとつ計画策定のところで質問いたします。 

  それと、今までいろいろなことをやってきまして、政策が結果を出す一番大事なのは、市

民がどのように主体的に参加できるのかという部分だと思います。今、ウェルネスの事業な

んかもやっていまして、本当は医療費削減までやっていきたいんですけれども、結果を出す

のはなかなか難しい。では、無理かといいますと、決して無理だと思っていない。それは、

住民が本当に一緒にやろうという、そういう参加の形ができれば、私は結果が出るというふ

うに思っています。そこのところへ持っていくための住民参加をどうするか。それと３つの

柱であります行政がどうそれにかかわって、議会がそれにどうかかわっていくかという、

ちゃんとした形が必要かなというふうに思っています。 

  これが、体制をこれからつくっていくために、政策は次の市長さんに引き継ぐにしても、

そのための何か体制づくりの第一歩を今、市長さんは、これからでもできるんではないかと

いうふうに思いますので、そんな生きた政策をつくるための体制づくりをおやめになるまで

に、何かちょっと、こう一歩踏み出してできないかなというふうに思いますけれども、いか

がでしょうか。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 再質問にお答えします。 

  やはり議会制民主主義ですから、持ち場、持ち場はあると思います。議員さんは議員さん

の役目、執行部は執行部の役目、市長は市長の役目が当然あると思います。それを踏み超え

て、いろいろ話し合うことはいいと思うんですけれども、やはり私は限界があるし、そこを

いいかげんにすると言うと語弊がありますけれども、やや最初の段階から足を踏み入れてし

まうと、結局、責任の所在がわからなくなるという懸念があると思いますので、ご提案の趣

旨は一応理解しましたけれども、これはもっと議論を、検討をしていかないと、行政の根幹

にかかわることだと思います。 

  冒頭申し上げましたように、いろいろな委員さんであるとか、それは以前から比べると

いっぱい委員さんがおります。先ほど杉山議員は役員が逆に多くて困ると言っていますけれ

ども、そういう役員ではなくて、委員さんをいっぱいお願いしていると思います。その中で、
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意見を聞きながら政策を練り上げて、議会に諮って、議会がそれがいいとか、悪いとか、こ

こが足りないよとかいって進むのが、私は民主主義だと思っています。その辺をやや混同し

てしまうと、議会制民主主義がうまく進まないだろうというふうに考えています。ぜひ、そ

の辺をご理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 鈴木議員。 

○２番（鈴木基文君） 今、日本の中で、非常に、こう進歩的に議会がどういうふうにあるべ

きかということを考えているところでは、行政もそうなんですけれども、行政側としては、

やはり自治基本条例というのを制定しているところがふえています。議会としても、議会の

基本条例というものをつくるところが今ふえています。ふえていると言いながら、まだ日本

全国見ても、多分10に足りないくらいではないかと思いますけれども。でも、本当にやる気

のある、その市を、町をよくしていこうというところは、そこまで踏み込んで考えています。 

  その基本条例の中に、大体どこの条例にも入っているんですが、議員が政策の立案能力を

強化しなければいけない。政策立案能力ですよ。ただチェック能力だけじゃないんです。そ

れを政策提案する、提案の拡大。では、それを立案して提案したものが、ではどのように行

政側が出してくる案の中に、政策の中に反映されていくのかという、そのあたりを具体的な

形として考えていかなければ、もうならない時代ではないかと思うんです。 

  当然、地方自治法で中にいろいろなことが掲げられていまして、その中の地方自治法を逸

脱してまでやることは間違いなんです。でも、解釈の範囲の中で、それを議会と行政と市民

がどういうような形でかかわって政策を進めていくか、市をつくっていくかということは本

当に一番大事なことだというふうに思いますので、ぜひ、そのあたりは、完全にそうしろと

いうのではないんです。そういうことを考えるまず第一歩。どういうふうな形に本当に伊豆

市をよくするために必要なのかという、その第一歩を行政も、議会も、市民も考える、その

第一歩をつくってもらいたいなというふうに思っております。 

  最後の質問にいたします。お願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） 行政の主役は市民だと思っています。議員さんも、お宅へ帰れば市民

です。私も、家へ帰れば市民のつもりであります。そういう市民の目線というのは双方あっ

て、市民としての活動はいいと思います。 

  今おっしゃられる行政の手法というのは、やはりその辺は法でいくのではなくて、市長の

ポリシーの部分だと思いますね。では、ポリシーを出して当選されたら、それでその行政を

やればいいと思います。私はそこまで踏み込んでいませんので、今までどおり任期まで突っ

走らせていただきます。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） これで鈴木基文議員の質問を終わります。 
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  これで40分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時３０分 

再開 午前１０時４０分 

 

○議長（堀江昭二君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◇ 酒 井 勲 一 君 

○議長（堀江昭二君） 16番、酒井勲一議員。 

○１６番（酒井勲一君） 16番、酒井勲一です。発言の通告をいたしましたところ、議長より

許可をいただきましたものですから、３つほど一般質問をさせていただきます。 

  限界集落について。 

  限界集落について伺います。私は昨年の３月定例会で、この件について質問をしておりま

す。市長からは、区・自治会の単位を広げていくことを検討したい、企画部長さんからは現

在検討している最中であるとの答弁をいただきました。 

  国の来年度予算案で、国交省、農林水産省を軸として限界集落の支援事業が立ち上がった

ようですが、当市として、市長はどのように支援事業に対応するのか伺いたい。 

  滞納整理事務の不適正処理について。 

  昨年12月の初めのころだったと思いますが、近くの市役所の滞納整理業務で公務員の方の

不適正な処理が問題だなんて言っていますが、私は背任横領事件だと思っております。報道

の内容を見てみますと、起こるべくして起きたなという感じを私は思いました。 

  当市でも同じような業務があるわけですが、よその市のことだということではなくて、自

分の市のこととして考えていかなければなりません。この問題をどのように考えております

か、伺います。 

  がんばる地方応援プログラム事業について。 

  昨年６月定例会において、事業の締め切りが近かったので通告外ではありましたが、私は

緊急と考え、あえて質問させていただきましたが、回答をいただけませんでした。その節は

非常に失礼いたしました。 

  その後、追加の募集があり応募したように聞いておりますが、どうなったのか伺います。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの酒井議員の質問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 酒井議員のご質問にお答えいたします。 

  まず、限界集落についてでございますが、限界集落対策は今や全国的な問題となっており

ます。国土交通省では限界集落対策として、過疎・高齢化集落の直接支援に乗り出し、ＮＰ
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Ｏなどと共同で集落機能を維持しようとする地域への補助金を支出することとし、初年度は、

モデル事業として全国の約60の集落を対象にする方針で調整を進めているようであります。 

  また、農林水産省では、中山間地域等条件不利地域への支援を打ち出しました。対策のポ

イントとしては、小規模・高齢化集落の地域資源を保全管理するための活動を支援するとい

うものです。 

  伊豆市の対応としては、このような制度を有効に活用できるよう集落の特性を把握し、ま

た集落に住んでいる方々の主体性を重視し、地域に合った対策を進めていく方針であります。 

  続きまして、２点目の滞納整理業務の不適正処理につきましては、某市で市役所の徴収員

が金銭の不適正処理をされたという報道がありました。このような報道がされるたびに、税

務課職員には、課長より注意喚起をするよう指示をしております。 

  徴収業務については、収税担当１人での対応でなく、複数の職員がかかわることで、この

ような不祥事が起きないよう注意をしております。また、研修会等で、機会あるごとに職員

の資質の向上を図ってまいります。 

  続きまして、３点目のがんばる地方応援プログラムについてお答えいたします。 

  本プログラムの伊豆市の取り組み状況及び経過につきましては、伊豆市総合計画に基づき、

子育てしやすいまちづくりプロジェクト、安全に暮らせるまちづくりプロジェクト、美しく

負荷の少ない環境プロジェクトの３つのプロジェクトを策定し、平成19年９月５日の第２次

募集に応募し、10月31日に総務省で採択されました。 

  採択されたプログラムについては、平成19年度から21年度までの３年間、取り組み経費に

対し特別交付税措置が講ぜられることになります。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 再質問はありますか。 

  酒井議員。 

○１６番（酒井勲一君） 本年度の当初予算を見るに、限界集落の対策がどこで予算化されて

いるのか、どのように市長は考えておりますか。 

  去年３月の質問では、これはたしか企画部長さんだったと思いますが、当市では対象が西

地区だけだと言ったように思いますが、私たちの伊豆市では、西地区だけではなく、東西南

北、どの地区にも限界集落はあるように感じます。 

  これは集落のくくりが、考え方が違うのかなと思えば、そうかもしれませんが、この間、

北地域の来年区長さんをやられる方と会いましたところ、市のほうは縦割り化されて、非常

に細かく割り振り、委員が、我々それを市民としてやるについては、やはりいろいろな要求

があったり、いろいろな仕事があって非常に大変だと。私の町内では20戸の戸数があるが、

２軒は入院されていて、どうしようもないと。会長、副会長等を決めるについても非常に容

易ではない。 

  １人が２つや３つ兼ねていることが多々あるということで、ぜひ市でもそこらをどういう



－182－ 

ふうに考えておるのかということを伺いまして、それは昨年、私は質問しておりましたもの

で、市長の言ったように私は答えておきましたけれども、それならば地域の住民が一番主役

だから、隣の町内と考えるとか、いろいろ方法はあるのではないのということは言いました

けれども、一応そういうようなことがございました。その辺を市長はどのように考えるか伺

います。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 企画部長から答えさせます。 

○議長（堀江昭二君） 企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） 限界集落というのが、過疎化などによって人口の50％、65歳以上

の高齢者が冠婚葬祭など社会的共同生活の維持が困難になった集落というふうに造語的に言

われております。北地区にあるか、ないかというのは、ちょっと私も、今の我々の資料によ

りますと、今のところないというふうに理解しております。 

  ただ、今おっしゃられたように、実際問題として社会的な共同生活ができないような、先

ほどの杉山議員ではないんですが、役員の選任ができないような地域があるということであ

れば、それは我々としても把握しなければならないとは思います。ただ、我々の一般的な資

料によりますと、土肥地区に７地区ほどございます。こういったものを、先ほども言いまし

たけれども、前の質問の中には、市長も地区の自治会の統合というようなことを言っておっ

たわけでございますが、地区の歴史、あるいは伝統文化を考えると非常に難しいという状況

はあろうかと思います。 

  しかしながら、現状としてなかなか地域として成り立っていかない、地区として成り立っ

ていかないというのは我々も承知しておりますので、これら、我々のほうから、みずから出

向いて、そういった、どういったことを希望していくのか、例えば隣の地区と共同でやって

いくとか、そういった問題が当然出てくると思います。それらを我々として、どの程度のこ

とがサポートできるか。そういったことが最終的に、先ほど農林水産省の補助事業でも、隣

の集落に出張して手助けすると。そうすると、補助制度の採択になるというようなことを

言っておりますので、それらも研究しながら、そういった集落に対してどういったサポート

ができるか研究していくというような組織づくりを考えていると。 

  先ほどの杉山議員と同じような答えで申しわけございませんが…… 

  杉山議員さんのお答えと同じようになると思いますけれども、そういった形でのサポート

をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（堀江昭二君） 酒井議員。 

○１６番（酒井勲一君） 限界集落が西地区だけしかないと、今またおっしゃいましたが、市

役所に帰って、もう一回よく見ていただければわかると思いますが、それは修善寺におきま

しては、温泉場地区に３町内ほどございます。あるいは南地域でもございますし、東地域に
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もございます。これは地域のほうはエリアのとらえ方が違うのかなと思って、先ほどそう言

いましたんですけれども、ぜひもう一回よく見ていただきたいなと思っているわけでありま

す。 

  限界集落と申しますのは、先ほど部長さんがおっしゃいましたけれども、その地域が65歳

以上が確かに半分以上だとかということになっているわけですが、地域が地域として生きて

いけなくなっていくというところはあるわけです。例えば、朝の清掃に出てこないとか、農

道や農業用水の整備ができないとか、そういうのもやはり限界集落の一つだと私はとらえて

おります。内容を見ても、やはり高齢者が多くて、30戸ある農家のうちの15軒はもうだめだ

とかいうことになりますと、どうしても行事や掃除が年３回やっていたのが１回になってし

まうとかいう問題は現在でもあるわけです。ぜひ、そこらをもっと真剣に考えていかなけれ

ばいけないなと思うわけです。 

  真剣に考えても、私がこの前申しましたよろず便におきましても、先ほど杉山さんですか、

申し上げました商工会の農地の問題ですか、先ほどありましたが、これはぜひ、住民から持

ち上がった話ですから、ぜひ住民側もひとつ考えていただくと。すぐ市が乗り出していかな

いということを僕はぜひお願いしたいと思います。市が乗り出していきますと、先ほどもあ

りましたように、すぐデータベース化だとか、すぐそういう話になってしまうわけですよね。

そうではなくて、まず、私たちは私たちの市の身の丈に合ったことから始める。大学ノート

でもいいではないですか。そんなところから始めていけば、安上がりに考えられるのではな

いかと思っております。ぜひ、よろしくお願いいたします。 

  次に、滞納の問題に移ります。 

  私もサラリーマンのころ、滞納ではないですが、売掛金の回収には非常に苦労した覚えが

ございます。これは一番、売掛金の回収とか滞納の整理とかというのは、市役所の中でも非

常に嫌な仕事ではないかなと思っているわけですが、でも、やらなければなりません。 

  民間では、自分の給料がもらえるか、もらえないか、あるいは勤めている会社が存続する

か、しないかというようなことを、仕事をするときには社長さんから言われたりしますよね。

ぜひ、そういうところで市の対応を見てみますと、どうも人間は性善説に立っているような

気がするんですよ。もう役場の職員は絶対悪いことはしないんだというようなことが、性善

説ね─が見られるわけです。 

  例えば、先ほど市長さんがおっしゃいましたが、必ず２人で行けばいいんだよというよう

なことをおっしゃいましたが、僕はやはりそれは担当の課長さん、部長さん等が、例えば私

がさっと考えるについては、滞納の切符を朝、10枚やると。すると、10枚、夕方３時までに

帰ってこいと。そのうち５枚分の現金が集金できたと。その５枚を納付書と一緒に出納入れ

なさいと。あとの５枚は担当の係長さんには返しなさいと。翌日、また新しく５枚を足して

やるというようなスタイルをとれば、まずそんなことは３年もほうっていてわからなかった

とか、そんなことがどうして起こるのかと私は思うわけですが。本当に伊豆市ではそんなこ
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とをやっていないと思いますので、ぜひその点は人間は性悪説だというようなことに変更し

て、ぜひお願いしたいと思います。これは依頼かたがたですね。 

  そして、その次に地方応援プログラムですが、これも立ち上がったようですので、お金を

かけないでできる方法をぜひ考えていただいて、引き続き、伊豆市のために、いいまちをつ

くるために、これは大命題ですので、ぜひ、みんなで頑張っていきたいなと思っております。

よろしくお願いしたいと思います。 

  私の質問を終わります。 

○議長（堀江昭二君） これで酒井勲一議員の質問を終了します。 

 

◇ 大 川   孝 君 

○議長（堀江昭二君） 続いて、21番、大川孝議員。 

○２１番（大川 孝君） 私は、通告してあります３点につきまして市長に答弁を求めるもの

でございます。 

  １つ目といたしまして、集中改革プランの進捗状況に関してでございます。 

  平成17年度より、総務省の主導で始まった地方公共団体における行政改革、つまり集中改

革プランの推進は、組織のスリム化や徹底した支出の見直しをすることによって、自立に向

かっての健全財政の確立を目指していくものだと記されております。21年度の５年間での目

標の数値化や指標を明示するとうたっていますが、その進捗状況を伺います。 

  ２つ目といたしまして、施政方針に関してでございます。 

  ２月25日の本会議におきまして、市長は施政方針を述べられました。その中で、農業振興

においては、高齢化や後継者難等で農業離れが進行し、遊休農地が増加、環境、景観の面か

らも憂慮すべき状況で、地域の人たちと一体となって解消に向けた取り組みをしていくとの

考えですが、１つ、具体的に農地を守る取り組みの施策を伺います。 

  ２つ目に、農地の遊休地や放棄地に対して、市のブランドを発掘し、海外に農産物を輸出

する一大プロジェクトを立案し、指導していくことは、自立のできる農業の再生と美しい景

観を備えたまちづくりになると思いますが、先進農業を目指す考えはないか伺います。 

  ３つ目に、富士山静岡空港に関してでございます。 

  いい、悪いは別として、富士山静岡空港も来年３月に開港いたします。この空港を大いに

活用、利用しなければなりません。国際交流が盛んな現在、国内はもちろんのこと、いかに

外国人旅行者に来ていただけるか、本格的な集客、誘客対策に関しての考えを伺います。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの大川議員の質問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 大川議員のご質問にお答えいたします。 

  まず、１点目の集中改革プランの進捗に関してでございますが、当市の集中改革プランに
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おいては、行政改革大綱で示した行政改革推進における具体的な方針に基づき、年度ごとに

実施項目を明記しております。これらの項目について、毎年度、関係各課の進捗状況ヒアリ

ングを実施し、年度終了後に、その実施結果を取りまとめて広報等に掲載しています。本年

度につきましても、各課の進捗状況ヒアリングを行いました。これらを年度終了後、実施結

果として取りまとめ、推進本部会議及び推進委員会に諮り、広報等に公表をする予定であり

ます。議員ご指摘の集中改革プランの進捗状況は、おおむねプランに基づいて進んでいると

考えております。 

  続きまして、２点目の施政方針に関して、特に具体的に農地を守る取り組みに対する施策

につきましては、国において、５年をめどに農業上の重要な地域を中心に耕作放棄地ゼロを

目指し、取り組みを始めました。伊豆市においても、昨年の10月と11月に職員による農用地

の田の部分について、田んぼの部分ですね─について遊休農地等の調査を行いました。こ

の調査におきまして、市内の農用地で約120ヘクタールの遊休・荒廃農地があることがわか

りました。 

  これからは、この調査により取得したデータを図面化するとともに、農地所有者にアン

ケートを実施し、農業委員と協力しながら、農地の貸借のあっせんを行う農地銀行のような

体制づくりを進めていきたいと考えております。 

  また、モデル地区を選定し、この地区の方々と話し合いを持ち、取り組みをしていきたい

と考えております。 

  その他、伊豆市としましては現在、大豆の作付を奨励しておりますが、大豆のほかに米の

作付にかわる作物づくりができないものか検討をしております。 

  ２つ目の先進農業を目指す考えについてはですが、伊豆市は、ご承知のとおり中山間地域

であることから、１農家当たりの経営規模が大きくありません。したがって、遊休・荒廃農

地は市内に点在しているわけであります。しかも、海外への輸出を考えますと、ある程度の

経営規模が必要だろうということから、周辺農地まで取り込んでの作付が求められることに

なります。大きな目標を持って向かい、進むことも必要なこととは思いますが、現在の伊豆

市における農業事情を考えますと、まず、「遊休・荒廃農地をこれ以上ふやさないための特

産物の検討」、「減農薬・無農薬栽培の推進による安全・安心の農作物の提供や高付加価値

化」を進めることが良策ではないかと思っています。 

  続きまして、大きな３点目の富士山静岡空港開港に関する外国人誘客対策につきましては、

ご案内のとおり来年３月開港となりました。北海道、九州の国内線を初め、国際線では既に

ソウル便の就航が決まっております。また、経済成長が著しい中国、台湾、香港への就航に

向け、県が中心となりエアポートセールスを行っております。 

  伊豆市といたしましても、外国人観光客の誘客と国際化への対応は基本的な事業でありま

すので、関係機関と協力しながら、今後は積極的に対応をすべきであると考えます。 

  平成17年度より、市と観光協会では、県の支援を受け「外国人観光客誘客促進事業」を実
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施しております。この事業は、伊豆市の四季折々の紹介を日本語・英語・韓国語・中国語の

４カ国でのＤＶＤを制作し、国内外の観光関係機関にセールスを行い、多くの観光客の方々

に伊豆市を理解していただくよう努めております。 

  また、国内を初め、海外からの誘客を視野に、伊豆市、静岡市、熱海市の３市で「トライ

アングル観光推進協議会」を組織し、観光協会、カーフェリーや関係交通機関、観光施設に

も参加を呼びかけ、着地型の新しい広域周遊ルートの造成による誘客に向けて各種事業を実

施しております。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 再質問ありますか。 

  大川議員。 

○２１番（大川 孝君） それでは、ひとつ再質問をさせていただきますが、集中改革プラン

でございます。 

  こういうものを達成することによって、伊豆市の総合計画、10年計画にも大いに弾みがつ

き、目標達成ができると思うわけでございます。そういう中、改革プランの中に記載されて

おりますが、５年間で９億4,000万円の財政的な効果がある等が試算されております。そう

した試算をそれ以上に達成できるように、改革プランというものは、あらゆるものの財政の

総洗ざらいをしていく必要があろうかと思います。 

  国の主導があったから始めるのではなく、自分たちで、独自のいろいろの施策について先

行的な考えでしていく必要があろうかと思います。国からの指導がなければ改革に腰を上げ

ないというのではなく、また役人気分に浸るのではなく、いつでも市民生活の向上を担い、

市民サービスに徹する行動が行政にも求められているわけでございます。 

  そこで、先ほど進捗が順調にいっているという市長さんの詳しいお話がございましたが、

ここに記載されておりますように、市民で構成する行政改革推進委員会、ここにも報告して、

年次報告しているということでございますが、これらを総合的にもう一度改革プランについ

ての取り組みをスピードを上げてやっていく必要があろうかと思いますが、その辺について

その見解につきまして伺いたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 企画部長から答えさせます。 

○議長（堀江昭二君） 企画部長。 

○企画部長（渡邊玉次君） この改革につきましては、議員おっしゃられるように、早急にや

りたいという考えはあります。しかしながら、いきなり全面的にこうやってしまいますと、

行政サービスの停滞というものも当然考えられます。それらを調整しながらやっていくとい

う状況があります。 

  １つの例なんですが、各種手続の届け出の電子化、こういったものをやりますと、逆に住
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民サービスが停滞する場合があります。例えば、申請書をパソコンで打ち出して役場へ出し

ます。しかしながら、とりに来ることが結果的に同じことになってしまうというような、こ

ういったものについても見直しをちょっと図らなければならないというようなこともありま

して、基本的には住民サービスが停滞しない中で、極力、行革プランに基づいて身の丈に

合った行政府にしていきたいという考えは議員さんと同じだと思いますので、よろしくお願

いをしたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 大川議員。 

○２１番（大川 孝君） ありがとうございました。 

  ２つ目の施政方針について再質問をさせていただきます。 

  私が調べた中におきましては、今、市長さんのほうも、いろいろときめ細かな施策につい

てやっていられるようなこともお話しされました。 

  水田の台帳面積が778ヘクタールありまして、そのうちの作付面積が448ヘクタールという

ことでございます。そういう中、主に農業に従事している方の多くは高齢者で、その方々が

農地を維持しているのではないかと思います。伊豆市におきましては、耕地面積から考えて

兼業農家が多く、片手間で農地を守っているのではないでしょうか。一般的な考えでは、農

業は労力を要することや、生産性の面から採算が合わない悩みもあることは、そのとおりで

す。しかし、考え方によって、また手法を変えただけで魅力ある農業へ脱皮できることもあ

ると思います。 

  言うまでもなく、日本の食料の多くは輸入に頼っています。食の安全を考えたとき、幾ら

安くても、どこでどんな農薬を使って栽培されているかわからないでは、食べるわけにはい

きません。また、農産物は育つ土壌や気候により味が変わります。国土の保全と環境、治水

などの面からも論じられるべきであると思います。 

  生産性とは別に、人の生きがい、楽しみとしての面もあります。そして、趣味で農業をす

る人は、高齢化に伴い増加し、農地への需要が増大していく可能性があると思います。農地

は地域の保水、水田での治水などの役割があり、農地を残すことは可能であり、農地が残れ

ば市街地も残ることになると考えます。 

  ５日の観光経済委員会において、担当者から荒廃農地の調査票の説明や約100万円かけて

耕作放棄地の地図の作成の予算化の話もありましたが、ただ統計の仕事で終わるものではな

く、農地も宝であり、農業の生き残りをかけた農地の活用が急がれていると思います。 

  もう一度、市長にこの辺のビジョンを伺います。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 議員おっしゃるとおりだと思います。 

  観光経済部長から答えさせます。 
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○議長（堀江昭二君） 観光経済部長。 

○観光経済部長（鈴木直道君） お答えしますけれども、先ほどの市長の答弁のとおりでござ

いますけれども、繰り返しますけれども、とにかく遊休農地がふえている状況は先ほどのと

おりでございまして、それの解消に向けた、とにかく取り組みをしていこうということで、

来年度につきましては、先ほど言ったようにアンケートをとった中で所有者の意向を把握し

たい。そういう中で、それとあわせて農地の貸し借り、そのあっせん、それを行う農地銀行

的なものをつくっていきたい。それと、先ほど言ったように、やはり地域の考え方、地域の

中へ入って一緒に解消に向けた対策、取り組みを考えていきたいということをとりあえず考

えております。 

  それともう一つ、これからやっていかなければならないというのは、営農組織といいます

か、地域の集落営農といいますか、そういうものもぜひ取り組んでいかなければならないの

かなと。個々でやっていくと採算性も悪いですし、それぞれの器具を持ってやっていくとい

う形になりますと、なかなか難しい部分もあるものですから、営農組織的なものができない

かな。 

  それとまたもう一つは、自分たちではできないものですから、作業をお願いするような作

業受託的な役割を担ってくれるような組織といいますか、そういうものをつくっていかなけ

ればならないのかなと思っています。 

  それと、伊豆市の場合、先ほどもありましたですけれども、規模が小さい、小さな農業と

いうことなんですけれども、そういう小さな農業というのを地域の特色といいますか、そう

いう特色を生かした取り組みをしていくということが一番いいのかなと。少しでも付加価値

を持たせるような農業といいますか、そういう形をつくり上げていかなければならないのか

なと。それには、先ほど来話がありましたように、安心・安全とか、それに伴う地産地消と

か、そういう部分を推進していく。小さい農業でも、付加価値をつけることによって、地域

の身近なところで使ってもらうことによって、ある程度の価格でも取引ができるような形が、

そういう農業を目指していく必要があるのかなと思っています。 

  幸い伊豆市の場合は観光地でございますし、旅館、ホテル等いっぱいあるわけでして、そ

ういうところともうまく連携してやっていく必要があるのかな。とにかく地産地消の話も前

にしたんですけれども、異業種、いろいろな農業者、観光業者、商業者、工業、いろいろそ

ういう人たちが常に連携してやっていくことが必要だし、例えばその地の農産物を加工とか、

そういうことによって付加価値をつけることも、実際ワサビ漬けとかいろいろあるわけです

けれども、そういうことによって付加価値をつけることもできるわけでして、そういう方向

で進んでいければと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 大川議員。 

○２１番（大川 孝君） いろいろ地産地消を重点とした伊豆市の農政の取り組みということ
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で、担当の皆さん方も大変ご努力しているということはよく理解いたします。しかしながら、

なかなか、こうした農業も本当に自給自足、地産地消であるわけでございまして、これを何

かしら伊豆市で、もう少し先進的な農業にしていくことも一つの考え方ではないかと思いま

して、例えば山梨の巨峰、あるいは夕張のメロンとか、山形のサクランボとか、胡蝶蘭とか、

静岡にもお茶とかミカンとかいろいろございますが、そうしたものもいろいろこれからの発

展する農業の一助に、また考え方としてはしていただければありがたいと思います。 

  それでは、３つ目に移らせていただきます。 

  先ほど市長さんから、いろいろきめ細かな観光についての取り組みをしておるということ

でございます。やはりそういうことが大事でございます。 

  この３月５日の観光経済委員会におきまして、担当職員より、富士山静岡空港の開港に備

えての「静岡満喫の旅」と称し、３市共同のパフレットですね。静岡・熱海・伊豆トライア

ングル観光推進協議会を立ち上げ、立派なパンフレットができ上がり、その説明がございま

した。まさに順調に営業の準備が進んでいるなというふうに感じました。そして、既に作成

しているかどうかわかりませんが、私は海外のパンフレットの作成も必要だと考えているわ

けですね。 

  そういう中、空港開港時に向けて、いかにしたら旅行者をたくさん呼び寄せることができ

るか、どうしたら楽しんでもらえるか、またお客様にお金をたくさん落としてもらえるかと、

地域の特色を生かした誘客の議論が高まっていないと心配している方々もございます。 

  そこで、利用する大多数の観光客は、海外から来る観光客さんは、富士山を一目見ようと

夢の実現のために来る方も多いと思います。しかし、富士山は１年のうち３分の１しか見え

ない事実がございます。特に外国からの旅行者は、そう何回も来るわけにはいかないと思い

ます。ここで問題なのは、雨が降った場合はどうするか。自然現象だから仕方がないでは、

観光立市である伊豆半島はもとより、伊豆市におきましても、すまされないことだと思いま

す。 

  観光立市であるならば、雨降りはこちらへとの同等の価値ある周遊プランを示し、満足し

てもらうことがとても大事であると考えますが、この点をどのようにお考えになっているか、

所見をお伺いします。 

○議長（堀江昭二君） 観光経済部参事。 

○観光経済部参事（伊郷哲郎君） ちょっと思っていなかった雨天のときの富士山という質問

でございますけれども、やはり確かに３分の１程度しか見られないというようなことがあろ

うかと思います。それにつきましては、清水からのフェリーの中から映像による富士山の画

像を流すとか、そういうようなことで外国人の方にいやしといいますか、満喫していただく

ような努力も必要かなと思っております。 

○議長（堀江昭二君） 大川議員。 

○２１番（大川 孝君） なかなか立派なご説明がございました。 



－190－ 

  私も非常に、富士山が見えないお客様に対して、それにかわるものをしてあげれば、満足

して、いい土産話ということになろうかと思います。１つの考え方といたしましては、主に

は観光業者の方に考えてもらうことでしょうが、例えば富士山のＣＤを用意するとか、会館

で富士山の上映を10分、15分ぐらいしてあげるとか、そういう富士山に関するはがきとか絵

はがきとか、そういうものを買っていただくと。また、伊豆市の観光資源をもう一回総ざら

いに出してみる。例えば天城の連峰太鼓、文豪の井上靖さん、天城ドーム、虹の郷文化の茶

室、特産物製造工程、弘法大師ゆかりの修善寺など観光資源をすべて出してみて、同じよう

に伊豆の国、函南、沼津、箱根、南伊豆等もピックアップして、そういう中から富士山にか

わる行程を何本か選びあげる。また、晴れでよし、雨でよしの見どころも調査をして、思い

出に残る魅力あるプランの情報発信をしていかなければならないと思います。 

  空港からの連絡としては、先ほどお話がありました清水土肥港のフェリーにも、南へ行か

ず伊豆市に入れるような、そうしたことも大変重要なことでありますので、そのフェリーに

大いに期待するということですね。 

  先ほど市長さんからの話で、いろいろの観光協会と共同しての平成17年度よりのパンフ

レットも、外国語のパンフレットもあると、つくって、もう宣伝しているというような話も

ございました。私ごとですが、20年も前から中国に行きましたときにも、中国の観光誌にお

きましては、日本語のパンフレットが韓国語も、英語もそうですが、たくさん置いてありま

した。 

  そういう戦略が大事だと思いますが、もう一つ、国内旅行が低迷しているならば、外国に

活路を見出さなくてはなりません。観光を柱としております伊豆市におきまして、このトラ

イアングルパンフレットにつきましての外国人向けのパンフレットもつくってあるでしょう

か、ないでしょうかとお聞きしたいと思います。おわかりになりましたらで結構です。 

○議長（堀江昭二君） 観光経済部参事。 

○観光経済部参事（伊郷哲郎君） この「静岡満喫の旅」のパンフレットは、まだそこまで進

んでおりません。これから検討させていただきたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 大川議員。 

○２１番（大川 孝君） ぜひ、伊豆市がリーダーになって、やはり国際化の時代でございま

すので、そうした面におきましても協議会に対して積極的に立案をして、実行させるという

ような指導をしていただきますことをお願いしまして、一般質問を終わります。 

○議長（堀江昭二君） これで大川孝議員の質問を終了します。 

 

◇ 木 村 建 一 君 

○議長（堀江昭二君） 次に、26番、木村建一議員。 

○２６番（木村建一君） ４点にわたって質問いたします。 

  第１に、ごみ焼却場建設の白紙撤回陳情に対して真摯に対応してきたのか質問いたします。 
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  その第１に、市長は、ごみ焼却場建設は市の重要課題と当然位置づけられております。そ

の重要課題に対する、堀切区や熊坂区、修善寺ニュータウン自治会など関係住民からの白紙

撤回を求める陳情が出ております。一般論的な形での陳情ではなくて、堀切区ごみ焼却場建

設の白紙撤回陳情に対する所見を伺います。 

  ２点目に、市長は、陳情書の反対理由には区説明会で答えているなどとして、既に白紙撤

回要求は解決済みという考えのようですが、白紙撤回の陳情書が出された時期は説明会の後

です。陳情書には答えていません。したがって、白紙撤回を陳情した関係住民とひざを交え

て真摯に対応すべきという宿題が私は市長に残っていると思いますので、所見を伺います。 

  ３点目です。堀切区への市の対応、いわゆる窓口ですけれども、これはごみ焼却場の特別

委員会とは別に、堀切区有志も行うということを12月議会でご答弁なされましたけれども、

このことを、ごみ焼却場特別委員会や区役員は承知し、また認めているというふうに認識し

ているのかどうかをお尋ねします。 

  大きな２点目です。支所の主な役割について質問いたします。 

  第１点目、庁舎建設の予算が提案されました。ますます本庁と支所の役割分担が重要に

なってきます。支所の主な役割は市民の不便さを補うのか、それとも受付業務、いわゆる窓

口業務ですね、それを主にするのか伺います。 

  ２点目に、去年の12月議会で、支所の仕事で各部や課を補完する業務とはどういうことな

のか、統括支所長が土肥支所を例に挙げられましたけれども、今回は天城及び中伊豆支所に

ついて、どういうふうに補完する内容等を考えているのか伺います。 

  ３つ目に、事務分掌、それぞれの職員がする仕事というのは、市職員の仕事の責任分担の

ためにも必要なことは言うまでもありませんが、市民にとって、この事務分掌というのはど

ういう意味を持つと考えているのかお尋ねします。 

  大きな３点目です。乳幼児医療費の保護者負担500円を公費負担にするように求めた昨年

の12月議会の決議を市長はどのように受けとめたのでしょうか。 

  最後、４点目です。市民サービス向上を目的とした職員の人事評価制度を導入する計画な

のかどうかということです。新年度から人事評価制度導入ということを予定しているようで

すが、その柱は、職員の能力・業績を重視した給与システムを実行に移すということでしょ

うか、お尋ねいたします。 

○議長（堀江昭二君） ただいまの木村議員の質問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 木村議員のご質問にお答えいたします。 

  まず、ごみ焼却場建設の白紙撤回陳情に真摯に対応してきたかについてでございますが、

まず、１番目の白紙撤回の陳情に対する所見については、ごみ焼却場の建設は、両市の現有

施設が経年劣化等により早急に建設を要すること、また２市で広域処理することの利点など

からして、両市の重要課題と位置づけ、取り組んでいるところであります。 
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  堀切区からの19年１月の声明文を初めとした陳情書につきましては、準備会として真摯に

受けとめているからこそ、十分な説明等ができない、また、させてもらえないまま建設候補

地の断念という判断はいかがなものかと思っております。 

  次に、２番目の白紙撤回を陳情した関係住民と真摯に対応すべき点については、18年11月

から翌年の２月にかけ、堀切区や周辺地区に対し、当時の建設計画の概要や推進スケジュー

ル、また基本構想等の策定後の説明約束などについて説明をしております。 

  堀切区につきましては、19年１月の声明後、反対理由についての市からの質問に対し、投

票結果がすべてである旨の回答があり、またその後、２市による基本構想等、区民への説明

会の開催について、堀切区ごみ焼却場特別委員会を通して申し入れをしましたが、不要との

ことでありました。しかし、準備会としましては、ごみ焼却場に対する正しい理解を深めて

いただくために、区民等に対する先進施設の見学や意見交換会の開催などに向け鋭意努力し

ているところであります。したがって、建設候補地であります堀切区への取り組みなどが定

まらない中において、周辺地区との話し合いにつきましても今のところ進められません。 

  次に、３番目の堀切区有志との対応についてですが、２番目でも申し上げましたとおり、

ごみ焼却場に対する正しい理解を深めていただくための区民や地権者への説明などができな

い中で、説明等を聞きたいという区民の方々と意見交換などを行っております。 

  堀切区のごみ焼却場特別委員会は、中立的な立場にある市との連絡窓口という認識で対応

してまいりましたが、区民への情報伝達の不足など、区の中の組織としては疑問を感じてお

ります。 

  公共事業については、賛成・反対・中立的な立場の方を問わず、市及び準備会は公平・公

正に対処すべきと考えています。したがって、説明を聞きたいという方と意見交換をしたり、

地権者の方の考え方を聞いたりすることが重要であり、また市及び準備会の責務でもあると

考えることから、これらの方々の要請に応じ、取り組みをしております。 

  なお、議員のおっしゃる堀切区有志が委員会や役員会に承知、または認められているかど

うかについては、市また準備会ではわかりません。 

  続きまして、２点目の支所の主な役割についてお答えいたします。 

  １番目の支所の役割については、支所機能がどうあるべきで、どういう組織として残って

いくのかとのご趣旨かと思います。 

  支所に対しては、いろいろな考えの方がおります。極端な意見からですと、支所は将来廃

止してもよいのではないかという意見もありますし、戸籍等の窓口サービスだけでよいので

はないか、中伊豆、天城の支所は廃止して土肥支所だけ残す本所と１支所論を提案する方も

います。逆に３支所はもっと充実して、地域振興の核としての役割を果たすべきであるとい

う意見もあります。 

  私は、以前も申し上げましたように、支所機能は絞って存続すべきであると考えています。

安全で安心なまちづくりと、市民にとって便利な施設、身近な行政の窓口といった総合窓口
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機能を持ったものにしていきたいと考えております。 

  次に、事務分掌については、内部組織の役割分担を明確にしておくことと考えます。市民

にとっては、事務分掌がどうであれ、その目的が達せられることが重要で、その目的とする

ことが身近なところで早く満たされればよいことだと思います。 

  事務分掌の補完という表現が漠然として明確でないというのは、ややわかる気がします。

しかし、この表現で事務に支障があるとは聞いておりませんので、大きな問題はないと認識

しております。 

  続きまして、３点目の乳幼児医療の500円を公費負担にするよう求めた議会決議の市長所

見についてお答えいたします。 

  乳幼児医療における12月議会での議決については、重く受けとめております。また、乳幼

児医療費の本人負担分について、近隣市町でも無料化を進めるところが多くなっていること

は認識しております。しかしながら、医療費の無料化により、一部ではありますが、緊急性

のない小児救急がふえるなどの問題が指摘されており、税の公平の面からも、全額無料化に

つきましては十分な検討が必要であると考えております。 

  続きまして、４点目の市民サービス向上を目的とした職員の人事評価導入の計画につきま

しては、本格的な地方分権時代の到来に対応するため、自治体には、自己決定・自己責任に

よる独自の施策の推進、多様化・高度化する住民ニーズへの的確な対応が求められており、

市政を担う個々の職員には、近年の厳しい財政状況や職員数削減の中で困難な課題に対応し

ていく能力と高い業績遂行能力が求められております。真に住民本位の行政を推進するため

には、現在の職員の意識・行動を大きく変化させ、個々の職員の能力を最大限に引き出すこ

とが必要であり、人事評価システムはそれを実現するためのツールと認識しております。 

  現在構築している当市の人事評価システムの目的は、人材の育成と適正な処遇であります。

人材育成が目的の一つであるため、本人評価の実施や上司との面談を通じて年間目標の設定、

評価結果を職員本人にフィードバックすることにより、職員に業務に対する「気づき」を提

供するとともに、自己の行動や業績に対する原因分析を促すもので、評価結果は自己の長所

のさらなる強化、また欠点を補うための研修の実施や能力開発、適材適所への配置に活用し

てまいります。 

  もう一つの目的である「適正な処遇」は、業務執行において発揮された能力・態度や業績

を正当に評価し、給与や昇給で適正に処遇することであり、これは職員のやりがいや意欲と

いったモチベーションを維持・向上させるために必要と考えております。 

  「頑張っても、頑張らなくても一緒」では、モチベーションは維持できません。ただし、

評価結果を「適正な処遇」に反映させるためには、公平・公正なシステムとして確立するこ

と、何よりも職員から信頼されるシステムである必要があり、これは試行と見直しが必要で

あります。このため、まず人材育成を主目的として制度を運用し、段階的に「適正な処遇」

に反映させることを目的としております。 
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  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 再質問ありますか。 

  木村議員。 

○２６番（木村建一君） 補完することについて、天城と中伊豆の補完する内容について伺い

ますと、もう出しているんだから、わからないのだったら、わからないとか、こうですよと

答えてくださいよ。何のために、前に一般質問、具体的に聞いているのに、それに対する答

えがない。何のために前もって丁寧にやっているのか、わからないですよ、これでは。 

○議長（堀江昭二君） ２番目ですね。 

○２６番（木村建一君） 支所の役割の２番目。 

○議長（堀江昭二君） ２番目の２ですよね。 

○２６番（木村建一君） そうです。 

○議長（堀江昭二君） 市長、答弁願います。 

○市長（大城伸彦君） ②番目、前議会で、支所分掌の課を補完する業務、天城及び中伊豆支

所の補完する内容について伺うと。ちょっと意味がよくわからないので、もう一回説明して

いただきたいと思います。何を補完するのか。 

〔発言する人あり〕 

○市長（大城伸彦君） どこを補完するのか。天城及び中伊豆支所の補完ということですが、

天城及び中伊豆支所が補完をするのか、文章の意味がよくわからないです。 

○２６番（木村建一君） 正確にやらないと、論議があれです。いいですか、ちょっと。 

○市長（大城伸彦君） 申しわけないですけれども。この意味がわからなかったので飛ばしま

した。また再質問でお願いします。 

○議長（堀江昭二君） 木村議員。 

○２６番（木村建一君） ちょっとすみません。交代です。というのは、前、12月議会では統

括支所長が土肥の例を補完する業務とは、こういうものですよということで具体的に挙げた

んですよ。だから、同じ内容ですよ。土肥支所ではこういう例を補完するんですよという答

弁をされたから、では、天城と中伊豆では補完する業務というのはどういうものがあるんで

すかという、そういう質問です。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） 理解できました、質問内容がようやく理解が。 

  土肥支所の説明をしましたが、現在は土肥支所、天城支所、中伊豆支所は同じ扱いでござ

いますから、土肥支所と同じとご理解いただきたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 再質問をお願いします。 

  木村議員。 

○２６番（木村建一君） ごみ焼却場の件からお尋ねします。 

  ずっと通しているのは、説明がさせてもらえないということなんですよね。何を説明させ
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てもらえないかというと、基本構想ができているんだけれども、ごみ焼却場はこういうこと

をやる。それに対する説明がないと、こういう答えがずっと一貫しているんですよ。 

  もう一つ、堀切区から説明会は不要であるということを言われたから、終わったんだよと。

終わるというか、不要であると断られたからというお話、そういう答弁でしたね。だから、

正しい理解を求めるんですよということなんですね。 

  冒頭、これ全部について政治的判断を求めることですから、市長がすべてお答え願いたい

と思うんでけれども、確認します。 

  １つ目、私は２年前の平成18年から、この２市広域によるごみ処理計画の説明会が開かれ

て、その後ずっと質問をしてきた─ごめんなさい。18年、何回もやってきたんですけれど

も、今回で計７回目ですけれども。堀切区へは前、２月25日の全協で、もう一回確認する意

味でお互いに論議したいものでね。日付の確認をしたいと。平成18年７月29日と18日に堀切

区でやったと。熊坂区への住民説明会は同じ年の12月８日。修善寺ニュータウン住民の説明

会が翌年、平成19年１月23日。そして、堀切区、熊坂区、修善寺ニュータウン自治会の連名

で白紙撤回陳情書が出されたのが、それ以降です、19年６月５日なんですね。時間的経過は、

これを確認しますね。全協の資料にも、そのように書いてあるんだから。 

  そうすると、説明会を開いた後に白紙撤回の陳情書が出ているわけですから、市長が12月

議会で答弁したこと、白紙撤回を求めた内容については説明会で答えているとはならないん

ですよ。説明会で答えているとなっている。説明会をやった後に陳情書が出ているんですか

ら、白紙撤回を求める。だから、私は答えていないということ。それを確認します。そうい

うふうに認識なのか、どうか。 

  だから、私は白紙撤回を求めている内容について、陳情した住民の皆さんや役員とひざを

交えて、真摯に対応すべきではないですかと、まず、そこから始めるべきではないですかと、

12月議会でも質問をしました。でも、全く行動していないでしょう。では、具体的にその白

紙撤回についての要求がありました。それに対しての具体的なやりとりというのは、全協あ

たりでも、議会でも１回も報告がないんですよ。常に言っているのは、基本計画の説明会を

やらせてくれない、やらせてくれないと、こうなるわけですね。 

  そうではなくて、冒頭言ったように、白紙撤回に対する陳情書が出た。陳情書は一般的に

扱ってはならないのではないかなということは、前の12月議会で市長はお話しになっていま

したけれども、いろいろな陳情が来ますよ。なんだけれども、すべて並列的にその陳情を見

るのではなくて、今回の件について言うと、市長がやはり重要施策だと言っていることに対

する住民からの直接的な、いわゆる届けですよね。普通だったら、議会制民主主義だから、

当局と我々住民代表がこういうやりとりをするんですけれども、一つの方法として、議会を

置いておいても、直接的に市長に求めていくという、制度的にあるわけですよ。だから、こ

れに対してはきちっと答えるべきでしょうというような話をしているわけですよ。 

  その次に質問をします。わかりやすく一個一個区切っていきますね。余りにも、いつも多
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くものだから、途中でわからなくなるという話ですから。 

  次です。 

  区民の多くは基本構想の説明を望んでいるんだと、市の考えはそういうことですよね。望

んでいるのに、ごみ焼却場の特別委員会がそれを阻んでいるんだと。阻んでいるというか、

拒絶しているんだというお話でね。だから、基本構想の説明を聞きたいという有志の方と話

し合いを進めるということですよね。仮に、この逆の場合ちょっと想定しましたけれども、

区の役員会、特別委員会が市の方針を受け入れる状況の中で、いいですよと受け入れる状況

の中で、基本構想の説明会をやるべきでないというふうな一部の住民の方からの要請に対し

て、あなた方はどういう態度をとりますか。市長、どういう態度とりますか。区の総意で決

まっているんだから、その方の要請を受けられないということになるのではないですか。そ

うではないですかね。 

  繰り返して言いますよ。もう一度言います。市長の意見が受け入れられないと。だから、

自分の意向に沿う人とは、公式にです。ここです。住民の皆さんは訪ねていって、話し合う

ことは、僕は何もそのことは問題にしていないと言いました、前も。でも、公式として会議

の場を持ってきたと。そうすると、堀切区への内政干渉も甚だしい行為だと私は見ているん

です。 

  そして、ずっとやはり一貫して言っているのは、いかにも特別委員会が邪魔しているとい

う、こういう認識のようなんですけれども、それだったら、市長が言われたように、中立的

な公平・公正でないんだと、委員会は。そういうことでずっと流れてきて、もう約１年以上

ですよね。そうであるという認識であるならば、ここでお尋ね。区の役員会に対して、区が

選んだごみの特別委員会は、市の窓口としての機能を果たしていないということを言うべき

ではないですか。言いましたかね。そういう行動をとるようにということで市長が判断して、

部長や課長に指示しましたか。窓口の機能をあなたたちは公平・中立な対応をしていないん

だから、きちっとやってくださいよと。区が選んだ組織なんだから、特別委員会というのは。

区に申し入れたということも一切私は聞いていません。 

  住民が求めているのは白紙撤回を求める。それに対する応答が全くなくて、今、市長及び

望月市長ですよね、責任者だけれども。その方たちが求めているもの、それを横に置いてお

いて、とりあえず横に置きましょうという考え方、客観的には。基本構想できたから、市の

方針は説明会をやらせてください、やらせてくださいと、それをずっとやっているんですよ。

だから、まずやるべきことは何ですかというところは、きちっと押さえられているのかどう

か。白紙撤回に対する対応は、私はやっていないと認識していますので、答えてください。 

○議長（堀江昭二君） 再答弁願います。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 今までの経過についての再質問だと思います。 

  冷静な立場で市民環境部長から答えさせます。 
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○議長（堀江昭二君） 市民環境部長。 

○市民環境部長（福室恵治君） まず、１点目の基本計画についての説明のみを求めていると

いうようなお話の中で、それだけしか説明をする気がないのかというようなお話だと思いま

すが、白紙撤回の内容の中で、再三にわたって申し上げては来たわけでございますけれども、

それは、基本計画については当初からの区とのお約束事項でございましたので、それは説明

をさせていただきたい。また、それにつけては白紙撤回の内容等についても、持ってきたと

きにも、私としても、また市長もそこに座って、ちょっと話し合いをしたいがどうでしょう

かということも、お話を再三にわたってしたわけでございますけれども、すべて拒否をされ

てきたということの事実でございます。 

  次の２点目の区民の有志との話し合いというようなお話で言っているわけでございますが、

木村議員さんは常々、市民の意見を十分に聞いてというようなお話をたびたびなさっている

わけで、私たちもそのとおりにしているわけでございまして、しかし本日とまた前の質問等

を見てみますと、またほかの報道等も見てみますと、木村議員さんの意にかなったといいま

すか、いろいろな意見の中の一つを求めて、これでどうかというような話をしているわけで

すけれども、市といたしましては白紙撤回の話もあります。それから、白紙撤回のときの話

もあるわけですけれども、それをしたけれども、公平な判断をしたいがために施設見学をさ

せてもらえないかというような意見もあるわけでございます。そういうような意見を全く木

村議員さんは無視して、一方の意見だけしか言わないわけですけれども、市長の方針でも、

先ほども方針が示されるように、私たちとしては公平な判断をしていただきたい。それから

また、市民のそういうような一つ一つの意見も重要視しながら対応に当たってきたというこ

とで、積極的にその人たちだけを対象に話しているわけではなくて、いろいろな地域からの

意見があるわけでございます。それらについて、すべて私たちは答えてきたということであ

りまして、その人たちだけの話し合いではありません。 

  それからまた、その委員会がもう少し積極的にやってもらいたいということの意見を区に

したかというようなことでございますけれども、それについても再三にわたって話はしてい

るところでございますので、ご理解をしていただければと、このように思いますので、よろ

しくお願いをしたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 木村議員。 

○２６番（木村建一君） 最後のほうから質問します。 

  では、役員会は、市が今、考えているごみの焼却場特別委員会は機能を果たしていないと

いうやりとりをして、どういう結果を得たの。 

  それから、私は別に、一方というか、部長からあったけれども、自分のいいところだけ

とっていうことは話していませんよ。説明会を聞きたいよという人もいるからといって、来

てくれと私は話をしました。ただ、これは区の投票である堀切区もそうです。ほかの区もそ

う。ほかの区も、とりあえず横に置いておいてということだから、中心がないからというこ
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とで、とりあえずきょうはやめますけれどもね。白紙撤回の中身について具体的に、では対

話したのはこの件についてのみ、基本構想は別です。白紙撤回をあなたたちは要求してきた

と言ったんだけれども、それについて話し合いをしたいと、区の役員も含めて、何が問題な

のか話し合いしたいということをやったのか。というのは、具体的に言うと、堀切区の最初

の投票結果についての内容については、たしかにありません。ただし、それ以降の６月５日

に３地区共同で提出した陳情書には具体的なことが書いてあるわけですよね。だから、それ

に対して対応はしてきたのかどうかが私は全く見えないんです。 

  市長に確認しますけれども、説明会をやった、白紙撤回を求めた内容については説明会で

答えていると言っているんだけれども、今、時系列的に見ると、時間的経過を見ると、説明

会をやった後に３地区共同の白紙撤回の陳情書が出ているんだから、これは違うでしょう。

確認したいんですよ。そうしないと、次の市長に引き渡すときだって、このあたりがあいま

いで自分たちの都合でやられたんでは、私はやはり区民との協働でまちづくりと言っている

んだけれども、それは事実と違うんだから、事実は実は違うということを認めてください。 

○議長（堀江昭二君） 市民環境部長。 

○市民環境部長（福室恵治君） 先ほど、区の役員に申し入れ等をしたということで私のほう

で話をしましたけれども、区長、それから委員長ということで訂正をお願いをしたいという

ふうに思います。 

  また、今の質問の中で、白紙撤回の説明の内容でございますけれども、もうこれも何回も

この議場の中で市長も答弁しているとおり、先か後かは別といたしまして、その内容につい

てはその説明会の中でも十分に説明をしてあると、こういうようなことで何回も説明をして

あるわけでございます。 

  昨日も話したわけでございますけれども、その内容について、大きな問題としてはダイオ

キシンというようなこともあるわけでございます。ダイオキシンが必ず発生すると言ってお

ります。発生します。するわけですけれども、昨日もお話ししたように、今も私たちがこれ

で吸っているダイオキシンより、はるかに安全なものであるわけでございます。そういうこ

とを認識をしていただきたい、また私たちはそういうことを説明をしたいということで何回

もお話をしたいわけでございます。 

  それから、住民の近隣に建設することは甚だいかんとは書いていないですけれども、住民

の感情を無視したものであるとかということで書いてあるわけでございますけれども、私た

ちがここの基本計画の中で言いたいのは、その基本計画の環境アセスメントまではさせては

いただけなかったわけですけれども、机上の中ですると、どういうことが出ているかという

ことを書いてあるわけでございます。それは、堀切の中ではできなかったわけでございます

けれども、そのデータが消防署で持っておりますので、仮に消防署でつくった場合には、ダ

イオキシンの最大着地点がどこになるかというようなことも書かれてあるわけでございます。

それは、その消防署から2,750メートル行ったところにダイオキシンの最大着地点が発生が
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するというようなこともちゃんと説明があるわけです。 

  したがって、白紙撤回の中で、近隣、民家のすぐ近くにダイオキシンの最大着地点がある

からだめだというような内容で書いてあるわけでございますけれども、その煙突の2,750

メートル先が最大着地点になるというようなことを説明をしたいわけです。理解を得たいん

です。そういうことを聞いていただきたいんです。それを木村さんは、こういう白紙撤回が

あるから、もうそれで真摯に対応しろというようなことでございますけれども、私たちは、

そういう一つ一つのことを理解をしていただきたいということを申し入れしてあるわけでご

ざいます。 

  また、その地域の中では、そういう公平な判断をしたいがために、そういう新しいところ

を見学したいというような要望があって、それに対応したと、こういうことでございます。

それが私たちが白紙撤回を無視したかどうかということは、本当に市が無視したのかどうな

のかということは、皆さんのご判断を願いたい、このように思います。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 時間もちょっと過ぎております。12時過ぎていますので、ここでお昼

にしたいと思います。午後１時から始めたいと思います。 

 

休憩 午後 ０時０４分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（堀江昭二君） それでは、休憩前に引き続いて会議を開きます。 

  木村建一議員の再質問、２番からお願いします。 

○２６番（木村建一君） 支所の役割について再質問いたします。 

  まず第１に、統括支所長は、補完する業務とはどういうことかということで、12月議会で

土肥支所を例に挙げてお話しされておりました。環境衛生課所轄のし尿処理と上下水道課の

上水施設が補完する業務だというふうにお話しなされていましたけれども、そこでお尋ねし

ます。見直した規則の番号で行きますね、31、ここに各部課を補完する事務に関することと

いうのがあります。そして、番号26にし尿処理施設に関すること、括弧して、土肥支所に限

るとあるんですね。そうすると、し尿処理というのは補完する業務ではありませんね。別個

に設けているんだから、補完する業務ではないんですよ。その点、確認したい。 

  市長は、早々に、その補完する業務ということで支障があるとは聞いていないということ

ですけれども、補完する業務とは具体的に何なのか、まだ動いていないんだから、当然その

ことは当たり前なことのものですからね。 

  ２つ目に、補完する業務というのに私はこだわりますよ。なぜならば、何が補完なのか具

体的に明らかにして、その具体的な中身が余りにも多過ぎて、文章化したらわかりづらく

なってしまう。各部課を補完する事務という文章にしたほうがわかりやすいだろうというこ
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とになって、初めて補完する業務となるんですよ。だから、前議会でも聞いたんだけれども、

補完する業務とは何ですかと聞いたわけですね。そういうことではありませんか。 

  ３つ目です。具体的にお尋ねします。見直し前の上下水道使用料の納付書の再発行という

のは、見直した規則の補完業務になりますね。なくなってしまったんだから、これは。もう

一つ、比較でお尋ねします。児童生徒の住所変更に伴う通知に関することというのは、今度

の新しい規則に残っているんですよ。そうすると、この児童生徒の住所変更に伴う通知に関

することというのは補完する業務になるのか、ならないのか私はわからない。今、比較の２

つ。いっぱい挙げるとわからなくなりますから、２つの比較をちょっと話してください。 

  次に、４つ目かな。事務分掌によって職員の仕事の配分を決めるということではないで

しょうかね。そこがあいまいで、仕事をやろうとしても、職員は何をすればいいのかわから

なくなってしまう。責任の所在もはっきりしなくなるということですね。事務分掌によって、

それぞれの職員の事務分担を決める。そうすると、補完する業務となると余りにも広過ぎて

しまって、では、支所で何をするのというのがわからなくなる。だから、わかりづらいかも

しれませんがということで、漠然として、明確でないという気はわかると市長は述べられて

おりましたので、この辺は具体的にやっていかないと職員だって困る。 

  支所の役割の最後の質問です。これは総務部長にお尋ねします。 

  事務分掌は職員が業務を進める上での一つの指針だと。地域住民に対して、支所はこうい

う仕事をしているというお知らせをするということは、規則の問題とは違う、こういうよう

なお話をなさりましたね、12月議会で。まとめて言うと、規則はあくまでも職員の業務の問

題というふうに私は受けとめます。でも、職員はだれのために仕事をするのか。それは市民

のため。そして、規則は市民と行政の法律である。それのほうがわかりやすいですかね。条

例を具体的に実行するために規則があるんですよね。条例だけでは、なかなかできないから。

だから、条例は市民のため、規則も市民のためでしょう。だから、支所の仕事はこういうこ

とをやっていますよと、市民にわかりやすい事務分掌にすることというのは、私は当然だと

思うんですけれども、いかがですか。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 木村議員の再質問に対して、２番目、支所の役割、補完について総務

部参事から答えさせます。 

○議長（堀江昭二君） 総務部参事。 

○総務部参事（鍵山光男君） 木村議員より、幾つかご質問いただきました。 

  私は、ベテランな木村議員に、これから支所のあり方、支所の仕事は何かということを問

うということについては、釈迦に説法という言葉があります。百も承知だと言われれば、そ

れまでかもしれませんけれども、支所を設置した、また支所が何を行うかということを先に

ちょっとお話をさせていただきたいと思います。 
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  支所の設置というのは、地方自治法の第155条の中で支所を設置することができると。こ

れは条例でそういう形で決めなさいと。それで支所については、名称、また場所、区域を条

例で設けなさいということで、第155条には載っております。その中で、土肥支所、湯ヶ島

支所、中伊豆支所というのが決められております。土肥支所は土肥670番地の２、合併前の

土肥地区。それから天城湯ヶ島は市山550番地、合併前の天城湯ヶ島地区。それから、中伊

豆については八幡500番地の１。これの合併前の中伊豆地区ということで、支所を設けると

いうことで現在あります。 

  地方自治法の中で解説がございます。実例ということで、実際の例として支所は何をやる

のかということがここで明文化されております。支所につきましては、当該区域の本庁の事

務をつかさどる事務を行う場所だということで、すべての業務を支所でも行うことだという

ことで書いてあります。それから、この中で出張所というのは、本庁に行かなくてもできる

簡単なものを取り扱うものが出張所ということですが、現在は支所ということで私のほうは

業務を進めさせていただいております。 

  土肥と湯ヶ島、中伊豆につきましては、当然、土肥は事業部門を持っております、遠隔だ

ということで。ただ、中伊豆、湯ヶ島につきましては、このような本庁の部局もございます

ので、土肥とは業務内容は変わってきております。ただし、土肥、中伊豆、湯ヶ島も１つの

事務分掌の中ですべてのことをそこで扱いなさいということになっておりますので、当然そ

の中で土肥支所につきましては事業部門がございますので、本庁との補完ということで12月

の議会でお話をしたとおりでございます。湯ヶ島、中伊豆につきましては、本庁の業務があ

るという中で、限られたものを市民の方が相談に来ることだと思っております。 

  いずれにしても、事務分掌にある、ないにかかわらず、支所に来れば、やはり市民の声に

こたえていかなければならない。ただ、それが支所でできるもの、またできないものがござ

います。それから、前回の事務分掌の中の説明で、前段に支所でできるもの、それから後段

については本庁の業務を補完するということで、この補完するということですが、条文の中

で補完する前に各部課を補完するということで、主語として各部課ということがありまして、

補完というのは述語で、動詞でございますので、明確に各部課を補完すると書いてあります。

この各部課の業務については何だということになりますと、これは伊豆市の事務分掌、本庁

のほうの事務分掌を見ていただければ、これは約500ぐらい細かく書いてございます。これ

は全部が全部、これは市民の方に関係するものばかりではないと思います。内部事務的なこ

とも書いてあります。だけれども、いずれにしても支所は本課の事務分掌がありますね、こ

れについて何でもやりなさいということですので、中伊豆、湯ヶ島が補完する業務は何だと

いうことではなくて、何でもやらなければならない。私どもは、そういう気持ちで市民に対

して仕事をしているつもりでございます。 

  いずれにいたしましても、そのようなことで幾つか質問があった中で答えさせていただき

ますが、教育委員会のこの内容につきましては、補完する業務かどうかということでござい
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ますが、これにつきましても、前回の議会でお話をさせていただきましたが、各部課の意見

を私は聞きました。その中で、教育委員会からは、この意見の内容を見ますと、各支所で住

民票の異動届けをした市民である保護者は、（39）というのは、児童生徒の住所変更に伴う

通知に関すること、この通知を学校に持っていって転入届をします。したがって、この青字

─青字というのは今言った児童生徒の変更届は、市民に迷惑をかけることになるのも困り

ますと、そういうことで削除をしないでほしいという中で、私はこの中に入れさせていただ

きました。確かに、これらも補完すると言われればそれまでですけれども、できるだけ支所

として明確にできるものはしたつもりでございます。 

  それから─すみません、ちょっと。もうちょっとあったような気がしましたけれども。 

○議長（堀江昭二君） 質問がわからない。 

  木村議員。 

○２６番（木村建一君） ごめんなさいね、座ったままで。 

  もう一回いきます。事務分掌によって職員の仕事の配分を決めるんだから、そこがあいま

いだと、仕事をやる職員だって何をするのかわからなくなるし、責任の所在も明らかでなく

なる可能性があるんではないですか。だから、なるべくわかるようにやるべきではないです

かということです。だから、補完となると、ちょっとわかりずらくなるのかなということで

す。 

○議長（堀江昭二君） 総務部参事。 

○総務部参事（鍵山光男君） これは木村議員さんのおっしゃることも、私はわからないでも

ないですけれども、いずれにしても、今言った500も本庁の業務がありますので、それを支

所の業務にまた細かく書くと非常に多岐にわたりますので、私はそういう必要はないではな

いかと思っております。それを事務分掌を見れば、各部課を補完すると載っておりますので、

それのもとは本庁のほうの事務分掌に載っておりますので、あえて二重に載せる必要はない

のではないかと思っています。 

  それから、水道の使用料の話が出たと思いますが、こちらのほうは、水道のほうに伊豆市

水道事業の事務分掌規定というのがございます。別に法律というか、水道課のほうで、こち

らのほうの事務分掌の規定をつくってございます。これにつきましては、木村議員が12月の

議会のときに、見直しをしたほうがいいのではないかというお話があったかと思います、一

番最後に。これにつきましても水道課のほうに話をいたしまして、内容が現実と違っており

ますので直してもらいたいということで、現実の事務にそぐう内容には変更してございます

ので、こちらのほうに使用料等の取り扱いに関することも載っておりますので、私はそれで

事が足りるのかなと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） 最後のご質問で、事務分掌、それから住民への周知といいますか、
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その絡みかなと思いますし、基本的には事務分掌の持っている、今言います、その事務事業

のとらえ方、この単位が大きかったり、小さかったりというようなことで、どこまでこれを

表現するかというようなことも問題としてあろうかと思います。 

  事務分掌については、内部組織としての役割分担を明確にしておくことということでつく

られるわけでございますが、今度、住民側からすると、それではわかりにくいのではなかろ

うかと。住民にとって、どういうことをどこまでやってくれるんだというふうに住民側とし

ては知りたいわけで、そういう意味で、内部の事務分掌と、それから住民への周知の仕方の

業務の案内とは違ってくると。より具体的な形でのあらわし方が住民にとってはわかりやす

いという意味で申し上げたということでございます。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 再質問、木村議員。 

○２６番（木村建一君） 答えがなかったのが、土肥支所の具体的な補完って何ということで、

これは焦点になって、今回もなんですけれども、もう一回言いますけれども、答えていない

んだよね。答えていないけれども、いいですよ。 

  上下水道の上水道施設が補完する業務だと言っているんだけれども、土肥支所にはそれが

あるでしょうと言っているんですよ。だから、ここでは補完する業務の以外のところ、それ

から後でまた検討してほしいんですけれども、児童生徒の住所変更に伴う、これ教育委員会

から、そういうふうにわかるようにしてくれと。当たり前のことなんですよね、教育委員会

からすると。そうすると、今言った、では上水道使用料の納付の再発行というのもやってい

るんですよ。 

  今ちょっと気になったのは、支所は何でもやりなさいと。補完するんだから、各部課の事

務分掌全部、ここの支所の機能の中へ入れると大変だから、それを読めばわかるでしょうと

いうんだったらば、何で支所の分掌機能の具体的な事例があるのか。 

  それからもう一点、何でもやりなさいというような体制になっていないでしょう、今。事

業課がいないんだから。事業課の職員は、例えば天城支所にいますか。前はいたんだけれど

も、いないんですよ。いないのに、事業関係をやりなさいと言ったって無理なんですよ。だ

から、ずっと昔、事業課がなくなったときのまま、支所分掌がずっと六十何項目にもわたっ

てあったから、これはできないから外しましょうと外したんですよ。そういう経過があるで

しょう。だから、何でも今やりなさいと、何でもできないから具体的に支所で何をやりま

しょうということになっているではないですか。それは全然違いますよね、お話が。その点

どうなのか。 

  それから、総務部長、よくわからないね、内部組織の明確化って。内部組織として規則は

あるわけではないでしょう。住民が見たってわかるように、ここでは支所をこういうふうに

規則とかを読んだときに、ああ、ここでこういう仕事はここでやってくれるんだなというこ

とをわかるようにするための規則ではないですか。 
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  では、職員と市民と規則、その規則はつくっているんだけれども、では市民がわかるよう

な規則版というのをまたつくるんですか。そんなむちゃくちゃなことはないです。仲立ちす

るとか何か言っているんだけれども、市民とね、規則がわからないから。僕から言うと、市

民に対して失礼ですよ。読めばわかるんだから。支所分掌、それからそれぞれ部課の仕事は

こういうことをやっていますよと、わかるんだから。なぜ、それをわざわざ仲立ちして、市

民向けの規則ではないんだよという。それは違いますよ、全然。規則に対するとらえ方が全

くなっていないです、僕から言わせると。 

  繰り返しますけれども、条例があって、規則があって、規則はだれのためですか。市民の

ためにあるのではないですか。それは内部文書です、それは内規の問題でしょう。混同して

もらっては困るので、その辺の見解をもう一度求めます。 

○議長（堀江昭二君） 総務部参事。 

○総務部参事（鍵山光男君） 支所は、何でもやれといってもできないではないかという話で

すけれども、確かに今いる職員で旧町のような業務というのはできません。ただし、市民の

方はいろいろな要望を支所に持ってきます。そういうところで支所でできるものは対応して、

またご回答もしております。ただし、支所でできないものについては、それを本庁につない

で、本庁でその業務をしてもらっておりますので、やはり市民の要望については、我々とす

れば、支所でできないものは当然本庁のほうに確実につないで、その市民の方の不安、また

処理をしてもらっておりますので、支所で何でもできるか、それは現実、今の人員で私はで

きないと思います、確かに。 

  だけれども、支所である限り、出張所ではございませんので、何でもやることをやりなさ

いということで条例のほうでなっております。私のほうは、できるだけ身近にお年寄りの方、

また車を運転できない市民の方もいらっしゃいます。そういう人方の不便にならないように

職員一同が努めておりますもので、その辺はぜひご理解をいただきたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 総務部長。 

○総務部長（平田秀人君） 木村議員とは、若干考え方が違うかなという感じはしております。 

  基本的に、その事務分掌、それはやはり組織を運営していく上で内部の役割分担を明確に

しておくことだというふうに認識しておりますし、１例で、住民の方は事務分掌を確認して

その仕事に行くということは基本的にないんではないかというふうに私は思っております。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 木村議員。 

○２６番（木村建一君） 次に移りますけれども、住民が一々見て云々ということ、それは市

民に対して失礼ですよ。職員のためにやっているんではないでしょう、行政は。市長が言わ

れるのは当然だと、そのとおりなんですよ。では、規則をだれのためにつくっているのか。

市民のためではないですか。読む、読まないにかかわらず、これは市民のサービスをきちっ

と分担するために規則というのはあるんですよという認識に立たないと、おかしくなるんで



－205－ 

すよ、そんなのは。みんな読まないんだからいいんだという、それでは適当に規則をつくっ

ていいということになりますよ。 

  それから何でもやりなさいと言ったんだけれども、できないです。当然なんですよ。だか

ら、できるもの、できないものを区分けしましょうということで分けているんでしょう。支

所の支所分掌と本庁の分掌と分けているではないですか。できないから、支所の仕事はこう

いうことですよと分けているではないですか。もしも、統括支所長が言うように何でもやり

なさいというふうなことだったら、支所機能は何ができるか。各部課を補完する業務、たっ

た１行で済むんですよ。できないから、具体的に分けているんでしょう。前の規則だって、

そうではないですか。人員的にできないことは明らかですから、その辺は確認しておきます。 

  次へ行きます。答えてもらおうかな。 

○議長（堀江昭二君） ３回やったもので、次へ行ってください。 

○２６番（木村建一君） わかった。そういう課題がありますよということです。 

  乳幼児の問題。医療費の500円公費負担。無料化すると、緊急性のない保護者までもが小

児科へ行ってしまうよということを言っていましたけれども、では、具体的にお尋ねします。

そういうことは何件ありましたか。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 健康福祉部長に答えさせます。 

○議長（堀江昭二君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（内田政廣君） 何件あったかということですけれども、伊豆市につきまして

は、500円徴収しておりますので、そういうことはないなと思っておりますけれども、他市

の状況で、そういうことを言われているということを書かれたものがございますので、その

ことを市長は答えたのだと思っております。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 木村議員。 

○２６番（木村建一君） 他市に言われたものがあるから、そういうふうになってしまっては、

もう市民を信頼してない。一部の人の保護者のためだけのために、すべての保護者に対して

やるんだと、500円も負担してもらうということでは、本当の少子化で大変だと言っている

ときに、どうなんですかね。少子化で大変だ、大変だ、具体的に手がないということである

ならば、次世代育成支援事業計画なんか、もうはっきり言って委託してやる必要ないですよ。 

  こういう点、きちっと現場を見てください。平成19年３月、健康伊豆21計画をつくりまし

たが、それを読むと、妊娠、出産、育児に関する不安の中で経済上のことが約３割。一番多

いんですよ。それに対して市政はどういうふうな態度をとるべきかというのは問われている

と思いますので、議会で議決したということ自体の重みを受けとめておると言っているんで

すけれども、その辺の見方というのは、私は少子化対策をやりましょうと言っていながら、



－206－ 

具体的事例もなくて、他市でそういうふうに緊急でもないのにやられているから、よすんだ

ということは、私は余り賛成できませんね。市民を疑っているんではないかと。そういうこ

とがあるなら、きちっとその方に注意すればいいことです。 

  次に移ります。人事評価制度。 

  私は、評価することが問題というふうには思っていません。きちんとした基準やルールに

基づかない、主観的であいまいな評価を行うと問題は起きると。１つお尋ねします。 

  この考え方の問題です。部長や課長は、部下を正しく評価できるという前提に立った制度

を考えているんでしょうか。時間の関係で、私自身の考えを述べます。私は違うんではない

かなと思っているんです。 

  なぜならば、具体的例を挙げますけれども、例えば建設土木の職員というのは、朝から工

事現場で、夕方まで職場に戻らない場合もあります。福祉関係に携わる保育士なども同様で

す。上司はどうかと。会議に出かけて席にいない場合が、いわゆる一般職員も多い。部下の

行動を一部しか、私は観察できないのではないだろうかな。だから私は、上司や部下を正し

く評価できるという建前で人事を評価をするんではなくて、上司や部下を正しく評価できな

いという現実を出発点にして制度を考える必要があるとように思っています。 

  ２つ目です。人事評価について９月議会で一度取り上げましたが、そのときに市長は、優

秀な職員とそうでない職員を評価して、給与にランクをつけるんだと述べられました。そう

すると、人事評価制度は人材育成もあるんですけれども、第一義に考えて、評価結果を直接

に反映させるということで刺激を与えるんだと。やる人間とやらない人間、何をやる人間、

やらないかと、また問題になるんですけれども、そういうふうなことを中心にして考えられ

ているのかなと。 

  以前、人事評価は基本的にはということで書かれたのは、総務部長からいただきましたけ

れども、その中の１つ…… 

〔発言する人あり〕 

○２６番（木村建一君） あと２分ですね。 

  能力とは何かと。能力をアップするということになるんですけれども、では能力とは何と

いうことをきちっとやはりとらえる必要があると思います。その点、能力をどのように考え

ているのか。自分の行動を一番よく知っているのは職員です。だから、本人評価優先の原則

をというルールをつくる必要があるのではないのか。上司は何をするのかと。本人と異なる

評価が出てきたときに、部下の行動をきちっと見て、説明できる場合にのみ評価を変更する

ことができるというふうにやるべきではないかと思いますが、いかがですか。 

  最後、ごめんなさいね。 

  私は、人事評価制度そのものも決してだめだというわけではないんですけれども、職員も、

評価する人も、評価される人も、本当にみんなが納得できるような、こういうことだったら

評価するに値するなと思うまでは給料に反映しないと。市長は人材育成と言われましたけれ
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ども、人材育成を中心にしてやるべき制度にとりあえずやるべきではないかなと思うんです

けれども、いかがですか。 

○議長（堀江昭二君） それでは、最後に答弁してください。 

  市長。 

○市長（大城伸彦君） 人材育成を主目的として制度を運用し、段階的に適正な処遇に反映さ

れることを目的としております。 

○２６番（木村建一君） 能力って。 

○議長（堀江昭二君） 市長。 

○市長（大城伸彦君） 能力というのは、その人の持っている才能、力、技量ということは辞

書を引けばわかると思います。 

  役所では、その人の持っている潜在的な力、それからその力を発揮して職務遂行能力、そ

れによって得られるであろう成果がこの業務における能力だと思っています。 

  それから、さらに言うならば、先ほど申し上げました業績に対する業績態度ですね。それ

らをまとめたものが能力だと思います。もちろん、その中には本人の健康管理等もあると理

解しております。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） これで木村建一議員の質問を終了します。 

  これで一般質問を終了します。 

 

◎散会宣告 

○議長（堀江昭二君） 以上で本日の議事はすべて終了しました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  次の本会議は３月14日、午前９時30分から再開いたします。よって、この席より告知をい

たします。 

  本日はご苦労さまでした。 

 

散会 午後 １時３１分 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議宣告 

○議長（堀江昭二君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから平成20年第１回伊豆市議会定例会を再開いたします。 

  ただいまの出席議員は23名であります。定足数に達しておりますので、会議は成立いたし

ました。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

◎議事日程説明 

○議長（堀江昭二君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 

◎諸般の報告 

○議長（堀江昭二君） 日程第１、諸般の報告を行います。 

  全国市議会議長会より、道路特定財源の確保に関する意見書の対応の要請がありました。

これについては、土木水道常任委員会に審査を要請しましたので、お知らせをいたします。 

  次に、各協議会の議会議員から報告の申し出がありますので、これを許します。 

  初めに、伊豆市沼津市衛生施設組合議会報告、17番、木内一郎議員。 

〔１７番 木内一郎君登壇〕 

○１７番（木内一郎君） 平成20年度第１回伊豆市沼津市衛生施設組合会議定例会が２月20日、

沼津市市役所において行われましたので、ご報告いたします。 

  出席委員は、木村議員、関議員、鍵山議員、私の４名でございます。 

  付議された事項は、平成20年度伊豆市沼津市衛生施設組合会計予算、それから静岡県総合

事務組合規約の一部を変更する規約でございます。 

  予算の主なものは、歳入歳出予算の総額が２億3,500万5,000円、前年度予算よりも732万

円の減になっております。 

  なお、項目の中で新しく変わったものが、火葬場管理費の中に運営検討委員会を設置した

ことでございます。これは、伊豆聖苑の供用開始に伴って、衛生施設組合の施設がどのよう

にいろいろ使用されてくるだろうかというようなことについて、住民の意見聴取をしていく

というものでございます。 

  主なものは、以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 次に、田方地区消防組合議会報告、４番、内田勝行議員。 

〔４番 内田勝行君登壇〕 

○４番（内田勝行君） それでは、消防組合議会の報告をいたします。 

  去る平成20年２月28日、田方地区消防組合議会第１回が開かれ、５議案すべてを原案どお
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り可決しました。 

  主なものとしては、議案第２号 田方消防本部の設置等に関する条例の一部を改正する条

例の制定について。これにつきましては、田方消防南署の完成により、伊豆市が南署の管轄

に移行するものです。 

  議案第３号 田方地区消防組合職員の育児休業に関する条例等の一部を改正する条例の制

定について。これにつきましては、対象者は全職員数163名のうち38名です。 

  議案第５号 平成20年度田方地区消防組合予算について。平成20年度予算は、前年度予算

額より５億1,800万円の減の15億7,445万円で、減額の主なものは、南署庁舎完成によるもの

です。 

  なお、懸案である分担金の見直しについて、以下の質問をいたしました。 

  昨年６月議会の中で、分担金の算出は、現行では署別配置人員を基本に計算していますが、

人口や面積なども加味すべきとの意見がありますので、南署が完成した後、検討します、こ

のような説明でしたが、考えに変わりはありませんかとの質問に、消防長は、変わりはあり

ません。この件につきましては、我々に課せられた課題だと認識しております。今後、市町

とも協議を重ね、進めていくつもりですと答弁をいたしました。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 続いて、三島市、伊豆市及び伊豆の国市電算センター協議会報告、16

番、酒井勲一議員。 

〔１６番 酒井勲一君登壇〕 

○１６番（酒井勲一君） 16番、酒井勲一です。それでは、報告いたします。 

  去る２月８日午後１時半より、三島市役所２階の市長応接室におきまして、三島市、伊豆

市及び伊豆の国市電算センター協議会の運営委員会が開かれましたので、内容についてご報

告申し上げます。 

  １、まず事業計画案が上程されました。平成20年度は、伊豆市、伊豆の国市にシステム課

が設置されたことに伴い、税システムや住民記録システムなど、基幹業務の中核部分を共同

にて維持管理する。また、それぞれの市の情報化推進は、情報システム課がリードし、共同

センターの役割を担ってまいります。大型コンピューターから近年のパソコン技術への移行、

パッケージソフトへの切りかえや共同電算処理の委託への移行も、平成19年度には完了いた

しました。平成20年度につきましては、三島市３人、伊豆市、伊豆の国市各１人、計５人の

少数の電算センター職員にて、事務局を運営してまいります。 

  ちなみに、当市、伊豆市は、３人が１人になるということであります。 

  ２つ目、予算案について。歳入歳出予算の総額は、それぞれ５億7,282万8,000円といたし

ました。前年比減少で、8,766万3,000円です。 

  ３つ目、各市の負担金について。５億7,282万8,000円の予算が組まれましたので、内訳は、

三島市３億254万3,000円、当市が１億3,328万1,000円、伊豆の国市が１億3,700万3,000円。
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当市は、前年度１億6,716万3,000円でしたので、前年比3,388万2,000円の減少となります。

合計で比較しますと、20年の負担金が５億7,282万7,000円、19年の負担金が６億4,199万円

でしたので、総額で6,916万3,000円の減額ということになります。これは、大型コンピュー

ターをサーバー系、パソコンに移すために減額になると私は思料いたします。 

  ４つ目に、今まで私が務めさせていただいた監査委員を磯晴雄運営委員と交代いたします。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 以上で、諸般の報告を終わります。 

 

◎議案第１２号～議案第１６号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（堀江昭二君） 日程第２、議案第12号 平成19年度伊豆市一般会計補正予算（第６

回）から日程第６、議案第16号 平成19年度伊豆市下水道事業特別会計補正予算（第３回）

までの５議案を一括して議題といたします。 

  本案については、今定例会初日に上程され、各常任委員会に審査を付託してありましたの

で、審査の経過と結果について、各委員長の報告を求めます。 

  最初に、総務常任委員会委員長、塩谷尚司議員。 

〔総務委員長 塩谷尚司君登壇〕 

○総務委員長（塩谷尚司君） ただいま議長から報告を求められました議案第12号 平成19年

度伊豆市一般会計補正予算（第６回）総務常任委員会の所管科目について、主な審査の経過

と結果を報告申し上げます。 

  子細につきましては、議員控室にて会議録が閲覧できますので、主なものを報告させてい

ただきます。 

  初めに、市民環境部の関係でありますが、当局からの補足説明に続き質疑を行いました。 

  審議においての質疑のありましたものですが、まず委員より、85ページ、一般廃棄物収集

運搬業務委託料500万円減額の理由は、また民間委託はいつからとの質問に対し、燃えるご

みの収集運搬は、天城、中伊豆、修善寺は18年度まで清掃センター直営で行っていましたが、

清掃センターの職員の退職等あり、欠員補充がないということで、19年度から民間委託に移

行しました。減額の理由は、収集コースの見直しによる日数等の時間的な合理化ができたこ

とでの減額ですとの説明がありました。 

  続きまして、総務部の関係ですが、滞納繰越に関連し、広域の滞納整理機構ができるが、

進行状況はとの質問に対し、20年４月１日から始まるということで、現在着々と進めており

ます。予定どおり25件出します。25件の内訳は、固定資産税が61.16％、市県民税が12.66％、

軽自動車税が0.38％、国保税が25.80％の総計１億9,558万4,000円を地方税滞納整理機構へ

出して、その結果、不納欠損にしたほうがいいとか、競売に入ってくるのか、来年の今ごろ

になってくればこの結果が出てくると思います。今回の補正で、歳入、固定資産税の滞納繰

越分3,500万円の増額ですが、これを組んだのが二、三カ月ぐらい前でしたが、実際にはこ
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の予想も通り越して、プラス200万円から300万円になっております。滞納整理機構が宣伝効

果となっているような気がしますとの説明がありました。 

  企画部の関係については、質疑はありませんでした。 

  以上の審査経過を得まして、討論、採決を行った結果、付託された議案第12号につきまし

ては、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。 

  続きまして、議案第13号 平成19年度伊豆市国民健康保険特別会計補正予算（第３回）に

ついて、主な審査の経過と結果について報告させていただきます。 

  補足説明はなく、質疑を行った結果、委員より、100ページ、療養給付費の増額補正の内

容についての質問に対し、給付費の一般については大きな伸びはありませんが、退職者の中

の特に入院の方で140％の伸びがありました。２カ月支払いを残していますが、もう既に１

カ月分の予算しかない状況です。退職分の補正が主なものですとの説明がありました。 

  以上の審査経過を得まして、討論、採決を行った結果、付託されました議案第13号につき

ましては、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたし

ました。 

  続きまして、議案第14号 平成19年度伊豆市老人保健特別会計補正予算（第３回）につい

ては、質疑、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いた

しました。 

  以上、総務委員会委員長報告を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 次に、福祉文教常任委員会委員長、室野英子議員。 

〔福祉文教委員長 室野英子君登壇〕 

○福祉文教委員長（室野英子君） ８番、室野英子です。 

  ただいま議長から報告を求められました議案第12号 平成19年度伊豆市一般会計補正予算

（第６回）に係る福祉文教委員会所管科目について、審査の経過と結果をご報告申し上げま

す。 

  委員会の概要書は議員控室にありますので、ごらんください。 

  当議案の審査の過程における質疑等の主なものといたしまして、91ページ、土肥小学校管

理運営事業の15－41、給食荷受室改修工事についての質問がありました。工事は３月にやる

予定でしたが、検討した結果、少し大規模な改修になるので、３月の春休みでは間に合わな

いことになりまして、300万円の減額となりました。そこで、改修工事は夏休みにやります

が、その間は、従来の施設を使いますという答弁がありました。 

  次に、83ページ、老人保健法に基づく基本健診の受診率は何％ですかとの問いに、確定の

数字ではありませんが、２月１日現在で対象者が１万4,739人、受診者は6,721人です。

45.6％になりますという答弁がありました。 

  以上、審査した後、討論はなく、採決の結果、議案第12号は、福祉文教委員会所管科目に
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ついては、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第15号 平成19年度伊豆市介護保険特別会計補正予算（第３回）については、

質疑、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で、福祉文教常任委員長報告を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 次に、観光経済常任委員会委員長、関邦夫議員。 

〔観光経済委員長 関 邦夫君登壇〕 

○観光経済委員長（関 邦夫君） 19番、関邦夫。 

  議案第12号 平成19年度伊豆市一般会計補正予算（第６回）の観光経済委員会所管科目に

つきましてご報告いたします。 

  詳細につきましては、議員控室にて会議録が閲覧できますので、質疑の主なものをご報告

いたします。 

  65ページ、14款使用料及び手数料で、万天の湯が見込みの増により500万円増額となるが、

利用者の分析、またふえた要因は何かという問いに対し、市民の利用は34％、66％が市外の

方であり、地元の民宿の泊り客の方も多く利用されていますとの答弁。また、以前は中伊豆

荘の宿泊者もこの万天の湯を利用していたことから混雑していましたが、現在はゆったり入

ることができる。従業員の清掃も十分手が届くようになったことから、きれいになったと評

判もよくなっています。そのようなことから、見込み以上に利用者がふえたと分析していま

すとの答弁でした。 

  質疑終了後、討論はなく、採決の結果、議案第12号は、全会一致をもって原案を可決すべ

きものと決しました。 

  以上で委員長報告を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 次に、土木水道常任委員会委員長、飯田宣夫議員。 

〔土木水道委員長 飯田宣夫君登壇〕 

○土木水道委員長（飯田宣夫君） 15番、飯田宣夫です。 

  ただいま議長から報告を求められました議案第12号 平成19年度伊豆市一般会計補正予算

（第６回）土木水道常任委員会の所管科目及び議案第16号 平成19年度伊豆市下水道事業特

別会計補正予算（第３回）について、当議案の審査の主な経過と結果について報告いたしま

す。 

  なお、当委員会に付託されました議案につきましての会議概要は、議員控室にて閲覧でき

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  まず、議案第12号の主な審査の経過と結果について報告いたします。 

  当局からの補足説明後、質疑を行いました。 

  ①委員より、87ページ、市道整備事業の市道上和田線改良工事減額となっているが、事業

そのものが縮小されたのか、事業費減の内訳の説明をしてくださいとの質疑に対し、当初、

上和田線改良工事は、水路まで改良工事に含まれていました。別枠での道路と水路の県費補
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助金事業割が変更になったことによる道路工事分の減ですとの答弁がありました。 

  ②委員より、また上和田線改良工事は、シダックスの負担はありますかとの質疑に対し、

旧中伊豆町時代からシダックスと協議してあり、基本的には県費以外の市が持つ分の半分を

シダックスが持つことになっていますとの答弁がありました。 

  以上、審議経過を得まして、討論、採決を行った結果、付託されました議案第12号につき

ましては、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおりを可決すべきものと決定いた

しました。 

  続きまして、議案第16号について、主な審査の経過と結果について報告をいたします。 

  当局から特に補足説明はなく、質疑を行いましたが、議案に対する質疑はありませんでし

た。引き続き、討論、採決を行った結果、付託されました議案第16号につきましては、討論

はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上、議案第12号、議案第16号についての委員長報告を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 以上で、各委員長の報告は終わりました。 

  これより暫時休憩いたします。 

  なお、この休憩中に、ただいまの各委員長の報告に対し、質疑、討論のある議員は、通告

書を議長に速やかに提出をお願いいたします。 

 

休憩 午前 ９時５４分 

再開 午前 ９時５７分 

 

○議長（堀江昭二君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいまから議案第12号 平成19年度伊豆市一般会計補正予算（第６回）から議案第16号

 平成19年度伊豆市下水道事業特別会計補正予算（第３回）までの質疑、討論を行います。 

  これより、各委員長報告に対する質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  10番、森良雄議員。 

〔１０番 森 良雄君登壇〕 

○１０番（森 良雄君） 10番、森良雄です。 

  議案第12号 平成19年度伊豆市一般会計補正予算（第６回）について質問させていただき

ます。 

  60ページの繰越明許費、修善寺駅周辺整備合意形成事業、何度も質問していて申しわけな

いんですけれども、やはり依然としてこれは何をする事業なのか、今後の事業見込みはどう

いうものなのか、どのぐらいかかるものなのか、経済効果についても釈然としませんもので、

どういう審議がなされたのかお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 
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  総務常任委員会委員長。 

〔総務委員長 塩谷尚司君登壇〕 

○総務委員長（塩谷尚司君） 森議員の質問ですが、駅前整備については、質疑はございませ

んでしたので、お答えできません。すみません。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 再質疑、森議員。 

○１０番（森 良雄君） 私は、質疑があったかどうかを聞いているんじゃないんです。議長

は、審議をするように委員会に付託しているはずなんですね。審議の内容を聞いているんで

す。お伺いします。 

○議長（堀江昭二君） 総務委員長。 

○総務委員長（塩谷尚司君） 質疑がないものに、私がどうのこうの言うことはできないと思

いますので、答えたとおり、質疑はございませんでしたので、お答えがありません。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

○１０番（森 良雄君） 議長が審議を委託したはずなんですね。審議していないんじゃない

んですか、これ。 

○議長（堀江昭二君） 総務委員長。 

○総務委員長（塩谷尚司君） 審議はしましたけれども、質疑はございませんでした。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 以上で通告による質疑は終わりました。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論なしと認め、討論を終結

いたします。 

  これより分割採決をいたします。 

  まず、議案第12号 平成19年度伊豆市一般会計補正予算（第６回）を採決いたします。 

  各委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 賛成多数。 

  よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第13号 平成19年度伊豆市国民健康保険特別会計補正予算（第３回）を採決い

たします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

  よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 
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  次に、議案第14号 平成19年度伊豆市老人保健特別会計補正予算（第３回）を採決いたし

ます。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

  よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第15号 平成19年度伊豆市介護保険特別会計補正予算（第３回）を採決いたし

ます。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

  よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第16号 平成19年度伊豆市下水道事業特別会計補正予算（第３回）を採決いた

します。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

  よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 

 

◎議案第１７号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（堀江昭二君） 日程第７、議案第17号 平成20年度伊豆市一般会計予算を議題といた

します。 

  本案についても、今定例会の初日に上程され、各常任委員会に審査を付託してありました

ので、審査の経過と結果について、各委員長の報告を求めます。 

  最初に、総務常任委員会委員長、塩谷尚司議員。 

〔総務委員長 塩谷尚司君登壇〕 

○総務委員長（塩谷尚司君） 議案第17号 平成20年度伊豆市一般会計予算、総務常任委員会

の所管科目について、主な審査の経過と結果をご報告申し上げます。 

  初めに、市民環境部の関係でありますが、当局からの補足説明に続き質疑を行いました。 

  質疑の主なものでございますが、委員より、火葬場使用料を前年よりも45万円増額した理

由は、また土肥地区の方の利用数はどのくらい見込んでいるかとの質問に対し、昨年度は市

内を310体、市外を10体と見込みました。20年度は、市内を310体で同じですが、市外を10体
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ふやし、20体にしています。施設が少しよくなったので、市外の方もご利用いただけるので

はと見込んでいます。それに加え、条例改正により市外料金を１万5,000円から３万円にし

たので、体数的に10体ふえ、料金的にも増加したということで、370万円を計上いたしまし

た。 

  土肥の利用数については、土肥戸田火葬場があるので、やはり利用される方は、近くにあ

るそちらを使うのではということで、10％、20％使うとは断定できないので、計上をいたし

ませんでしたとの説明がありました。 

  続いて、委員より、一般廃棄物処理収集処理事業と焼却処理事業の業務は、ほとんどのも

のが委託で行われているが、委託をすると、ちょっとした故障の場合とか、目の届かない場

合がかえって出るのではないかとの質問に対し、現場にはずっと焼却をやってきた職員が１

人おります。リサイクルのほうも兼ねてやらせていますので、施設にふぐあいがあれば報告

がありますし、その職員が出向いていろいろ施設の中を見ます。完全にふぐあいになってし

まった、どうしようというのではなく、ちょっとおかしくなっているようであれば、すぐに

連絡が来て、現場の職員が対応できればそれで済まし、できないときには、すぐに業者の方

に連絡をとるという形でやっているので、大きな事故とか、そういうものはないと考えてお

りますとの説明がありました。 

  続きまして、総務部の関係でありますが、91ページ、税過誤納還付金の額が多い理由はと

の質問に対し、税源移譲の関係で、年度間の所得変動に伴う調整措置があるためです。19年

度の市県民税というのは、18年度中の所得でやるわけですから、税源移譲後の高い数字でや

るわけです。ところが、所得税は18年度中の19年３月15日まで高い税率でもらっているわけ

です。市県民税は５％上がっています。その差額を返しなさいということです。その2,000

万円という額は、1,000円で１人当たり２万円の還付を見込んでいますとの説明がありまし

た。 

  続きまして、企画部の関係でありますが、36ページ、財産収入について、今現在、売り払

いを予定している物件はあるかとの質疑について、遊休市有地を20年度に積極的に売り払い

をしたいということで、当初予算にも土地鑑定料等のさまざまな計画をしています。面積を

確定して価格が決定すれば、公募をかけたいと考えています。まだ計画がはっきりしていな

いので、1,000円単位を計上していますが、やる予定ではいますとの説明がありました。 

  以上の審査経過を得まして、討論、採決を行った結果、付託されました議案第17号につき

ましては、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたし

ました。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 次に、福祉文教常任委員会委員長、室野英子議員。 

〔福祉文教委員長 室野英子君登壇〕 

○福祉文教委員長（室野英子君） ただいま議長から報告を求められました議案第17号 平成
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20年度伊豆市一般会計予算に係る福祉文教委員会所管科目について、審査の経過と結果をご

報告申し上げます。 

  当議案の審査の過程における質疑等の主なものといたしまして、これから議論しなければ

ならない学校の統合問題、またそのための地元折衝など、ほかにもいろいろあると思います

が、その部分についての予算計上がされていませんが、どのように考えていますかとの問い

に、その費用については計上していません。これに関しては、基本的に教育部門と一般行政

と協調してやるしかないであろうと考えます。学校を廃止するのは教育委員会で、実際には、

その後学校をどのようにしたらいいかとか、統合する場合に、例えばバスの関係の予算であ

るとか、いろいろな予算がかかってきます。したがいまして、両方で協議して、必要であれ

ば補正予算で対応したいと考えていますという答弁がありました。 

  次に、通学補助金について、今までの制度は、通学距離ということでいろいろな方から意

見が出ていましたが、それらのことを踏まえて改正されましたかとの問いに、17年度からの

基準額は、非常にわかりにくいところがありました。また、学校に遠い人、近い人の負担額

が同じようになってしまうという弊害も若干ありました。それから、積算が非常にわかりに

くいということもありました。20年度からは基本額を定めました。１キロ当たり2,000円の

補助をします。それと、通学距離掛ける幾らというのは、大体同じような形にしました。通

学定期の場合は、定期を購入した実績の半額を補助します。 

  補助金は年２回支払いをします。前期の支払いは10月ですが、申請をすれば、その前に概

算払いができる制度にしました。率的には、大体同じような額になりますという答弁があり

ました。 

  次に、361ページ、天城給食センター事業の11－11、賄材料費。地産地消の話があります

が、どこからどのように仕入れていますか、また食材の管理、業者からすると、冷凍食品の

ほうが安く済むが、食材は教育委員会が管理しながらやっていますかとの問いに、給食の購

入先は、野菜、生鮮食品については地元の業者を優先に交代制でお願いしています。乾物に

ついては、沼津を中心にやっています。牛乳、パンは静岡県給食会が地区ごとの業者を決め、

配分しています。また、食材については、冷凍のものは使っていないと断言してもいいと思

います。ほとんど手づくりです。 

  地産地消についてやっているのは、弘法芋、梅シロップ、ヤーコン、お米を使っています。 

  食材の管理マニフェストは各業者にお願いしていて、共通のものについては、静岡県給食

会がマニフェストを持っています。 

  食材の発注は栄養士が行っていますとの答弁がありました。 

  次に、133ページ、児童福祉事業、20－43、乳幼児医療費助成金。当初の予算で前年度よ

り1,200万円ほど減額になっている理由はとの問いに、対象人数が前年度に比べて100人ほど

減ったことと、３歳、４歳、５歳児の３割負担が２割負担になったので、市の持ち出しが１

割減ったためですとの答弁がありました。 
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  次に、地域包括支援センターの充実とは、人的配置も含めて充実していきたいということ

ですか、それが今年度の大きな変化ですかとの問いに、18年度は職員を支所に配置しません

でした。19年度は少し対象人数もふえたので、土肥に職員を配置しました。20年度は、土肥

は土肥ホームに委託して、天城、中伊豆は保健師とケアマネジャーをそれぞれ配置します。

人数的には、19年度の９名に対して、12名の確保をするということですとの答弁がありまし

た。 

  次に、こども課の事務分掌はできていますかとの問いに、事務分掌はできています。実質

的には今の社会福祉課の中の児童福祉を担当する部分で、特に新しいものはありません。課

長が新しくでき、一つのことに専念していくということと、いろいろな施策がつくりやすい

状況になると思いますとの答弁がありました。 

  以上、審査した結果、討論はなく、採決の結果、議案第17号、福祉文教委員会所管科目に

ついては、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で委員長報告を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 次に、観光経済委員会委員長、関邦夫議員。 

〔観光経済委員長 関 邦夫君登壇〕 

○観光経済委員長（関 邦夫君） 議案第17号 平成20年度伊豆市一般会計予算の観光経済委

員会所管科目について、審査の経過と結果をご報告申し上げます。 

  質疑の主なものをご報告いたします。 

  195ページ、中伊豆体験農園の土地購入費1,581万6,000円が計上されているが、土地購入

は当初から買収の計画があったのか、また買い取り価格の根拠は何かという問いに対して、

土地については、当初から借地で考えていましたが、そのうちの法人の土地については、当

初の段階で原資の回収が難しいので、市で買い取ってもらいたいとの要望でした。しかし、

その当時に市になり、予算化もしていなかったことから、３年の猶予をしていただき、買収

させていただく約束でしたので、今回予算を計上させていただきました。 

  また、買い取り価格については、農業公社から農業生産法人が買い取ったときの評価が適

正で妥当という判断をして、その価格で、市で買い取るという約束でしたとの答弁でした。 

  219ページ、観光協会補助金は、入湯税の前々年度の45％以内としているが、入湯税が少

ない不景気のときには多くの助成をし、景気のよいときは少ない助成とか考えられないかと

いう問いに対して、観光協会が実際には支部の活動が多いことから、一本化してもらうため

に観光協会と協議して決定しています。そして、自主運営をしていただくために、余裕があ

れば、例えば積み立てや留保資金とする考えを持ってもらいたいと伝えてありますとの答弁

でした。 

  次に、195ページ、地産地消推進事業で、事業を推進するに当たり、具体的な計画はどの

ようなものかとの問いに対し、まず伊豆市内でどこへ何が供給できるのか検討したい。例え

ば学校給食には、年間を通じてどのような食材が必要なのかを検討したい。次に、その流通
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の仕組みをつくることにより、一般消費者、旅館などに供給できる形ができていくのではな

いかと考えています。安心・安全な食材という点では、農薬の使用方法が重要です。残留農

薬等に関しては、農協さんが入ることにより農薬のチェックが非常に効きますので、農協さ

んに協力をいただきながら進めていきたい。また、ポジティブリストを徹底するためにも、

指導を行いたいとの答弁でした。 

  次に、225ページ、達磨山高原管理事業、施設収入費が2,300万円、管理事業経費が1,766

万9,000円でもうかっているように見えるが、職員５名の人件費が載っていないので、大赤

字施設だと思うがとの問いに対して、17年度まで振興公社に委託していたときは、繰り出し

が1,000万円を超えたときもあったが、経営努力で600万円か、700万円ぐらいまで下げたと

思います。現在、職員が行っていますので、大きな赤字になっていますとの答弁でした。次

に、この施設に限らず早急に手を打たないと、無駄な経費ばかりかかってしまうので、対策

を示す必要があると思うとの質問に、これは県の施設なので、県で面倒を見てもらっていま

す。伊豆市は10万円以下の修繕だけで、経費的には楽な施設だと思いますが、どのように採

算ベースに乗せていくか課題となっていますとの答弁でした。 

  次に、231ページ、万天の湯・テニスコート管理事業について、お客様がこの程度ふえて

きても、採算ベースに乗っていないと思う。ここの存在意義を教えてもらいたいとの問いに

対し、中伊豆地区の民宿などには、テニスコートを含めてたくさんの利用客がいます。観光

に対し貢献があるかと思っていますとの答弁でした。次に、万天の湯の温泉について、真光

さんから温泉を買っているが、それは安定的なのか、沸かしている場合は、どのような方法

なのかの問いに、月17万円で買っています。契約は１日30トン。実際には、40トン近く安定

した供給をしていただいています。夏は多少加水する程度、冬は、重油で１日60リットルか

ら120リットル使っています。行政が運営している間は、今までどおり供給してくれるとい

うことですとの答弁でした。 

  質疑終了後、討論はなく、採決の結果、議案第17号は、全会一致で原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  以上で委員長報告を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 次に、土木水道常任委員会委員長、飯田宣夫議員。 

〔土木水道委員長 飯田宣夫君登壇〕 

○土木水道委員長（飯田宣夫君） 15番、飯田宣夫です。 

  ただいま議長から報告を求められました議案第17号 平成20年度伊豆市一般会計予算、土

木水道常任委員会の所管科目につきまして、主な審査の経過と結果につきまして報告いたし

ます。 

  まず、上下水道部の関係でありますが、当局から特に補足説明はなく、質疑を行いました。 

  主な質疑でありますが、まず委員より、予算書21ページ、温泉スタンド使用料の温泉源の

状況を説明してくださいとの質疑に対しましては、今のところは十分にあります。温泉スタ
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ンド、山手スピュチュラルホテル、保健センター、特養中伊豆に供給しております。埋没し

てしまうと使えませんが、今年度ポンプの入れかえを行いましたので、あと二、三年はかえ

ないで済みますとの答弁がありました。 

  次に、委員より、予算書37ページの温泉貸付料は、天城４件、中伊豆２件と聞いています

が、内容を詳しくとの質疑に対しましては、湯ヶ島分の４件は、たつた、あせび野、浄蓮荘、

双葉荘です。月に２万4,000円に消費税で、11口あります。その12カ月分で計算してありま

すとのことです。中伊豆分につきましては、山手スピュチュラルホテル、特養中伊豆です。

山手スピュチュラルホテルは多く使っていただき、温泉使用料を多くいただいておりますが、

特養中伊豆は、契約時の説明がうまく伝わらなかったのか、井戸が存続する限り供給します

と説明しましたが、たくさん使うと温泉がなくなってしまうと理解され、使用量が非常に少

ない。昨年の実績から見ても、山手スピュチュラルが約126万円、特養中伊豆が12万6,000円

と少ないので、使用のお願いをしていますとの答弁がありました。 

  続いて、委員より、予算書169ページの合併処理浄化槽設置費補助金の見込みでは、例年

並みかとの質疑に対しまして、19年度は37基、20年度は35基ですとの答弁がありました。 

  次に、土木部の関係でありますが、当局から補足説明が行われた後、質疑を行いました。 

  主な質疑でありますが、まず委員より、上和田線改良工事が最終年度とのことですが、シ

ダックスの負担金はいつごろ入るのかとの質疑に対しまして、事業が完了したときに金額を

査定します。今年度は３月いっぱいに完了しますので、年度内、出納閉鎖までに入りますと

の答弁がありました。 

  次に、委員より、予算書243ページの15－40から16－01までは、地区からの要望があった

場合の項目ですが、実績からの見込みかとの質疑に対しまして、基本的には実績です。地区

要望を踏まえながら、平成19年度は維持補修60件、舗装工事30件、地区要望を基本に緊急性

も考えて計上していますとの答弁がありました。 

  さらに、委員より、地籍調査はどういうスパンで行っているのか、三、四年先はどこを行

うかとの質疑に対しまして、工程的には行政区単位で行っております。３年の期間で完了、

１年目は基準点の設置、２年目は地権者に集まってもらい、境界を定めていき、定めたもの

を測量する。３年目は、測量成果に基づき面積測定、作図、国・県の許可をもらって法務局

に提出する工程です。３年ローテーションで行っていますとの答弁がありました。 

  以上の質疑を得まして、討論、採決を行った結果、付託されました議案第17号につきまし

ては、討論はなく、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。 

  以上、議案第17号につきましての委員長報告を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 以上で、各委員長の報告は終わりました。 

  これより暫時休憩いたします。 

  なお、この休憩中に、ただいまの各委員長の報告に対し、質疑、討論のある議員は、通告
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書を議長に提出をお願いいたします。 

 

休憩 午前１０時２９分 

再開 午前１０時３８分 

 

○議長（堀江昭二君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

  ただいまから議案第17号 平成20年度伊豆市一般会計予算について、質疑、討論を行いま

す。 

  これより、各委員長の報告に対する質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  10番、森良雄議員。 

〔１０番 森 良雄君登壇〕 

○１０番（森 良雄君） 10番、森良雄です。 

  議案第17号 平成20年度伊豆市一般会計予算について質問させていただきます。 

  まず、新庁舎建設についてですが、これも同様にどんな新庁舎が建つのか、何階建てを予

想しているのか。私は、少なくとも調査費ないしは予算案をするには、どういうものを調査

してほしい、どういうものをつくりたいんだという前提があるはずだというふうに考えてい

るんですね。何もないで調査費がつくものなのかどうなのかですね。調査費をつくるための

企画書はあるのかどうなのかという、そういう観点から、新庁舎、どんなものをつくるのか、

どのような審議をなされたのかお伺いしたい。 

  次に、同様、先ほどと同じです。駅前の整備計画、これは既に18年度に1,000万円近いお

金が使われている。そして、19年度も1,500万円近いお金が使われているわけなんですね。

合計2,500万円近いお金が使われているんですよ。それで、1,953万円、2,000万円近いお金

が繰り越されている。それで、この平成20年度の予算案で、また2,000万円使う予算がつい

たと。合計約6,500万円でしょう。私の計算間違っていますか。何をつくるのか皆目わから

ない。何をしようとしているんですか。駅ビルでも建てようとしているんですか。その辺、

どういう審議をしたんですかお聞きしたいです。 

  それから、新庁舎のところへ戻りますけれども、保健所を残したままということは、保健

所は、あれは県ですよね。県はどのぐらいここに支援してくれるのかね。例えばあそこの土

地をただで譲渡してもいいんじゃないですか、もうしそうだったら。そういうことを考えら

れていますかね。 

  それで、ちょっと質問書に書いていなかったですけれども、職員互助会への支出というの

が最近新聞報道でされましたけれども、これなんか、どこの予算でとられているのか、もし

わかったら教えてください。 

  以上です。 
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○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  総務常任委員会委員長、塩谷尚司議員。 

〔総務委員長 塩谷尚司君登壇〕 

○総務委員長（塩谷尚司君） 森議員の質問でございますが、先に駅前整備につきましては、

質疑がございませんでした。 

  また、新庁舎につきましても、議案提案時に企画部長のほうから細かく説明があったのだ

と私は推測しますが、委員会の中では、質疑はございませんでした。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

○１０番（森 良雄君） 残念ですね。質疑がなかったと。私は、審議したかどうなのか、審

査したのかどうなのか、委員会というのは、質疑をするところじゃないんですよ。審査する

ところなんでしょう。議長は審査を委託したんでしょう。市役所建設、25億円もかかるんで

しょう。まじめにやってくださいよ。 

  駅前整備計画、既に6,500万円の予算が使われた及び投入されようとしている。幾らの事

業費を考えているんだ。駅ビルを建てるつもりなんですか。これさえ審議されていないんで

すね。もし駅ビルを建てるようなことになると、調査だけでさらにもっとお金がかかってい

くんじゃないんですか。はっきり言わせてもらう。まじめにやってください。 

○議長（堀江昭二君） それでは、次に、16番、酒井勲一議員。 

〔１６番 酒井勲一君登壇〕 

○１６番（酒井勲一君） 委員会にお尋ねします。天城ドームの修理の件ですけれども、観光

経済委員長さんに伺います。 

  修理代が6,195万円ですか、この件ですけれども、先日、私は休会中にちょっとどのくら

いさびているかなというのを見てきましたが、確かにさびていましたが、ペンキを塗る部分

というのは非常に少なくて、雨漏りもあるようですが、そんなに緊急を要することではない

かなと私は考えました。北京オリンピックでガスが非常に多くて、長距離選手なんぞは合宿

を張るのを日本でやるとか、いろいろ言われていますが、そういうような打診があるからや

るならば、私も体面を保つためにも、きれいにしなければならないなということはよくわか

りますが、今現在また新しい首長を決めることで、いろいろなことをパンフレットで言って

いる方が政治活動をしております。そういう方に対して、市長さんが使う部分が、非常に財

政が厳しいから少なくなっているというように私は考えます。市長さんの新しい施策をよく

聞くためにも、一時伸ばすとか、そういう議論はなかったのかお伺いします。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 

  観光経済常任委員会委員長、関邦夫議員。 

〔観光経済委員長 関 邦夫君登壇〕 

○観光経済委員長（関 邦夫君） 233ページのことですけれども、私どもが討論したのは、
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内容が外装を直すということで、これだけ銭がかかるという説明を聞きました。利用者に言

わせると、人工芝を何とかしてもらいたいという、中を直してもらいたいという何か意見が

あるそうですけれども、人工芝を修理する計画はありますかとかいう質問が出ました。人工

芝につきましては、日本ソフトボール協会がやるという話は聞いていますが、確定できてい

ないというのが実情です。酒井さんの言うように、緊急を要するかどうかというようなこと

は、委員会としては、そういうことは議論しませんでした。 

  外装、ペンキばかりじゃないかどうか、それは私にはわかりませんけれども、外装を直す

というので、持ち主が自分の施設の傷んでいるところを直して、そして、それを渡したばか

りだから、早い時期に直してやって、そして上手に使わせてやろうというような考え方で、

次の人に譲ってもいいかもしれませんけれども、今、渡したばかりのときに汚いのをさらし

ておくよりも、きれいにしてやろうというような意味で、緊急性がないといっても、緊急の

ような形で取り組んだと私は理解しました。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 再質問、いいでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） 以上で通告による質疑は終わりました。 

  これより討論に入ります。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  先に、反対討論から行います。 

  10番、森良雄議員。 

〔１０番 森 良雄君登壇〕 

○１０番（森 良雄君） 10番、森良雄です。 

  この平成20年度伊豆市一般会計予算書、これは私のためにつくられたような予算書ですね。

新しい庁舎を建てる、駅前整備計画、私は、これは何百億円かかるのかなと思っているんで

すよ。皆さん、伊豆市の借金、幾らあると思っていますか。265億円ですか。企画部長は、

締めてみなければわからないと言っているんですよ。今の社会で、このコンピューター時代

に、締めてみなければわからない数字なんてあるんですか。会社の経営者がたくさんいらっ

しゃる。 

〔「質問に入ろう」と言う人あり〕 

○１０番（森 良雄君） 質問じゃないんだ、討論だよ、酒井さん。 

  皆さんの会社、自分のところの借金が今現在幾らあるかわからないで経営しているんです

か。借金、いつまでに支払うのかわからないとも言っているんです。これが伊豆市の経営の

実態なんだ。私は、借金は270億円超えているんじゃないかと思う。皆さん、一人一人70万

円以上の借金をしょっているんですよ。合併、北の町と合併をしたいという方もたくさんい

らっしゃるが、私たちは、旧大仁町からケッチンを食らったんではありませんか。なぜです
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か。借金が多いからじゃないんですか。財務内容が悪いからなんです。私は、昨年８月に決

算カードを見せてもらった。そのときの公債費比率は20％を超えているんだ。もっともすぐ

に森さん差しかえてくださいという意見が寄せられて、16％に直りましたが、その16％の真

義の説明もない。そういう中で、新庁舎を建設したい。私がここで、駅前整備はあそこへ駅

ビルを建てようとしているんだと、既に6,500万円も準備につぎ込まれるんだ、いかに私の

言っていることの信憑性が高いかですよ。準備だけで6,500万円だ。飯田宣夫さん、何です

か。はっきり言ってください。 

〔「根拠がねえだ」と言う人あり〕 

○１０番（森 良雄君） 根拠じゃない。既に6,500万円も使われようとしているんだ。 

〔発言する人あり〕 

○１０番（森 良雄君） では、なおさら6,500万円の内容は何なんですかということなんで

す。 

〔「知らねえじゃん」と言う人あり〕 

○１０番（森 良雄君） 説明されましたか。 

〔「全然知らねえ」と言う人あり〕 

○１０番（森 良雄君） 何も答えてないじゃないですか、正志さん。何も答えてない。何も

決まっていないで、なぜ6,500万円も使うんですか。 

〔発言する人あり〕 

○１０番（森 良雄君） なぜ必要なんですか。私はそれを皆さんに訴えたい。いいですか。 

〔発言する人あり〕 

○１０番（森 良雄君） 飯田正志さん、しっかり聞きなさい。 

  伊豆市の人口は、新庁舎を建てるのに、計画のための人口は３万7,500人を予定している

んじゃないですか。10年後の伊豆市の人口は、何人になるんですか。私は、３万3,000人を

割ると思っていますよ。伊豆市の財政規模の10年後は、どのぐらいになりますか。私は、限

りなく100億円に近づくと思っています。近づくであろうと思っています。下手すると100億

円を割る。人口３万3,000人で幾らの税収があるか。交付金が幾ら予定されるか。何も考え

られないまま人口は３万7,500人を想定して、恐らく予算規模も考えずに、たとえ特例債で

あろうと、３割の自己資金は必要なんだ。だれがそれを負担するんですか。私たちじゃない

んだ。10年後、20年後、借金の償還は30年近くかかるんでしょう。要は、今の若い人たちが

借金を負担せざるを得ないということなんですよ。 

〔「みんなわかっているよ、そのことは」と言う人あり〕 

○１０番（森 良雄君） わかっていても、やるんですか、酒井さん。 

〔発言する人あり〕 

○１０番（森 良雄君） わかっていても、新庁舎をつくりますか。駅前整備に6,500万円も

使いますか。何をつくるかわからないままやろうとしているんですよ。 
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  皆さん、静岡市など５市町、公費率50％以上。伊豆市は22.5％なんです。伊豆市の人件費

は、20億円超えているんじゃないかと思いますけれどもね。このうち何％が職員互助会へ支

出されているのか。皆さん、わかりますか。何もわからないまま、この予算書を承認するん

ですか。 

  今いろいろな不規則発言がありましたけれども、大変おもしろい、皆さんがどういう観点

に立ってご発言をしたか。じっくり今後見させていただきたい。皆さんの良識を信じて、反

対討論を終わらせていただきます。 

○議長（堀江昭二君） 次に、賛成討論を行います。 

  11番、古見梅子議員。 

〔１１番 古見梅子君登壇〕 

○１１番（古見梅子君） 11番、古見です。 

  議案第17号 平成20年度伊豆市一般会計予算について、賛成の立場で討論いたします。 

  一般会計の総予算は、合併して初めて140億円を切り、139億5,600万円で、前年度より12

億6,100万円の減となったことや、また市債発行額を８億2,250万円とし、借入金残高を平成

20年度末には147億円になる見通しとなったことは、適正財政規模に向かって予算編成され

た努力がうかがわれます。過去４年間、合併して各種事業が展開され、平成20年度にはさら

に具体的に、「人あったか まちいきいき 自然つやつや・伊豆市」の実現に向かって改革

が進められることが予算説明の中から感じられ、期待しております。 

  また、天城温泉会館への繰出金が5,300万円となり、初めて5,000万円を超える予算計上が

され、早急な答申を受けての検討をお願いするところです。 

  また、２市による広域処理施設整備事業の推進に当たって、担当課を中心に、２市による

行政、市民が一体となり、協働して進め前進できるよう努めてほしいものです。 

  また、新庁舎建設は大賛成であります。測量設計費が600万円計上され、基本方針の概要

の説明を受けました。説明資料については大変わかりやすく、職員の作成であり、積極的に

職員の能力を生かし、企画、計画をし、市民に情報公開し、市民の理解を得られるよう努力

を願います。建設には多額の費用を要する事業に、どう財源を捻出するか十分検討し、将来

にツケを残さないよう平成20年度予算が無駄なく執行され、着実に改革が進められるよう願

い、賛成討論といたします。 

○議長（堀江昭二君） 次に、反対討論、26番、木村建一議員。 

〔２６番 木村建一君登壇〕 

○２６番（木村建一君） 議案第17号 平成20年度伊豆市一般会計予算について、反対討論を

行います。 

  どのようなことを予算で反映しようとしたのか、市長の施政方針で、ある程度理解できた

ことといえば、農業振興対策、林業対策でした。新たなニーズにこたえてということは、こ

のことを指しているのでしょう。農業、林業対策は、中山間地の伊豆市にとっては重要な取
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り組みですが、政策の充実ということも施政方針で述べられておりましたけれども、何を充

実した予算でしょうか。さまざまなことを委員会等で聞きましたけれども、全体として聞こ

えてくるのは、前年対比何％削減ということです。 

  貧困と格差が進んで、労働者、高齢者、農民、中小企業者など、ありとあらゆる層の暮ら

しと営業は、さらに深刻さが日本じゅうに広がっております。伊豆市民も同様です。税源移

譲や定率減税廃止がなされても、住民税が前年対比マイナスという予算について、市民の暮

らしが深刻になっていると見なかったのでしょうか。その対策として、総括資料の中で、市

当局は社会基盤整備というのが聞こえてきましたが、社会基盤整備も必要でしょうが、それ

だけでは全くわかりません。市民の暮らしをどう予測して、それにどのような対策を立てた

のか、伊豆市の足元、市民の暮らしがどうなっているのか、それに対してどうするのか。市

民の暮らしを正確に把握するシステムがないならば、政府発表や情報を収集している組織な

どへのアンテナを高くして、推測する努力を私はすべきだと思います。言うばかりで、何も

私がやれやれと言うんなら、それは市当局、市長に対して失礼に当たりますので、２つ述べ

たいと思います。 

  １つは、野村證券が発表した家計と子育て費用調査によりますと、子育て関連費用が家計

支出に占める割合、エンジェル係数と言っておりますが、これが26.6％となって、1991年以

来過去最低を記録しております。子供１人当たりの平均支出月額は、2005年と比較すると、

年収1,000万円以上では6,000円増加する一方、年収300万円未満では8,000円減って、年収に

よる格差が広がっております。 

  もう一つ、これは総務省が最近発表した家計調査によりますと、エンゲル係数、消費支出

に占める食料費の割合は、30歳未満の世帯で0.5ポイント上昇、30歳から39歳の世帯で0.2ポ

イント上昇、若い世代の中での生活が苦しくなっているという状況が、私が調べた中で出て

きました。 

  住みなれた地域で、安心して暮らし続けたいという市民の願いにこたえるために、とりわ

け定率減税の廃止、医療負担の増大など、社会的弱者への経済的しわ寄せが進む中で、人間

らしい尊厳のある生活を保障しようという予算が見当たりません。一つの成果として、国の

通達に基づいて妊産婦健診の公費負担を２回から５回にふやしました。国の通達にまだ応じ

ない自治体があるという意味では評価をいたします。 

  昨日、去年お子さんが誕生して、２人になった20歳のお母さんから、この件について情報

を得たようですが、もう１年早くしてくれればよかったのにと残念がっていましたけれども、

表情はにこやかでした。伊豆市が少しでも子育てに注目しているというふうに感じたのでし

ょう。ただし、なぜ子供が病気になったときに、500円を市で面倒見てくれないのでしょう。

風邪をこじらせて、下の子は入院しました。医療費が大変でしたという話も聞きました。市

は、無料化すると、緊急性もないのに病院に行くからだめだということをお話ししますと、

だれでも子供の健康を気にしているから病院に連れていくのに、そんなに私は病院に連れて
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いく時間をつくるほど暇ではありませんという答えが返ってきました。今度は、市の考えに

あきれ果てていました。 

  さて、１人の議員の反対もなくて、500円の自己負担を公費の議決にはこたえられないと

した市の言い分を市民に公表することを求めます。乳幼児の医療費の窓口負担が３割から２

割になり、それによって市の負担が減った分をそちらに回せば済む程度の予算です。少子化

で大変と口では言うが、子供が減ってもさほど気にしていない、市民を疑いの目で見る姿勢

には、本当に私はあきれます。こども課を設置したことは評価していますが、魂が入らない

ような子ども課にならないように願うものです。 

  限界集落問題や農業後継者問題などが一般質問で取り上げられましたが、子供への財政支

援は、未来の伊豆市への貴重な投資です。幾つか修善寺小学校の体育館及び天城中学校の屋

内運動場の設計費が委託されて、準備が進んでおります。そういうことは評価をいたします

が、学校の消耗品がまたもや切られております。教育にとって必要なプリントが、教育現場

では子供たちにわかりやすくするためにカラープリントしたいが、白黒にしているという教

師の声がありました。無駄をなくさなければなりませんが、そこまで切り詰めていいのでし

ょうか。 

  地域を活性化するための政策の一つは、観光政策です。あるのは総合計画だけ。３カ年、

５カ年計画などを立てて、それに向かってことしは何をするのかのその積み重ねで、観光立

市を掲げるにふさわしい具体的な政策をことしも求めます。 

  地産地消、医療費対策にもつながる温泉を利用した健康づくりなど個々の予算はあるもの

の、部、課をまたいだ連携した予算を組んだのでしょうか。縦割り行政ではなくて、フラッ

ト化とは言うものの、４つの常任委員会を私は傍聴して、そういう説明は一切聞かれません

でした。 

  最後に、何度でも繰り返し要求いたします。あなたたちの説明で、市民生活がどうなるの

かわかるでしょうか。何億円、何千万円、何百万円という数字がありますが、その奥には市

民の生活があることを忘れないでほしい。せめて各部、課で重要視している取り組みについ

ては、対前年対比なぜふえたのか、減ったのか、説明をしてほしい。それが詳細説明です。

ふえました、減りましただけでは、これは詳細説明ではありません。 

  以上で反対討論を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 次に、賛成討論を行います。 

  ９番、飯田正志議員。 

〔９番 飯田正志君登壇〕 

○９番（飯田正志君） 議案第17号 平成20年度伊豆市一般会計予算について、賛成の立場で

討論いたします。 

  歳入については、地方交付税が46億7,000万円など、交付税に依存することの多い我が市

において、国や県からの交付金が不安定な状況の中、予算を組むことの難しさは大変なもの
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だったと思います。しかしながら、安心・安全な生活を提供するためには、必要なところに

は、予算をつけていかなければならないと思っております。 

  歳出については、後期高齢者医療特別会計が20年度から始まり、2,248万円の繰り出しが

なされているほか、民生費が31億5,500万円と歳出の22％を占めていることなどを置いては、

おおむね前年度を下回っている予算となっています。しかしながら、職員の努力によって前

年度に変わらぬ市政運営がなされることを希望いたしまして、私の賛成討論といたします。 

○議長（堀江昭二君） 続いて、賛成討論、２番、鈴木基文議員。 

〔２番 鈴木基文君登壇〕 

○２番（鈴木基文君） ２番、鈴木です。 

  平成20年度の一般会計予算に対する賛成討論を行います。 

  国・県とも非常に苦しい運営を余儀なくされています。伊豆市でも20年度一般会計予算は

139億と、毎年毎年減少されてきている予算の中で、非常に苦労されながら立てられたなと

いうふうに思っております。特に全国的な地方経済の疲弊や人口の減少などで、最も改善し

なければならないと思われる市債も減少しております。ただ、問題としては、市民の福祉向

上や産業育成など、市民が豊かな生活ができるような施策については、もっともっと進めて

いく必要があると思っております。しかし、各委員会でも審議が行われ、市のほうも前向き

に取り組まれるというふうに理解されました。行政、議会、市民が一層頑張って伊豆市をよ

くしていこうという、より積極的な取り組み体制づくりを期待しながらではありますが、こ

の予算案に賛成いたします。 

○議長（堀江昭二君） 以上で討論を終了いたします。 

  これより本案を採決いたします。 

  議案第17号 平成20年度伊豆市一般会計予算について、各委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者多数。 

  よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 

  10分休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１２分 

再開 午前１１時２０分 

 

○議長（堀江昭二君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎議案第１８号～議案第３０号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（堀江昭二君） 日程第８、議案第18号 平成20年度伊豆市公共用地取得事業特別会計
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予算から日程第20、議案第30号 平成20年度伊豆市温泉事業特別会計予算までの13議案を一

括して議題といたします。 

  本案についても、各常任委員会に審査を付託してありましたので、審査の経過と結果につ

いて、各委員長の報告を求めます。 

  最初に、総務常任委員会委員長、塩谷尚司議員。 

〔総務委員長 塩谷尚司君登壇〕 

○総務委員長（塩谷尚司君） ただいま議長から報告を求められました議案第18号 平成20年

度伊豆市公共用地取得事業特別会計予算について、質疑、討論はなく、採決の結果、全会一

致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第20号 平成20年度伊豆市国民健康保険特別会計予算について、主な審

査の経過と結果について報告させていただきます。 

  当局からの補足説明に続き質疑を行った結果でありますが、委員より、制度の改正による

高齢者に係る税の負担についての質問に対し、税の負担については、今まで国保税がかかっ

ていましたが、今度は後期高齢者の保険料が高齢者一人一人にかかります。所得割と均等割

でかかるということで、所得がある人は、限度50万円という中で納めていただくことになり

ますとの説明がありました。 

  以上の審査経過を得まして、討論、採決を行った結果、付託されました議案第20号につき

ましては、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたし

ました。 

  続きまして、議案第21号 平成20年度伊豆市老人保健特別会計予算について、主な審査の

経過と結果について報告させていただきます。 

  補足説明はなく、質疑を行った結果、委員より、この会計は１カ月分で終わる予算かとの

質問に対し、３月診療１カ月分ですが、申請に基づいて支払いをする高額医療とか、マッサ

ージ等の支給費は、若干申請月が変わって出てくるケースがあるので、1.5カ月とか、２カ

月という余分を見てあります。また、診療分に基づいて出てきたものを私どものほうで審査

するということで、時間的に若干ずれております。そのため、支給費、高額医療等について

は、３カ月程度の余分を見ていますとの説明がありました。 

  以上の審査経過を得まして、討論、採決を行った結果、付託されました議案第21号につき

ましては、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたし

ました。 

  続きまして、議案第22号 平成20年度伊豆市後期高齢者医療特別会計予算について、主な

審査の経過と結果について報告いたします。 

  補足説明はなく、質疑を行いました。 

  委員より、歳入２億9,920万円は、どのようにして出た金額かとの質問に対し、この金額

は、静岡県の広域連合で今年度の所得状況をもとに試算をして、市町ごとに出してきた数字



－234－ 

ですとの説明がありました。 

  以上の審査経過を得まして、討論、採決を行った結果、付託されました議案第22号につき

ましては、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたし

ました。 

  以上、委員長報告を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 次に、福祉文教常任委員会委員長、室野英子議員。 

〔福祉文教委員長 室野英子君登壇〕 

○福祉文教委員長（室野英子君） ただいま議長から報告を求められました議案第23号 平成

20年度伊豆市介護保険特別会計予算について、審査の経過と結果をご報告申し上げます。 

  当議案の審査の過程における質疑等の主なものといたしまして、113ページ、20－41、成

年後見市長申立審判請求費が約169万円計上されているが、どのような活用をしているのか

との問いに、市長申し立ては、３名分予算計上しています。現在２名いて、そのうちの１名

は弁護士が保佐人に、もう１名は社会福祉士が後見人になっています。あと１名は、調査官

の調査が始まるので、早ければ今年度中にも後見がつくと思いますとの答弁がありました。 

  次に、109ページ、13－46、生活機能評価事業委託料。一定の年齢に達した方が、全員調

査の対象になるということですかとの問いに、今年度と同じように、基本チェックリストに

ついては、来年度も65歳以上で介護保険の認定を受けない方については、原則として全員に

通知をしていきたいと考えていますとの答弁がありました。 

  以上、審査した後、討論はなく、採決の結果、議案第23号は、賛成多数で原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  以上で委員長報告を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 次に、観光経済常任委員会委員長、関邦夫議員。 

〔観光経済委員長 関 邦夫君登壇〕 

○観光経済委員長（関 邦夫君） それでは、議案第27号、議案第28号の審査の経過と結果を

ご報告申し上げます。 

  まず、議案第27号 平成20年度伊豆市湯の国会館事業特別会計予算についてご報告申し上

げます。 

  205ページ、会館使用料、市民の利用が非常にふえているということですが、どのくらい

ふえたのですかとの問いに、合併当時の16年度は、市民の利用率は30％台でしたが、現在で

は約45％となっています。 

  なお、ここでの市民とは、伊豆市に土地等を所有している固定資産税の納税者の方も含ん

でいます。 

  レストラン費が減ってきている要因は何かとの問いに、会館利用者のレストランの利用が

以前に比べて非常に落ちています。完全な食事をされる方は減り、日中お酒を飲む場所がな

いので、お酒を飲まれる方の利用はありますとの答弁でした。 
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  会館の地主から土地を買ってもらいたいという話は、その後どのようになったのかの問い

に、これから話をしていく予定です。ただ、借地契約が平成21年３月までとなっていますの

で、20年度中に方向性を出したいと考えていますとの答弁でした。 

  質疑終結後、討論はなく、採決の結果、議案第27号は、全会一致で原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  次に、議案第28号 平成20年度伊豆市天城温泉会館事業特別会計予算について報告いたし

ます。 

  主な質疑として、一般会計からの繰出金が非常に多いこの施設ですが、具体的な計画を考

えていますかとの問いに、具体的ということになると、まだ日程、スケジュール等はありま

せんが、規模がもう少し小さければ弾力的な運用ができると思いますが、１億円の予算の中

で、5,500万円あたりを一般会計から繰り入れている状況ですので、抜本的な方策が必要で

あり、補助金絡みもあるので、その点を含めて検討していきたい。経営という形にするか、

図書館とか、また生きプラのような位置づけをするかとの論議も含めて、特別会計をなくす

であるとか、会計間の繰出金をふやさないような形をとるとか、そのあたりを決めていきた

いとの答弁でした。 

  質疑終了後、討論はなく、採決の結果、議案第28号は、全会一致で原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  以上で委員長報告を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 次に、土木水道常任委員会委員長、飯田宣夫議員。 

〔土木水道委員長 飯田宣夫君登壇〕 

○土木水道委員長（飯田宣夫君） 15番、飯田宣夫です。 

  ただいま議長から報告を求められました議案第19号、議案第24号、議案第25号、議案第26

号、議案第29号、議案第30号の６件の予算の審議結果につきまして、審査の経過と結果につ

きましてご報告いたします。 

  まず初めに、議案第19号 平成20年度伊豆市天城北道路用地取得特別会計予算について、

主な審査の経過と結果について報告をいたします。 

  当局から特に補足説明はなく、質疑を行いましたが、議案に対する質疑はありませんでし

た。引き続き、討論、採決を行った結果、付託されました議案第19号につきましては、討論

はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第24号 平成20年度伊豆市簡易水道事業特別会計予算についてでありま

すが、当局から特に補足説明はなく、質疑を行いました。 

  主な質疑でありますが、委員より、土肥八木沢地区の計画があるようだが、現在の水道は

どうなるのかとの質疑に対しまして、地下水はとめていただくということで、連合区と話し

合いができていますとの答弁がありました。 

  次に、委員より、水源は見つかりましたかとの質疑に対しまして、八木沢地区、小下田地
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区のボーリング調査を行いました。八木沢はいい水脈に当たっています。小下田は、２回の

調査では水脈に当たっていません。３回目を現在の井戸の近くで試験掘削を行います。小下

田にいい水脈がなかった場合は、八木沢のほうから水をポンプアップする方法もとられると

の答弁がありました。 

  さらに、委員より、八木沢・小下田基本実施計画業務委託料2,000万円は、内容的にどこ

まで委託するのかとの質疑に対しまして、現状の配管等の調査、井戸から各家庭に供給する

実施設計を20年度に実施して、起債対象事業となると思いますが、財源が許されれば、21年

度実施で考えていますとの答弁がありました。 

  以上の質疑を得まして、討論、採決を行った結果、付託されました議案第24号につきまし

ては、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第25号 平成20年度伊豆市下水道事業特別会計予算についてでありますが、当

局から特に補足説明はなく、質疑を行いました。 

  主な質疑でありますが、まず委員より、無利子貸付制度の状況についての質疑に対しまし

て、19年度では実績がありませんでしたので、20年度は計上を見合わせています。制度は５

年間存続ですので、要望があれば補正で対応しますとの答弁がありました。 

  次に、委員より、料金の市内一本化は、金額のめどはとの質疑に対しまして、20年度に計

画して承認をいただき、21年度に施行、下水道は一本化されると思いますが、まだ具体的な

金額はありませんとの答弁がありました。 

  さらに、委員より、旧湯ヶ島地区の下地区、青羽根・月ヶ瀬も広域へ持っていくようにな

るのか、予定はとの質疑に対しまして、流域総合計画を県が持っていまして、現在修善寺し

か入っていません。合併当初、湯ヶ島地区を取り入れてということで、伊豆の国市、函南町

には内諾を得ております。県の流域総合計画のテーブルにのらないとできませんが、来年の

見直しに計画を入れるように準備を進めております。大平地区が７年かかりますし、延びま

すので、10年を超えると思いますとの答弁がありました。 

  以上の質疑を得まして、討論、採決を行った結果、付託されました議案第25号につきまし

ては、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第26号 平成20年度伊豆市農業集落排水事業特別会計予算でありますが、当局

から特に補足説明はなく、質疑を行いました。 

  特に議案に対する質疑はありませんでしたが、委員より、冷川地区は、加入可能な家はす

べて加入している状況ですかとの確認に対しまして、そのとおりで、加入可能な家は、すべ

て加入していますとの答弁がありました。 

  以上の質疑を得まして、討論、採決を行った結果、付託されました議案第26号につきまし

ては、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第29号 平成20年度伊豆市上水道事業会計予算についてでありますが、当局か

ら特に補足説明はなく、質疑を行いました。 
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  まず、委員より、新八幡配水池が予算的にも多くかかりますので、説明をしてくださいと

の質疑に対しましては、当初テニスコートを予定しておりましたが、テニスコートのやや上、

グラウンドと山手スピュチュラルホテルの間のＹ字路になった空き地に計画しております。

1,000トンのＰＣ造で計画しています。1,000トンの根拠ですが、水道認可の基準、12時間、

消火栓・防火水槽を考慮したボリュームが1,000トンです。接続工事は、ダクタイル鋳鉄管

の300ミリを予定し、各家庭に供給するのに約2,470メートルの布設をする必要があり、これ

らの費用を合わせて４億5,400万円を、ＰＣ造ですので、工事管理も委託800万円を予定し、

新八幡配水池に合計４億6,200万円を計画しております。20年度に実施し、20年度中に供用

開始ですとの答弁がありました。 

  次に、委員より、企業債の償還は何年ぐらいかとの質疑に対しまして、政府資金、公営企

業金融公庫、５年据え置きの30年償還ないし25年償還となります。充当先によって変わりま

すとの答弁がありました。 

  続いて、委員より、料金統合はいつか、土肥は何年ぐらい１市２制度でいくのかとの質疑

に対しましては、今、検討しております。土肥については一遍に一緒にはできませんが、３

町はおおむね統一料金にできると思います。20年度に審議いただいて、21年度から実施とな

ります。土肥は毎年上げるわけにもいきませんので、３年ごとに３回ぐらいで一緒にしたい

と思いますとの答弁がありました。 

  さらに、委員より、八木沢・小下田地区は、移管が済んだ時点で全市統一料金にしていた

だかないとという意見がありました。基本的な考えは、新規の簡易水道事業ですので、市と

しては提案しますが、審議の過程でさまざまな意見があると思います。時期が来ましたら審

議をお願いしますとの答弁がありました。 

  以上の質疑を得まして、討論、採決を行った結果、付託されました議案第29号につきまし

ては、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第30号 平成20年度伊豆市温泉事業特別会計予算についてでありますが、当局

から特に補足説明はなく、質疑を行いました。 

  まず、委員より、20年度の資金計画の中で、前年度決算と当年度予算に開きがあるわけは

との質疑に対しまして、昨年は中村のポンプ施設を総入れかえしたため、昨年の４条事業費

は大きくなっております。今年度は通常のポンプ入れかえ、老朽管の埋設を計画しています

との答弁がありました。 

  次に、委員より、石綿セメント管の取りかえは、漏水が多いため、弱いから取りかえるの

かとの質疑に対しまして、弱いことと保温力でして、フジパイプですと、スケールが非常に

つきにくいですし、石綿セメント管を取りかえますと、内側が半分ぐらいになっていること

の対策にもなります。一度にはできませんので、ことしは200メーター、来年は何百メータ

ーと順次取りかえをしていきます。耐熱管のフジパイプは、200ミリですと、メーター当た

り16万円します。200メーターで3,200万円となりますとの答弁がありました。 
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  続いて、委員より、全体で石綿セメント管は何メーターありますかとの質疑に対して、全

体の5,742メーターのうち3,790メーターが石綿セメント管ですとの答弁がありました。 

  このほかに、委員から、組合化に向けた幾つかの意見も出され、当局から合併４年でさま

ざまな検討課題もあり、なかなか難しいとの見解が述べられました。 

  以上の質疑を得まして、討論、採決を行った結果、付託されました議案第30号につきまし

ては、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上、議案第19号、議案第24号、議案第25号、議案第26号、議案第29号、議案第30号の６

件の特別会計及び企業会計に関する審査の経過と結果につきましての報告を終わります。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 以上で、各委員長の報告は終わりました。 

  これより暫時休憩いたします。 

  なお、この休憩中に、ただいまの各委員長の報告に対し、質疑、討論のある議員は、通告

書を議長に提出をお願いいたします。 

 

休憩 午前１１時４３分 

再開 午前１１時４８分 

 

○議長（堀江昭二君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいまから議案第18号 平成20年度伊豆市公共用地取得事業特別会計予算から議案第30

号 平成20年度伊豆市温泉事業特別会計予算までの質疑、討論を行います。 

  これより、各委員長報告に対する質疑に入ります。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  20番、小野忠宏議員。 

〔２０番 小野忠宏君登壇〕 

○２０番（小野忠宏君） 質問を１つさせていただきます。 

  20番、小野でございます。 

  議案第30号ですね。一番最後。平成20年度伊豆市温泉事業特別会計予算、委員会の中で、

これは、民営化とか何かというような話がなかったかどうかということを聞きたいというこ

とだけでございます。何か内容的には、温泉事業はまあまあの内容になっているようでござ

いますけれども、そういうときであればこそ、今の時代であればこそ、温泉に関しては修善

寺地区でも、天城湯ヶ島地区でもどこでもあるわけでございますので、一貫した考え方で民

営化のほうがいいのかなと私は思ったりする立場で、そういう議論はなかったかどうかと、

こういうようなことを委員長さんに質問させていただきます。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 答弁願います。 
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  土木水道常任委員会委員長、飯田宣夫議員。 

〔土木水道委員長 飯田宣夫君登壇〕 

○土木水道委員長（飯田宣夫君） ただいま小野議員さんのほうから温泉事業に関するご質問

があったわけですけれども、先ほどもちょっと触れましたけれども、20年度予算とは別に、

この温泉事業のことにつきましては、土木水道委員会とも合併当初から将来にわたってはや

はり組合化するとか、そういう土肥地区、今は中伊豆地区に抱えている温泉事業は、やはり

市が直営でやっているのは、いかがなものかという意見はずっと出ておりましたけれども、

今回も、先ほどの報告のとおり、一部そういう話も出ます。それは、先ほどの報告の中で、

これからの検討課題ということで、当然これから議論していかなければならない問題だとい

うふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（堀江昭二君） 以上で通告による質疑は終わりました。 

  これより討論に入ります。 

  討論の通告がありますので、発言を許します。 

  先に、反対討論から行います。 

  反対討論、議案第22号、26番、木村建一議員。 

〔２６番 木村建一君登壇〕 

○２６番（木村建一君） 議案第22号 平成20年度伊豆市後期高齢者医療特別会計予算案に対

して反対討論を行います。 

  制度そのものを議論する議案ではないことは承知しております。しかしながら、保険料を

年金から天引きされる高齢者にとっては、今までどおり必要な医療を受ける権利があります。

ほとんどは国の政策によるのですから、市長が悪いとか、担当が悪いとかという考えは毛頭

ありません。 

  総括質疑の中で、市当局は、今までどおりの医療が受けられるとの答弁でした。厚生労働

省の資料を読む限り、そのような答弁になるのもいたし方ないのかなというふうに思いまし

た。担当課長から資料をいただきましたが、差別医療が始まるが、私の結論です。 

  糖尿病、高血圧、高脂血症などが対象の75歳以上の後期高齢者の診療料は、診察料、検査、

レントゲン、処置、すべてを含んで１カ月6,000円の定額制をとっております。しかしなが

ら、74歳以下の高齢者の医療費は、診察料は１カ月１回につき3,830円。ただし、検査、レ

ントゲン、処置は別枠の出来高制です。具体的に違いはどうなるのか。74歳以下の方が月２

回診察を受けたら7,860円になります。それだけで、75歳以上の診察料6,000円を上回ってし

まいます。繰り返しますが、この6,000円には、検査、レントゲン、処置が含まれています。

幾ら検査をやっても、病院に支払われる金額は6,000円です。したがって、検査やレントゲ

ンをやればやるほど病院の持ち出しとなり、必要な医療が受けられなくなります。 

  宙に浮いた年金で、厚生労働省はまともに国民に払いもせずに、年金からしっかりと取り
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立てるだけはどんどん進めていく。差別医療制度、後期高齢者制度を中止・廃止すること。

したがって、この特別会計を認めることはできません。 

  以上で終わります。 

○議長（堀江昭二君） 次に、賛成討論を行います。 

  25番、遠藤正寿議員。 

〔２５番 遠藤正寿君登壇〕 

○２５番（遠藤正寿君） 25番、遠藤です。 

  私は、議案第22号に対しまして、賛成の立場で討論させていただきます。 

  平成20年４月施行となります後期高齢者医療保険制度につきましては、国民皆保険制度の

維持のため取り組まれております一連の医療制度改革に伴うものであります。その概要は、

75歳以上の高齢者に係る医療費についての公費が50％、国民負担50％として実施されるもの

であります。医療費の患者負担につきましては、従前の老人保健医療制度を引き継ぐものと

なっております。 

  ご承知のように、国民医療費は年々ふえ続けておりますし、しかし医療を受けるために、

医療保険制度は今後も維持していかなければなりません。国民全体で負担を分かち合うとい

う相互扶助の考えなしには、国民皆保険制度の維持はできないものと私は思っております。

今回導入の後期高齢者保険制度につきましては、国民の負担50％のうち、その10％を加入者

たる高齢者に負担を求めるものであります。国民健康保険と同様に低所得者の対策が講じら

れておりますし、また社会保険の扶養であった加入者に対しましては、激変緩和措置として、

２年間保険料を半額とするものという措置もとられたものであります。 

  本予算につきましては、国民皆保険制度の維持の国の施策に基づきまして、静岡県後期高

齢者医療広域連合で実施される事業に伴いまして、伊豆市におきましても、事務手続に要す

る経費並びに保険料の徴収、支出するものを計上したものでありますので、適当であると賛

成の立場で討論いたします。 

○議長（堀江昭二君） 以上で討論を終了いたします。 

  これより分割採決いたします。 

  まず、議案第18号 平成20年度伊豆市公共用地取得事業特別会計予算を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

  よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第19号 平成20年度伊豆市天城北道路用地取得特別会計予算を採決いたします。 

  本案について、委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 
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〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

  よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第20号 平成20年度伊豆市国民健康保険特別会計予算を採決いたします。 

  本案について、委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者多数。 

  よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第21号 平成20年度伊豆市老人保健特別会計予算を採決いたします。 

  本案について、委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

  よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第22号 平成20年度伊豆市後期高齢者医療特別会計予算を採決いたします。 

  本案について、委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者多数。 

  よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第23号 平成20年度伊豆市介護保険特別会計予算を採決いたします。 

  本案について、委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者多数。 

  よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第24号 平成20年度伊豆市簡易水道事業特別会計予算を採決いたします。 

  本案について、委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

  よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第25号 平成20年度伊豆市下水道事業特別会計予算を採決いたします。 

  本案について、委員長の報告は可決であります。 
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  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

  よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第26号 平成20年度伊豆市農業集落排水事業特別会計予算を採決いたします。 

  本案について、委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

  よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第27号 平成20年度伊豆市湯の国会館事業特別会計予算を採決いたします。 

  本案について、委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

  よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第28号 平成20年度伊豆市天城温泉会館事業特別会計予算を採決いたします。 

  本案について、委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者多数。 

  よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第29号 平成20年度伊豆市上水道事業会計予算を採決いたします。 

  本案について、委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

  よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第30号 平成20年度伊豆市温泉事業特別会計予算を採決いたします。 

  本案について、委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

  よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。 

  ここで休憩といたします。１時に再開いたします。 



－243－ 

 

休憩 午後 ０時０３分 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（堀江昭二君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

◎議案第３１号～議案第４７号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（堀江昭二君） 日程第21、議案第31号 伊豆市事務分掌条例の一部改正についてから

日程第27、議案第47号 上船原新田辺地総合整備計画の策定についてまでの７議案を一括し

て議題といたします。 

  本案についても、各常任委員会に審査を付託してありましたので、審査の経過と結果につ

いて、委員長の報告を求めます。 

  最初に、総務常任委員会委員長、塩谷尚司議員。 

〔総務委員長 塩谷尚司君登壇〕 

○総務委員長（塩谷尚司君） ただいま議長から報告を求められました議案第31号 伊豆市事

務分掌条例の一部改正については、質疑、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第32号 伊豆市職員の育児休業等に関する条例等の一部改正について、

主な審査の経過と結果について報告させていただきます。 

  当局からの補足説明に続き、質疑を行いました。 

  委員より、職員458名のうち、対象者はどのくらいかとの質問に対し、対象は育児にかけ

る人ということで、女性だけでなく男性も対象となるので、全職員と言えます。来年、育児

休業に入る職員は12名ほどおります。本当にそれが養育にかける時間なのかどうかというこ

とをあわせて審査した上で、市長の承認を得てとることができるということですとの説明が

ありました。 

  以上の審査経過を得まして、討論、採決を行った結果、付託されました議案第32号につき

ましては、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたし

ました。 

  続きまして、議案第36号 伊豆市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

の一部改正については、質疑、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  続きまして、議案第37号 伊豆市後期高齢者医療条例の制定について、主な審査の経過と

結果について報告させていただきます。 

  委員より、218ページ、保険料の納期が第１期８月15日からというのはなぜかとの質問に

対し、これは普通徴収としての納期で、国保と同じように前年度所得が確定するのが６月過



－244－ 

ぎです。それに基づいて税率を掛け算定するので、早くても７月にならないと年間の税額が

決まらないということで、８月分からという形になります。特別徴収については仮徴収があ

り、実際には４月から２カ月に１度の年金の支給にあわせ引き落としがされる形になってい

ますが、普通徴収に関しては、８月からの納期の数があれば可能ということで、仮徴収の部

分はない形になっていますとの説明がありました。 

  以上の審査経過を得まして、討論、採決を行った結果、付託されました議案第37号につき

ましては、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたし

ました。 

  続きまして、議案第39号 伊豆市国民健康保険税条例の一部改正について、主な審査の経

過と結果について報告いたします。 

  当局からの補足説明を受けた後、質疑を行いました。 

  委員より、65歳未満、65歳から69歳、70歳から74歳、75歳以上の４段階の人口比率はどの

くらいかとの質問に対し、20年１月末の数字で、65歳から74歳の区分は、一般が2,116人、

退職が2,199人、合わせて4,315人です。それから、75歳以上が4,381人ですとの説明があり

ました。 

  以上のような審査経過を得まして、討論、採決を行った結果、付託されました議案第39号

につきましては、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定

いたしました。 

  続きまして、議案第47号 上船原新田辺地総合整備計画の策定については、質疑、討論は

なく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上、委員長報告を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 次に、福祉文教常任委員会委員長、室野英子議員。 

〔福祉文教委員長 室野英子君登壇〕 

○福祉文教委員長（室野英子君） ただいま議長から報告を求められました議案第41号 伊豆

市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について、審査の経過と結果をご報告申し

上げます。 

  当議案の審査の過程における主なものとしまして、老人控除が廃止され、収入は同じだけ

れども、所得がふえるために本来なら20年度から保険料が増額になるが、それでは大変だか

ら、19年度並みにするという条例提案かとの確認がありました。 

  以上、審査した結果、討論はなく、採決の結果、議案第41号は、賛成多数で原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  以上で委員長報告を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 以上で、各委員長の報告は終わりました。 

  これより暫時休憩いたします。 

  この休憩中に、ただいまの各委員長の報告に対し、質疑、討論のある議員は、通告書を議
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長に提出をお願いいたします。 

 

休憩 午後 １時０７分 

再開 午後 １時１０分 

 

○議長（堀江昭二君） 会議を開きます。 

  ただいまから議案第31号 伊豆市事務分掌条例の一部改正についてから議案第47号 上船

原新田辺地総合整備計画の策定についてまでの質疑、討論を行います。 

  質疑の通告がありますので、これを許します。 

  10番、森良雄議員。 

〔１０番 森 良雄君登壇〕 

○議長（堀江昭二君） 議案第36号、議案第47号。 

○１０番（森 良雄君） 一緒にやるということですね。 

○１０番（森 良雄君） はい。10番、森良雄です。 

  議案第36号 伊豆市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の一部改正に

ついて及び議案第47号 上船原新田辺地総合整備計画の策定について質問させていただきま

す。 

  議案第36号は215ページ、この条例は、そもそも何のために上程されたのか。おかしいで

すか。今まで２年と書いてあるわけですね。これをわざわざ３年にするんでしょう。今まで

２年で契約したものがあるんですか。単年度で契約しているわけですよ、伊豆市は。それを

あえてなぜ３年に契約するんですか。何を対象にして考えておるんですか、まずそれをお聞

きしたいですね。 

  次に、議案第47号、258ページ。 

〔発言する人あり〕 

○１０番（森 良雄君） 何の質問ですか。 

〔「議案に対する質問は終わっているじゃない」と言う人あり〕 

○１０番（森 良雄君） 何ですか、市長さん。言いたいことがあったら、ちゃんと言ってく

ださい。議長、ちゃんと言わせてよ。 

  議案第47号ですね。 

〔発言する人あり〕 

○１０番（森 良雄君） 今、委員長に対する質問をしているんでしょう。 

  議案第47号、258ページですね。 

〔発言する人あり〕 

○１０番（森 良雄君） 委員長さんにお聞きしているんですよ。 

  議案第47号 上船原新田辺地総合整備計画の策定について、この計画は、そもそも何をし
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ようとしているんですか。これでいくと、４年間で約450メートル、幅７メートルにすると

いうことなんですけれども、全体計画ではＬ＝450メーター、幅７メーターになっているん

ですね。これは、土木の予算書に載っているのと同じところだと思うんですけれども、たし

か建設課長は退避場をつくると言っていたと思うんですがね。そうですね。するとＬ＝450

メーターというのは、実質は、この通りは何メートルあるのか。 

〔発言する人あり〕 

○１０番（森 良雄君） 質問じゃないの山下さん。わかっているんですか、あなた、この工

事、中身はわかっているんですか。わかっていないんでしょう。質疑なしと言っているんで

すよ、総務委員長は。わかっていないで、皆さん、なぜそれを承認するんですか。その辺答

えてください。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） それでは、答弁を願います。 

  総務常任委員会委員長、塩谷尚司議員。 

〔総務委員長 塩谷尚司君登壇〕 

○総務委員長（塩谷尚司君） 森議員の質問にきょうは一度も答えがないので、答えてやりた

いんですけれども、議案第36号 伊豆市長期継続契約を締結することができる契約に関する

条例の一部改正について、また上船原新田辺地総合整備計画の策定については、委員会では

質疑がございませんでした。申し添えておきますが、森議員は、この間議案審議のときに、

再三質問までして内容を聞いているようですので、森議員はわかっていると私は思うし、ま

た委員の方も皆さんわかっていて、この質問がなかったと解釈しております。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 森議員。 

○１０番（森 良雄君） 私の質問、皆さん本当におわかりになっているんですか。この工事

は何メートルの工事なんですか。 

〔「ここじゃ関係ねえじゃねえ」と言う人あり〕 

○１０番（森 良雄君） 関係なくないでしょう、正志さん。 

〔発言する人あり〕 

○１０番（森 良雄君） この計画は何メートルの計画なんですか、総延長。何メートルの中

で、何をしようとしているんですか。正志さん、わからないかな。 

  続いて、議案第47号について、必要性を皆さん感じているんですか、これ。 

〔発言する人あり〕 

○１０番（森 良雄君） どこに必要性があるんですか。必要性ないんですよ。今まで単年度

でやっているんだから。 

〔発言する人あり〕 

○１０番（森 良雄君） 何をやっているんですか、古見さん。 
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〔「議事進行、委員長報告に対する質問だろう」と言う人あり〕 

○１０番（森 良雄君） 委員長に質問しているんです、私は。何のためにこれは３年にする

んですかと聞いているんですよ。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 総務常任委員会委員長、塩谷尚司議員。 

○総務委員長（塩谷尚司君） 総務委員会では、質疑はございませんでした。 

○議長（堀江昭二君） それでは、以上で通告による質疑は終わりました。 

  これより討論に入りますが、討論の通告がありますので、発言を許します。 

  反対討論、10番、森良雄議員。 

〔１０番 森 良雄君登壇〕 

○１０番（森 良雄君） 10番、森良雄です。 

  議案第36号 伊豆市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の一部改正に

ついて反対討論をいたします。 

  皆さん、今まで単年度契約でやったものをなぜ３年度の長期継続契約をするんですか。ご

承知の上で、この条例を認めるんですか。既に企画部長の説明で、この対象としているのは、

ごみの収集業務ですね。今まで随意契約で行われている。よろしいですか。今どき、長期及

び高額の随意契約が合法的であるというのが、ここ１年で大きく考え方が変わっているんで

す。国土交通省の契約をごらんなさい。今まで随意契約をやっていたのは、できるものから

どんどん入札に変更している。自衛隊の装備品の調達でさえ、随意契約から入札に変えよう

としている。時代は大きく変わっているんですよ。我が伊豆市は、これから３年の長期継続

契約を随意契約でやろうとしているんだ。皆さん、そういうことを認めますか。結果をごら

んなさい。４月になればわかる。結果はわかっているんだ。それを皆さんは、今認めようと

しているんですね。 

〔発言する人あり〕 

○１０番（森 良雄君） 何ですか、木村議員。まだ決まっていないんですか。議決するんで

しょう、木村議員。 

  随意契約のあり方が今大きく変わろうとしているんです。それをあえて３年の長期でやろ

うとしているんです。そして、このごみ収集業務、よろしいですか、独占的な受注なんです

よ。新規参入は不可能です。それを皆さんは、これから認めるかどうかと決めるんです。私

は絶対に容認することはできません。 

  続いて、議案第47号、上船原新田の計画について、計画はいいですよ、道路をつくりたい

なら。ただ、中身は何なんですか。説明できないんじゃないですか。審議しているんですか。

不十分な審議のまま認めるんですか。説明できるようにしてからやりませんか。私は、そこ

を言いたい。説明できるんだったら、説明してください。何メートルの工事なんだ、この道

路は。４カ所を転々と拡幅するのか。何も説明できないじゃないですか。まじめにやりまし
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ょうよ。 

  以上、終わります。 

○議長（堀江昭二君） 次に、賛成討論を行います。 

  議案第36号について、26番、木村建一議員。 

〔２６番 木村建一君登壇〕 

○２６番（木村建一君） 議案第36号 伊豆市長期継続契約を締結することができる契約に関

する条例の一部改正について、賛成討論を行います。 

  我々議員は、委員会の審査についての報告だけを材料にして討論するものではありません。

当局の説明及び総括質疑、それを全部ひっくるめて我々はどう判断するのか、そういう立場

に立って私は討論を行います。 

  第２条の（２）継続的な役務の提供を受ける必要がある業務の契約期間の上限を２年以内

から３年以内にすることが今回の提案の中心であると理解しました。くれぐれも我々確認す

る必要があるのは、２年契約を３年契約にしたいという提案ではない。以内ということでや

っているわけですから、状況によっては、１年で契約をする場合もあり得るでしょう。 

〔「詭弁だな」と言う人あり〕 

○２６番（木村建一君） 詭弁かどうかはあなた自身の考え方でございますが、そういうふう

に見るんではなくて、今回の提案自体が、２年以内から３年にしたいというところをしっか

りと受けとめてやる必要があるんじゃないかなというふうに私は思います。競争原理だけを

見るならば、今までどおり更新年数を短くすれば、その契約金額は安くなる可能性がありま

す。しかしながら、私は契約金額が安ければ安いほどいいということは、一面的だと判断し

ております。 

  どういう業務がこれに当たるのか、企画部長が例に挙げたごみ収集運搬の委託契約を考え

ると、人件費、車両代、ガソリン代が中心なのに、前年の契約実績の範囲で予定価格を設定

したとすると、毎年契約金額は下がります。そのしわ寄せは、賃金を下げない限り営業はで

きない。住民の税金を使う公共的事業で利益を得ている企業は、労働者に人間らしい労働条

件を保障すべきであり、発注者である伊豆市は、それを保障するための責任を負っておりま

す。したがって、契約期間の上限を２年以内から３年以内にすることに賛成します。それは、

契約業者が経営努力をする機会を保障する期間が長くなることにつながると考えております。 

  最後に、余り多く話すと本議案審議から外れますので、詳しくはしませんが、ＩＬＯ条約、

公契約における労働条項に関する条約というのがあります。この条約を原点に契約の問題に

ついて、すべての契約です、幾つかの自治体で既に実施している公契約制度を検討し、取り

入れることを提案して賛成討論を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 続きまして、賛成討論、議案第47号について、古見梅子議員。 

〔１１番 古見梅子君登壇〕 

○１１番（古見梅子君） 11番、古見です。 
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  議案第47号 上船原新田辺地総合整備計画の策定について、賛成の立場で討論いたします。 

  この事業は、農林水産業債の林道債の辺地対策事業債という辺地債を受け、80％交付税措

置を受けられる事業であります。すでに平成15年に計画し、16年より19年までの４カ年にわ

たり既に工事が終わっております。平成20年より23年の４年間に延長450メートル、事業費

4,000万円で整備計画を行うものであります。辺地に対しても交通事情をよくし、道路整備

ができる方法を有利な辺地債で整備できることは、まことに結構なことであります。地元住

民にとっても、企業にとっても安心・安全に通行できることは、住みやすいまちづくりにと

っての道路整備と考え、賛成討論といたします。 

○議長（堀江昭二君） 以上で討論を終了いたします。 

  これより分割採決いたします。 

  議案第31号 伊豆市事務分掌条例の一部改正について採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

  よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第32号 伊豆市職員の育児休業等に関する条例等の一部改正について採決いた

します。 

  本案について、委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

  よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第36号 伊豆市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の一部

改正について採決いたします。 

  本案について、委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者多数。 

  よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第37号 伊豆市後期高齢者医療条例の制定について採決いたします。 

  本案について、委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者多数。 
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  よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第39号 伊豆市国民健康保険税条例の一部改正について採決いたします。 

  本案について、委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者多数。 

  よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第41号 伊豆市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について採決い

たします。 

  本案について、委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者多数。 

  よって、議案第41号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第47号 上船原新田辺地総合整備計画の策定について採決いたします。 

  本案について、委員長の報告は可決であります。 

  委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者多数。 

  よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。 

 

◎日程の追加 

○議長（堀江昭二君） 報告第２号 専決処分の報告についてから発議第５号の意見書の提出

まで７件の追加案件が提出されております。 

  お諮りします。 

  これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） ご異議なしと認めます。 

  よって、本７件を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 

 

◎報告第２号の上程、説明、質疑 

○議長（堀江昭二君） 追加日程第１、報告第２号 専決処分の報告について（交通事故に伴

う和解及び損害賠償の額の決定）を議題といたします。 

  提出者から報告を求めます。 

  市長。 
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〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） 報告第２号 専決処分の報告について提案理由を申し上げます。 

  今回報告するものは、施設管理事故に伴う和解及び損害賠償額が決定したため、報告する

ものであります。 

  詳細につきましては、総務部長に説明をさせます。 

  よろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 本件の報告について、補足説明の申し出がありますので、これを許し

ます。 

  総務部長。 

〔総務部長 平田秀人君登壇〕 

○総務部長（平田秀人君） それでは、報告第２号について補足説明をいたします。 

  ２ページをごらんいただきたいと思います。 

  これは、道路管理上の交通事故に対しまして、和解、損害賠償額が今会期中に決定をした

ものですから、追加議案として、専決をして報告させていただくというものでございます。 

  まず、損害賠償の額でございます。９万円でございます。 

  相手方でございます。伊豆の国市の個人の方でございまして、発生日時、昨年、19年11月

18日午後零時30分ごろということでございます。 

  ３ページ目をごらんいただきながらお願いしたいと思いますが、事故の発生場所でござい

ますけれども、伊豆市小土肥の市道出口平石線でございます。船原峠から小土肥に下る市道

でございまして、そこを下る途中に、修善寺方面から走行中に路上に落下していました枝及

び落石、これに乗り上げまして、車両が損傷したというものでございます。車両の全修理代

30万円、これに対しまして、当方の過失割合３割、市側が３割、個人、相手方が７割という

ことで、損害賠償の額９万円ということで和解し、決定したものでございます。 

  以上、専決処分の報告でございます。よろしくご審議いただきたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） 以上で説明は終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  森良雄議員。 

○１０番（森 良雄君） 過失割合は今ありましたけれども、そもそも原因は何なんでしょう

かね、枝や石が落ちたのは。あそこは、枝や石は落ちて当然というようなものだろうと思う

んですけれども、そういうところで、これはどうも伊豆の国の方ですけれども、地元の方の

ように見えますから、あそこの道路が危険だなというのは、十分承知していると思うんです

けれども、自然に枝が落ちて石が落石したのか、それとも前日に雨でも降っていて落ちたの

か、また今後対策や何かができるのかできないのか、その辺おわかりでしたらお答えいただ
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きたい。 

○議長（堀江昭二君） 土木部長。 

○土木部長（鈴木幸司君） 前日来の何か風で落ちたと聞いておりますが、当面は、危険箇所

と思われるところに落石注意の看板を既に設置をして、対応していきたいと思っています。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） これで質疑を終結いたします。 

  以上で報告は終わります。 

 

◎議案第４９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（堀江昭二君） 追加日程第２、議案第49号 公の施設の指定管理者の指定について

（萬城の滝キャンプ場）を議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  市長。 

〔市長 大城伸彦君登壇〕 

○市長（大城伸彦君） 議案第49号 公の施設の指定管理者の指定について提案理由を申し上

げます。 

  萬城の滝キャンプ場に指定管理者制度を導入するため、議案を上程するものであります。 

  指定管理者となる団体は、中伊豆山葵漬協業組合。指定期間は平成20年４月１日から平成

23年３月31日までであります。 

  詳細につきましては、観光経済部参事に説明させますので、よろしくご審議の上、ご承認

くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（堀江昭二君） 提案理由の説明に関して補足説明の申し出がありますので、これを許

します。 

  観光経済部参事。 

〔観光経済部参事 伊郷哲郎君登壇〕 

○観光経済部参事（伊郷哲郎君） それでは、萬城の滝キャンプ場の指定管理の指定について

の補足説明をさせていただきます。 

  まず、指定業者ですが、平成20年２月14日に伊豆市指定管理者審査会が開催され、適格と

の答申を受けました中伊豆山葵漬協業組合でございます。 

  中伊豆山葵漬協業組合については、議案の補足説明書に組合の概要が簡単でございますが

記載してございますので、ごらんいただきたいと思います。平成９年４月から組合としてワ

サビの普及活動や豊かな自然を守る活動を行ってきており、旧中伊豆町時代から萬城の滝キ

ャンプ場の管理の委託を受け、現在に至っているところでございます。これらの実績を踏ま

えて、公募によらない候補者の選定をさせていただきました。中伊豆山葵漬協業組合と協定

書を取り交し、施設の管理運営を委託いたします。 
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  協定書の内容を説明いたしますと、管理運営を委託する施設は、管理棟を初めとしてトイ

レ施設、バンガロー、炊事棟、バーベキュー棟、体験棟、テントサイト、遊歩道、駐車場で

す。 

  指定期間については、平成20年４月から平成23年３月31日までとし、平成23年４月１日以

降は、伊豆市指定管理者審査会による指定管理者の業務実績の評価により検討するものとし

ております。 

  業務の内容でございますが、伊豆市萬城の滝キャンプ場条例及び施行規則で規定してある

範囲で行い、施設利用や申し込み方法についても違反することはできません。また、料金に

つきましても、今までより高く設定することもできないことになっております。仮に違反し

た場合につきましては、指定の取り消しの条項を協定書の中に規定してございます。 

  指定期間中は、事業の計画書及び予算書の提出を義務づけており、毎年度終了後は２カ月

以内に事業報告書と決算書を提出し、必要に応じて報告や現地調査の立ち会いを義務づける

内容でございます。 

  施設の備品については、萬城の滝キャンプ場の備品を使用することとなりますが、伊豆市

物品管理規則によって管理することとなります。施設の維持補修は、30万円以下の改修は指

定管理者が行うこととし、施設、備品、物品を破損した場合には原状に回復して、任期満了

後も原状に回復する規定が協定書に明記してございます。 

  帳簿の整備につきましても、業務日誌の整備のほか、利用状況や現金出納簿の整備も義務

づけ、必要なときは提出させるものであります。 

  施設管理委託料については、例年30万円程度の管理料でございましたが、20年度以降は一

切要らないとする計画です。指定管理料は、利用料金を充当する計画で、逆に収益が出た場

合については、その一部を一般会計に繰り入れる内容であります。 

  なお、指定管理料は、利用料金をもって充当すると説明しましたけれども、この内容につ

きましては、利用料金の19年度の見込みでいいますと、320万円でございますが、指定管理

者は、まず借地料103万6,000円、電気料45万円を初め施設運営費として約200万円が予定さ

れております。残りの120万円につきましては、施設の受付事務及びバンガロー、テントエ

リア等の清掃管理２名の賃金となっております。 

  個人情報の保護条例など伊豆市が市民や利用者にみずから運営するのと同様か、それ以上

のサービスを提供すること、条例等を遵守することを条件に付しての指定でありますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） 以上で説明は終わりました。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  森良雄議員。 

○１０番（森 良雄君） 質問というよりも確認させてもらいたいんですけれども、指定管理
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料は払わないんですかね。それでやっていけるのかなと。当然人件費も向こう持ちと、その

辺、私の聞き違いかどうなのか確認させてください。 

○議長（堀江昭二君） 観光経済部参事。 

○観光経済部参事（伊郷哲郎君） 先ほども言いましたとおり、20年度以降は、管理料はござ

いません。ただし、指定管理料は、利用料金をもって充当するということで、先ほど説明し

たとおりでございます。 

○議長（堀江昭二君） よろしいですか。 

  それでは、これで質疑を終わります。これで終結いたします。 

  お諮りいたします。 

  本案については、会議規則第37条第３項の規定によって、委員会付託を省略することにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） ご異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（堀江昭二君） 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 

  これより採決をいたします。 

  議案第49号 公の施設の指定管理者の指定について（萬城の滝キャンプ場）を議案のとお

り決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

  よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。 

 

◎発議第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（堀江昭二君） 追加日程第３、発議第１号 伊豆市議会委員会条例の一部改正につい

てを上程し、議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  ９番、飯田正志議員。 

〔９番 飯田正志君登壇〕 

○９番（飯田正志君） ９番、飯田正志。 

  発議第１号 伊豆市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を説明

します。 

  本件につきましては、本定例会に上程された機構改革に伴う伊豆市事務分掌条例の一部改
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正に付随して、常任委員会所轄事務の一部を変更するものであります。 

  変更の内容は、伊豆市議会委員会条例第２条、常任委員会の名称及び委員会定数並びにそ

の所管と議会運営委員会の委員定数のうち第４号、土木水道委員会の所管である「土木部」

の名称を「建設部」に改めるものです。 

  以上、機構改革に伴います条例改正理由について説明いたしましたとおりでありますので、

本議案について、議員各位のご賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（堀江昭二君） 提案理由の説明を終わります。 

  本案について、質疑、討論を省略し、採決したいと思います。これにご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） ご異議ありませんので、質疑、討論を省略し、採決を行います。 

  発議第１号 伊豆市議会委員会条例の一部改正について、原案に賛成の議員の起立を求め

ます。 

〔起立全員〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者全員。 

  よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

 

◎発議第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（堀江昭二君） 追加日程第４、発議第２号 道路特定財源の確保に関する意見書の提

出について議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  13番、鍵山堅一議員。 

〔１３番 鍵山堅一君登壇〕 

○１３番（鍵山堅一君） 発議第２号 道路特定財源の確保に関する意見書の提出について。 

  現在、非常に厳しい状況になっていると。こういう中で、道路の特定財源の暫定税率を維

持したい、こういうことでございます。 

  道路特定財源の確保に関する意見書。 

  道路整備は、市民生活の利便、安全・安心、地域の活性化にとって不可欠であり、住民要

望も強いものがある。 

  現在、地方においては、高速道路など主要な幹線道路のネットワーク形成をはじめ、防災

対策、通学路の整備や開かずの踏切対策などの安全対策、さらには救急医療など市民生活に

欠かすことのできない道路整備を鋭意行っている。 

  また、橋梁やトンネルなどの道路施設の老朽化が進んでおり、その維持管理も行わなけれ

ばならず、その費用も年々増大している。 

  こうした中、仮に現行の道路特定財源の暫定税率が廃止された場合、地方においては約９
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千億円の税収の減が生じ、さらに地方道路整備臨時交付金制度も廃止された場合には、合わ

せて１兆６千億円規模の減収が生じることとなる。 

  こうしたこととなれば、本市では直接的な影響額で２億７千万円規模の減収が生じること

となり、厳しい財政状況の中で、本市道路整備は深刻な事態に陥ることになる。 

  さらには、危機的状況にある本市の財政運営を直撃し、教育や福祉といった他の行政サー

ビスの低下など市民生活にも深刻な影響を及ぼしかねないことにもなる。 

  よって、国においては、現行の道路特定財源の暫定税率を堅持し、関連法案を年度内に成

立させるよう強く要望する。 

  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 

  平成20年３月14日。静岡県伊豆市議会。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより本意見書について、質疑を許します。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（堀江昭二君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  では、反対討論からお願いします。 

  26番、木村建一議員。 

〔２６番 木村建一君登壇〕 

○２６番（木村建一君） 道路特定財源の確保に関する意見書について反対討論をいたします。 

  第１に指摘したいのは、政府は道路特定財源と暫定税率がなくなると、今提案理由の中に

ありましたが、地方の道路財源がなくなって、必要な道路がつくれなくなると宣伝していま

す。道路特定財源の制度をなくすと、本当に必要な道路もつくれなくなるのでしょうか。特

定財源制度を廃止したとしても、道路整備に税金が使えなくなるわけではありません。本当

に必要で整備が急がれる道路であれば、一般財源である税金を使えばいいのです。他の用途

と比較して、どちらがより重要で緊急性があるかは、住民や地方自治体が判断することです。 

  政府・与党がガソリン税などの道路特定財源の税率を引き上げている暫定税率を今後10年

間維持する方針をとる根拠にしている道路の中期計画、素案というのがありますが、その中

で、市町村の中心部から複数の高次救急医療施設への60分での移動をおおむね達成すること

を目標の一つに掲げております。しかし、道路はつくったとしても、今、政府がやろうとし

ているのは、公立病院をどんどんなくすという方針です。病院がなくなってしまったり、救

急医療をやめてしまったりすれば、さらに遠くまで道路を延ばさなければならなくなります。

道路に税金を使うよりも、病院の維持に使ったほうがいいと住民が判断する場合もあるでし
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ょう。特定財源のままでは、そういう判断が不可能なのです。 

  第２に、無駄な道路計画の典型例をお話しします。総額59兆円のうち24兆円、約４割を占

めている国際競争力の確保というのがありますが、この中の基幹ネットワークの整備には、

拠点的な空港、港湾からインターチェンジへのアクセス改善という項目が含まれております。

71カ所の拠点空港、港湾から高速道路のインターチェンジに10分以内にアクセスすることが

できないところが22カ所あるとして、このうち15カ所について改善を図るとしております。

しかし、改善の対象とされる港湾を調べると、今でも８カ所は12分から18分でアクセスは可

能です。与党は、12分のところを２分縮めて国際競争力の強化だと、そういうことも含めて

59兆円が必要だ。そのために暫定税率維持だと言っているのです。 

  特定財源のうち、通学路の歩道整備は４％、バリアフリー化も２％に過ぎません。無駄な

道路建設をやめれば、通学路の歩道整備など、緊急に必要な道路整備の財源は十分に確保で

きます。特定財源や暫定税率を大前提にして計画を立てるのではなくて、どの道路がより緊

急なのか、きちんと見直すことが必要です。 

  ＮＨＫの世論調査でも、中期計画について「妥当」11％に対して、「妥当でない」は51％

と過半数を超えて、道路特定財源の一般財源化も「賛成」42％と、「反対」22％を上回って

います。多くの国民が今の政府案についておかしいと思っているのです。 

  酒税は、アルコール中毒対策の目的税ではなくて、たばこ税も、肺がん対策も目的税では

ない。税制は一般財源にするのが基本ではないでしょうか。福祉や教育などには、特定財源

はありません。公立病院の統廃合計画や少子化に合わせて教員定数を減らす計画など、削減

計画はあっても、長期の整備計画はないのが実態です。 

  道路財源の狭い枠の中だけで考えるのではなくて、地方財政全体の中で考えるべき問題で

す。これまでに地方交付税を政府は５兆円以上も減らして、地方財政を困難にしていること

を仕方がないではなくて、道路だけにしか使えないという道路特定財源を廃止して、道路に

も福祉にも使えるようにすべきだと私は思います。 

  以上で反対討論を終わります。 

○議長（堀江昭二君） 次に、賛成討論、10番、森良雄議員。 

〔１０番 森 良雄君登壇〕 

○１０番（森 良雄君） 10番、森良雄です。 

  発議第２号 道路特定財源の確保に関する意見書の提出について賛成討論をさせていただ

きたい。 

  ご承知のように、私は、議員として登壇するのは、きょうが最後になるだろうと思います。

その中で、ご承知のように、一つぐらい賛成討論をさせてもらおうかなというのが本件なん

ですね。木村議員のおっしゃることは、まさに正論なんですよ。この道路特定財源、この法

律、現状成立するかどうか、どういう内容になるのかどうか、これもはっきり言うと、大変

不透明な部分が多いのではないかと思います。私は、ご承知のように、修善寺道路の無料化
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を叫んでおります。これは幾ら叫んでも、お金がなければ無料化にできないであろうという

ことも、また皆さんご承知のことだと思います。この財源を利用して、実際にはいろいろな

ものに使われていたということにば、私は活路を見出したいと思います。このように闊達な

財源がある。それを利用して、修善寺道路の無料化も図れるように、できれば希望したいと

思っておりますので、本件の賛成討論をさせていただきました。ありがとうございます。 

○議長（堀江昭二君） ほかに討論ございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（堀江昭二君） 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 

  これより採決をいたします。 

  発議第２号 道路特定財源の確保に関する意見書の提出について、原案のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者多数。 

  よって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 

 

◎発議第３号～発議第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（堀江昭二君） 追加日程第５、発議第３号 中小企業底上げ対策の一層強化を求める

意見書の提出についてから追加日程第７、発議第５号 地デジ放送の受信対策の推進を求め

る意見書の提出についてまでの３件を一括して議題といたします。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。 

  １番、杉山誠議員。 

〔１番 杉山 誠君登壇〕 

○１番（杉山 誠君） １番、杉山誠です。 

  発議第３号 中小企業底上げ対策の一層強化を求める意見書の提出について説明を申し上

げます。 

  中小企業を取り巻く経営環境は厳しいものがあります。原油・原材料の高騰がオイルショ

ック以来の記録的な価格となる一方で、親事業者への納入価格・公共事業体の落札価格は低

迷を続けるなど、「下請けいじめ」「低価格入札」が横行し中小企業はいまや危機的状況に

あるといっても過言ではありません。 

  こうした状況に鑑み、昨年12月、福田総理は「原油高騰・下請け中小企業に関する緊急対

策関係閣僚会議」を２回開催し、関係省庁に対して、原油高騰の影響を受ける中小企業に所

要の緊急対策を指示したところであります。 

  深刻な影響をこうむる中小企業に対して、政府がとった一連の措置については一定の評価

を下すものの、今回の緊急措置が場当たり的な対策に終始しないよう、今後は、中小企業に

おける金融支援策の強化や経営指導を効果的に行う相談窓口体制の構築など、中小企業底上
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げに対して一段と踏み込んだ対策を講じることが必要であります。 

  わが国企業の99％を占め日本経済を下支えする中小企業が健全な経営環境を取り戻し、地

域経済の発展に寄与するため、政府に対して、中小企業底上げ対策の一層強化をはかるよう、

次の事項について強く要望します。 

  １．中小・小規模企業者の金融支援をトータルに行うための「仮称・中小企業資金繰り円

滑化法」の早期制定。 

  ２．各省庁所管のもと数多くある中小企業相談窓口を一本化すること。 

  ３．公正な取引を実現するため、下請代金支払遅延防止法を厳格に運用すること。 

  ４．下請適正取引のためのガイドラインの周知徹底を行うこと。 

  続きまして、発議第４号 「バイオマス推進基本法」（仮称）の制定を求める意見書の提

出について説明申し上げます。 

  昨年、ＩＰＣＣが発表した「第４次評価報告書」は、地球の温暖化について、引き続き石

油などの化石燃料に依存していけば、今世紀末には平均気温は4.0度上がると予測し、今後、

人間の存在基盤が著しく脅かされる恐れがあり、その対策の緊急性を訴えるとともに、各国

政府がより強力な対策を講じるよう警鐘を鳴らしています。 

  対策の大きな鍵をにぎる温室効果ガスの削減について、昨年12月、インドネシアのバリで

開催されたＣＯＰ13で、2009年末の妥結を目指してポスト京都議定書の枠組みに関して交渉

を開始することで合意がなされました。特に、日本は今年、この交渉の進展に重要な役割を

持つ北海道洞爺湖サミットの議長国であり、世界の温暖化対策、特に京都議定書に加わって

いない米国、中国、インドなども含め、すべての主要排出国が参加する新たな枠組みづくり

をリードする使命があります。 

  そのためにも、自らが確固とした削減政策と中長期の排出削減目標を示す必要があり、再

生可能エネルギーの導入促進と省エネルギー対策によって「低炭素、循環型社会」への移行

を図る道しるべを示すべきです。 

  石油脱却に向けてカギを握っているのが代替燃料としてのバイオ燃料です。石油産業社会

に替わる「バイオマス産業社会」をも展望し、食糧との競合問題への対応も含めて、日本を

あげてバイオマス活用の推進を図るために「バイオマス推進基本法」（仮称）を制定すべき

です。 

  現在、政府が進める「バイオマス・ニッポン総合戦略」を総合的かつ計画的に推進するた

めにも、同基本法の制定を強く要望します。 

  この意見書について補足をさせていただきます。 

  バイオマスとは、家畜排せつや生ごみ、木くずなどの動植物から発生した再生可能の生物

由来の有機性資源のことを言います。いずれは枯渇する石油や石炭などの有限な化石資源と

違い、バイオマスは、地球温暖化の防止や循環型社会の形成、農山漁村活性化などの観点か

ら期待が高まっております。温暖で多雨な日本の気象条件や技術力から見ると、バイオマス
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の潜在的な資源量は高いと言えます。一方で、後継者不足などによる耕作放棄地の拡大や里

山の荒廃など、地域の環境保全が大きな課題になっております。休耕地にバイオ燃料などの

原料を作付し、農地を農地として保つことで、いざというときには食糧供給基地を維持でき

るという土地の活用や森林維持で生じる間伐材の活用は、我が国の農林水産業の新たな領域

の開拓や食料安全保障にもつながるということが見込まれます。 

  そして、現在、穀物あるいは食物をバイオエタノールに加工することによって、大きな国

際的な食料危機、後進国というか、食料問題を生んでおりますけれども、そのようなことに

もしっかりと対策を講じるためにも、食糧供給と競合しない日本独自のバイオ燃料の生産拡

大なども、この推進法に盛り込むことを計画しているということでございます。 

  続きまして、３点目、発議第５号 地デジ放送の受信対策の推進を求める意見書の提出に

ついて説明申し上げます。 

  地上デジタルテレビジョン放送は、既に一昨年全都道府県・全放送事業者の親局において

放送開始され、政府においても「デジタル放送推進のための行動計画」を策定、アナログ放

送終了期限の2011年７月までの最終段階の取り組みが行われているところです。 

  ７次にわたる関係者の行動計画により、普及計画の目標に沿って進んでいるものの、残さ

れた期間においては放送事業者側及び視聴者側ともに多くの課題が指摘されています。今後

３年間でデジタルテレビ放送の受信に未対応の世帯も含め、完全移行のため普及世帯や普及

台数を確保することは難事業と考えます。 

  とりわけ、デジタル放送への移行に伴う視聴者の負担問題については、経済弱者への支援

策が求められており、また、視聴者のデジタル受信器購入やアンテナ工事、共聴施設の改修

等具体的行動について、理解を深め、支援する方策が求められています。 

  平成20年度予算案に計上された地上デジタル放送関係予算の着実な執行と併せ、下記事項

について、政府を挙げた取り組みをしていただくよう強く求めます。 

  １．視聴者側の受信環境整備に伴う負担軽減のための方策を強力に進めること。また、経

済的弱者への支援策について、早急に内容を検討・決定すること。 

  ２．今後、地デジ放送に関する相談が飛躍的に増加することが見込まれるため、「地域相

談・対策センター」を各県毎に整備し、アウトリーチのサービス体制を整備すること。 

  ３．デジタル中継局整備や辺地共聴施設整備について、地方自治体の過度の負担とならな

いよう放送事業者等との調整を図るとともに、自治体負担の場合の支援策について新設も含

め拡充すること。 

  ４．都市受信障害については、各地域の実情を把握の上、良好な受信環境の整備を図り、

情報格差が生じないように努めること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 

  以上申し上げました３件について、意見書の提出を今回提案させていただきます。よろし

く賛同のほどをお願いいたします。 
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○議長（堀江昭二君） これをもって提案理由の説明を終わります。 

  これより本３意見書について、質疑を許します。 

  質疑はありませんか。 

  26番、木村議員。 

〔２６番 木村建一君登壇〕 

○２６番（木村建一君） 提案者の杉山誠議員に質問いたします。 

  ２つあるんですが、１つ目、中小企業底上げ対策の一層強化を求める意見書、この中に具

体的な要求項目として、（仮称）中小企業資金繰り円滑化法というのがありますが、ここで

言っている中小企業という範囲が、すべての零細も含まれるような法律なのか、それからも

う１点は、冒頭を読んでみますと、いわゆる今原油高で、本当にどこの業者も大変なような

状況になっているもので、それに対する対策というのが、この中に入れられるのかどうかと

いうことがちょっとわからないものですから、特に原油高対策というのが本当に中小、商店

も含めて大変な状況ですから、そういう意味では、これへの支援というか、政府が支援をす

るということが大事なのかなと思っていますが、その点の考え方をお尋ねしたいと思います。 

  それから、地デジ放送の受信対策の推進を求める意見書についてお尋ねします。 

  ずっと読んでみますと、結局2011年度にやりたいんだけれども、なかなか経済的な問題な

んかで大変だというふうな状況はわかりました。それに対する対策だと。具体的にお尋ねし

たいのは、いろいろと私も勉強してきたんですけれども、2001年に電波法が改定されて、自

民、民主、公明、社民の各党が賛成して、これは通っていって、それもとで今やっているわ

けなんですけれども、去年のいろいろな資料を読みますと、家電業界の方々、いわゆる業者

自身も2011年にアナログテレビが1,400万台以上残るというふうに予測しているんですね。

総務省も、去年の９月に期限までにデジタル放送が届かない世帯が、30万から60万世帯に上

るだろうという試算をしているということなんです。そうすると、さまざまな対策というの

は、具体的なところでのことでよくわかったんですが、そうすると、もう一つ大事なところ

は、アナログ放送はこのままずっと11年にすとんと切ってしまうと、今言われた繰り返しま

せんが、いろいろな問題点が国民の中に出てきて、情報を得る格差が出てきてしまうんじゃ

ないかと思うもので、アナログ放送の終了そのものをやはり終わらせるんじゃなくて、整備

をきちっとやっていくということも大事なのかなと思ったものですから、その辺の意見書が

この中に含まれているのかどうかお尋ねいたします。 

○議長（堀江昭二君） それでは、お答えください。 

  杉山議員。 

〔１番 杉山 誠君登壇〕 

○１番（杉山 誠君） 木村議員の質問にお答えします。 

  まず最初の中小企業の中に、すべての小規模企業も含まれるかということでございますけ

れども、ここでは中小企業とうたっておりますけれども、私が得る情報のいろいろな資料の
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中には、中小小規模企業とうたわれていまして、家族経営であるとか、そういった個人商店

でも中小企業に含まれるということを伺っております。 

  ２つ目の原油高対策でございますけれども、これはそもそもが本文にもありますように、

原油高で、下請企業であるとか、中小企業が非常に打撃をこうむっているということで、昨

年末でしたか、政府に対して申し入れを行ってきておりますけれども、そういうようなこと

も踏まえまして、具体的な記述の中にはございませんけれども、当然、中小企業の環境整備

ということで、原油高に対する取り組みも検討されているということは伺っております。 

  ３点目の情報格差ということで、アナログ放送が終わりになるということで、情報を得ら

れない家庭が出るのではないかということでございますけれども、現在そういった放送機器

の製造会社等ともいろいろな対策を考えておりまして、現在では5,000円を切るようなチュ

ーナーも開発されているそうでございます。そのようなものをこれから普及していくことに

よって、今持っているアナログテレビも活用がされていくことと思います。 

  また、さっきの通信格差、デジタルの電波が届かないところの問題ですけれども、これは

非常に大事な問題というか、これから本当に力を入れていかなければならない問題ですので、

そういったことを受信できない地域がないようにということも含めて、この意見書の中で要

望しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） 再質疑がありますか。いいですか。 

  それでは、続いて10番、森良雄議員。 

○１０番（森 良雄君） 中小企業底上げ対策の一層強化を求める意見書について、質問を２

つほどさせていただきます。 

  まず、低価格入札が横行し、中小企業が今や危機的状況にあると言っても過言ではない、

これは伊豆市のことではありませんね。その辺ちょっと確認したいですね。 

  それから、（仮称）中小企業資金繰り円滑化法の早期策定ということがあるんですけれど

も、これは具体的にどんなことを考えているのか。例えば今問題の新銀行東京みたいなこと

を考えていると、あれも石原さんに言わせれば、中小企業を救うためにやったんだとおっし

ゃっているけれども、金融問題というのは大変難しいということの最たる実例ではないかと

思うんですけれども、その辺お伺いしたいと思います。 

○議長（堀江昭二君） それでは、杉山議員。 

○１番（杉山 誠君） 最初の低価格入札が伊豆市のことであるかということですけれども、

これは全国的なそういう傾向を踏まえて国に対して提出するものでありまして、伊豆市でそ

れが行われているか、行われていないかということは、ここでうたっているものではありま

せん。 

  そして、２点目の中小企業資金繰り円滑化法ですけれども、これは中小企業が多くの金融

会社から資金を借りて、それが、返済が多額になってやりくりがつかないという状況を打開
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するために、政府が信用保証をとりまして、資金を一括してまとめて、それを信用保証協会

というようなもので、長期の返済に変換するというような内容でして、そういう制度が今あ

るんですけれども、それを法制化して、しっかりと支援がしていけるようにということであ

ります。 

  以上です。 

○議長（堀江昭二君） ほかに質疑ありますか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（堀江昭二君） それでは、質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論はありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○議長（堀江昭二君） 討論なしと認めます。討論を終結いたします。 

  これより分割採決をいたします。 

  初めに、発議第３号 中小企業底上げ対策の一層強化を求める意見書の提出について採決

いたします。 

  原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者多数。 

  よって、発議第３号は原案のとおり可決されました。 

  次に、発議第４号 「バイオマス推進基本法」（仮称）の制定を求める意見書の提出につ

いて採決いたします。 

  原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者多数。 

  よって、発議第４号は原案のとおり可決されました。 

  次に、発議第５号 地デジ放送の受信対策の推進を求める意見書の提出について採決いた

します。 

  原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔起立多数〕 

○議長（堀江昭二君） 起立者多数。 

  よって、発議第５号は原案のとおり可決されました。 

 

◎閉会宣告 

○議長（堀江昭二君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

  これをもちまして、平成20年第１回伊豆市議会定例会を閉会いたします。 
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  皆様には、長時間慎重に審議いただきまして、まことにありがとうございました。 

  これにて閉会といたします。 

 

閉会 午後 ２時２３分 

 


